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平成31年１月22日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 

  部会長  新 美  育 文  殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    相 田  仁 

 

 

報 告 書（案） 

 

 

平成30年12月７日付け諮問第3110号をもって諮問された事案について、調査の結果、下記のと

おり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案については、諮問内

容に沿って改正することが適当と認められる。 

 

２  なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

 

 

1



2



 
    

「
第

一
種

指
定

電
気

通
信
設
備

接
続
料

規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省

令
案

等
」
に
対

す
る
意

見
募

集
 

（
意

見
募

集
期
間

： 
平
成

3
0
年

12
月

８
日

～
平

成
31

年
１
月

11
日
） 

 

意
見
提
出

者
一
覧

 

計
 
３
者

（法
人

等
：
２
者

、
個

人
：
１
者

） 

  

（
提

出
順

、
敬

称
略

）
 

受
付

. 
意

見
提

出
者

 

１
 

個
人

 

２
 

K
D

D
I株

式
会
社

 

３
 

ソ
フ
ト
バ

ン
ク
株

式
会
社

 

    
 

別
添

 

3



 

「
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
等
」
に
対
す
る
意
見
及
び
そ
れ

ら
に
対
す
る
考
え
方
（
案
）
 

 

意
 

 
 

 
見

 
考

 
 

 
え

 
 

 
方

 
意

見
を
踏

ま
え

た
 

案
の

修
正

の
有

無
 

意
見

１
－
１

 
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル
と
改
良

IP
モ
デ
ル
の
組
合
せ
へ
移
行
の
段
階
を

進
め
る
こ
と
を
規
定
す
る
本
改
正
案
に
賛
同
す
る
。

 

考
え
方
１
－
１

 
 

○
 
改
正
省
令
案
附
則

 
第
４
条
～
第
６
条
、
別
表
第

１
～
第
６
に
つ
い
て

 

L
R

IC
方
式
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
事

業
者
の
実
際
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど

の
よ
う
な
設
備
構
成
で
設

置
さ
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
高
度
で
新
し
い
通

信
技
術
を
利
用

し
た
効
率
的
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
新

た
に
構
成
す
る
も
の
と
し
た

場
合
」
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
費
用

を
勘
案
し
て
接
続
料
を
算
定

す
る
方
式
で
あ
り
、
固
定
電

話
市
場
が
、
次
期

適
用
期
間
中
に
各
事
業
者
間
で
実

際
に

IP
接
続
が
開
始
さ
れ
る
等
、
着
実
に

IP
化
に
向
け
て
進
展
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
今
後
の
事

業
者
間

接
続
に
つ
い
て
は

IP
接
続
が
前
提
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
、
次

期
適
用

期
間
か
ら
改
良

IP
モ
デ
ル
を
適
用
す
る
こ
と
が
、
公
正

な
競
争
環
境
の
確
保
を
求
め
る
制
度
の
趣
旨
に
適
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

 

そ
の
点
、
「
平
成

3
1
年
度

以
降
の
接
続
料
算
定
に
お
け
る
長
期
増
分
費
用
方

式
の
適
用
の
在

り
方
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
9
年

1
1
月

1
6
日
付
け
。
以
下
、
「
L
R

IC

答
申
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
改
良

IP
モ
デ
ル
を
用
い
て
接
続
料
の
算
定
を
行
う

こ
と
は
公
正
な
競
争
環
境
の
確
保
を
求
め
る
制
度
の
趣
旨
に
適
っ
て
い
る
と
す
る

一
方
、
効
率
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
移
行
を
現
実
に
は
瞬
時
に
行
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
、

IP
網
を
前
提
と
し
た
接
続
料
原
価
の
算
定
に
向
け

た
段
階
的
な
移
行
の
一
階
梯
と
し
て
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
と
し
た
も
の

で
す
。
そ
の
た
め
、
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
算

定
す
る
接
続
料
水
準
が
、

「
接
続
料
と
利
用

者
料
金
の
関
係
の
検
証
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
く
ス
タ
ッ
ク
テ
ス

ト
に
よ
る
検
証
に
耐
え
ら
れ

な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
場
合
は
、
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル

と
改
良

IP
モ
デ
ル
の
組
み
合
わ
せ
へ
移
行
の
段
階
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
い

っ
た
事
態
を
回
避
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
賛
同
の
御
意
見

と
し
て
承
り
ま
す
。

 

情
報
通
信
審
議
会
答
申
「
平
成

3
1
年
度
以
降
の
接

続
料

算
定

に
お
け
る
長

期
増

分
費

用
方

式
の

適
用

の

在
り
方
」
（
平
成

3
0
年

1
0
月

1
6
日
）
（
以
下
「
平
成

3
0

年
答
申
」
と
い
う
。
）
で
は
、
平
成

3
1
年
度
か
ら
３
年

間

は
、
ＩＰ
網

を
前

提
と
し
た
接

続
料

原
価

の
算

定
に
向

け

た
段

階
的

な
移

行
の

時
期

と
し
て
対

応
す
る
こ
と
が

よ

り
適
当
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
段
階
的

な
移

行
の

手

段
と
し
て
、
ま
ず
は

Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

に
よ
り
接

続
料

を
算

定
し
、
こ
れ

に
よ
り
価

格
圧

搾
の

お
そ
れ

が

生
じ
る
場

合
は

、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

と
ＩＰ
－

Ｌ
Ｒ
Ｉ

Ｃ
モ
デ
ル

の
組

合
せ

へ
移

行
の

段
階

を
進

め
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

こ
れ

を
踏

ま
え
、
本

省
令

改
正

案
は

、
両

モ
デ
ル

の

組
合

せ
を
適

用
す
る
こ
と
と
な
る
条

件
、
そ
の

場
合

の

機
能
・
組
合
せ
方
法
、
ＩＰ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
に
よ
る
算
定

方
法
等
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

 

無
 

4



 

 

今
回
の
改
正
案
に
お
い
て
は
、
以
下
①
～
③
が
規
定
さ
れ
、

N
T
T
東
・
西
い
ず

れ
か
に
お
い
て
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
接
続
料
水
準
が
、
利
用

者
料
金
と
の
関
係
に
よ
り
価
格
圧
搾
の
お
そ
れ

が
生
じ
る
場
合
は
、
改
良

P
S
T
N

モ
デ
ル
と
改
良

IP
モ
デ
ル
の
組
合
せ
へ
移
行
の
段
階
を
進
め
る
こ
と
を
規
定
す
る

内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

改
正
案
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。

 

①
 
両
モ
デ
ル
（
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル
と
改
良

IP
モ
デ
ル
）
の
組
合
せ
を
適
用
す

る
こ
と
と
な
る
条
件

 

②
 
両
モ
デ
ル
組
合
せ
の
場
合
の
機
能
と
組

合
せ
方
法

 

③
 

IP
-
L
R

IC
モ
デ
ル
に
よ
る
算
定
方
法

 

（
K
D

D
I
株
式
会
社
） 

意
見

１
－

２
 
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

と
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

の
組

合
せ

適
用

に
関

す
る
本
改
正
案
及
び
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
指
針
改
定
案
に
賛
同
す
る
。

 

考
え
方
１
－
２

 
 

○
 
改

正
省

令
案

附
則

 
第

４
条

、
接

続
料

と
利

用
者

料
金

の
関

係
の

検
証

に
関

す

る
指
針
改
定
（
案

）
に
つ
い
て

 

「
加

入
電

話
・
IS

D
N

通
話

料
」
に
つ
い
て
は

、
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接

続
料

規
則

の
改

正
規

定
が

効
力

を
有

す
る
間

は
、
接

続
料

と
利

用
者

料
金

の
関

係
の
検
証
に
関

す
る
指
針

を
適
用
し
な
い
、
と
す
る
改
正
案
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
改
正
案
と
改
正
省
令
案
附
則
第

4
条
の
規
定
に
よ
り
、
改
良

P
S
T
N

モ
デ

ル
に
よ
り
算

定
さ
れ

る
接

続
料

水
準

が
、
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
に
よ
る
検

証
に
耐

え
ら
れ

な
い
こ
と
が
分
か

っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
改
良

P
S
T
N
モ
デ
ル
と
改
良

IP
モ
デ
ル

の
組
合
せ
へ
移
行
の
段
階

を
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
あ
く
ま
で
も
、

IP
網
を
前
提
と
し

た
接
続
料

原
価
の

算
定

に
向
け
た
段
階

的
な
移
行
の

一
階
梯
と
し
て
改
良

P
S
T
N

モ
デ
ル
を
採
用
す
る
と
し
た

L
R

IC
答
申
の
主
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

 

（
K
D

D
I
株
式
会
社
） 

○
 
賛
同
の
御
意
見

と
し
て
承
り
ま
す
。

 

考
え
方
１
－
１
に
も
記
載
の

と
お
り
、
平
成

3
0
年
答

申
で
は
、
平
成

3
1
年
度
か

ら
３
年
間
は
、
ＩＰ
網
を
前
提

と
し
た
接

続
料

原
価

の
算

定
に
向

け
た
段

階
的

な
移

行
の

時
期

と
し
て
、
価

格
圧

搾
の

お
そ
れ

が
生

じ
る
場

合
に
は

、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

と
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
組
合
せ

へ
移
行
の

段
階
を
進
め
る
こ
と
が

適
当
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
れ

を
踏

ま
え
、
本

省
令

改
正

案
は

、
両

モ
デ
ル

の

組
合
せ
適
用
等
に
係
る
規

定
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

 

 

（
諮
問
対
象
外
の
事
項
：
 
指
針
の
再
改
定
）
 

ま
た
、
平

成
3
0
年

答
申

で
は

、
両

モ
デ
ル

の
組

合

せ
適

用
の

判
断

基
準

で
あ
る
「
価

格
圧

搾
の

お
そ
れ

」

に
つ
い
て
、
現

行
の

「
接

続
料

と
利

用
者

料
金

の
関

係

無
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の
検

証
に

関
す

る
指

針
」
（
以

下
単

に
「
指

針
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
の
う
ち
、
利
用

者
料
金

と

接
続

料
の

差
分

が
営

業
費

相
当

基
準

額
を
下

回
る
か

ど
う
か

の
基

準
を
用

い
る
こ
と
で
判

断
す

る
こ
と
が

適

当
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

そ
の

た
め

、
本

省
令

改
正

に
伴

い
指

針
の

一
部

を

改
定

し
、
検

証
対

象
の

う
ち
「
加

入
電

話
・
IS

D
N

通
話

料
」
に
つ
い
て
は

、
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
の

改
正

規
定

が
効

力
を
有

す
る
間

は
、
指

針

を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
で
す
。

 

意
見

２
－
１

 
N

T
S
コ
ス
ト
の
う
ち
「
き
線
点

R
T
－

G
C
間
伝
送
路
コ
ス
ト
」
は
、
可
及
的

速
や
か
に
、
基
本
料
で
回

収
す
る
よ
う
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

 

考
え
方
２
－
１

 
 

○
 
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
案
に
つ
い
て

 

現
在
、

N
T
S
コ
ス
ト
で
あ
る
「
き
線
点

R
T
－

G
C

間
伝
送
路
コ
ス
ト
」
 
は
、
「
当
分

の
間

の
措

置
」
と
し
て
、
そ
の

1
0
0
%
が

接
続

料
に
算
入

さ
れ

て
い
ま
す
が

、
当

該
コ

ス
ト
は
基
本
料
で
回
収
す
る
こ
と
が
本
来
の
制
度
趣
旨
に
沿
っ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
「
当
分
の
間
の
措
置
」
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

2
0
1
8
年

1
0
月

16
日
付
答

申
「
平
成

3
1
年
度
以
降

の
接
続
料
算
定
に
お
け
る
長
期
増
分
費
用
方
式
の
適
用

の
在

り
方

に
つ
い
て
」
（
以

下
、
「
答

申
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
お
い
て
、
「
ユ
ニ
バ

ー
サ

ル
サ

ー
ビ
ス
制
度
の

検
討

の
後

に
（
～
中
略

～
）
行
う
べ
き
」
と
整

理
さ
れ

て
い
ま
す

が
、
近

年
の

接
続

料
の

急
激

な
上

昇
を
踏

ま
え
る
と
、
可

及
的

速
や

か
に
「
き
線

点

R
T
－

G
C

間
伝
送

路
コ
ス
ト
」
を
基

本
料

で
回
収

す
る
よ
う
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
適

当
と
考
え
ま
す
。

 

（
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
）
 

○
 
情

報
通

信
審

議
会

答
申

「
『
固

定
電

話
網

の
円

滑
な

移
行

の
在

り
方

』
二

次
答

申
～

最
終

形
に
向

け
た
円

滑
な
移
行
の
在

り
方
～
」
（
平
成

2
8
年

2
月
）
で
は

、
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
サ

ー
ビ
ス
に
関

す
る
今

後
の

検
討

方
向

性
と
し
て
、
光

フ
ァ
イ
バ

や
無

線
な
ど
技

術
の

進
展

を

踏
ま
え
た
ユ
ニ
バ

ー
サ

ル
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
の

固
定

電

話
の

効
率

的
な
確

保
が

示
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ

を
踏

ま

え
、
ユ
ニ
バ

ー
サ

ル
サ

ー
ビ
ス
交

付
金

制
度

の
妥

当

性
等

の
論

点
に
つ
い
て
検

討
を
進

め
て
い
く
こ
と
が

必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
れ
を
踏
ま
え
、
平
成

3
0
年
答
申
で
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス

ト
の

う
ち
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
に
つ
い

て
、
基

本
料

の
費

用
範

囲
の

中
で
回

収
す
る
こ
と
が

原

則
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
今

後
の

ユ
ニ
バ

ー
サ

ル
サ

ー
ビ

ス
制

度
の

検
討

※
の

後
に
、
当

該
コ
ス
ト
の

扱
い
に
つ

い
て
見
直
し
を
行
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

無
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※
情

報
通

信
審

議
会

諮
問

「
電

気
通

信
事

業
分

野
に
お
け
る
競

争
ル
ー
ル
等
の
包
括
的
検
証
」（
平
成

3
0
年

8
月
）等

に
お
け

る
検
討
。
 

意
見

２
－

２
 
次

期
適

用
期
間

か
ら
、
改

良
IP

モ
デ
ル

を
用
い
て
接

続
料
の

算
定

を

行
う
べ

き
。
な
お
、
モ
デ
ル

適
用

判
断

に
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
の

考
え
方

を
用

い
る
に
当

た
っ
て
は
、
着
信
先
別
の

接
続
料
内
訳
及
び
そ
れ
ら
の
影
響
を
確
認
し
、

P
S
T
N
接

続
料
以
外
の
他
接
続
料
の
影
響
を
極
力
排
除
し
た
検
証
方
法
を
検
討
す
べ
き
。

 

考
え
方
２
－
２

 
 

○
 
改
正
省
令
案
附
則
第
４
条
～
第
６
条
に
つ
い
て

 

今
回
、
初
め
て
省
令
に
お
い
て

IP
ベ
ー
ス
の

L
R

IC
モ
デ
ル
に
つ
い
て
明
記
さ

れ
た
こ
と
は
、
一
定
の
評
価
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
た
だ
し
、
従
前
よ
り
弊
社

が
主
張
し
て
い
る
通
り
、
「
現
時
点
で
利
用
可
能
な
最

も
低
廉
で
最
も
効
率
的
な
設

備
や
技
術
を
採
用
す
る
」
と
い
う

L
R

IC
モ
デ
ル
検
討
に
お
け
る
基
本
的
事
項
に
鑑

み
れ
ば
、
次
期
適

用
期
間
か
ら
、
改
良

IP
モ
デ
ル
を
用
い
て
接
続
料
の
算
定
を
行

う
べ
き
と
考
え
ま
す
。

 

な
お
、
適
用
す
る

L
R

IC
モ
デ
ル
を
判
断
す
る
た
め
に
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
の
考
え
方

を
用
い
る
に
当
た
っ
て
は
、
弊
社
よ
り
検
証
方

法
の
見
直
し
（
「
P

S
T
N
発
着
（
加
入

発
加
入
着
）
の
み
の
収
支
を
考
慮
し
た
検
証
を
行
う
べ
き
」
）
を
提
案
し
た
も
の
の
、

「
接
続
料
の
算
定
に
関
す
る
研
究
会
」
に
お
い
て
、
現
時
点
で
の
採
用
は
困
難
、
と

の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
「
認
可
接
続

料
に
比
べ
他
事
業
者
接
続
料

の
著
し
い
上
昇
に
よ
り
利
用
者
料
金
と
接
続
料

の
差
分
が
営
業
費
相
当
基
準
額
を

下
回
る
」
と
い
う
他
律
的
要
因
に
つ
い
て
は
、
客

観
的

か
つ
定
量
的
に
確
認
で
き
る

場
合
、
総
務
省
殿
に
お
い
て
事
情
を
考
慮
し
て
取
り
扱
う
、
と
の
方
向
性
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
に
お
い
て
利
用
者
料
金
と
比
較
さ
れ
る
接

続
料
に
は
、
東
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
殿
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

殿
（
以
下
、
「
N

T
T
東
西
殿

」
と
い
い
ま
す
。
）
の
加
入
電
話
及
び
ひ
か
り
電
話
並
び

に
他
事
業
者
の
直
収
電
話
の
接
続
料
が
算
入
さ
れ
て
お
り
、
他
事
業
者
接
続
料
の

み
の
影
響
を
見

れ
ば
他
律
的
要
因
に
つ
い
て
考
慮
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ

○
 
考

え
方

１
－

１
に
も
記

載
の

と
お
り
、
平

成
3
0
年
答

申
で
は
、
平
成

3
1
年
度
か
ら
３
年
間
は
、
ＩＰ
網
を
前
提

と
し
た
接

続
料

原
価

の
算

定
に
向

け
た
段

階
的

な
移

行
の
時
期
と
し
て
対

応
す
る
こ
と
が
よ
り
適

当
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
れ

を
踏

ま
え
、
本

省
令

改
正

案
は

、
段

階
的

な
移

行
の

手
段

と
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

と
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル

の
組

合
せ

適
用

等
に
係

る
規

定
を
追

加

す
る
も
の
で
す
。

 

 （
諮

問
対

象
外

の
事

項
：
 
客

観
的

か
つ
定

量
的

に
確

認

で
き
る
他
律
的
要
因

）
 

平
成

3
0
年
答
申
で
は
、
移
行
の
段
階
を
進
め
る
た

め
の

判
断

基
準

に
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
の

考
え
方

を
用

い

る
に
当

た
り
、
「
認

可
接

続
料

に
比

べ
他

事
業

者
接

続

料
の
著
し
い
上
昇

に
よ
り
利
用
者
料
金
と
接

続
料
の

差

分
が

営
業

費
相

当
基

準
額

を
下

回
る
と
い
っ
た
他

律

的
要

因
が

客
観

的
か

つ
定

量
的

に
確

認
で
き
る
場

合

に
は

、
総

務
省

に
お
い
て
、
そ
う
し
た
事

情
を
考

慮
し
て

取
り
扱

う
こ
と
を
検

討
す
る
余

地
が

あ
る
」
と
さ
れ

て
い

ま
す
。

 

無
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ん
。
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
に
他
律

的
要
因
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

P
S
T
N
発
－

P
S
T
N
着
、

P
S
T
N
発
－
ひ
か
り
電
話
着
及
び

P
S
T
N
発
－
他
事
業
者
直
収
電
話

着
の
接
続
料
内
訳
（
接
続
料
単
価
及
び
通
話
回
数
・
通
話
秒
数
）
を
開
示
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
接
続
料
の
影
響
を
確
認
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

 

ま
た
、
他
律
的

要
因
に
つ
い
て
は
、
利
用
者

料
金
と
接
続
料
の
差
分
が
基
準
を

下
回
る
場
合
の

み
な
ら
ず
、
基
準
を
上
回
る
場
合
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
基
準
値

の
検
証
結
果
に
依
ら
ず
、
前
述
の
内
訳
を
開
示
頂
く
必

要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
そ
の
上
で
、

2
0
1
9
年
度

以
降
の
接
続
料
算
定
に
お

け
る

L
R

IC
モ
デ
ル
の
決
定
に
際
し
て
は
、

P
S
T
N
接
続
料
以
外
の
他
接
続
料
の

影
響
を
極
力
排

除
し
た
検
証
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
し
ま
す
。

 

（
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
）
 

よ
っ
て
、
考

慮
し
て
取

り
扱

う
べ

き
他

律
的

要
因

が

あ
れ

ば
、
客

観
的

か
つ
定

量
的

な
確

認
方

法
と
あ
わ

せ
て
、
総

務
省

に
お
い
て
適

宜
検

討
を
行

う
こ
と
が

望

ま
し
い
と
考
え
ま
す
。

 

 

（
諮
問
対
象
外
の
事
項
：
 
指
針
の
再
改
定
）
 

ま
た
、
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
の

検
証

方
法

そ
の

も
の

に
つ

い
て
、
平
成

3
0
年
答
申
で
は
、
「
価
格
圧
搾
が
構
造
上

あ
り
得
る
事
態
を
回
避
す
る
と
い
う
趣
旨
に
照
ら
し
て
改

善
す
べ

き
点

が
な
い
か

、
総

務
省

に
お
い
て
検

討
を
行

う
必

要
が

あ
る
」
と
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後

も
状
況

変
化

等
で
必

要
が

生
じ
れ

ば
、
よ
り
広

い
接

続
政

策
・

競
争

政
策

の
見

地
か

ら
ス
タ
ッ
ク
テ
ス
ト
の

検
証

方
法

等
に
つ
い
て
、
総

務
省

に
お
い
て
適

宜
検

討
を
行

う
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考

え
ま
す
。

 

意
見

３
－
１

 
固
定
電
話
網

を
随
時
廃
止
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、

5
G

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
を
見
据
え
た
政
策
を
導
入
す
べ
き
。

 

考
え
方
３
－
１

 
 

○
 
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
サ
ー
ビ
ス
制
度
に
お
け
る
「
長
期

増
分
費
用
モ
デ
ル
、
接
続

料
算

定
、

N
T
S
コ
ス
ト
」
等
と
は
、
固
定
電
話
回
線
に
対
し
「
IP

網
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル

）
」
の

導
入

と
考

え
ま
す
の

で
、
固

定
電

話
網

を
随

時
に
廃

止
し
て
行

く
事

が
、

望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。

 

（
個
人
）
 

○
 
「
総

務
省

総
合

通
信

基
盤

局
電

気
通

信
事

業
部

料
金

サ
ー
ビ
ス
課

」
が

提
唱

し

て
い
る
内

容
で
は

、
「
5G

（
第

5
世

代
）
」
で
の

構
造

で
の

有
線

L
A

N
に
お
け
る

「
IS

D
N

及
び

A
D

S
L
」
の

導
入

で
は

、
無

線
L
A

N
に
お
け
る
パ

ケ
ッ
ト
通

信
の

「
3
G

P
P
」
が
導

入
さ
れ

て
い
る
と
考

え
ま
す
が

、
「
矛
盾
点

（
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）
」
が

有
り

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
有

線
L
A

N
で
は
、
「
光

フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
回
線
（
O

F
C
）
」

及
び
「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
回

線
（
C

A
T
V
）
」
が
有
る
と
考

え
ま
す
の
で
、
無
線

L
A

N
で

○
 
今

後
の

情
報

通
信

政
策

に
関

す
る
参

考
御

意
見

と

し
て
承
り
ま
す
。

 

 

無
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は
、
「
W

i-
F
i
回

線
」
が

有
る
と
考

え
ま
す
の

で
、
技
術
的

な
構

造
の

違
い
が
有

る
と

考
え
ま
す
。
要

約
す
る
と
、
総

務
省

側
の

「
仕

様
（
ス
ペ
ッ
ク
）
」
で
の

「
5G

」
の

概
念

を
描
き
な
が
ら
、
政
策
を
導

入
す
る
べ
き
で
す
。

 

（
個
人
）
 

 

9



10



第
一
種
指

定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

等
の
一

部
改

正
に
つ
い
て

－
平
成

３
１
年

度
以

降
の
接

続
料

算
定
に
お
け
る
長
期

増
分
費
用
方
式
の
適
用

－

平
成

3
1
年
１
月

総
務
省

総
合
通
信
基
盤
局

電
気
通
信
事
業
部

料
金
サ
ー
ビ
ス
課

11



主
な
改
正
の
概
要

1

①
長

期
増

分
費

用
モ

デ
ル

の
見

直
し

•
接

続
料

原
価

の
算

定
に
用

い
る
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
見

直
し
に
伴

い
、
電

力

設
備

等
の
耐

用
年

数
の
推
計
方
法
等
、
算
定
方
法
に
係

る
規

定
を
一
部

改
正
。

②
長

期
増

分
費

用
モ

デ
ル

の
適

用
方

法
の

見
直

し

•
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
に
基
づ
く
接
続
料
の
水
準

が
総

務
大

臣
が
通

知
す

る
条

件

に
該

当
す

る
場

合
等

に
は
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
と
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
組

合
せ

に
よ
り
接

続
料

を
算
定

す
る
こ
と
と
し
、
両
モ
デ
ル
の
組

合
せ

方
法

、
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
Ｉ

Ｃ
モ
デ

ル
に
よ
る
算

定
方
法
等
に
係
る
規
定
を
追
加
。

③
接

続
料

算
定

に
用

い
る

入
力

値
の

扱
い

•
平

成
３
１
年

度
の
接

続
料

算
定

に
必

要
な
入

力
値

（
設

備
単

価
、
仕

様
、
耐

用
年

数

等
）
を
定

め
る
た
め
、
接
続
料
規
則
別
表
の
数
値
を
更
新
。

■
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
（
平

成
1
2
年

郵
政

省
令

第
6
4
号

）
の

一
部

改
正

○
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本

・
西

日
本

が
設

置
す
る
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

の
う
ち
加

入
者

交
換

機
能

や
中

継
交

換
機

能
等

に
係

る
接

続
料

の
算

定
に
は
、
現

在
、

長
期
増
分
費
用
方
式
が
適

用
さ
れ

て
い
る
。

○
現
行
の
長
期

増
分

費
用

モ
デ
ル
は
、
平

成
２
８
年

度
か
ら
３
０
年
度
ま
で
の
適
用

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成

３
１
年

度
以

降
の
長

期
増

分
費

用
方

式
に
基

づ
く
接

続

料
算
定
等
に
つ
い
て
、
長

期
増

分
費

用
モ
デ
ル
研

究
会
や
情
報
通

信
審
議

会
に
お
け
る
検
討

結
果
を
踏
ま
え
、
所

要
の
規

定
を
整

備
。

○
平
成
３
１
年
度
の
接
続

料
算

定
に
当

た
っ
て
、
必
要
な
入
力
値

（設
備

仕
様
、
耐
用

年
数
等

）を
更
新
。

○
そ
の
他
、
接
続
料
規

則
の
規

定
上

の
表

現
を
改

め
て
確
認

し
、
制
度
趣

旨
に
照
ら
し
て
明

確
化
す
る
た
め
、
所

要
の
規

定
を
整

備
。

■
接

続
料

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（
平

成
1
7
年

総
務

省
令

第
1
4
号

）
の

一
部

改
正

④
Ｎ

Ｔ
Ｓ

※
コ

ス
ト

の
扱

い

•
平

成
３
１
年

度
か
ら
３
３
年

度
ま
で
の
３
年

間
に
お

い
て
も
引

き
続

き
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト

の
う
ち
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
の
全

額
を
接

続
料

原
価

に
算

入
す

る

た
め
、
所

要
の
規

定
を
整
備
。

※
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
（
N

o
n

T
ra

ff
ic

Se
n
si

ti
ve

C
o
st
）
：
通

信
量

で
は
な
く
回

線
数

に
依

存
す

る
コ
ス
ト
。

⑤
接

続
料

算
定

に
用

い
る

通
信

量
の

扱
い

•
平

成
３
１
年

度
か
ら
３
３
年

度
ま
で
の
３
年

間
に
お

い
て
も
引
き
続

き
、
前

年
度

下
期

と
当

年
度

上
期

の
通

信
量

を
通

年
化

し
た
も
の
を
接

続
料

算
定

の
入

力
値

と
し
て

採
用
す

る
た
め
、
所

要
の
規
定
を
整
備
。

⑥
東

西
均

一
接

続
料

の
扱

い

•
平

成
３
１
年

度
か
ら
３
３
年

度
ま
で
の
３
年

間
に
お

い
て
も
引

き
続

き
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日

本
・
西

日
本

で
均

一
の
接
続
料
を
適
用
す

る
た
め
、
所
要
の
規
定
を
整
備
。

○
施

行
日

平
成
３
１
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
※

一
部
規
定
（
総
務
大
臣
に
よ
る
通
知
等
）
は
公
布
日
に
施

行
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改
正
に
至
る
ま
で
の
経
緯

2

○
平

成
２
８
年

１
０
月

、
「長

期
増

分
費

用
モ
デ
ル
研
究

会
」
を
開
催

。
平

成
３
１
年

度
以

降
の
接
続

料
算
定

に
適

用
可

能
な
長

期
増

分
費

用
モ
デ
ル
（第

８
次

モ
デ

ル
）と

し
て
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
及

び
ＩＰ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
の
２
つ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成

２
９
年

７
月

に
報

告
書

を
取

り
ま
と
め
。

○
平

成
２
９
年

１
１
月

、
平

成
３
１
年

度
以

降
の
接

続
料

算
定

に
お
け
る
長

期
増

分
費

用
方

式
の
適

用
の
在

り
方

に
つ
い
て
情

報
通

信
審

議
会

へ
諮

問
、
平

成
３
０

年
１
０
月

、
第

８
次

モ
デ
ル
を
平

成
３
１
年

度
か
ら
３
３
年

度
ま
で
の
３
年

間
、
接

続
料

算
定

に
用

い
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
す
る
答

申
（
以

下
「
平

成
３
０
年

答
申

」
と

い
う
。
）を

取
り
ま
と
め
。

○
平
成
３
０
年

１
１
月

、
長

期
増

分
費

用
モ
デ
ル
研

究
会

に
お
い
て
、
長
期
増
分

費
用
方

式
に
基
づ
く
平

成
３
１
年

度
の
接

続
料

算
定

に
用

い
る
入

力
値

を
見

直
し
。

平
成

２
８

年

１
０

月

平
成

２
９

年

３
月

７
月

１
１

月

平
成

３
０

年

１
０

月
１

１
月

１
２

月

長
期

増
分

費
用

モ
デ

ル
研

究
会

情
報

通
信

審
議

会

情
報

通
信

行
政

・

郵
政

行
政

審
議

会

▲ 開 催

長
期

増
分

費
用

モ
デ

ル
（
第

８
次

モ
デ

ル
）
の

検
討

▲ 諮 問

平
成

３
１

年
度

以
降

の
接

続
料

算
定

に
お

け
る

長
期

増
分

費
用

方
式

の
適

用
に

つ
い

て
検

討

▲ 審 議

平
成

３
１

年
度

の
接

続
料

算
定

に
用

い
る

入
力

値
の

見
直

し

▲ 報 告 書 の

取 り ま と め

▲ 答 申

▲ 諮 問

接
続

料
規

則
等

の
一

部
改

正
に

つ
い

て

「
固

定
電

話
網

の
円

滑
な

移
行

の
在

り
方

」
一

次
答

申
～

移
行

後
の

ＩＰ
網

の
あ

る
べ

き
姿

～
※

▲ 答 申

※
ＩＰ

網
へ

の
移

行
期

間
中

に
お

け
る

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

に
係

る
接

続
料

算
定

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

が
必

要
と

の
提

言
。
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（
参
考
）
長
期

増
分
費
用
（
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

）
方
式
に
基
づ
く
接
続
料
算
定

3

○
長

期
増

分
費

用
（
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
：
L
o
ng

-
R
un

In
cr
e
m
e
nt
al

C
o
st
s
）
方

式
は
、
接

続
料

の
原

価
算

定
に
お
い
て
、
事

業
者

の
非

効
率

性
を
排

除
し
た
適

切
な
原

価
を

算
定
す
る
た
め
に
平

成
１
２
年

の
電

気
通

信
事

業
法

改
正

に
よ
り
導
入

。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本

・
西
日

本
の
実

際
の
ネ
ッ
トワ

ー
ク
と
同

等
規

模
の
ネ
ッ
トワ

ー
ク
を
、
現

時
点

で
最
も
低

廉
で
効
率
的
な
設

備
と
技

術
に
よ
り
構
築

・
運
営

し
た
場

合
の
費
用

を
算

定
す
る
方
式
。

○
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
方

式
は
、
現
在
、
加

入
者

交
換

機
や
中

継
交

換
機
等
の
接

続
料
算

定
に
適
用
さ
れ

て
い
る
。

※
２
～
３
年
で
見
直
し
。
現

行
は
７
次
モ
デ
ル
（
平
成
２
８
～
３
０
年
度
）
。


Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の

見
直

し
検

討

接
続
料
原
価
の
算

定
に
用
い
る
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
を
策
定
・
見
直
し
。


接

続
料

算
定

の
在

り
方

の
決

定

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
適

用
方

法
や

適
用

期
間

等
、
接

続
料

算
定

の
在

り
方

を

見
直
し
。

Ｌ
Ｒ

ＩＣ
モ

デ
ル

の
策

定
及

び
そ

の
適

用
の

決
定

電
柱

管
路

加
入

者
交

換
局

（
G

C
局

）

中
継

交
換

局
（

IC
局

）

加
入

者
交

換
機

中
継

交
換

機

接
続

事
業

者
（
長

距
離

、
国

際
、

移
動

体
、

Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ

な
ど

）

相
互

接
続

点

他
の

中
継
交

換
機
へ

Ｎ
Ｔ

Ｔ
東

日
本

・
西

日
本

の
P

S
T
N 接 続 料 原 価 対 象 設 備

加
入

電
話

中
継

交
換

機
へ

の
接

続
加

入
者

交
換

機
へ

の
接

続

加
入

電
話

相
互

接
続

点

接
続

料
の

算
定

※
毎
年
度
実
施
。
次
年
度
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・西

日
本
の
接
続
約
款
に
反
映
。


入

力
値

の
見

直
し

毎
年
度
、
接
続
料
算
定
に
必
要
な
需
要
・
パ
ラ
メ
ー
タ
（
回
線
数
、
設
備
単
価

、

耐
用
年
数
等
）
を
最
新
の
値
に
見
直
し
・
更
新
。


接

続
約

款
の

変
更

認
可

上
記

モ
デ

ル
及

び
入

力
値

に
よ
り
算

定
し
た
接

続
料

に
つ

い
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本
・
西
日
本
の
接
続
約
款
の
変
更
を
認
可
。

＜
平
成
３
０
年
度
接
続
料
＞

①
加
入
者
交
換
機
へ
の
接
続
（
Ｇ
Ｃ
接
続
）：

６
．
８
１
円
／
３
分

②
中
継
交
換
機
へ
の
接
続
（
ＩＣ

接
続
）：

８
．
０
９
円
／
３
分

②
Ｉ

Ｃ
接

続

①
Ｇ

Ｃ
接

続
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（
参
考
）
接
続
料
の
推
移

4

○
長

期
増

分
費

用
方

式
は
、
現

時
点

で
最

も
低

廉
で
効

率
的

な
設

備
と
技

術
に
よ
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
や
運

営
を
行

っ
た
場

合
を
仮

想
し
て
費

用
を
算

定
す

る
方

式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
独

占
的

な
事

業
者

の
非
効
率

性
の
排
除
や
接
続
料

算
定

に
当
た
っ
て
の
透

明
性
、
公

正
性

の
確

保
が
可

能
。

○
N
T
T
東

日
本
・N

T
T
西

日
本

の
P
S
T
N
接

続
料

の
算
定
に
は
、
2
0
0
0
年

度
(平

成
1
2
年
度
)か

ら
長
期
増

分
費

用
方

式
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

○
現
在
、
接
続
料
原
価
の
減

少
よ
り
も
通

信
量

の
減

少
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
接

続
料
単

価
は
年
々

上
昇
。

6.
31

6.
19

5.
81

5.
57

4.
95

4.
6

4.
5

4.
8

5.
13

5.
32

5.
05

4.
69

4.
53

4.
52

5.
21

5.
08

5.
26

5.
29

5.
39

5.
78

6.
05

6.
38

6.
81

19
.7

8

16
.4

5

14
.4

8

12
.9

3
11

.9
8

10
.6

4

7.
65

5.
88

4.
78

5.
79

6.
12

7.
09

6.
84

6.
55

6.
41

6.
38

6.
96

6.
57

6.
79

6.
81

6.
84

7.
22

7.
33

7.
68

8.
09

05101520

H6
年

H7
年

H8
年

H9
年

H1
0年

H1
1年

H1
2年

H1
3年

H1
4年

H1
5年

H1
6年

H1
7年

H1
8年

H1
9年

H2
0年

H2
1年

H2
2年

H2
3年

H2
4年

H2
5年

H2
6年

H2
7年

H2
8年

H2
9年

H3
0年

G
C接

続

IC
接

続

第
２

次
モ

デ
ル

第
１

次
モ

デ
ル

（
単

位
：
円

／
３

分
）

長
期

増
分

費
用

方
式

導
入

後

第
３

次
モ

デ
ル

第
４

次
モ

デ
ル

第
５

次
モ

デ
ル

第
６

次
モ

デ
ル

第
７

次
モ

デ
ル

※
１

※
１

※
２

※
１

平
成
６
～
７
年
度
は
、
３
分
課

金
制

を
秒
課
金
制

に
換
算
し
た
場
合

の
料

金
。

※
２

接
続
会

計
結
果
に
基
づ
く
算

定
。
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（
参
考
）
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
試
算
結
果

5

第
８

次
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル

第
７

次
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
（
現

行
）

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル

接
続

料
原

価
１
，
１
５
９
億
円

１
，
１
１
０
億
円

（
▲

4
9
億
円
、
▲

4
.2
％
）

７
８
４
億
円

（
▲

3
7
5
億
円
、
▲

3
2
.3
％
）

■
各

モ
デ

ル
に

よ
る

接
続

料
原

価
の

試
算

結
果

（
平

成
３

０
年

度
接

続
料

算
定

ベ
ー

ス
）

※
カ
ッ
コ
内
は
現
行
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
と
比

較
し
た
場

合
の
差
額
及

び
比
率
。

○
新
た
に
策
定
し
た
第

８
次

Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
に
は
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
と
ＩＰ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
の
２
つ
の
モ
デ
ル
が
あ
る
。

○
ＩＰ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
は
、
ＩＰ
網

を
ベ
ー
ス
と
し
た
モ
デ
ル
で
あ
り
、
第

７
次
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
（現

行
）
で
算
定

し
た
コ
ス
ト
に
比

べ
て
３
２
％

の
減

少
。

【
Ｐ

Ｓ
Ｔ

Ｎ
－

Ｌ
Ｒ

ＩＣ
モ

デ
ル

】
【
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
】

◎

G
C
局

R
T
局

IC
局

◎

収
容
局

コ
ア
局

◎
中

継
系

交
換

コ
ス

ト
約

５
５

億
円

中
継

伝
送

コ
ス

ト
約

５
５

億
円

端
末

系
交

換
（
Ｇ

Ｃ
相

当
）コ

ス
ト

約
５

１
０

億
円

端
末

系
交

換
（
Ｇ

Ｃ
以

下
）コ

ス
ト

約
４

９
０

億
円

中
継

系
交

換
コ

ス
ト

約
１

５
億

円

中
継

伝
送

コ
ス

ト
約

２
２

５
億

円

端
末

系
交

換
（
Ｇ

Ｃ
相

当
）コ

ス
ト

約
５

１
０

億
円

ＩＣ
－

Ｐ
Ｏ

Ｉコ
ス

ト
約

３
５

億
円

１
，

１
１

０
億

円
７

８
４

億
円
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6
省
令
改
正
案
の
内
容
（
１）

【
現

状
】


平
成
２
８
年
度
か
ら
３
０
年
度
ま
で
の
３
年
間
は
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
（
第
７
次
モ
デ
ル
）
に
よ
り
接
続
料
原
価

を
算
定
。


長
期
増
分
費

用
モ
デ
ル
研

究
会
に
お

い
て
、
電

力
設

備
等
の
耐
用

年
数
等

、
さ
ら
な
る
効
率
化
の
た
め
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
を
見
直

し
（
⇒
第

８
次
モ
デ

ル
へ
反

映
）
。

【
措

置
】


長
期
増
分
費
用
モ
デ
ル
研
究
会
の
審
議
結
果
及
び

平
成
３
０
年
答
申
を
踏
ま
え
、
接
続
料
算
定
方
法
に
係
る
規
定
を
一
部
改
正
。

①
長

期
増

分
費

用
モ

デ
ル

の
見

直
し

モ
デ

ル
の

主
な

見
直

し
事

項
概

要

電
力

設
備

等
の

耐
用

年
数

の
見

直
し

モ
デ
ル
に
お
け
る
電

力
設

備
（
電

源
装

置
、
発

電
装

置
及
び

受
電
装

置
）
等
の
経

済
的
耐
用
年
数
に
は
、
こ
れ
ま
で
法
定
耐
用
年
数
が
用
い
ら

れ
て
い
た
が
、
使
用
実
態

に
即

し
た
も
の
と
す

る
た
め
撤

去
法

に
よ
り
推
計

し
た
値

を
採

用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
例

空
調

設
備

の
経
済
的
耐
用
年
数
を
９
年
か
ら
２
２
．
８
年
へ
見

直
し
）

【
新

接
続

料
規

則
別

表
第

４
の

３
（
費

用
算

定
に

用
い

る
数

値
）】

駐
車

ス
ペ

ー
ス

の
コ

ス
ト

配
賦

方
法

の
見

直
し

こ
れ
ま
で
駐
車
ス
ペ

ー
ス
の
コ
ス
ト
は
、
音

声
サ
ー

ビ
ス
の
み

に
配

賦
さ
れ
、
デ

ー
タ
系
サ
ー
ビ
ス
へ
は
配
賦
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
局
ご
と
に

音
声
サ
ー
ビ
ス
と
音
声
サ
ー

ビ
ス
以

外
の
加

入
者

回
線

数
比
で
按
分

す
る
こ
と
と
し
た
。

【
新

接
続

料
規

則
別

表
第

２
の

１
（
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
方

法
）
】

局
舎

に
設

置
す

る
電

力
設

備
の

仕
様

の
追

加

局
舎
に
設
置
す
る
電

力
設

備
の
仕

様
と
し
て
、
局
設

置
Ｆ
Ｒ
Ｔ
局
に
お

け
る
小
規

模
局
用
電
源
装
置
の
仕
様
及
び
Ｕ
Ｐ
Ｓ
の
規
定
出
力
容
量
の

仕
様
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
、
電

気
通
信

事
業
者

で
採
用

さ
れ
て
い
る
も
の
を
追

加
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
例

局
設

置
Ｆ
Ｒ
Ｔ
局

（
局
舎
種
別
：
Ｒ
Ｔ
－
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
に
設
置
す
る
小
規

模
局
用

電
源
装

置
の
仕

様
と
し
て
、
最

大
電

流
１
０
０
Ａ
／

台
に
３
７
．
５
Ａ
／

台
及

び
５
０

Ａ
／

台
を
追

加
）

【
新

接
続

料
規

則
別

表
第

２
の

１
（
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
方

法
）
、

第
２

の
２

（
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
に

用
い

る
数

値
）
】

Ｒ
Ｔ

局
の

蓄
電

池
保

持
時

間
の

長
延

化

モ
デ
ル
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｔ
局
の
非

常
用

電
源
関

連
設
備

と
し
て
設
置

す
る
蓄
電

池
の
保

持
時
間
は
１
０
時
間
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
近
年
の
実
際
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
災
害

発
生
時

、
復

旧
に
１
０
時

間
以

上
を
要
す

る
事

象
が
発

生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
策
が
必
要
な
局
を
対
象
に
、
局
ご
と
に

必
要
な
蓄
電
池
保
持

時
間
の
長

延
化

を
行

う
こ
と
と
し
た
。

（
例

Ｒ
Ｔ
局

の
う
ち
作

業
員
の
到
着
に
１
．
５
時
間
以
上
を
要

す
る
も
の
の
場
合

は
、
蓄
電
池

保
持

時
間

を
１
０
時

間
か
ら
１
８
時

間
へ

長
延

化
。
あ
わ
せ

て
、
蓄

電
池

保
持

時
間

１
８
時

間
の
場
合
の
蓄
電
池
容

量
算
出

係
数
を
２
１
．
７
Ａ
Ｈ
／
Ａ
と
設

定
（
蓄

電
池

保
持

時
間

１
０
時

間
の
場

合
の
蓄

電
池

容
量

算
出

係
数

は
１
２
．
６
Ａ
Ｈ
／
Ａ
）
）

【
新

接
続

料
規

則
別

表
第

２
の

２
（
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
に

用
い

る
数

値
）】

【
新

接
続

料
規

則
別

表
第

２
の

１
、

第
２

の
２

、
第

４
の

３
】
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7
省
令
改
正
案
の
内
容
（
２
）

【
現

状
】


長
期
増
分
費
用
モ
デ
ル
研
究
会
に
お
い
て
、
第
８
次
モ
デ
ル
と
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
及
び
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

の
２
つ
の
モ
デ
ル
を
策
定
。


平
成
３
０
年
答
申
で
は
、
長
期
増
分
費
用
モ
デ
ル
の
適
用
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

①
平
成
３
１
年
度
か
ら
３
３
年
度
ま
で
の
３
年
間
は
、
ＩＰ

網
を
前
提
と
し
た
接
続
料
原
価
の
算
定
に
向
け
た
段
階
的
な
移
行
の
時
期
と
し
て
対
応
。

②
段
階
的
な
移
行
の
手
段
と
し
て
、
ま
ず
は
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
に
よ
り
接
続
料
を
算
定
。

③
こ
れ
に
よ
り
価
格
圧

搾
の
お
そ
れ
が
生
じ
る
場
合

は
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
と
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
の
組

合
せ
（
４
対
１
等
）
へ
移
行
の
段
階
を
進
め
る
。

【
措

置
】


平
成
３
０
年
答
申
を
踏

ま
え
、
平
成

３
１
年
度
か
ら
３
３
年

度
ま
で
の
接
続
料
算
定
に
長
期
増
分
費
用
方
式
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
に
基
づ
く
接
続

料
の
水
準
が
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
条
件
に
該
当

す
る
場
合
等
に
は
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
と
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
の
組
合
せ
に
よ
り
接
続
料
を
算
定
。


こ
の
た
め
、
両
モ
デ
ル
の
組
合
せ
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
条
件
、
そ
の
場
合
の
機
能
・
組
合
せ
方
法
、
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
に
よ
る
算
定
方
法
等
に
係
る
規
定
を
追
加
。

②
長

期
増

分
費

用
モ

デ
ル

適
用

方
法

の
見

直
し

答
申

を
踏

ま
え

た
制

度
整

備
イ

メ
ー

ジ

【
諮

問
対

象
外

の
事

項
】

■
接

続
料

と
利

用
者

料
金

の
関

係
の

検
証

に
関

す
る

指
針

（
再

改
定

）

•
「
加
入
電

話
・
IS

D
N
通
話

料
」
に
つ
い
て
は
、
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
の
改

正

規
定
が
効
力
を
有
す
る
間

は
、
本

指
針

を
適

用
し
な
い
。

（
参

考
）

■
価

格
圧

搾
の

お
そ

れ
が

生
じ

る
場

合
（
総

務
大

臣
に

よ
る

通
知

）

•
「
加

入
電

話
・
IS

D
N
通

話
料

」
に
つ

い
て
、
指

針
に
基

づ
く
方

法
で
利

用
者

料
金

と
接

続
料

を
比

較
し
、
両
者
の
差
分
が
「
他
律

的
要

因
」
※
に
よ
ら
ず
に
、
営

業
費

相
当

基
準

額
未

満
と
な
る
こ
と
。

※
客

観
的

か
つ

定
量

的
に
確

認
で
き
る
も
の
。

■
客

観
的

か
つ

定
量

的
に

確
認

で
き

る
他

律
的

要
因

（
総

合
通

信
基

盤
局

長
に

よ
る

通
知

）

•
価

格
圧

搾
の
お

そ
れ
が
生

じ
る
と
し
て
も
、
認

可
接

続
料

に
比

べ
他
事

業
者

接
続

料
の
著

し
い
上

昇
に
よ
り
利

用
者

料
金

と
接

続
料

の
差

分
が
営

業
費

相
当

基
準

額
を
下

回
る
と
い
っ
た
他

律
的

要

因
が
客
観
的
か
つ
定
量
的

に
確

認
で
き
る
場

合
※
に
、
そ
う
し
た
事

情
を
考

慮
す

る
も
の
。

※
考

慮
す

べ
き
他

律
的

要
因

、
そ
の
確
認
方
法
等
に
つ
い
て
、
予
め
、
内
容
を
明
確
に
し
て
こ
れ
を
通
知
。

【
改

正
省

令
案

附
則

に
お

け
る

規
定

】

■
両

モ
デ

ル
の

組
合

せ
を

適
用

す
る

こ
と

と
な

る
条

件
【
改

正
省

令
案

附
則

第
４

条
】

1
.
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
に
基

づ
く
接

続
料

水
準
が
、
利
用

者
料

金
と
の
関

係
に
よ
り
価
格

圧
搾
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
総

務
大

臣
が
通

知
す

る
条

件
に
該

当
す
る
場
合

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
西
日
本

の
い
ず

れ
か
に
お

い
て
該

当
す

る
場
合
）

2
.
前
算
定
期
間
に
お
い
て
両

モ
デ

ル
の
組

合
せ
に
よ
り
接

続
料

を
算
定
し
た
場
合

■
両

モ
デ

ル
組

合
せ

の
場

合
の

機
能

と
組

合
せ

方
法

【
改

正
省

令
案

附
則

第
５

条
、

別
表

第
１

、
告

示
】

•
概
ね
通
信
形
態
ご
と
を
接
続

料
単

位
と
す

る
機

能
を
新

た
に
定

義
。

•
当
該

機
能
ご
と
に
各
モ
デ

ル
の
該

当
す

る
単
位

費
用
総

額
を
算

定
し
、
そ
れ
ら
を
４
対

１
等
の

割
合
で
合
算
。

■
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
に

よ
る

算
定

方
法

【
改

正
省

令
案

附
則

第
６

条
等

】

•
単
位
費
用
の
算
定
に
は
、
接

続
料

規
則

第
３
章

か
ら
第

５
章

ま
で
の
規
定
を
準
用
。

•
上

記
に
加

え
、
ＩＰ

－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ
ル
に
よ
る
算

定
に
当

た
り
、
必

要
と
な
る
算

定
方

式
や

算
定

に
用
い
る
値
に
係
る
規
定
を
追

加
。

【
改

正
省

令
案

附
則

第
４

条
～

第
６

条
、

別
表

第
１

～
第

６
】

（
詳

細
⇒

８
ペ

ー
ジ

）
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8

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
に

よ
っ

て
算

定
す

る
場

合
（現

行
）

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
と

ＩＰ
－

Ｌ
Ｒ

ＩＣ
モ

デ
ル

の
組

合
せ

に
よ

っ
て

算
定

す
る

場
合

機 能

■
概

ね
設

備
ご

と
を

接
続

料
単

位
と

す
る

機
能

【
新
接
続
料
規
則
第
２
章

】

加
入
者
交
換
機
能
、
中
継
交
換
機
能

等

■
概

ね
通

信
形

態
ご

と
を

接
続

料
単

位
と

す
る

機
能

【
改
正
省
令
案
附
則
第
４
条
、
別
表
第
１
の
１
】

加
入
者
交
換
機
接
続
機
能
、
中
継
交
換
機
接
続
機
能
、
中
継
交
換
機
経
由
機
能

等

算 定 方 法

■
Ｐ

Ｓ
Ｔ

Ｎ
モ

デ
ル

に
基

づ
く
費

用
等

に
よ

り
算

定

•資
産
及
び
費
用
を
整
理

【
新

接
続

料
規

則
第

３
章

】

•原
価
及
び
利
潤
を
算
定

【
新

接
続

料
規

則
第

４
章

】

•機
能
ご
と
に
接
続
料
を
設
定

【
新

接
続

料
規

則
第

５
章
】

（
各
機
能
の
接
続
料
を
合
算
）

■
各

モ
デ

ル
に

基
づ

く
費

用
等

の
組

合
せ

に
よ

り
算

定

•次
の
式
に
よ
り
、
機
能
ご
と
に
接
続
料
を
設
定

【
改
正

省
令

案
附

則
第

５
条

】

•各
モ
デ
ル
の
部
分
機
能
（
機
能
に
相
当
）
ご
と
に
単
位
費
用
（接

続
料
に
相
当
）
を
算
定

【
改

正
省

令
案

附
則

第
６
条

】

-
資
産
及
び
費
用
を
整
理

【
新
接
続
料
規
則
第
３
章

の
準

用
】

-
原
価
及
び
利
潤
を
算
定

【
新
接
続
料
規
則
第
４
章

の
準

用
】

-
部
分
機
能
ご
と
に
単
位
費
用
を
算
定

【
新
接
続

料
規

則
第

５
章

の
準

用
】

（
各
モ
デ
ル
に
基
づ
く
部
分
機
能
の
単
位
費
用
総
額
を
合
算
）

次
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
と
ＩＰ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
の
組

合
せ
に
よ
っ
て
接
続
料

を
算

定
す
る
。

１
．
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－

Ｌ
Ｒ
ＩＣ
モ
デ
ル
に
基

づ
く
接

続
料

水
準

が
、
利

用
者

料
金

と
の
関

係
に
よ
り
価

格
圧

搾
の
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
と
し
て
総

務
大

臣
が
通

知
す
る
条

件
に
該

当
す
る
場
合
（Ｎ

Ｔ
Ｔ
東

日
本

・西
日

本
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
該
当
す
る
場
合
）

２
．
前

算
定
期
間
に
お
い
て
両

モ
デ
ル
の
組

合
せ
に
よ
り
接
続
料

を
算

定
し
た
場
合

ＩＣ
接

続
料

＝
加

入
者

交
換

機
能

単
金

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

機
能

単
金

＋
中

継
交

換
機

能
単

金
＋

中
継

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

機
能

単
金

＋
中

継
伝

送
共

用
機

能
単

金

（
８

．
０

９
円

／
３

分
＠

H
3
0
A

C
）

中
継

交
換

機
接

続
機

能
に

係
る

接
続

料

＝
（
Ｐ

Ｓ
Ｔ

Ｎ
モ

デ
ル

に
基

づ
く
部

分
機

能
の

単
位

費
用

総
額

）
×

（
１

－
X
）＋

（
ＩＰ

モ
デ

ル
に

基
づ

く
部

分
機

能
の

単
位

費
用

総
額

）×
X

＝
×

（
１

－
X
）
＋

×
X

加
入

者
交

換
部

単
位

費
用

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ﾄﾗ

ﾝ
ｸ
ﾎ

ﾟｰ
ﾄ部

単
位

費
用

＋
中

継
交

換
部

単
位

費
用

＋
中

継
交

換
機

共
用

ﾄﾗ
ﾝ
ｸ
ﾎ

ﾟｰ
ﾄ部

単
位

費
用

＋
中

継
伝

送
共

用
部

単
位

費
用

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
単

位
費

用
＋

中
継

系
ル

ー
タ

交
換

部
単

位
費

用
＋

中
継

系
ル

ー
タ

変
換

部
単

位
費

用
＋

中
継

伝
送

共
用

部
単

位
費

用

長
期

増
分
費
用
モ

デ
ル
適
用
方
法
の
見
直
し

（
接

続
料

）
＝

（
Ｐ

Ｓ
Ｔ

Ｎ
モ

デ
ル

に
基

づ
く
部

分
機

能
の

単
位

費
用

総
額

）×
（
１

ー
Ｘ

）

＋
（
ＩＰ

モ
デ

ル
に

基
づ

く
部

分
機

能
の

単
位

費
用

総
額

）
×

Ｘ

※
 Ｘ

：
特

定
比

率
。

1
/
5
、

2
/
5
、

3
/5

、
4
/
5、

5
/
5の

う
ち

、
こ

の
比

率
の

適
用

に
よ

る
接

続
料

水
準

が
、

総
務

大
臣

が
通

知
す

る
条

件
に

該

当
し

な
い

も
の

で
あ

っ
て

、
前

算
定

期
間

で
用

い
た

場
合

は
そ

れ
よ

り
低

く
な

い
も

の
（
全

て
の

対
象

機
能

に
お

い
て

同
一

）
。

ＩＰ
モ
デ

ル
に
よ
る
算

定
方

法
等

に
係

る
規

定
を
追

加
【
改
正
省
令
案
附
則
別
表
第
１
の
２
、

第
２
～
第
６
】
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9

モ
デ

ル
の

組
合

せ
イ

メ
ー

ジ
（
経

由
回

数
）

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル

機
能

加 入 者 交 換 部

Ｇ Ｃ

加 入 者 交 換 部

Ｇ Ｃ 以 下 の 伝 送 路

加 入 者 交 換 機 共 用

ト ラ ン ク ポ ー ト 部

中 継 交 換 部

中 継 交 換 機 共 用

ト ラ ン ク ポ ー ト 部

中 継 伝 送 共 用 部

そ の 他

端 末 系 ル ー タ 交 換 部

中 継 系 ル ー タ 交 換 部

中 継 系 ル ー タ 変 換 部

中 継 伝 送 共 用 部

そ の 他

加
入

者
交

換
機

内
折

返
し

通
信

機
能

１
２

２
１

２

加
入

者
交

換
機

設
置

局
内

折
返

し
通

信
機

能
２

２
２

１
２

単
位

料
金

区
域

内
折

返
し

通
信

機
能

２
２

２
１

２
２

２
１

２

中
継

区
域

内
折

返
し

通
信

機
能

１
１

１
０

．
５

１
１

１
０

．
５

１

加
入

者
交

換
機

接
続

機
能

１
１

１
１

１
１

中
継

交
換

機
接

続
機

能
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

中
継

交
換

機
経

由
機

能
１

１
１

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
機

能
・
加

入
者

交
換

機
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部

・
中

継
系

ル
ー

タ
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
・
中

継
系

ル
ー

タ
接

続
伝

送
専

用
部

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
中

継
伝

送
専

用
機

能

・
加

入
者

交
換

機
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
・
中

継
伝

送
専

用
部

・
中

継
系

ル
ー

タ
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
・
中

継
系

ル
ー

タ
接

続
伝

送
専

用
部

中
継

交
換

機
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

伝
送

専
用

機
能

・
中

継
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

・
中

継
交

換
機

接
続

伝
送

専
用

部

・
中

継
系

ル
ー

タ
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
・
中

継
系

ル
ー

タ
接

続
伝

送
専

用
部

信
号

伝
送

機
能

・
信

号
伝

送
部

・
信

号
伝

送
部

そ
の

他
の

機
能

総
務

大
臣

が
告

示
す

る
機

能

（
参
考
）
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
と
ＩＰ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
組
合
せ
に
よ
る
場
合
の
機
能
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10
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
と
ＩＰ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
組
合
せ
に
よ
る
場
合
の
機
能

（
参
考
）
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
機
能

モ
デ

ル
の

組
合

せ
イ

メ
ー

ジ
（
経

由
回

数
）

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル

機
能

加 入 者 交 換 部

Ｇ Ｃ

加 入 者 交 換 部

Ｇ Ｃ 以 下 の 伝 送 路

加 入 者 交 換 機 共 用

ト ラ ン ク ポ ー ト 部

中 継 交 換 部

中 継 交 換 機 共 用

ト ラ ン ク ポ ー ト 部

中 継 伝 送 共 用 部

そ の 他

端 末 系 ル ー タ 交 換 部

中 継 系 ル ー タ 交 換 部

中 継 系 ル ー タ 変 換 部

中 継 伝 送 共 用 部

そ の 他

市
内

通
信

機
能

加
入

者
交

換
機

内
折

返
し

通
信

１
２

２
１

２

加
入

者
交

換
機

設
置

局
内

折
返

し
通

信
２

２
２

１
２

単
位

料
金

区
域

内
折

返
し

通
信

２
２

２
１

２
２

２
１

２

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
通

信
機

能

市
内

通
信

・
市

内
通

信
部

・
市

内
通

信
部

中
継

区
域

内
折

返
し

通
信

２
２

２
１

２
２

２
１

２

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
指

示
に

係
る

網
保

留
機

能
１

１
１

１
１

１
１

１
１

一
般

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
送

出
用

接
続

通
信

機
能

加
入

者
交

換
機

接
続

１
１

１
１

１
１

中
継

交
換

機
接

続
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

特
定

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
送

出
用

接
続

通
信

機
能

中
継

区
域

内
設

置
装

置
へ

の
接

続
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
（
Ｇ

Ｃ
）

１
１

１
１

２
２

１

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
（
ＩＣ

）
１

１
１

２
１

１
１

２
２

１
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11

モ
デ

ル
の

組
合

せ
イ

メ
ー

ジ
（
経

由
回

数
）

Ｐ
Ｓ

Ｔ
Ｎ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
ＩＰ

－
Ｌ

Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル

機
能

加 入 者 交 換 部

Ｇ Ｃ

加 入 者 交 換 部

Ｇ Ｃ 以 下 の 伝 送 路

加 入 者 交 換 機 共 用

ト ラ ン ク ポ ー ト 部

中 継 交 換 部

中 継 交 換 機 共 用

ト ラ ン ク ポ ー ト 部

中 継 伝 送 共 用 部

そ の 他

端 末 系 ル ー タ 交 換 部

中 継 系 ル ー タ 交 換 部

中 継 系 ル ー タ 変 換 部

中 継 伝 送 共 用 部

そ の 他

一
般

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

網
使

用
機

能
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１

特
定

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

網
使

用
機

能
１

１
１

１
１

１

中
継

交
換

機
加

入
者

交
換

機
接

続
機

能
１

１
１

１
１

１
１

１

中
継

交
換

機
加

入
者

交
換

機
接

続
番

号
照

会
機

能
１

１
１

１
１

１
１

２
２

２

中
継

交
換

機
経

由
番

号
照

会
機

能
１

１
１

１
１

１
１

Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
と
ＩＰ
－
Ｌ
Ｒ
ＩＣ

モ
デ

ル
の
組
合
せ
に
よ
る
場
合
の
機
能

（
参
考
）
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
機
能
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12
省
令
改
正
案
の
内
容
（
3
）

③
接

続
料

算
定

に
用

い
る

入
力

値
の

扱
い

■
平

成
３

１
年

度
の

接
続

料
算

定
に

用
い

る
各

種
入

力
値

の
更

新
【
新

接
続

料
規

則
別

表
第

２
の

２
、

第
４

の
３

】


長

期
増

分
費

用
モ
デ

ル
研

究
会

の
審

議
結

果
を
踏

ま
え
、
平

成
３
１
年

度
の
接

続
料

算
定

に
必

要
な
入

力
値

（
投

資
額

比
率

、
設

備
仕

様
、
耐

用
年

数
等

）
を
定

め
る

た
め
、
接
続
料
規
則
別
表
の
数
値
を
更
新
。

接
続

料
規

則
別

表
へ

の
反

映

接
続

料
算

定
に

必
要

な
入

力
値

の
見

直
し

■
経

済
的

耐
用

年
数

⇒
修

正
増

減
法

や
撤

去
法

を
用

い
て
設

備
ご

と
に
算

定

（
交

換
機

／
投

資
抑

制
を
考

慮
し
た
補

正
、
公

衆

電
話

／
修

正
増

減
法

、
空

調
設

備
／

撤
去

法

等
）

■
実

績
値

•
各
社
提
出

デ
ー

タ
に
基

づ
く
値

（
資

本
等

比
率

、
監

視
設

備
対

投
資

額
比

率
、
メ
タ

ル
ケ
ー
ブ
ル
単
価
、
光
ケ
ー
ブ
ル
単
価

等
）

⇒
得
ら
れ
た
最

新
の
デ

ー
タ
に
更

新

■
フ

ォ
ワ

ー
ド

ル
ッ

キ
ン

グ
性

を
考

慮
す

る
も

の

•
施
設
保
全
費

（
加

入
者

交
換

機
加

入
者

回
線

当
た
り
施

設
保

全
費

、

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

加
入

者
回

線
当

た
り
施

設
保

全
費

等
）

⇒
効
率
化
係
数
を
加
味
し
て
値
を
更
新

長
期

増
分

費
用

モ
デ

ル
研

究
会

に
お

け
る

審
議

■
接

続
料

規
則

別
表

第
２

の
２

（
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
に

用
い

る
数

値
）

（
例
）

投
資
額

の
算

定
に
必

要
な
値

の
更

新

■
接

続
料

規
則

別
表

第
４

の
３

（
費

用
算

定
に

用
い

る
数

値
）

（
例
）

施
設
保
全
費
の
算

定
に
必

要
な
値

の
更

新

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）

対
投

資
額

比
率

0
.0

5
7
0
6

⇒
0
.0

5
4
2
5

共
通

用
建

物
対

投
資

額
比

率
0
.0

0
7
7
6
8

⇒
0
.0

0
8
7
0
2

加
入

者
交

換
機

加
入

者
回

線
当

た
り

施
設

保
全

費
6
1
1
円

／
回

線
⇒

5
8
4
円

／
回

線

共
通

用
建

物
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

0
.0

1
8
0
3

⇒
0
.0

1
8
9
8
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13
省
令
改
正
案
の
内
容
（
４
）

④
Ｎ

Ｔ
Ｓ

コ
ス

ト
の

扱
い

■
き

線
点

Ｒ
Ｔ

－
Ｇ

Ｃ
間

伝
送

路
コ

ス
ト

の
接

続
料

原
価

へ
の

全
額

算
入

の
継

続
【
新

平
成

１
７

年
改

正
省

令
附

則
第

７
項

、
第

１
０

項
】

【
現

状
】


ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
サ
ー

ビ
ス
制
度

の
補

て
ん
対

象
額

の
算

定
に
お

い
て
、
同

制
度

に
お

け
る
利

用
者

負
担

の
抑

制

を
図

る
観

点
か

ら
、
平

成
１
９
年

度
に

ユ
ニ
バ

ー
サ

ル

サ
ー

ビ
ス
制

度
の
補

填
対

象
額

へ
の
算

定
方

法
を
当

分
の
間

変
更

す
る
こ
と
と
し
た
（
ベ

ン
チ
マ
ー
ク
「
全

国
平

均
費

用
＋

標
準

偏
差

の
２
倍
」
の
適
用

）
。


こ
れ

に
伴

い
、
当

分
の
間

の
措

置
と
し
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト

の
う
ち
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－
Ｇ
Ｃ
間
伝
送
路
コ
ス
ト
を
接
続
料
原

価
へ

付
替

え
る
こ
と
と
し
、
平

成
2
3
年

度
以

降
は
、
当

該

コ
ス
ト
の
全

額
が
接

続
料
原
価
に
算
入
さ
れ
て
い
る
。

【
措

置
】


平

成
３
０
年

答
申

を
踏

ま
え
、
平

成
３
１
年

度
か
ら

3
３
年

度
ま
で
の
３
年

間
に
お

い
て
も
引

き
続

き
、
き
線

点
Ｒ
Ｔ

－
Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
の
全

額
を
接

続
料

原
価

に
算

入
す

る
た
め
、
所

要
の
規

定
を
整
備
。

⑤
接

続
料

算
定

に
用

い
る

通
信

量
の

扱
い

⑥
東

西
均

一
接

続
料

の
扱

い

■
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
日

本
・
西

日
本

の
接

続
料

原
価

及
び

通
信

量
等

の
合

算
に

よ
る

接
続

料

算
定

（
東

西
均

一
接

続
料

）
の

継
続

【
新

平
成

１
７

年
改

正
省

令
附

則
第

１
５

項
】

【
現

状
】


Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
は
異
な
る
電
気

通
信

事
業

者
で
あ
り
、
各

々
の
原

価
に
基

づ

き
接

続
料

を
算

定
す

る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
が
、

接
続

料
水

準
の
東

西
格

差
に
よ
り
利

用
者

料

金
の
地

域
格
差

が
生
じ
る
こ
と
へ

の
懸
念

か
ら
、

こ
れ

ま
で
東

西
均

一
接

続
料

が
採

用
さ
れ

て

い
る
。

【
措

置
】


平
成
３
０
年
答
申
を
踏
ま
え
、
平
成
３
１
年
度
か

ら
３
３
年
度
ま
で
の
３
年
間
に
お
い
て
も
引
き
続

き
、
東
西
均

一
接
続

料
を
適
用

す
る
た
め
、
所

要
の
規
定
を
整
備
。

■
前

年
度

下
期

と
当

年
度

上
期

の
通

信
量

を
通

年
化

し
た

通
信

量
の

継
続

採
用

【
新

平
成

１
７

年
改

正
省

令
附

則
第

１
２

項
】

【
現

状
】


接

続
料

算
定

に
用

い
る
入

力
値

の
う
ち
通

信
量

に
つ

い
て
は
、
信

頼
性

の
あ
る
デ

ー
タ
で
あ
る
こ
と
を
前

提

と
し
て
、
可

能
な
限

り
適

用
年
度

に
近

い
デ

ー
タ
の
採

用
が
適

当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
、
算

定
さ
れ
る

接
続

料
の
適

用
年

度
の
前

年
度

の
下

半
期

と
適

用

年
度

の
上

半
期

の
通

信
量

を
通

年
化

し
た
も
の
を
採

用
。

【
措

置
】


平

成
３
０
年

答
申

を
踏

ま
え
、
平

成
３
１
年

度
か
ら
３
３

年
度
ま
で
の
３
年

間
に
お

い
て
も
引

き
続

き
、
前

年
度

下
期

と
当

年
度

上
期

の
通

信
量

を
通

年
化

し
た
も
の

を
採

用
す

る
た
め
、
所

要
の
規

定
を
整
備

。

■
そ

の
他

【
新

接
続

料
規

則
第

１
条

、
第

４
条

、
第

５
条

、
第

６
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

４
項

、
第

８
条

第
１

項
、

第
９

条
第

２
項

、
第

１
０

条
第

１
項

、
第

１
１

条
第

３
項

か
ら

第
５

項
ま

で
、

第
１

２
条

の
２

、
第

１
３

条
第

４
項

、
第

１
４

条
第

１
項

、
第

１
４

条
の

２
、

第
１

６
条

の
２

、
第

１
７

条
第

２
項

、
第

１
８

条
の

４
、

第
１

９
条

、
第

２
０

条
、

第
２

１
条

、
新

平
成

１
７

年
改

正
省

令
附

則
】


制

定
か

ら
約

２
０

年
※

を
経

た
本

省
令

の
規

定
上

の
表

現
を

改
め

て
確

認
し

、
制

度
趣

旨
に

照
ら

し
て

規
定

を
明

確
化

。
※

本
省

令
の

前
身

に
当

た
る

「指
定

電
気

通
信

設
備

の
接

続
料

に
関

す
る

原
価

算
定

規
則

」
は

平
成

９
年

１
２

月
１

９
日

制
定

。
ま

た
、

平
成

１
２

年
に

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

と
な

っ
て

か
ら

こ
れ

ま
で

約
４

０
回

の
改

正
を

経
て

い
る

。
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14
（
参
考
）
第
一
種
指

定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

技
術
的
修
正
概
要

③
表

現
の

適
正

化
を

図
る

。
（
対

象
を

明
確

に
す

る
た

め
ホ

ワ
イ

ト
リ

ス
ト

形
式

に
す

る
、

表
現

ぶ
り

を
見

直
す

、
等

）

（
例

）
改

正
後

改
正

前

第
５

条
表

二
の

項
（
加

入
者

交
換

機
能

（
同

表
備

考
二

の
イ

に
掲

げ
る

機
能

を
除

く
。

）
、

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
機

能
及

び
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

機
能

に
限

る
。

）

表
二

の
項

（
端

末
系

ル
ー

タ
交

換
機

能
、

一
般

収
容

ル
ー

タ
優

先
パ

ケ
ッ

ト
識

別
機

能
、

加
入

者
交

換
機

能
の

う
ち

同
表

備
考

二
の

イ
の

機
能

、
信

号
制

御
交

換
機

能
、

優
先

接
続

機
能

及
び

番
号

ポ
ー

タ
ビ

リ
テ

ィ
機

能
を

除
く
。

）

④
「
機

能
」
の

用
語

に
関

し
、

従
来

は
一

括
り

と
な

っ
て

い
る

と
こ

ろ
、

以
下

の
よ

う
に

分
類

・定
義

し
、

整
理

す
る

。

法
定

機
能

・
・
・
法

第
33

条
第

４
項

第
１

号
ロ

の
総

務
省

令
で

定
め

る
機

能
特

別
法

定
機

能
・
・
・
キ

ャ
リ

ア
ズ

レ
ー

ト
に

よ
り

接
続

料
が

設
定

さ
れ

る
機

能
（総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
端

末
回

線
伝

送
機

能
、

端
末

間
伝

送
等

機
能

）

一
般

法
定

機
能

・
・
・
特

別
法

定
機

能
以

外
の

法
定

機
能

法
第

三
十

三
条

第
五

項
機

能
・
・法

第
33

条
第

５
項

の
総

務
省

令
で

定
め

る
機

能

①
調

整
額

の
規

定
に

関
し

、
算

定
方

式
及

び
条

件
ご

と
に

整
理

す
る

。
（新

規
則

第
12

条
の

２
）

②
誤

字
脱

字
等

を
修

正
す

る
。

新
接

続
料

規
則

第
１

条
、

第
４

条
、

第
５

条
★

、
第

６
条

第
１

項
★

及
び

第
２

項
、

第
７

条
★

、
第

８
条

第
１

項
及

び
第

２
項

★
、

第
９

条
第

２
項

★
、

第
１

０
条

第
１

項
★

、
第

１
１

条
第

３
項

か
ら

第
５

項
ま

で
★

、
第

１
２

条
の

２
、

第
１

３
条

第
４

項
、

第
１

４
条

第
１

項
、

第
１

４
条

の
２

、
第

１
５

条
★

、
第

１
６

条
の

２
、

第
１

７
条

★
、

第
１

８
条

の
４

、
第

１
９

条
、

第
２

０
条

、
第

２
１

条
★

、
別

表
第

２
の

２
★

、
新

平
成

１
７

年
改

正
省

令
附

則
★

等

新
接

続
料

規
則

第
１

条
、

第
２

条
、

第
３

条
、

第
４

条
、

第
５

条
、

第
６

条
、

第
７

条
、

第
８

条
、

第
９

条
、

第
１

０
条

、
第

１
１

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
及

び
第

５
項

、
第

1
2
条

第
1
項

、
第

１
２

条
の

２
、

第
１

３
条

第
１

項
、

第
１

４
条

第
１

項
、

第

１
８

条
の

４
、

第
１

９
条

第
１

項
、

第
２

１
条

（
全

て
★

）
等

新
接

続
料

規
則

第
６

条
第

４
項

、
別

表
第

２
の

１
（
電

力
設

備
（
交

流
無

停
電

電
源

装
置

）
）

★
、

別
表

第
２

の
２

（
整

流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
(1

0
)）

★
、

新
平

成
１

７
年

改
正

省
令

附
則

（
第

6
項

、
第

8
項

、
第

1
0
項

、
第

1
1

項
、

第
15

項
★

）
等

＊
②

及
び

③
に

つ
い

て
、

平
成

3
1
年

改
正

省
令

附
則

に
お

い
て

も
パ

ブ
コ

メ
版

か
ら

同
様

の
趣

旨
の

修
正

を
行

う
。

★
：
パ

ブ
コ

メ
時

か
ら

追
加

修
正

が
あ

る
条

項

■
制

定
か

ら
約

２
０

年
※

を
経

た
同

規
則

の
規

定
上

の
表

現
を

改
め

て
確

認
し

、
制

度
趣

旨
に

照
ら

し
て

以
下

①
～

④
の

と
お

り
規

定
を

明
確

化
。

※
同

規
則

の
前

身
に

当
た

る
「指

定
電

気
通

信
設

備
の

接
続

料
に

関
す

る
原

価
算

定
規

則
」
は

平
成

９
年

１
２

月
１

９
日

制
定

。
ま

た
、

平
成

１
２

年
に

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

と
な

っ
て

か
ら

こ
れ

ま
で

約
４

０
回

の
改

正
を

経
て

い
る

。

■
こ

の
う

ち
一

部
に

つ
い

て
は

、
今

後
公

布
ま

で
に

追
加

で
の

形
式

的
修

正
を

行
お

う
と

す
る

も
の

で
あ

り
、

現
在

、
最

終
的

な
条

文
を

精
査

中
。
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（
参
考

）
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
の
接
続
料
原
価
へ
の
付
替
え

15

平
成
２
０
年
度
以
降
の
接

続
料
算
定
の
在
り
方
に
つ
い
て

答
申
（平

成
1
9
年

9
月
）

○
（
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
の
う
ち
）
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
は
、
あ
く
ま
で
も
当

分
の
間

の
措

置
と

し
て
、
従

量
制

接
続

料
の
原

価
に
算

入
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本

・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

の
利

用
部

門
を
含

む
接

続
事

業
者

が
公

平
に
負

担
す

る
と
い
う
形

に
す

る
こ
と
も
や

む
を
得

な
い
。
激

変
緩

和
措

置
と
し

て
、

平
成

２
０

年
度

を
ベ

ー
ス

と
し

て
毎

年
度

２
０

％
ず

つ
接

続
料

原
価

に
算

入
す
る
こ
と
が
適

当
。

長
期
増
分
費
用
方
式
に
基
づ
く
接
続
料
の
平
成
２
３
年
度
以
降
の
算
定
の
在
り
方
に
つ
い
て

答
申
（平

成
2
2
年

9
月
）

○
（
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
の
扱

い
に
つ

い
て
は
）
利

用
者

負
担

軽
減

の
観

点
か
ら
、

あ
く
ま
で
も
当

分
の
間

の
措

置
と
し
て
、

引
き

続
き

段
階

的
付

替
え

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

従
量

制
接

続
料

の
原

価
に

そ
の

１
０

０
％

を
算

入
す
る
こ
と
も
や
む
を
得

な
い
。

長
期
増
分
費
用
方
式
に
基
づ
く
接
続
料
の
平
成
２
５
年

度
以
降
の
算
定
の
在
り
方
に
つ
い
て

答
申
（平

成
2
４
年

9
月
）

○
（
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
の
扱
い
に
つ

い
て
は
）
利

用
者

負
担

軽
減

の
観

点
か
ら
、

あ
く
ま
で
も
当

分
の
間

の
措

置
と
し
て
、

引
き

続
き

従
量

制
接

続
料

の
原

価
に

そ
の

１
０

０
％

を
算

入
す

る
こ

と
も

や
む

を
得

な
い
。
（
局
設

置
Ｆ
Ｒ
Ｔ
－
Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
に
つ

い
て
は
、
き
線

点
Ｒ

Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
と
同
様
の
扱
い
。
）

長
期
増
分
費
用
方
式
に
基
づ
く
接
続
料
の
平
成
２
８
年
度
以
降
の
算
定
の
在
り
方
に
つ
い
て

答
申
（平

成
2
7
年

9
月
）

○
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
利

用
者

負
担

の
抑

制
の
観

点
か
ら
、

引
き

続
き

従
量

制
接

続
料

の
原

価
に

そ
の

１
０

０
％

を
算

入
す

る
こ

と
は

や
む

を
得

な
い
。

○
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
の
う
ち
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
制

度
と
の
関

係
か
ら
、
利

用
者

負
担

を
軽

減
す
る
た
め
、

平
成

2
0
年
度
以
降

、
接

続
料

原
価

に
付

替
え
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

平
成
１
７
年
度
以
降
の
接
続
料
算
定
の
在
り
方
に
つ
い
て

答
申
（平

成
1
6
年

1
0
月
）

○
通

信
量

の
減

少
傾

向
が
継
続

す
る
こ
と
が
共
通

の
理

解
と
な
っ
て
い
る
現

時
点

に
お

い
て
は
、
Ｎ

Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
を
接

続
料

原
価
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本

・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

の
基

本
料

収
支

に
過

度
の
影

響
を
与

え
な
い
た
め
に
は
、

Ｎ
Ｔ

Ｓ
コ

ス
ト

を
5
年

間
で

段
階

的
に

接
続

料
原

価
か

ら
除

き
、
基
本
料

に
付

け
替
え
る
こ
と
が
適

当
。

Ｎ
Ｔ

Ｓ
コ

ス
ト

の
接

続
料

原
価

へ
の

算
入

額
推

移

3
,4

8
4
億

円

2
,6

2
0
億

円
（
3
,2

7
5
億

円
）

3
9
8
億

円

2
6
8
億

円

1
/
5

2
/
5

3
/
5

4
/
5

5
/
5

H
1
2

H
1
6

H
1
7

H
2
3

H
2
4

H
2
5

（
Ｎ

Ｔ
Ｓ

コ
ス

ト
総

額
）

（
2
,6

6
2
億

円
）

（
3
,4

8
4
億

円
）

H
2
0

き
線

点
Ｒ

Ｔ
－

Ｇ
Ｃ

間
伝

送
路

コ
ス

ト

Ｎ
Ｔ

Ｓ
コ

ス
ト

H
2
6

H
2
7

H
2
8

4
1
2
億

円

3
6
4
億

円

4
6
4
億

円
※

（
1
,6

5
4
億

円
）

（
1
,4

3
3
億

円
）

（
1
,4

0
6
億

円
）

4
1
6
億

円
※

（
1
,2

3
7
億

円
）

3
8
8
億

円
※

（
1
,1

3
1
億

円
）

3
2
7
億

円
※

（
1
,0

1
6
億

円
）

3
6
6
億

円
（
2
,4

0
7
億

円
）

4
3
6
億

円
（
2
,1

3
6
億

円
）

H
2
1

H
2
2

※
局

設
置

F
R

T
-
G

C
間

伝
送

路
コ

ス
ト

を
含

む
。

H
2
9

2
8
9
億

円
※

（
9
4
3
億

円
）

き
線

点
Ｒ

Ｔ
－

Ｇ
Ｃ

間
伝

送
路

コ
ス

ト
以

外
の

Ｎ
Ｔ

Ｓ
コ

ス
ト

H
1
8

H
1
9
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（
参
考
）
き
線
点
Ｒ
Ｔ

-Ｇ
Ｃ
間
伝
送
路
の
概
要

16

主
な

設
備

主
な

機
能

①
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

（
き

線
点

Ｒ
Ｔ

）

・
メ

タ
ル

回
線

を
収

容
す

る
機

能

・
呼

出
信

号
の

送
出

等
の

機
能

・
光

信
号

／
電

気
信

号
変

換
等

機
能

②
中

継
伝

送
路

等

（
き

線
点

Ｒ
Ｔ

－
Ｇ

Ｃ
間

）

・
光

フ
ァ

イ
バ

で
通

信
を

伝
送

す
る

機
能

－
F
R

T
由

来
の

リ
ピ

ー
タ

－
中

継
光

ケ
ー

ブ
ル

－
中

継
系

管
路

等

③
加

入
者

ポ
ー

ト

（
Ｓ

Ｌ
ＩＣ

）

・
メ

タ
ル

回
線

を
Ｇ

Ｃ
交

換
機

に
収

容
す

る
機

能

・
呼

出
信

号
の

送
出

等
の

機
能

④
半

固
定

パ
ス

接
続

装
置

（
Ｌ

Ｘ
Ｍ

）

・
光

フ
ァ

イ
バ

に
よ

り
伝

送
さ

れ
る

通
信

を
複

数
の

交
換

機
に

振
り

分
け

る
機

能

⑤
主

配
線

盤
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
Ｍ

Ｄ
Ｆ

、
Ｃ

Ｔ
Ｆ

）

・
局

内
ケ

ー
ブ

ル
を

収
容

す
る

た
め

の
配

線
盤

※
端

末
回

線
伝
送

機
能
は
、
当

初
よ
り
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
と
の
位

置
付

け
。
い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
ト
は
、

平
成

1
7
年

度
接

続
料

算
定

時
よ
り
、
接

続
料

原
価

か
ら
の
段

階
的
控

除
が
開

始
さ
れ
た
部
分

。

（
き
線

点
Ｒ
Ｔ
－

Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
コ
ス
ト
は
、
平

成
2
0
年

度
よ
り
、
段

階
的

に
接

続
料

原
価

へ
付

替
え
。
）

○
Ｎ
Ｔ
Ｓ
コ
ス
トの

う
ち
、
き
線
点

Ｒ
Ｔ
-
Ｇ
Ｃ
間

伝
送

路
（下

図
②

）の
コ
ス
ト
は
、
情
報

通
信

審
議

会
答

申
（平

成
1
9
年

３
月
）
を
踏

ま
え
た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー

ビ
ス
制
度
の
補
填
対

象
額

算
定

方
法

の
見

直
し
に
よ
り
、
接

続
料
原

価
に
算
入
さ
れ

て
い
る
。

モ
デ

ル
上

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

成
概

要

T
S

②
中

継
伝

送
路

等
（
き

線
点

Ｒ
Ｔ

－
Ｇ

Ｃ
間

）

①
き

線
点

R
T

①
き

線
点

R
T

Ｇ
Ｃ
ビ
ル

③
Ｓ

Ｌ
ＩＣ

③
Ｓ

Ｌ
ＩＣ

端
末

回
線

伝
送

Ｒ
Ｔ
ビ
ル

⑤
Ｍ

Ｄ
Ｆ

⑤
Ｃ

Ｔ
Ｆ

⑤
Ｍ

Ｄ
Ｆ

⑤
Ｃ

Ｔ
Ｆ

N
T
S

③
Ｓ

Ｌ
ＩＣ

加
入

者
交

換
機

⑤
Ｃ

Ｔ
Ｆ

④
Ｌ

Ｘ
Ｍ

③
Ｓ

Ｌ
ＩＣ

局
設

置
R

T

端
末

系
交

換

④ Ｌ Ｘ Ｍ

⑤
Ｃ

Ｔ
Ｆ
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改
正
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

17

平
成

３
０

年
１

２
月

平
成

３
１

年
１

月
４

月

情
報

通
信

行
政

・

郵
政

行
政

審
議

会

電
気

通
信

事
業

部
会

接
続

委
員

会

▲ 施 行

▲ 諮 問

1
2
/
7

▲ 審 議

意
見

募
集

（
～

1
/
1
1
）

▲ 答 申

1
/
2
2

1
/
2
5

※
意

見
募

集
は

１
回

の
み

答
申

後
速

や
か

に
公

布

4
/
１

■
改

正
省

令
公

布
後

の
予

定

•
総

務
大

臣
か

ら
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
日

本
・西

日
本

へ
接

続
料

算
定

に
用

い
る

資
産

及
び

費
用

の
整

理
の

手
順

（
長

期
増

分
費

用
モ

デ
ル

）
等

の
通

知
•

Ｎ
Ｔ

Ｔ
東

日
本

・
西

日
本

か
ら

接
続

約
款

の
変

更
認

可
申

請
（
平

成
３

１
年

度
接

続
料

）
•

情
報

通
信

行
政

・
郵

政
行

政
審

議
会

へ
諮

問
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

募
集

•
情

報
通

信
行

政
・
郵

政
行

政
審

議
会

よ
り

答
申

•
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
日

本
・
西

日
本

の
接

続
約

款
の

変
更

認
可
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29



20

21

30



22

23

31



24

25

32



26

27

33



28

29

34



30

31

35



32

33

36



一
頁

○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は

、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分

が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
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二
頁 

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

38



三
頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
目
次 ［

第
一
章
～
第
四
章 

略
］ 

第
五
章 
接
続
料
設
定
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
の
三
） 

第
六
章 

そ
の
他
の
接
続
料
（
第
十
八
条
の
四
） 

第
七
章 

通
信
量
等
の
記
録
（
第
十
九
条
） 

第
八
章 

再
計
算
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
） 

 

附
則 

目
次 ［

第
一
章
～
第
四
章 

同
上
］ 

第
五
章 

接
続
料
設
定
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
） 

第
六
章 

通
信
量
等
の
記
録
（
第
十
九
条
） 

第
七
章 

再
計
算
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
） 

 

 附
則 

 

（
目
的
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
に
関
し
て
、
電
気
通
信
事

業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
機
能
（
以
下
「
機
能
」
と
い
う
。
）
、
機

能
ご
と
の
適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
の
算
定
方
法
、
通
信
量
等
の
記
録
及
び
再
計
算
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
接
続
料
が
、
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け

る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
に
関
し
て
、
電
気
通
信
事

業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
機
能
（
以
下
「
機
能
」
と
い
う
。
）
、
機

能
ご
と
の
適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
の
算
定
方
法
、
通
信
量
等
の
記
録
及
び
再
計
算
に
関
す
る
事
項
を
定

め
、
も
っ
て
機
能
ご
と
の
接
続
料
が
、
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な

原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 

（
機
能
） 

 

（
機
能
） 

第
四
条 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
の
と
お

り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
対
応
し
た
設
備
等
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備

並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。 

 

［
略
］ 

 

備
考 一 

表
一
の
項
の
光
信
号
端
末
回
線
伝
送
機
能
並
び
に
表
六
の
項
の
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別

光
信
号
中
継
伝
送
機
能
は
、
帯
域
が
制
限
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
と
制
限
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る

も
の
と
で
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

［
二
・
三 

略
］ 

第
四
条 

［
同
上
］ 

   

［
同
上
］ 

 

備
考 一 

表
一
の
項
の
光
信
号
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
表
六
の
項
の
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光

信
号
中
継
伝
送
機
能
は
、
帯
域
が
制
限
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
と
制
限
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
も

の
と
で
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

［
二
・
三 

同
上
］ 

 

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
） 

 

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
） 

第
五
条 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
「
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
」
と
い

う
。
）
は
、
前
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、

加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番

号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の

項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
と
す
る

。 

第
五
条 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
「
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
」
と
い

う
。
）
は
、
前
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、

加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
の
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の
項
（
一

般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
と
す
る
。 

 

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
関
す
る
資
産
及
び
費
用
の
整
理
の
手
順
等
の
通
知
） 

 

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
関
す
る
資
産
及
び
費
用
の
整
理
の
手
順
等
の
通
知
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
関
し
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
通
常
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
高
度
で
新
し
い
電
気
通
信
技
術
を
利
用
し
た
効
率
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も

第
六
条 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
関
し
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
通
常
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
高
度
で
新
し
い
電
気
通
信
技
術
を
利
用
し
た
効
率
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も
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四
頁 

の
と
し
た
場
合
の
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
資
産
及
び
こ
の
場
合
に
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
と
の
接
続
に
よ
り
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通

信
量
又
は
回
線
数
の
増
加
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
費
用
を

、
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
手
順
に
よ
り
当
該
通
知
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
当
該
手
順
の
適
用
の
日
ま
で
に
整
理

し
て
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
整
理
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も

の
と
し
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
五 

略
］ 

［
３ 

略
］ 

の
と
し
た
場
合
の
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
資
産
及
び
こ
の
場
合
に
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
と
の
接
続
に
よ
り
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通

信
量
又
は
回
線
数
の
増
加
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
費
用
を

、
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
手
順
に
よ
り
、
当
該
通
知
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
当
該
手
順
の
適
用
の
日
ま
で
に
整

理
し
て
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
整
理
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
次
の
各
号
を
確
保
す
る
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も
の
と

し
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
五 

同
上
］ 

［
３ 

同
上
］ 

４ 

第
一
項
の
整
理
は
、
資
産
に
あ
っ
て
は
別
表
第
二
の
一
に
掲
げ
る
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
方
法
及
び
別
表

第
二
の
二
に
掲
げ
る
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
に
用
い
る
数
値
を
用
い
て
別
表
第
三
様
式
第
一
に
よ
る
固
定
資

産
明
細
表
及
び
別
表
第
三
様
式
第
二
に
よ
る
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
を
作
成
し
て
、
費
用
に
あ
っ
て
は
別
表
第

四
の
一
に
掲
げ
る
費
用
算
定
方
式
、
別
表
第
四
の
二
に
掲
げ
る
共
通
費
等
の
配
賦
基
準
及
び
別
表
第
四
の
三
に

掲
げ
る
費
用
算
定
に
用
い
る
数
値
を
用
い
て
別
表
第
五
に
よ
る
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
を
作
成
し
て
、
行
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
整
理
は
、
資
産
に
あ
っ
て
は
別
表
第
二
の
一
に
掲
げ
る
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
方
法
及
び
別
表

二
の
二
に
掲
げ
る
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
に
用
い
る
数
値
を
用
い
て
別
表
第
三
様
式
第
一
に
よ
る
固
定
資
産

明
細
表
及
び
別
表
第
三
様
式
第
二
に
よ
る
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
を
作
成
し
て
、
費
用
に
あ
っ
て
は
別
表
第
四

の
一
に
掲
げ
る
費
用
算
定
方
式
、
別
表
第
四
の
二
に
掲
げ
る
共
通
費
等
の
配
賦
基
準
及
び
別
表
第
四
の
三
に
掲

げ
る
費
用
算
定
に
用
い
る
数
値
を
用
い
て
別
表
第
五
に
よ
る
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
を
作
成
し
て
、
行
う
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
） 

 

（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
） 

第
八
条 

接
続
料
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項

の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
価
及
び
利
潤
は
、
同
条
に
規
定
す
る
機
能
（

同
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
に
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定

に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
、
調
整
額
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
を
加
え
て
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

接
続
料
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項

の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
価
及
び
利
潤
は
、
同
条
に

規
定
す
る
機
能
（
同
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
に
第
十
一
条
か
ら
第
十

三
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
、
調
整
額
及
び
利
益
対
応
税
の
合

計
額
を
加
え
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
２
・
３ 

略
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
） 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
） 

第
九
条 

［
略
］ 

第
九
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用

明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式

第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定

設
備
管
理
運
営
費
は
、
同
表
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
の
額
及
び
通
信
量
等

の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
、
合
理
的
な
将
来
の
予
測
に
基
づ
き
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
の
設
備
区
分
別
費
用

明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式

第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理

運
営
費
は
、
同
表
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
の
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値

を
基
礎
と
し
て
、
合
理
的
な
将
来
の
予
測
に
基
づ
き
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
の
特
例
） 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
の
特
例
） 

第
十
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
設
備
等
が
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
設
備
以
外
の
設

備
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
対
象
設
備
等
が
帰
属
す
る
設
備
区
分
が
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四

の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
お
い
て
独
立
し
た
設
備
区
分
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
第
一
種
指

定
設
備
管
理
運
営
費
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
対

第
十
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
っ
て
、

対
象
設
備
等
が
帰
属
す
る
設
備
区
分
が
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
お

い
て
独
立
し
た
設
備
区
分
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の

額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
設
備
等
が
法
定
耐
用

40



五
頁 

象
設
備
等
が
法
定
耐
用
年
数
経
過
後
に
お
い
て
更
改
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
等
の
取
得
固
定

資
産
価
額
か
ら
残
存
価
額
を
減
じ
た
差
額
を
法
定
耐
用
年
数
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
略
］ 

年
数
経
過
後
に
お
い
て
更
改
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
等
の
取
得
固
定
資
産
価
額
か
ら
残
存
価

額
を
減
じ
た
差
額
を
法
定
耐
用
年
数
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
同
上
］ 

 

（
他
人
資
本
費
用
） 

 

（
他
人
資
本
費
用
） 

第
十
一
条 

［
略
］ 

第
十
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し

て
、
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利

潤
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
同
表
様

式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
合
理
的
な
予
測
に
基

づ
き
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
繰
延
資
産
比
率
、
投
資
等
比
率
及
び
貯
蔵
品
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様

式
第
二
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
の
電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
額
に
対
す
る
繰
延
資
産
及

び
投
資
そ
の
他
の
資
産
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
、
収
益
の
見
込

ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
占
め
る
比
率
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
記

載
さ
れ
た
固
定
資
産
の
額
か
ら
同
表
様
式
第
一
に
記
載
さ
れ
た
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
額
を
除
い
た
額
に
対
す

る
貯
蔵
品
の
額
の
占
め
る
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
運
転
資
本
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機

能
に
係
る
当
該
次
に
掲
げ
る
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
式
中
「
対
象
設
備
等
の
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

（
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
損
及
び
租
税
公
課
相
当
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
対
象
設
備
等
の

第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償
却
費
、
通
信
設
備
使
用
料
及
び
固
定
資
産
税
相
当
額
を
除
く
。
）
」

と
す
る
。 

［
略
］ 

［
６
～
９ 

略
］ 

３ 

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し

て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
機
能
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固

定
資
産
価
額
は
、
同
表
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を
基
礎
と

し
て
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

 

４ 

第
二
項
の
繰
延
資
産
比
率
、
投
資
等
比
率
及
び
貯
蔵
品
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様

式
第
二
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
の
電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
額
に
対
す
る
繰
延
資
産
及

び
投
資
そ
の
他
の
資
産
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
、
収
益
の
見
込

ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
占
め
る
比
率
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
記

載
さ
れ
た
固
定
資
産
の
額
か
ら
同
様
式
に
記
載
さ
れ
た
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
額
を
除
い
た
額
に
対
す
る
貯
蔵

品
の
額
の
占
め
る
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
運
転
資
本
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機

能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
「
対
象
設
備
等
の
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産

除
却
損
及
び
租
税
公
課
相
当
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
設
備
等
の
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

（
減
価
償
却
費
、
通
信
設
備
使
用
料
及
び
固
定
資
産
税
相
当
額
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
同
上
］ 

［
６
～
９ 

同
上
］ 

 

（
調
整
額
） 

 

（
調
整
額
） 

第
十
二
条
の
二 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
調
整
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

一 

当
期
算
定
方
式
が
第
一
号
将
来
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合 

第
十
二
条
の
二 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
調
整
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

一 

第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び 

調
整

額
＝

０
 

利
潤
を
算
定
す
る
場
合
並
び
に
当
該
原
価
及
び
利
潤
に
基
づ
き
設
定
し
た
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合 

 
調

整
額

＝
０

 

二 

当
期
算
定
方
式
が
第
二
号
長
期
将
来
原
価
方
式
で
あ
る
場
合 

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区 

二 

第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び 

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
式 

イ 

前
期
算
定
方
式
が
第
一
号
将
来
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合 

利
潤
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
（
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
が
一
年

を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）
並
び
に
当
該
原
価
及
び
利
潤
に
基
づ
き
設
定
し
た
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合 

調
整

額
＝

０
 

 
 

 
 

当
該

機
能

に
係

る
前
算
定

期
間
（

前
算
定
期

間
及
び
前

々
算
定
期

間
が
１

年
で
あ
る

場
合
は
、

前
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六
頁 

ロ 

前
期
算
定
方
式
及
び
前
々
期
算
定
方
式
が
実
績
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合 

調
整

額
＝

算
定

期
間

及
び

前
々
算
定

期
間
と

す
る
。
以

下
こ
の
号

に
お
い
て

同
じ
。

）
に
お
け

る
費
用
（

前
 

 
 

 
 

年
度

の
費

用
に

つ
い
て
は

、
合
理

的
な
予
測

に
基
づ
き

算
定
す
る

も
の
と

す
る
。
）

 
 

 
 

 
当

該
機

能
に

係
る
前
算
定

期
間
に

お
け
る
調

整
額
（
当

該
調
整
額

に
係
る

費
用
及
び

需
要
は
実

績
 

 
 

 
 

値
に

基
づ

き
算

定
す
る
も

の
と
す

る
。
）

 
 

 
 

 
当

該
機

能
に

係
る
前
算
定

期
間
に

お
け
る
接

続
料
に
係

る
収
入
（

前
年
度

の
需
要
に

つ
い
て
は

合
 

 
 

 
 

理
的

な
予

測
に

基
づ
き
算

定
す
る

も
の
と
す

る
。
）
 

調
整

額
＝

前
期

費
用
収
入

間
予
測
差

額
＋
前

々
期
費
用

収
入

間
差

額
 

ハ 
前
期
算
定
方
式
及
び
前
々
期
算
定
方
式
が
第
二
号
長
期
将
来
原
価
方
式
又
は
実
績
原
価
等
方
式
で
あ
る

場
合
（
ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。） 

調
整

額
＝

前
期

費
用
収
入

間
予
測
差

額
＋
前

々
期
差
額

実
績

予
測

間
差

分
 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

調
整

額
＝

前
期

費
用
収
入

間
予
測
差

額
 

三 

当
期
算
定
方
式
が
実
績
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
式 

三 

前
々
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
が
、
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

イ 

前
期
算
定
方
式
が
第
一
号
将
来
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合 

調
整

額
＝

０
 

調
整

額
＝

０
 

ロ 

前
期
算
定
方
式
が
第
二
号
長
期
将
来
原
価
方
式
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
々
期
算
定
方
式
が
第
一
号

将
来
原
価
等
方
式
で
あ
る
と
き 

調
整

額
＝

前
期

費
用
収
入

間
予
測
差

額
 

ハ 

前
期
算
定
方
式
が
第
二
号
長
期
将
来
原
価
方
式
で
あ
る
場
合
（
ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。） 

調
整

額
＝

前
期

費
用
収
入

間
予
測
差

額
＋
前

々
期
差
額

実
績

予
測

間
差

分
 

ニ 

前
期
算
定
方
式
が
実
績
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
々
期
算
定
方
式
が
第
一
号
将
来
原
価

等
方
式
で
あ
る
と
き 

調
整

額
＝

０
 

ホ 

前
期
算
定
方
式
が
実
績
原
価
等
方
式
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
々
期
算
定
方
式
が
第
二
号
長
期
将
来

原
価
方
式
で
あ
る
と
き 

調
整

額
＝

前
々

期
差
額
実

績
予
測
間

差
分

 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

調
整

額
＝

前
々

期
費
用
収

入
間
差
額

 

［
削
る
］ 

四 

前
々
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
が
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
も
の
（
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場

合
に
限
る
。）
で
あ
る
場
合
（
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。） 

 
調

整
額

＝
当

該
機

能
に

係
る
費
用
及

び
需
要

を
実
績
値

に
基
づ
き

算
定
し
た

前
算
定

期
間
の
調

整
額
 

 
 

 
 

－
当

該
機

能
に

係
る
前
算

定
期
間

の
調
整
額
 

［
削
る
］ 

五 

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
資
産
及
び
費
用
に
基
づ
き
接
続
料
の

原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
場
合 

 
調

整
額

＝
０

 

＋
 

－
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七
頁 

［
削
る
］ 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

 
調

整
額

＝
当

該
機

能
に

係
る
前
々
算

定
期
間

に
お
け
る

費
用
 

 
 

 
＋

当
該

機
能

に
係

る
前
々
算

定
期
間

に
お
け
る

調
整
額
 

 
 

 
－

当
該

機
能

に
係

る
前
々
算

定
期
間

に
お
け
る

接
続
料
に

係
る
収
入

 

２ 

前
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

第
一
号
将
来
原
価
等
方
式 

第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
方
式
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備
の
資
産
及
び
費
用
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
方
式 

二 

第
二
号
長
期
将
来
原
価
方
式 

第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
方
式
で
あ
っ
て
、
当
該
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
が
一

年
を
超
え
る
も
の 

三 

実
績
原
価
等
方
式 

接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
方
式
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
方
式
以

外
の
も
の 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
、
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の

合
計
額
と
す
る
。 

四 

当
期
算
定
方
式 

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
よ
う
と
す
る
調
整
額
が
そ
の
原
価
及
び
利
潤
に
算
入
さ
れ

る
接
続
料
が
設
定
さ
れ
る
算
定
期
間
に
お
け
る
当
該
接
続
料
の
算
定
方
式
の
種
類 

五 

前
期
算
定
方
式 

前
期
算
定
期
間
（
前
号
に
規
定
す
る
算
定
期
間
の
直
前
の
算
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
接
続
料
の
算
定
方
式
の
種
類 

六 

前
々
期
算
定
方
式 

前
々
期
算
定
期
間
（
前
期
算
定
期
間
の
直
前
の
算
定
期
間
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
接
続
料
の
算
定
方
式
の
種
類 

七 

前
期
費
用
収
入
間
予
測
差
額 

前
期
算
定
期
間
に
お
け
る
費
用
の
額
（
前
年
度
の
費
用
（
第
一
種
指
定
設

備
管
理
運
営
費
、
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
調
整
額
を
算
定
す
る
機
能
に
係
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
合
理

的
な
予
測
に
基
づ
き
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
と
前
期
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に

算
入
さ
れ
た
調
整
額
と
の
合
計
額
か
ら
、
前
期
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
収
入
の
額
（
前
年
度
の
需
要
は

、
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。）
を
減
じ
た
額 

八 

前
々
期
差
額
実
績
予
測
間
差
分 

前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
費
用
（
実
績
値
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
か
ら
前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
収
入
（
実
績
値
に
基
づ
く
も
の
と

す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
を
減
じ
た
額
か
ら
、
前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
費
用
（
前
期
算
定

期
間
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
算
入
さ
れ
た
調
整
額
の
計
算
に
用
い
ら
れ
た
も
の

と
す
る
。
）
の
額
か
ら
前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
収
入
（
前
期
算
定
期
間
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た

接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
算
入
さ
れ
た
調
整
額
の
計
算
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
）
の
額
を
減
じ
た

額
を
減
じ
た
額 

九 

前
々
期
費
用
収
入
間
差
額 

前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
費
用
の
額
と
前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続

料
の
原
価
及
び
利
潤
に
算
入
さ
れ
た
調
整
額
と
の
合
計
額
か
ら
、
前
々
期
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
収
入

の
額
を
減
じ
た
額 

 

 

（
利
益
対
応
税
） 

 

（
利
益
対
応
税
） 
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八
頁 

第
十
三
条 

［
略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

４ 

第
一
項
の
利
益
対
応
税
率
は
、
法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ
の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
の
税
率
の
合
計
を
基
礎

と
し
て
算
定
さ
れ
た
値
と
す
る
。 

第
十
三
条 

［
同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

４ 

前
項
の
利
益
対
応
税
率
は
、
法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ
の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
の
税
率
の
合
計
を
基
礎
と

し
て
算
定
さ
れ
た
値
と
す
る
。 

 

（
接
続
料
設
定
の
原
則
） 

 

（
接
続
料
設
定
の
原
則
） 

第
十
四
条 

接
続
料
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
接
続
料
に
係
る
収
入
が
当
該
接
続
料
の
原
価

及
び
利
潤
の
合
計
額
に
一
致
す
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
四
条 

接
続
料
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
接
続
料
に
係
る
収
入
が
、
当
該
接
続
料
の
原

価
に
一
致
す
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

 

（
利
用
者
料
金
と
の
比
較
に
よ
る
接
続
料
の
水
準
の
調
整
） 

 

（
利
用
者
料
金
と
の
比
較
に
よ
る
接
続
料
の
水
準
の
調
整
） 

第
十
四
条
の
二 

接
続
料
の
水
準
は
、
当
該
接
続
料
に
係
る
特
定
接
続
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
接
続
に
関
し

事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
も
考
慮
し
て
、
当
該
事
業
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
（
卸
電
気
通
信
役
務
を

除
く
。
）
に
関
す
る
料
金
の
水
準
と
の
関
係
に
よ
り
、
当
該
事
業
者
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備

と
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
さ
な
い
も
の
と
す

る
方
法
に
よ
り
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
料
金
の
水
準
が
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
も
の

で
あ
る
場
合
等
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
は
接
続
料
の
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
（
第
三
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
他
の
規
定
（
同
条
た
だ
し

書
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
接
続
料
の
水
準
を
最
も
低
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
設
定
す
れ
ば
足
り
る
。 

第
十
四
条
の
二 

接
続
料
の
水
準
は
、
当
該
接
続
料
に
係
る
特
定
接
続
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
接
続
に
関

し
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
も
考
慮
し
て
、
当
該
事
業
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
（
卸
電
気
通
信
役
務

を
除
く
。
）
に
関
す
る
料
金
の
水
準
と
の
関
係
に
よ
り
、
当
該
事
業
者
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
と
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
さ
な
い
も
の
と

す
る
方
法
に
よ
り
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
料
金
の
水
準
が
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
も

の
で
あ
る
場
合
等
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
は
接
続
料
の
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
（
第
三
条
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
他
の
規
定
（
第
三
条
た

だ
し
書
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
接
続
料
の
水
準
を
最
も
低
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
設
定
す
れ
ば
足
り
る
。 

 

（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
等
の
接
続
料
） 

 

（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
等
の
接
続
料
） 

第
十
六
条
の
二 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
五
の
項
（
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
六
の

項
（
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
機
能
の
接
続
料
は
、
回
線
容
量

を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
接
続
料
の
単
位
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
及
び
五
の
項
の
機
能
に
つ
い
て
は
少
な

く
と
も
一
、
五
三
六
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
相
当
以
下
に
、
同
表
六
の
項
の
機
能
に
つ
い
て
は
五
二
メ
ガ
ビ
ッ
ト
毎

秒
相
当
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
細
分
化
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条
の
二 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
五
の
項
（
中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
及
び
六
の
項
（
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
機
能
の
接

続
料
は
、
回
線
容
量
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
接
続
料
の
単
位
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
及
び
五
の
項
の
機
能
に
つ
い
て
は
少
な

く
と
も
一
、
五
三
六
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒
相
当
以
下
に
、
六
の
項
に
つ
い
て
は
五
二
メ
ガ
ビ
ッ
ト
毎
秒
相
当
以
下

に
、
各
々
細
分
化
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
端
末
回
線
伝
送
機
能
等
の
接
続
料
） 

 

（
端
末
回
線
伝
送
機
能
等
の
接
続
料
） 

第
十
七
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
接
続
料
の
単
位
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま
で
、
六

の
項
及
び
七
の
項
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
回
線
容
量
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
一
、
五
三
六
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒

相
当
以
下
に
、
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
数
に
あ
っ
て
は
芯
線
数
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
細
分
化
し
て
設
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

第
十
七
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
接
続
料
の
単
位
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま
で
、
六

の
項
及
び
七
の
項
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
回
線
容
量
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
一
、
五
三
六
キ
ロ
ビ
ッ
ト
毎
秒

相
当
以
下
に
、
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
数
に
あ
っ
て
は
芯
線
数
ご
と
に
、
各
々
細
分
化
し
て
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

［
削
る
］ 

第
十
八
条
の
二 

削
除 

［
削
る
］ 

第
十
八
条
の
三 
削
除 

 

（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
交
換
伝
送
機
能
に
係
る
接
続
料
） 

第
十
八
条
の
二 

［
略
］ 

 

（
一
般
中
継
系
ル
ー
タ
交
換
伝
送
機
能
に
係
る
接
続
料
） 

第
十
八
条
の
四 

［
同
上
］ 
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九
頁 

 
（
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
機
能
に
係
る
接
続
料
） 

第
十
八
条
の
三 

［
略
］ 

 

（
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
機
能
に
係
る
接
続
料
） 

第
十
八
条
の
五 

［
同
上
］ 

第
六
章 

そ
の
他
の
接
続
料 

［
新
設
］ 

 

（
そ
の
他
の
接
続
料
に
係
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
） 

 

第
十
八
条
の
四 
第
三
条
に
規
定
す
る
接
続
料
以
外
の
接
続
料
に
係
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
三
章
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
す
る
方
法
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

第
七
章 

［
略
］ 

第
六
章 

［
同
上
］ 

 

（
通
信
量
等
の
記
録
） 

 

（
通
信
量
等
の
記
録
） 

第
十
九
条 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
信
量
又
は
回
線
数
の
記
録
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機

能
ご
と
に
、
通
信
量
に
あ
っ
て
は
別
表
第
六
様
式
第
一
に
よ
り
、
回
線
数
に
あ
っ
て
は
別
表
第
六
様
式
第
二
に

よ
り
行
う
ほ
か
、
認
可
接
続
約
款
等
に
お
い
て
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
定
し
た
単
位
（
次
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
「
設
定
単
位
」
と
い
う
。
）
の
通
信
量
又
は
回
線
数
に
あ
っ
て
は
適
宜
の
様
式
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
九
条 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
ご

と
に
、
通
信
量
に
あ
っ
て
は
別
表
第
六
様
式
第
一
に
よ
り
、
回
線
数
に
あ
っ
て
は
別
表
第
六
様
式
第
二
に
よ
り

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
第
七
に
掲
げ
る
も
の
及
び
そ
れ
以
外
の
設

定
単
位
（
通
信
量
及
び
回
線
数
以
外
の
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
別
表
第
七
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
前
項
の
事
項
の
記
録
は
、
別
表
第
七
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

別
表
第
八
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
設
定
単
位
に
あ
っ
て
は
適
宜
の
様
式
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
事
項
を
別
表
第
八
に
よ
り

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
記
録
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
六
月
内
を
期
限
と
し
て
行
い
、
そ
の
結
果
は
三
年
間
保

存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

法
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
記
録
を
毎
事

業
年
度
経
過
後
六
月
内
を
期
限
と
し
て
行
い
、
そ
の
結
果
を
三
年
間
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
、
第
一
項
及
び
前
項
の
記
録
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ

っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
一
項
及
び
第
三
項
の
記
録
並
び
に
前
項
の
保
存
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他

の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

［
新
設
］ 

第
八
章 

［
略
］ 

第
七
章 

［
同
上
］ 

 

（
接
続
料
の
再
計
算
の
期
間
） 

 

（
接
続
料
の
再
計
算
の
期
間
） 

第
二
十
条 

法
第
三
十
三
条
第
十
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
間
と
す
る
。 

第
二
十
条 

法
第
三
十
三
条
第
十
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
一
年
間
と
す
る
。 

 

（
接
続
料
の
再
計
算
） 

 

（
接
続
料
の
再
計
算
） 

第
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
再
計
算
し
た
接
続
料
を
、
法
第
三
十
三
条

第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
並
び
に
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を

算
定
し
た
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
再
計
算
後
直
ち
に
、
そ
の
他
の
機
能
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

毎
事
業
年
度
経
過
後
七
月
以
内
に
、
そ
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
再
計
算
し
た
接
続
料
を
、
法
第
三
十
三
条

第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
再
計
算
後
直
ち
に
、
そ
の
他
の
機
能
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

毎
事
業
年
度
経
過
後
七
月
以
内
に
そ
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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十
頁 

別
表

第
２

の
１

（
第

６
条

関
係
）
 

正
味
固

定
資
産
価

額
算
定

方
法

 
別

表
第

２
の

１
（

第
６

条
関
係
）
 

［
同
左

］
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

設
備

区
分

 
算

定
方

法
 

［
略

］
 

電
力

設
備

（
小

規
模

局
用

電
源

装
置

）
 

１
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ
以
外

の
局
に
設

置
す
る

場
合

の
設

備
量

の
算

定
 

局
ご

と
に

、
当
該

局
に

設
置
さ

れ
る

設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

、
小

規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た
り

の
最

大
電
流

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り

上
げ

る
も
の
と

す
る
。
）

を
、
当
該

局
の

小
規

模
局

用
電

源
装

置
台

数
と

す
る

。
 

  

２
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ
に
設

置
す
る
場

合
の

設
備

量
の

算
定
 

局
ご

と
に

、
当
該

局
に

設
置
さ

れ
る

設
備

（
局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

を
除

く
。

）
の

所
要

電
流

値
の
合

計
を

、
小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

－
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
最

大
規

格

）
の

１
台

当
た

り
の
最

大
電

流
で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て

る
も

の
と

す
る

。
）
を

当
該

局
の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

台
数

と
す

る
。

ま
た

、
そ

れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
所
要

電
流

値
の
余

り
か

ら
選

定
さ

れ
る

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ

Ｔ
－

Ｂ
Ｏ
Ｘ
用

直
近
上
位

規
格
）
台

数
を

小
規

模
局

用
電

源
装

置
台

数
に

加
え

る
。

 

３
 

投
資
額
の

算
定
 

局
ご

と
に

次
の
算

定
式

に
よ
り

、
前

二
項

の
規

定
に

基
づ

き
算

定
し

た
台

数
を

用
い

局
ご

と
小

規
模

局
用
電

源
装

置
投
資

額
を

求
め
、

全
て

の
局

の
局

ご
と

小
規

模
局

用
電

源
装

置
投
資
額

を
合
算
し

、
小
規
模

局
用

電
源

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
小
規
模

局
用
電
源

装
置
投
資

額
 

＝
小

規
模
局
用

電
源
装
置

台
数

×
小

規
模

局
用

電
源

装
置

単
価

 

［
略

］
 

機
械

室
土

地
 

１
 

［
略
］
 

２
 

［
略
］
 

⑴
 

［
略
］
 

ア
 

［
略
］
 

イ
 

当
該

局
が

平
屋
局

の
場

合
、

機
械

室
建

物
面

積
を

平
屋

局
容

積
率

で
除

し
た

も

の
、

地
上

鉄
塔
土

地
面

積
及
び

駐
車

ス
ペ

ー
ス

等
土

地
面

積
の

合
計
か

ら
駐

車
ス

ペ
ー

ス
面

積
の
う

ち
デ

ー
タ
系

に
係

る
も

の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の

と
す

る
。
）
を

控
除
し
た

も
の
を
、

当
該

局
の

機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

⑵
 

当
該

局
が

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
の
場

合
、

Ｒ
Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
土

地
面

積
及

び
地

上
鉄

塔
土

地
面

積
の

合
計

か
ら
駐

車
ス
ペ

ー
ス

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
回

線
数

比
に

よ
り

算
定
す

る
も

の
と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該
局

の
機

械
室

土

地
面

積
と
す
る

。
 

 
３
 

［
略
］
 

設
備

区
分

 
算
定

方
法
 

［
同

左
］

 

電
力

設
備

（
小

規
模

局
用

電
源

装
置

）
 

１
 

設
備
量
の

算
定
 

局
設

置
遠

隔
収
容

装
置

設
置
局

及
び

局
設

置
簡
易

遠
隔
収

容
装

置
設
置

局
ご

と
に

、

当
該

局
に

設
置

さ
れ
る

設
備

（
局
設

置
簡

易
遠
隔

収
容

装
置
を

除
く

。
）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

を
、

小
規
模

局
用

電
源
装

置
１

台
当
た

り
の

最
大
電

流
で

除
し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は
、

切
り

上
げ
る

も
の

と
す
る

。
）

を
、
当

該
局

の
小
規

模
局

用
電

源
装

置
台
数
と

す
る
。

 

［
新

設
］
 

      

２
 

投
資
額
の

算
定

 

局
ご

と
に

次
の
算

定
式

に
よ
り

、
前

項
の

規
定
に

基
づ
き

算
定

し
た
台

数
を

用
い

局

ご
と

小
規

模
局

用
電
源

装
置

投
資
額

を
求

め
、
全

て
の

局
の
局

ご
と

小
規
模

局
用

電
源

装
置

投
資
額
を

合
算
し
、

小
規
模
局

用
電
源

装
置
投
資

額
を
算
定

す
る
。

 

局
ご

と
小
規
模

局
用
電
源

装
置
投
資

額
 

＝
小

規
模
局
用

電
源
装
置

台
数
×
小
規
模
局

用
電
源
装

置
単
価
 

［
同

左
］

 

機
械

室
土

地
 

１
 

［
同
左
］
 

２
 

［
同
左
］
 

⑴
 

［
同
左
］
 

ア
 

［
同
左
］
 

イ
 

当
該

局
が

平
屋
局

の
場

合
、
機

械
室

建
物
面

積
を

平
屋
局

容
積

率
で
除

し
た

も

の
及

び
駐

車
ス
ペ

ー
ス

等
土
地

面
積

の
合

計
を
、

当
該
局

の
機

械
室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

 

⑵
 

当
該

局
が

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
の
場

合
、

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
土
地

面
積

を
、
当

該
局

の
機

械
室

土
地
面
積

と
す
る
。

 

  

 
３

 
［

同
左
］
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十
一
頁 

［
略

］
 

 

［
同

左
］

 
 

 
 

別
表

第
２

の
２

（
第

６
条

関
係
）
 

正
味
固

定
資
産
価

額
算
定

に
用

い
る

数
値

 
別

表
第

２
の

２
（

第
６

条
関
係
）
 

［
同
左

］
 

項
目
 

数
値

 
単

位
 

［
略

］
 

き
線

管
路

総
延

長
 

1
3
2,
0
69 

k
m 

［
略

］
 

電
線

共
同

溝
総

延
長
 

1
,
48

3 
k
m 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

総
延
長
 

8
,
12

2 
k
m 

［
略

］
 

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト
数
（

分
岐
挿
入

伝
送
装

置
2
.4
Ｇ
）
 

7
.
5 

ユ
ニ

ッ

ト
／

架
 

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト
数
（

分
岐
挿
入

伝
送
装

置
1
0Ｇ

）
 

4
.
5 

ユ
ニ

ッ

ト
／

架
 

［
略

］
 

架
当

た
り

1
5
6Ｍ

イ
ン

タ
フ
ェ
ー

ス
数
（
分

岐
挿
入
伝

送
装
置

2.
4Ｇ

）
 

4
8 

1
5
6Ｍ

Ｉ
Ｆ

／架
 

［
略

］
 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4Ｇ

基
本

部
電
流
 

0
 

Ａ
／

台
 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4Ｇ

ユ
ニ

ッ
ト
電
流
 

3
.
2 

Ａ
／

ユ

ニ
ッ

ト
 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4Ｇ

架
面

積
 

2
 

ｍ
2／

架
 

［
略

］
 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

1
0Ｇ

ユ
ニ
ッ
ト
電
流
 

5
.
5 

Ａ
／

ユ

ニ
ッ

ト
 

［
略

］
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑴
 

1
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑵
 

3
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑶
 

5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑷
 

7
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑸
 

1
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑹
 

1
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑺
 

2
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑻
 

3
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑼
 

5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

項
目
 

数
値
 

単
位
 

［
同

左
］

 

き
線

管
路

総
延

長
 

1
3
4,
7
72 

k
m 

［
同

左
］

 

電
線

共
同

溝
総

延
長

 
1
,
46
8 

k
m 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

総
延

長
 

8
,
06
5 

k
m 

［
同

左
］

 

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

分
岐
挿
入

伝
送
装

置
2
.4
Ｇ
）
 

2
 

ユ
ニ

ッ

ト
／

架
 

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

分
岐
挿
入

伝
送
装

置
1
0Ｇ

）
 

3
 

ユ
ニ

ッ

ト
／

架
 

［
同

左
］

 

架
当

た
り

1
5
6Ｍ

イ
ン

タ
フ
ェ
ー

ス
数
（
分

岐
挿
入
伝

送
装
置

2.
4Ｇ

）
 

4
 

1
5
6Ｍ

Ｉ
Ｆ

／架
 

［
同

左
］

 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4Ｇ

基
本

部
電
流
 

6
.
2 

Ａ
／

台
 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4Ｇ

ユ
ニ

ッ
ト
電
流
 

4
 

Ａ
／

ユ

ニ
ッ

ト
 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

2
.
4Ｇ

架
面

積
 

1
.
08 

ｍ
2／

架
 

［
同

左
］

 

分
岐

挿
入

伝
送

装
置

1
0Ｇ

ユ
ニ
ッ
ト
電
流
 

8
.
3 

Ａ
／

ユ

ニ
ッ

ト
 

［
同

左
］

 

 
 

 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑴
 

3
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑵
 

5
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑶
 

7
 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑷
 

1
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑸
 

1
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑹
 

2
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑺
 

3
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑻
 

5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
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十
二
頁 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑽
 

7
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑾
 

1
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⑿
 

2
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒀
 

2
5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒁
 

3
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒂
 

4
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒃
 

5
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒄
 

6
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒅
 

8
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒆
 

1
,
00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ

 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
⒇
 

1
,
20

0 
ｋ

Ｖ
Ａ

 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
規

定
出
力
容

量
(21) 

1
,
50

0 
ｋ

Ｖ
Ａ

 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑴
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑵
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑶
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑷
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑸
 

7
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑹
 

7
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑺
 

8
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑻
 

8
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑼
 

8
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑽
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑾
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⑿
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒀
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒁
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒂
 

3
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒃
 

3
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒄
 

2
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒅
 

3
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒆
 

5
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積
⒇
 

4
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装
置
所

要
面
積

(21) 
5
0 

ｍ
2 

［
略

］
 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
及

び
Ｒ

Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
（

局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置
設

置
局

を
除
く

。
）
（

作
業

員
の

到
着

に
1
.
5

時
 

1
2
.6 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑼
 

7
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑽
 

1
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑾
 

2
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

 
 

 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⑿
 

3
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⒀
 

4
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

 
 

 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⒁
 

6
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⒂
 

8
0
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⒃
 

1
,
00
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⒄
 

1
,
20
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
規

定
出
力
容

量
⒅
 

1
,
50
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

 
 

 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑴
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑵
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑶
 

4
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑷
 

7
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑸
 

7
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑹
 

7
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑺
 

7
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑻
 

8
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑼
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑽
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑾
 

1
0 

ｍ
2 

 
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⑿
 

1
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⒀
 

3
0 

ｍ
2 

 
 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⒁
 

2
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⒂
 

3
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⒃
 

5
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⒄
 

4
0 

ｍ
2 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面
積
⒅
 

5
0 

ｍ
2 

［
同

左
］

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔
収
容

装
置
設

置
局
、
保

持
時
間
：

1
0
時
間
）
 

 

1
2
.6 

Ａ
Ｈ

／
Ａ
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十
三
頁 

間
以

上
を

要
す

る
も

の
及

び
災

害
対

策
の

強
化

を
目

的
と

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

保
持

時
間
：

10
時
間
）
 

 
 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
及

び
Ｒ

Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
（

局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容
装

置
設

置
局
を

除
く

。
）
（

作
業
員

の
到

着
に

1
.5

時

間
以

上
を

要
す

る
も
の
に

限
る
。
）

、
保
持

時
間
：

18
時
間

）
 

2
1
.7 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
及

び
Ｒ

Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
（

局

設
置

簡
易

遠
隔

収
容

装
置

設
置

局
を

除
く

。
）

（
災

害
対

策
の

強
化

を
目

的

と
す

る
も

の
に

限
る
。
）

、
保
持
時

間
：

36
時
間
）
 

3
9
.7 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

（
作

業
員

の

到
着

に
1.

5
時

間
以

上
を

要
す
る

も
の

及
び
災

害
対
策

の
強

化
を

目
的

と
す

る
も

の
を

除
く

。
）
、
保

持
時
間
：

２
時
間

）
 

5
.
0 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

（
作

業
員

の

到
着

に
1
.
5

時
間

以
上

を
要

す
る

も
の

に
限

る
。

）
、

保
持

時
間

：
1
0

時

間
）

 

1
5
.3 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

（
災

害
対

策

の
強

化
を

目
的

と
す
る
も

の
に
限
る

。
）
、

保
持
時
間

：
2
8
時

間
）

 

3
3
. 

3 
Ａ

Ｈ
／
Ａ

 

［
略

］
 

小
規

模
局

用
電

源
装
置
１

台
当
た
り

の
最
大

電
流
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

）
⑴

 
3
7
.5 

Ａ
 

小
規

模
局

用
電

源
装
置
１

台
当
た
り

の
最
大

電
流
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

）
⑵

 
5
0 

Ａ
 

小
規

模
局

用
電

源
装
置
１

台
当
た
り

の
最
大

電
流
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

）
⑶

 
1
0
0 

Ａ
 

［
略

］
 

小
規

模
局

用
電

源
装
置
１

台
当
た
り

の
所
要

面
積
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

）
⑴

 
9
 

ｍ
2 

小
規

模
局

用
電

源
装
置
１

台
当
た
り

の
所
要

面
積
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

）
⑵

 
9
 

ｍ
2 

小
規

模
局

用
電

源
装
置
１

台
当
た
り

の
所
要

面
積
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

）
⑶

 
9
 

ｍ
2 

［
略

］
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

土
地
面
積
 

7
5 

ｍ
2 

駐
車

ス
ペ

ー
ス

面
積
 

2
1 

ｍ
2 

［
略

］
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
北
海
道

）
 

0
.
80

0
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
青
森
県

）
 

0
.
69

0
7 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
岩
手
県

）
 

0
.
72

6
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
宮
城
県

）
 

0
.
96

4
7 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
秋
田
県

）
 

0
.
65

1
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
山
形
県

）
 

0
.
75

8
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
福
島
県

）
 

0
.
80

7
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
茨
城
県

）
 

0
.
72

8
7 

―
 

 
 

 

   

 
 

   

 
 

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
（

局
設

置
簡

易
遠

隔
収

容
装

置
設

置
局

、
保

持
時

間
：

２
時

間
）

 

5
.
0 

Ａ
Ｈ

／
Ａ

 

     

 
 

 
 

 

［
同

左
］

 

 
 

 

 
 

 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当
た
り

の
最
大

電
流
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
）
 

1
0
0 

Ａ
 

［
同

左
］

 

 
 

 

 
 

 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
１

台
当
た
り

の
所
要

面
積
（
Ｒ

Ｔ
―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
）
 

9
 

ｍ
2 

［
同

左
］

 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

土
地

面
積
 

7
5 

ｍ
2 

 
 

 

［
同

左
］

 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
北
海
道

）
 

0
.
79
6
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
青
森
県

）
 

0
.
69
5
7 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
岩
手
県

）
 

0
.
73
2
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
宮
城
県

）
 

0
.
93
4
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
秋
田
県

）
 

0
.
66
4
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
山
形
県

）
 

0
.
76
2
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
福
島
県

）
 

0
.
79
7
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
茨
城
県

）
 

0
.
73
3
5 

―
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十
四
頁 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
栃
木
県

）
 

0
.
75

0
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
群
馬
県

）
 

0
.
75

4
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
埼
玉
県

）
 

0
.
87

0
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
千
葉
県

）
 

0
.
88

6
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
東
京
都

）
 

0
.
98

9
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
神
奈
川

県
）
 

0
.
91

8
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
新
潟
県

）
 

0
.
78

2
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
富
山
県

）
 

0
.
83

5
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
石
川
県

）
 

0
.
78

5
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
福
井
県

）
 

0
.
73

5
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
山
梨
県

）
 

0
.
77

2
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
長
野
県

）
 

0
.
77

0
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
岐
阜
県

）
 

0
.
82

3
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
静
岡
県

）
 

0
.
85

0
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
愛
知
県

）
 

0
.
97

1
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
三
重
県

）
 

0
.
80

7
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
滋
賀
県

）
 

0
.
87

7
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
京
都
府

）
 

0
.
91

2
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
大
阪
府

）
 

0
.
90

3
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
兵
庫
県

）
 

0
.
88

2
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
奈
良
県

）
 

0
.
85

1
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
和
歌
山

県
）
 

0
.
71

6
7 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
鳥
取
県

）
 

0
.
69

6
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
島
根
県

）
 

0
.
75

4
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
岡
山
県

）
 

0
.
83

0
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
広
島
県

）
 

0
.
82

7
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
山
口
県

）
 

0
.
72

3
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
徳
島
県

）
 

0
.
65

0
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
香
川
県

）
 

0
.
70

7
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
愛
媛
県

）
 

0
.
77

5
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
高
知
県

）
 

0
.
62

4
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
福
岡
県

）
 

0
.
89

4
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
佐
賀
県

）
 

0
.
72

7
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
長
崎
県

）
 

0
.
78

5
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
熊
本
県

）
 

0
.
84

7
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
大
分
県

）
 

0
.
78

7
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
栃
木
県

）
 

0
.
75
5
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
群
馬
県

）
 

0
.
75
8
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
埼
玉
県

）
 

0
.
86
4
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
千
葉
県

）
 

0
.
88
0
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
東
京
都

）
 

0
.
95
7
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
神
奈
川

県
）
 

0
.
91
3
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
新
潟
県

）
 

0
.
79
2
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
富
山
県

）
 

0
.
83
8
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
石
川
県

）
 

0
.
78
4
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
福
井
県

）
 

0
.
74
3
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
山
梨
県

）
 

0
.
78
0
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
長
野
県

）
 

0
.
77
5
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
岐
阜
県

）
 

0
.
82
8
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
静
岡
県

）
 

0
.
85
6
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
愛
知
県

）
 

0
.
95
8
9 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
三
重
県

）
 

0
.
81
8
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
滋
賀
県

）
 

0
.
88
0
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
京
都
府

）
 

0
.
89
6
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
大
阪
府

）
 

0
.
89
3
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
兵
庫
県

）
 

0
.
88
2
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
奈
良
県

）
 

0
.
85
3
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
和
歌
山

県
）
 

0
.
72
6
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
鳥
取
県

）
 

0
.
70
5
3 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
島
根
県

）
 

0
.
76
3
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
岡
山
県

）
 

0
.
83
2
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
広
島
県

）
 

0
.
81
9
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
山
口
県

）
 

0
.
72
7
0 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
徳
島
県

）
 

0
.
65
3
2 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
香
川
県

）
 

0
.
71
0
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
愛
媛
県

）
 

0
.
78
4
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
高
知
県

）
 

0
.
62
9
5 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
福
岡
県

）
 

0
.
87
4
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
佐
賀
県

）
 

0
.
72
6
4 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
長
崎
県

）
 

0
.
78
3
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
熊
本
県

）
 

0
.
83
8
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
大
分
県

）
 

0
.
78
6
2 

―
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十
五
頁 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
宮
崎
県

）
 

0
.
80

8
7 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
鹿
児
島

県
）
 

0
.
72

8
8 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正
係
数

（
沖
縄
県

）
 

1
.
00

4
7 

―
 

監
視

設
備

（
総

合
監
視
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
00

1
41

7 
―

 

監
視

設
備

（
加

入
者
交
換

機
）
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
05

4
25 

―
 

監
視

設
備

（
中

継
交
換
機

）
 

対
投

資
額
比

率
 

0
.
07

3
80 

―
 

監
視

設
備

（
市

外
線
路
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
03

4
38 

―
 

監
視

設
備

（
市

内
線
路
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
01

1
51 

―
 

監
視

設
備

（
伝

送
無
線
機

械
）
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
14

5
30 

―
 

共
通

用
建

物
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00

8
70

2 
―

 

共
通

用
土

地
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00

6
86

1 
―

 

［
略

］
 

構
築

物
 

対
投

資
額
比
率
 

0
.
06

7
32 

―
 

機
械

及
び

装
置

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
00

0
67

1
8 

―
 

車
両

 
対

投
資

額
比
率
 

0
.
00

0
11

1
2 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備
品
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00

4
83

4 
―

 

無
形

固
定

資
産

（
交
換
機

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
）

 
対
投
資

額
比

率
 

0
.
01

5
25 

―
 

無
形

固
定

資
産

（
そ
の
他

の
無
形
固

定
資
産

）
 

対
投

資
額
比

率
 

0
.
00

4
39

7 
―

 
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
宮
崎
県

）
 

0
.
81
4
6 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
鹿
児
島

県
）
 

0
.
73
9
1 

―
 

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

（
沖
縄
県

）
 

0
.
95
0
3 

―
 

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
00
1
45
3 

―
 

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
05
7
06 

―
 

監
視

設
備

（
中

継
交

換
機

）
 

対
投

資
額
比

率
 

0
.
06
9
96 

―
 

監
視

設
備

（
市

外
線

路
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
03
4
53 

―
 

監
視

設
備

（
市

内
線

路
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
01
1
65 

―
 

監
視

設
備

（
伝

送
無

線
機

械
）
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
07
7
63 

―
 

共
通

用
建

物
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.
00
7
76
8 

―
 

共
通

用
土

地
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.
00
6
52
6 

―
 

［
同

左
］

 

構
築

物
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.
06
9
34 

―
 

機
械

及
び

装
置

 
対

投
資

額
比
率
 

0
.
00
0
70
7
6 

―
 

車
両

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.
00
0
11
9
6 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00
5
20
2 

―
 

無
形

固
定

資
産

（
交

換
機

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
）

 
対
投
資

額
比
率
 

0
.
01
4
48 

―
 

無
形

固
定

資
産

（
そ

の
他

の
無
形
固

定
資
産

）
 

対
投

資
額
比
率
 

0
.
00
4
75
7 

―
 

 

 
 

別
表

第
４

の
３

（
第

６
条

関
係
）
 

費
用
算

定
に
用
い

る
数
値

 
別

表
第

４
の

３
（

第
６

条
関
係
）
 

［
同
左

］
 

項
目
 

数
値

 
単

位
 

加
入

者
交

換
機

施
設
保
全

費
対
投
資

額
比
率

（
二
次
係

数
）
 

-
7
.0

0
0
フ

ェ

ム
ト

 
―

 

加
入

者
交

換
機

施
設
保
全

費
対
投
資

額
比
率

（
一
次
係

数
）
 

0
.
04

4
36 

―
 

加
入

者
交

換
機

加
入
者
回

線
当
た
り

施
設
保

全
費
 

5
8
4 

円
／

回
線

 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

北
海
道
）
 

2
5
9,

1
30

,
55
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

青
森
県
）
 

2
4
4,

5
78

,
21
8  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

岩
手
県
）
 

2
5
3,

6
73

,
42
9  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

宮
城
県
）
 

2
6
5,

4
97

,
20
2  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

秋
田
県
）
 

2
5
0,

0
35

,
34
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

山
形
県
）
 

2
5
7,

3
11

,
51
3  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

福
島
県
）
 

2
6
1,

8
59

,
11
8  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

茨
城
県
）
 

2
6
4,

5
87

,
68
1  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

栃
木
県
）
 

2
6
1,

8
59

,
11
8  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

群
馬
県
）
 

2
5
8,

2
21

,
03
4  

円
 

項
目
 

数
値
 

単
位
 

加
入

者
交

換
機

施
設

保
全

費
対
投
資

額
比
率

（
二
次
係

数
）
 

-
0
.1

0
0
フ
ェ

ム
ト
 

―
 

加
入

者
交

換
機

施
設

保
全

費
対
投
資

額
比
率

（
一
次
係

数
）
 

0
.
04
0
77 

―
 

加
入

者
交

換
機

加
入

者
回

線
当
た
り

施
設
保

全
費
 

6
1
1 

円
／

回
線

 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

北
海
道
）
 

2
6
5,
1
11
,
12

1 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

青
森
県
）
 

2
5
0,
6
12
,
37

5 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

岩
手
県
）
 

2
5
9,
3
11
,
62

3 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

宮
城
県
）
 

2
7
1,
8
77
,
20

3 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

秋
田
県
）
 

2
5
5,
4
45
,
29

0 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

山
形
県
）
 

2
6
3,
1
77
,
95

5 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

福
島
県
）
 

2
6
8,
0
10
,
87

0 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

茨
城
県
）
 

2
7
4,
7
76
,
95

2 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

栃
木
県
）
 

2
7
1,
8
77
,
20

3 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

群
馬
県
）
 

2
6
8,
0
10
,
87

0 
円
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十
六
頁 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

埼
玉
県
）
 

2
7
6,

4
11

,
45
4  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

千
葉
県
）
 

2
7
8,

2
30

,
49
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

東
京
都
）
 

2
9
6,

4
20

,
91
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

神
奈
川
県

）
 

2
7
9,

1
40

,
01
7  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

新
潟
県
）
 

2
5
9,

1
30

,
55
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

富
山
県
）
 

2
6
8,

2
25

,
76
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

石
川
県
）
 

2
6
9,

1
35

,
28
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

福
井
県
）
 

2
4
7,

3
06

,
78
1  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

山
梨
県
）
 

2
7
4,

5
92

,
41
2  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

長
野
県
）
 

2
6
2,

7
68

,
63
9  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

岐
阜
県
）
 

2
6
0,

9
49

,
59
7  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

静
岡
県
）
 

2
7
1,

8
63

,
84
9  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

愛
知
県
）
 

2
6
1,

8
59

,
11
8  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

三
重
県
）
 

2
6
2,

7
68

,
63
9  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

滋
賀
県
）
 

2
5
8,

2
21

,
03
4  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

京
都
府
）
 

2
5
3,

6
73

,
42
9  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

大
阪
府
）
 

2
6
0,

9
49

,
59
7  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

兵
庫
県
）
 

2
5
0,

9
44

,
86
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

奈
良
県
）
 

2
5
8,

2
21

,
03
4  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

和
歌
山
県

）
 

2
5
9,

1
30

,
55
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

鳥
取
県
）
 

2
3
2,

7
54

,
44
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

島
根
県
）
 

2
3
1,

8
44

,
92
4  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

岡
山
県
）
 

2
4
2,

7
59

,
17
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

広
島
県
）
 

2
4
1,

8
49

,
65
5  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

山
口
県
）
 

2
4
0,

9
40

,
13
4  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

徳
島
県
）
 

2
4
7,

3
06

,
78
1  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

香
川
県
）
 

2
5
0,

9
44

,
86
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

愛
媛
県
）
 

2
4
2,

7
59

,
17
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

高
知
県
）
 

2
4
2,

7
59

,
17
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

福
岡
県
）
 

2
4
9,

1
25

,
82
3  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

佐
賀
県
）
 

2
4
5,

4
87

,
73
9  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

長
崎
県
）
 

2
3
8,

2
11

,
57
1  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

熊
本
県
）
 

2
3
5,

4
83

,
00
8  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

大
分
県
）
 

2
3
7,

3
02

,
05
0  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

宮
崎
県
）
 

2
3
3,

6
63

,
96
6  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

鹿
児
島
県

）
 

2
3
8,

2
11

,
57
1  

円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

埼
玉
県
）
 

2
8
7,
3
42
,
53

2 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

千
葉
県
）
 

2
8
9,
2
75
,
69

9 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

東
京
都
）
 

3
0
8,
6
07
,
36

1 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

神
奈
川
県

）
 

2
9
0,
2
42
,
28

2 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

新
潟
県
）
 

2
6
9,
9
44
,
03

7 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

富
山
県
）
 

2
7
9,
6
09
,
86

8 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

石
川
県
）
 

2
8
0,
5
76
,
45

1 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

福
井
県
）
 

2
5
8,
3
45
,
03

9 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

山
梨
県
）
 

2
8
5,
4
09
,
36

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

長
野
県
）
 

2
7
2,
8
43
,
78

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

岐
阜
県
）
 

2
7
6,
7
10
,
11

8 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

静
岡
県
）
 

2
8
8,
3
09
,
11

5 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

愛
知
県
）
 

2
7
7,
6
76
,
70

1 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

三
重
県
）
 

2
7
8,
6
43
,
28

4 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

滋
賀
県
）
 

2
7
1,
8
77
,
20

3 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

京
都
府
）
 

2
6
7,
0
44
,
28

7 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

大
阪
府
）
 

2
7
4,
7
76
,
95

2 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

兵
庫
県
）
 

2
6
4,
1
44
,
53

8 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

奈
良
県
）
 

2
7
1,
8
77
,
20

3 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

和
歌
山
県

）
 

2
7
2,
8
43
,
78

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

鳥
取
県
）
 

2
4
2,
8
79
,
71

0 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

島
根
県
）
 

2
4
1,
9
13
,
12

7 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

岡
山
県
）
 

2
5
3,
5
12
,
12

4 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

広
島
県
）
 

2
5
2,
5
45
,
54

1 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

山
口
県
）
 

2
5
1,
5
78
,
95

8 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

徳
島
県
）
 

2
6
2,
2
11
,
37

2 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

香
川
県
）
 

2
6
6,
0
77
,
70

4 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

愛
媛
県
）
 

2
5
7,
3
78
,
45

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

高
知
県
）
 

2
5
7,
3
78
,
45

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

福
岡
県
）
 

2
5
7,
3
78
,
45

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

佐
賀
県
）
 

2
5
3,
5
12
,
12

4 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

長
崎
県
）
 

2
4
5,
7
79
,
45

9 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

熊
本
県
）
 

2
4
2,
8
79
,
71

0 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

大
分
県
）
 

2
4
4,
8
12
,
87

6 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

宮
崎
県
）
 

2
4
0,
9
46
,
54

4 
円
 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

鹿
児
島
県

）
 

2
4
5,
7
79
,
45

9 
円
 

52



十
七
頁 

加
入

者
交

換
機

都
道
府
県

別
施
設
保

全
費
（

沖
縄
県
）
 

2
1
8,

2
02

,
10
9  

円
 

中
継

交
換

機
施

設
保
全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
04

1
64 

―
 

伝
送

装
置

施
設

保
全
費
対

投
資
額
比

率
 

0
.
02

8
73 

―
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

北
海
道
）

 
1
5
1,

6
48

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

青
森
県
）

 
1
4
3,

2
29

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岩
手
県
）

 
1
4
8,

4
91

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
城
県
）

 
1
5
5,

3
32

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

秋
田
県
）

 
1
4
6,

3
86

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
形
県
）

 
1
5
0,

5
96

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
島
県
）

 
1
5
3,

2
27

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

茨
城
県
）

 
1
5
4,

8
06

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

栃
木
県
）

 
1
5
3,

2
27

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

群
馬
県
）

 
1
5
1,

1
22

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

埼
玉
県
）

 
1
6
1,

6
47

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

千
葉
県
）

 
1
6
2,

6
99

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

東
京
都
）

 
1
7
3,

2
24

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

神
奈
川
県

）
 

1
6
3,

2
25

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

新
潟
県
）

 
1
5
1,

6
48

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

富
山
県
）

 
1
5
6,

9
11

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

石
川
県
）

 
1
5
7,

4
37

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
井
県
）

 
1
4
4,

8
07

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
梨
県
）

 
1
6
0,

5
94

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
野
県
）

 
1
5
3,

7
53

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岐
阜
県
）

 
1
5
2,

7
01

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

静
岡
県
）

 
1
5
9,

0
15

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
知
県
）

 
1
5
3,

2
27

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

三
重
県
）

 
1
5
3,

7
53

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

滋
賀
県
）

 
1
5
1,

1
22

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

京
都
府
）

 
1
4
8,

4
91

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
阪
府
）

 
1
5
2,

7
01

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

兵
庫
県
）

 
1
4
6,

9
12

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

奈
良
県
）

 
1
5
1,

1
22

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

和
歌
山
県

）
 

1
5
1,

6
48

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鳥
取
県
）

 
1
3
6,

3
88

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

島
根
県
）

 
1
3
5,

8
61

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岡
山
県
）

 
1
4
2,

1
76

  
円

／
k
m 

加
入

者
交

換
機

都
道

府
県

別
施
設
保

全
費
（

沖
縄
県
）
 

2
2
8,
3
80
,
96

3 
円
 

中
継

交
換

機
施

設
保

全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
04
1
61 

―
 

伝
送

装
置

施
設

保
全

費
対

投
資
額
比

率
 

0
.
02
4
70 

―
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

北
海
道
）
 

1
5
0,
1
52 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

青
森
県
）
 

1
4
2,
0
31 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岩
手
県
）
 

1
4
6,
9
04 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
城
県
）
 

1
5
3,
9
42 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

秋
田
県
）
 

1
4
4,
7
38 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
形
県
）
 

1
4
9,
0
70 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
島
県
）
 

1
5
1,
7
77 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

茨
城
県
）
 

1
5
5,
5
67 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

栃
木
県
）
 

1
5
3,
9
42 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

群
馬
県
）
 

1
5
1,
7
77 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

埼
玉
県
）
 

1
6
2,
6
05 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

千
葉
県
）
 

1
6
3,
6
88 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

東
京
都
）
 

1
7
4,
5
16 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

神
奈
川
県

）
 

1
6
4,
2
29 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

新
潟
県
）
 

1
5
2,
8
60 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

富
山
県
）
 

1
5
8,
2
74 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

石
川
県
）
 

1
5
8,
8
15 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
井
県
）
 

1
4
6,
3
63 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
梨
県
）
 

1
6
1,
5
22 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
野
県
）
 

1
5
4,
4
84 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岐
阜
県
）
 

1
5
6,
6
49 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

静
岡
県
）
 

1
6
3,
1
46 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
知
県
）
 

1
5
7,
1
91 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

三
重
県
）
 

1
5
7,
7
32 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

滋
賀
県
）
 

1
5
3,
9
42 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

京
都
府
）
 

1
5
1,
2
35 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
阪
府
）
 

1
5
5,
5
67 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

兵
庫
県
）
 

1
4
9,
6
11 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

奈
良
県
）
 

1
5
3,
9
42 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

和
歌
山
県

）
 

1
5
4,
4
84 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鳥
取
県
）
 

1
3
7,
7
00 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

島
根
県
）
 

1
3
7,
1
59 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岡
山
県
）
 

1
4
3,
6
56 

円
／

k
m 

53



十
八
頁 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

広
島
県
）

 
1
4
1,

6
50

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
口
県
）

 
1
4
1,

1
24

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

徳
島
県
）

 
1
4
4,

8
07

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

香
川
県
）

 
1
4
6,

9
12

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
媛
県
）

 
1
4
2,

1
76

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

高
知
県
）

 
1
4
2,

1
76

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
岡
県
）

 
1
4
5,

8
60

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

佐
賀
県
）

 
1
4
3,

7
55

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
崎
県
）

 
1
3
9,

5
45

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

熊
本
県
）

 
1
3
7,

9
66

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
分
県
）

 
1
3
9,

0
19

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
崎
県
）

 
1
3
6,

9
14

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鹿
児
島
県

）
 

1
3
9,

5
45

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

沖
縄
県
）

 
1
2
7,

9
68

  
円

／
k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
加
入
者

回
線
当
た

り
施
設

保
全
費
 

2
1
0 

円
／

回
線

 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
北
海

道
）

 
2
9
,3

4
5  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
青
森

県
）

 
2
7
,7

1
6  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岩
手

県
）

 
2
8
,7

3
4  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
宮
城

県
）

 
3
0
,0

5
8  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
秋
田

県
）

 
2
8
,3

2
7  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
形

県
）

 
2
9
,1

4
2  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
島

県
）

 
2
9
,6

5
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
茨
城

県
）

 
2
9
,9

5
6  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
栃
木

県
）

 
2
9
,6

5
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
群
馬

県
）

 
2
9
,2

4
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
埼
玉

県
）

 
3
1
,2

8
0  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
千
葉

県
）

 
3
1
,4

8
4  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
東
京

都
）

 
3
3
,5

2
0  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
神
奈

川
県

）
 

3
1
,5

8
6  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
新
潟

県
）

 
2
9
,3

4
5  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
富
山

県
）

 
3
0
,3

6
4  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
石
川

県
）

 
3
0
,4

6
5  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
井

県
）

 
2
8
,0

2
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
梨

県
）

 
3
1
,0

7
6  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
長
野

県
）

 
2
9
,7

5
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岐
阜

県
）

 
2
9
,5

4
9  

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

広
島
県
）
 

1
4
3,
1
14 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
口
県
）
 

1
4
2,
5
73 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

徳
島
県
）
 

1
4
8,
5
28 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

香
川
県
）
 

1
5
0,
6
94 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
媛
県
）
 

1
4
5,
8
21 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

高
知
県
）
 

1
4
5,
8
21 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
岡
県
）
 

1
4
5,
8
21 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

佐
賀
県
）
 

1
4
3,
6
56 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
崎
県
）
 

1
3
9,
3
24 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

熊
本
県
）
 

1
3
7,
7
00 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
分
県
）
 

1
3
8,
7
83 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
崎
県
）
 

1
3
6,
6
17 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鹿
児
島
県

）
 

1
3
9,
3
24 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

沖
縄
県
）
 

1
2
9,
5
79 

円
／

k
m 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
加

入
者

回
線
当
た

り
施
設

保
全
費
 

2
1
8 

円
／

回
線

 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
北
海
道

）
 

2
8
,8
9
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
青
森
県

）
 

2
7
,3
2
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岩
手
県

）
 

2
8
,2
6
6 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
宮
城
県

）
 

2
9
,6
2
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
秋
田
県

）
 

2
7
,8
4
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
形
県

）
 

2
8
,6
8
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
島
県

）
 

2
9
,2
0
3 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
茨
城
県

）
 

2
9
,9
3
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
栃
木
県

）
 

2
9
,6
2
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
群
馬
県

）
 

2
9
,2
0
3 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
埼
玉
県

）
 

3
1
,2
8
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
千
葉
県

）
 

3
1
,4
9
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
東
京
都

）
 

3
3
,5
7
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
神
奈
川

県
）
 

3
1
,5
9
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
新
潟
県

）
 

2
9
,4
1
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
富
山
県

）
 

3
0
,4
5
3 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
石
川
県

）
 

3
0
,5
5
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
井
県

）
 

2
8
,1
6
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
梨
県

）
 

3
1
,0
7
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
長
野
県

）
 

2
9
,7
2
4 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岐
阜
県

）
 

3
0
,1
4
1 

円
／

k
m 

54



十
九
頁 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
静
岡

県
）

 
3
0
,7

7
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
愛
知

県
）

 
2
9
,6

5
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
三
重

県
）

 
2
9
,7

5
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
滋
賀

県
）

 
2
9
,2

4
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
京
都

府
）

 
2
8
,7

3
4  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
大
阪

府
）

 
2
9
,5

4
9  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
兵
庫

県
）

 
2
8
,4

2
9  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
奈
良

県
）

 
2
9
,2

4
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
和
歌

山
県

）
 

2
9
,3

4
5  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
鳥
取

県
）

 
2
6
,3

9
2  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
島
根

県
）

 
2
6
,2

9
0  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岡
山

県
）

 
2
7
,5

1
2  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
広
島

県
）

 
2
7
,4

1
0  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
口

県
）

 
2
7
,3

0
9  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
徳
島

県
）

 
2
8
,0

2
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
香
川

県
）

 
2
8
,4

2
9  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
愛
媛

県
）

 
2
7
,5

1
2  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
高
知

県
）

 
2
7
,5

1
2  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
岡

県
）

 
2
8
,2

2
5  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
佐
賀

県
）

 
2
7
,8

1
8  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
長
崎

県
）

 
2
7
,0

0
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
熊
本

県
）

 
2
6
,6

9
8  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
大
分

県
）

 
2
6
,9

0
1  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
宮
崎

県
）

 
2
6
,4

9
4  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
鹿
児

島
県

）
 

2
7
,0

0
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
沖
縄

県
）

 
2
4
,7

6
3  

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル
加
入

者
回
線
当

た
り
施

設
保
全
費
 

2
1
0 

円
／

回
線

 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
北
海

道
）

 
1
0
9,

6
96

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
青
森

県
）

 
1
0
3,

5
61

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岩
手

県
）

 
1
0
7,

3
95

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
宮
城

県
）

 
1
1
2,

3
80

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
秋
田

県
）

 
1
0
5,

8
61

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
形

県
）

 
1
0
8,

9
29

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
島

県
）

 
1
1
0,

8
46

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
茨
城

県
）

 
1
1
1,

9
96

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
栃
木

県
）

 
1
1
0,

8
46

  
円

／
k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
静
岡
県

）
 

3
1
,3
9
1 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
愛
知
県

）
 

3
0
,2
4
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
三
重
県

）
 

3
0
,3
4
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
滋
賀
県

）
 

2
9
,6
2
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
京
都
府

）
 

2
9
,0
9
9 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
大
阪
府

）
 

2
9
,9
3
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
兵
庫
県

）
 

2
8
,7
8
6 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
奈
良
県

）
 

2
9
,6
2
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
和
歌
山

県
）
 

2
9
,7
2
4 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
鳥
取
県

）
 

2
6
,4
9
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
島
根
県

）
 

2
6
,3
9
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岡
山
県

）
 

2
7
,6
4
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
広
島
県

）
 

2
7
,5
3
6 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
口
県

）
 

2
7
,4
3
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
徳
島
県

）
 

2
8
,5
7
8 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
香
川
県

）
 

2
8
,9
9
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
愛
媛
県

）
 

2
8
,0
5
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
高
知
県

）
 

2
8
,0
5
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
岡
県

）
 

2
8
,0
5
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
佐
賀
県

）
 

2
7
,6
4
0 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
長
崎
県

）
 

2
6
,8
0
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
熊
本
県

）
 

2
6
,4
9
5 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
大
分
県

）
 

2
6
,7
0
3 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
宮
崎
県

）
 

2
6
,2
8
6 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
鹿
児
島

県
）
 

2
6
,8
0
7 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
沖
縄
県

）
 

2
4
,9
3
2 

円
／

k
m 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

加
入

者
回
線
当

た
り
施

設
保
全
費
 

2
1
8 

円
／

回
線

 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
北
海
道

）
 

1
2
4,
1
72 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
青
森
県

）
 

1
1
7,
4
05 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
岩
手
県

）
 

1
2
1,
4
65 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
宮
城
県

）
 

1
2
7,
3
30 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
秋
田
県

）
 

1
1
9,
6
61 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
山
形
県

）
 

1
2
3,
2
70 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
福
島
県

）
 

1
2
5,
5
25 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
茨
城
県

）
 

1
2
8,
6
83 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
栃
木
県

）
 

1
2
7,
3
30 

円
／

k
m 

55



二
十
頁 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
群
馬

県
）

 
1
0
9,

3
12

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
埼
玉

県
）

 
1
1
6,

9
81

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル
延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
千
葉

県
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系
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ケ
ー
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全
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（
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（
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設

保
全
費
（

東
京
都
）

 
3
4
1,

6
91

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

神
奈
川
県

）
 

3
2
1,

3
95

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

新
潟
県
）

 
2
9
7,

8
95

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

富
山
県
）

 
3
0
8,

5
77

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

石
川
県
）

 
3
0
9,

6
45

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
井
県
）

 
2
8
4,

0
08

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
梨
県
）

 
3
1
6,

0
54

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
野
県
）

 
3
0
2,

1
67

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岐
阜
県
）

 
3
0
0,

0
31

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

静
岡
県
）

 
3
1
2,

8
49

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
知
県
）

 
3
0
1,

0
99

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

三
重
県
）

 
3
0
2,

1
67

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

滋
賀
県
）

 
2
9
6,

8
26

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

京
都
府
）

 
2
9
1,

4
85

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
阪
府
）

 
3
0
0,

0
31

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

兵
庫
県
）

 
2
8
8,

2
81

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

奈
良
県
）

 
2
9
6,

8
26

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

和
歌
山
県

）
 

2
9
7,

8
95

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鳥
取
県
）

 
2
6
6,

9
17

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

島
根
県
）

 
2
6
5,

8
48

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岡
山
県
）

 
2
7
8,

6
67

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

広
島
県
）

 
2
7
7,

5
99

  
円

／
k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
鹿
児
島

県
）
 

1
1
5,
1
49 

円
／

k
m 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
k
m
当
た
り
施

設
保
全
費

（
沖
縄
県

）
 

1
0
7,
0
29 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

北
海
道
）
 

3
0
2,
7
04 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

青
森
県
）
 

2
8
5,
7
55 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岩
手
県
）
 

2
9
5,
9
25 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
城
県
）
 

3
1
0,
6
14 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

秋
田
県
）
 

2
9
1,
4
05 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
形
県
）
 

3
0
0,
4
44 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
島
県
）
 

3
0
6,
0
94 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

茨
城
県
）
 

3
1
4,
0
04 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

栃
木
県
）
 

3
1
0,
6
14 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

群
馬
県
）
 

3
0
6,
0
94 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

埼
玉
県
）
 

3
2
8,
6
93 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

千
葉
県
）
 

3
3
0,
9
52 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

東
京
都
）
 

3
5
3,
5
51 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

神
奈
川
県

）
 

3
3
2,
0
82 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

新
潟
県
）
 

3
0
8,
3
54 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

富
山
県
）
 

3
1
9,
6
53 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

石
川
県
）
 

3
2
0,
7
83 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
井
県
）
 

2
9
4,
7
95 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
梨
県
）
 

3
2
6,
4
33 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
野
県
）
 

3
1
1,
7
44 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岐
阜
県
）
 

3
1
6,
2
63 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

静
岡
県
）
 

3
2
9,
8
23 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
知
県
）
 

3
1
7,
3
93 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

三
重
県
）
 

3
1
8,
5
23 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

滋
賀
県
）
 

3
1
0,
6
14 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

京
都
府
）
 

3
0
4,
9
64 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
阪
府
）
 

3
1
4,
0
04 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

兵
庫
県
）
 

3
0
1,
5
74 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

奈
良
県
）
 

3
1
0,
6
14 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

和
歌
山
県

）
 

3
1
1,
7
44 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鳥
取
県
）
 

2
7
6,
7
16 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

島
根
県
）
 

2
7
5,
5
86 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

岡
山
県
）
 

2
8
9,
1
45 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

広
島
県
）
 

2
8
8,
0
15 

円
／

k
m 

57



二
十
二
頁 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
口
県
）

 
2
7
6,

5
30

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

徳
島
県
）

 
2
8
4,

0
08

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

香
川
県
）

 
2
8
8,

2
81

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
媛
県
）

 
2
7
8,

6
67

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

高
知
県
）

 
2
7
8,

6
67

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
岡
県
）

 
2
8
6,

1
44

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

佐
賀
県
）

 
2
8
1,

8
71

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
崎
県
）

 
2
7
3,

3
26

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

熊
本
県
）

 
2
7
0,

1
21

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
分
県
）

 
2
7
2,

2
58

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
崎
県
）

 
2
6
7,

9
85

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鹿
児
島
県

）
 

2
7
3,

3
26

  
円

／
k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

沖
縄
県
）

 
2
4
9,

8
25

  
円

／
k
m 

管
路

延
長

k
m
当

た
り
施
設
保

全
費
 

5
8
,2

3
1  

円
／

k
m 

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
当
た
り

施
設
保
全
費
 

5
8
,2

3
1  

円
／

k
m 

と
う

道
亘

長
km

当
た
り
施
設

保
全
費
 

5
8
,2

3
1  

円
／

k
m 

共
同

溝
亘

長
km

当
た
り
施
設

保
全
費
 

5
8
,2

3
1  

円
／

k
m 

自
治

体
管

路
延

長
k
m
当
た
り

施
設
保
全
費
 

5
8
,2

3
1  

円
／

k
m 

電
線

共
同

溝
延

長
k
m
当
た
り

施
設
保
全
費
 

5
8
,2

3
1  

円
／

k
m 

電
力

設
備

施
設

保
全
費
対

投
資
額
比

率
 

0
.
04

5
65 

―
 

可
搬

型
発

動
発

電
機
施
設

保
全
費
対

投
資
額

比
率
 

0
.
04

5
65 

―
 

機
械

室
建

物
施

設
保
全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
01

8
98 

―
 

監
視

設
備

（
総

合
監
視
）

施
設
保
全

費
対
投

資
額
比
率
 

0
.
16

7
4 

―
 

監
視

設
備

（
加

入
者
交
換

機
）
施
設

保
全
費

対
投
資
額

比
率
（

二
次

係
数

）
 

-
7
.0
0
フ

ェ

ム
ト

 
―

 

監
視

設
備

（
加

入
者
交
換

機
）
施
設

保
全
費

対
投
資
額

比
率
（

一
次

係
数

）
 

0
.
04

4
36 

―
 

監
視

設
備

（
中

継
交
換
機

）
施
設
保

全
費
対

投
資
額
比

率
 

0
.
04

1
64 

―
 

監
視

設
備

（
市

外
線
路
）

市
外
線
路

延
長

km
当

た
り
施
設

保
全

費
 

4
,
17

6 
円

／
k
m 

監
視

設
備

（
市

内
線
路
）

市
内
線
路

延
長

km
当

た
り
施
設

保
全

費
 

1
,
24
8 

円
／

k
m 

監
視

設
備

（
伝

送
無
線
機

械
）
施
設

保
全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
02

8
73 

―
 

共
通

用
建

物
施

設
保
全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
01

8
98 

―
 

［
略

］
 

車
両

施
設

保
全

費
対
投
資

額
比
率
 

0
.
03

4
51 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備
品
施

設
保
全
費

対
投
資

額
比
率
 

0
.
00

2
16

1 
―

 

［
略

］
 

電
柱

１
本

当
た

り
道
路
占

用
料
 

2
9
0 

円
／

本
 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

山
口
県
）
 

2
8
6,
8
85 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

徳
島
県
）
 

2
9
9,
3
14 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

香
川
県
）
 

3
0
3,
8
34 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

愛
媛
県
）
 

2
9
3,
6
65 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

高
知
県
）
 

2
9
3,
6
65 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

福
岡
県
）
 

2
9
3,
6
65 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

佐
賀
県
）
 

2
8
9,
1
45 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

長
崎
県
）
 

2
8
0,
1
06 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

熊
本
県
）
 

2
7
6,
7
16 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

大
分
県
）
 

2
7
8,
9
76 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

宮
崎
県
）
 

2
7
4,
4
56 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

鹿
児
島
県

）
 

2
8
0,
1
06 

円
／

k
m 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

k
m
当
た
り
施
設

保
全
費
（

沖
縄
県
）
 

2
5
9,
7
67 

円
／

k
m 

管
路

延
長

k
m
当

た
り

施
設
保

全
費
 

6
4
,4
7
4 

円
／

k
m 

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
当

た
り

施
設
保
全
費
 

6
4
,4
7
4 

円
／

k
m 

と
う

道
亘

長
km

当
た

り
施
設

保
全
費
 

6
4
,4
7
4 

円
／

k
m 

共
同

溝
亘

長
km

当
た

り
施
設

保
全
費
 

6
4
,4
7
4 

円
／

k
m 

自
治

体
管

路
延

長
k
m
当

た
り

施
設
保
全
費
 

6
4
,4
7
4 

円
／

k
m 

電
線

共
同

溝
延

長
k
m
当

た
り

施
設
保
全
費
 

6
4
,4
7
4 

円
／

k
m 

電
力

設
備

施
設

保
全

費
対

投
資
額
比

率
 

0
.
04
6
33 

―
 

可
搬

型
発

動
発

電
機

施
設

保
全
費
対

投
資
額

比
率
 

0
.
04
6
33 

―
 

機
械

室
建

物
施

設
保

全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
01
8
03 

―
 

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）

施
設
保
全

費
対
投

資
額
比
率
 

0
.
16
3
7 

―
 

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）
施
設

保
全
費

対
投
資
額

比
率
（
二

次
係
数
）
 

-
0
.1

0
0
フ
ェ

ム
ト
 

―
 

監
視

設
備

（
加

入
者

交
換

機
）
施
設

保
全
費

対
投
資
額

比
率
（
一

次
係
数
）
 

0
.
04
0
77 

―
 

監
視

設
備

（
中

継
交

換
機

）
施
設
保

全
費
対

投
資
額
比

率
 

0
.
04
1
61 

―
 

監
視

設
備

（
市

外
線

路
）

市
外
線
路

延
長

km
当

た
り
施
設

保
全
費
 

4
,
77
8 

円
／

k
m 

監
視

設
備

（
市

内
線

路
）

市
内
線
路

延
長

km
当

た
り
施
設

保
全
費
 

1
,
27
5 

円
／

k
m 

監
視

設
備

（
伝

送
無

線
機

械
）
施
設

保
全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
02
4
70 

―
 

共
通

用
建

物
施

設
保

全
費

対
投
資
額

比
率
 

0
.
01
8
03 

―
 

［
同

左
］

 

車
両

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比
率
 

0
.
03
5
07 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
施

設
保
全
費

対
投
資

額
比
率
 

0
.
00
2
11
0 

―
 

［
同

左
］

 

電
柱

１
本

当
た

り
道

路
占

用
料
 

3
0
4 

円
／

本
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二
十
三
頁 

管
路

１
k
m
当

た
り

道
路
占

用
料
 

3
3
,7

4
4  

円
／

k
m 

中
口

径
管

路
１

k
m
当
た
り

道
路
占
用
料
 

3
3
7,

4
18

  
円

／
k
m 

と
う

道
１

km
当

た
り
道
路

占
用
料
 

7
2
5,

9
35

  
円

／
k
m 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

１
k
m
当
た

り
道
路
占
用
料
 

3
,
82

1
  

円
／

k
m 

自
治

体
管

路
１

k
m
当
た
り

道
路
占
用
料
 

3
,
82

1
  

円
／

k
m 

電
線

共
同

溝
１

k
m
当
た
り

道
路
占
用
料
 

3
,
82

1 
円

／
k
m 

き
線

点
遠

隔
収

容
装
置
１

台
当
た
り

道
路
占

用
料
 

5
7 

円
／

台
 

［
略

］
 

機
械

設
備

撤
去

費
用
対
投

資
額
比
率
 

0
.
00

3
42

1 
―

 

市
外

線
路

撤
去

費
用
対
投

資
額
比
率
 

0
.
00

3
76

6 
―

 

市
内

線
路

撤
去

費
用
対
投

資
額
比
率
 

0
.
00

2
39

7 
―

 

土
木

設
備

撤
去

費
用
対
投

資
額
比
率
 

0
.
00

1
23

9 
―

 

可
搬

型
発

動
発

電
機
撤
去

費
用
対
投

資
額
比

率
 

0
.
00

3
42

1 
―

 

建
物

撤
去

費
用

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00

2
53

2 
―

 

構
築

物
撤

去
費

用
対
投
資

額
比
率
 

0
.
00

2
48

8 
―

 

機
械

及
び

装
置

撤
去
費
用

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00

0
65

5
3 

―
 

車
両

撤
去

費
用

対
投
資
額

比
率
 

0
 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備
品
撤

去
費
用
対

投
資
額

比
率
 

0
.
00

0
95

5
9 

―
 

試
験

研
究

費
対

直
接
費
比

率
 

0
.
02

4
88 

―
 

［
略

］
 

１
回

線
当

た
り

専
用
回
線

管
理
運
営

費
 

5
,
00

2 
円

／
回

線
 

管
理

共
通

費
比

率
 

0
.
15

0
6 

―
 

専
用

型
速

度
換

算
係
数
 

2
3
3 

―
 

［
略

］
 

端
末

系
交

換
回

数
比
例
比

率
 

0
.
15

0
6 

―
 

中
継

系
交

換
回

数
比
例
比

率
 

0
.
30

8
8 

―
 

経
済

的
耐

用
年

数
 

 
 

 

 

交
換

機
 

3
0
.9 

年
 

局
設

置
遠
隔
収

容
装
置
 

2
8
.2 

年
 

［
略

］
 

伝
送

装
置
 

2
5
.5 

年
 

［
略

］
 

架
空

メ
タ
ル
ケ

ー
ブ
ル
 

3
1
.2 

年
 

地
下

メ
タ
ル
ケ

ー
ブ
ル
 

4
0
.6 

年
 

［
略

］
 

管
路
 

6
2
.7 

年
 

管
路

１
k
m
当

た
り

道
路

占
用
料
 

3
5
,2
8
2 

円
／

k
m 

中
口

径
管

路
１

k
m
当

た
り

道
路
占
用
料
 

3
5
1,
4
32 

円
／

k
m 

と
う

道
１

km
当

た
り

道
路

占
用
料
 

7
4
2,
8
66 

円
／

k
m 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

１
k
m
当

た
り
道
路
占
用
料
 

3
,
91
0 

円
／

k
m 

自
治

体
管

路
１

k
m
当

た
り

道
路
占
用
料
 

3
,
91
0 

円
／

k
m 

電
線

共
同

溝
１

k
m
当

た
り

道
路
占
用
料
 

3
,
91
0 

円
／

k
m 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
１

台
当
た
り

道
路
占

用
料
 

5
7 

円
／

台
 

［
同

左
］

 

機
械

設
備

撤
去

費
用

対
投

資
額
比
率
 

0
.
00
5
29
5 

―
 

市
外

線
路

撤
去

費
用

対
投

資
額
比
率
 

0
.
00
5
15
9 

―
 

市
内

線
路

撤
去

費
用

対
投

資
額
比
率
 

0
.
00
2
39
7 

―
 

土
木

設
備

撤
去

費
用

対
投

資
額
比
率
 

0
.
00
0
91
0
4 

―
 

可
搬

型
発

動
発

電
機

撤
去

費
用
対
投

資
額
比

率
 

0
.
00
5
29
5 

―
 

建
物

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率
 

0
.
00
1
78
1 

―
 

構
築

物
撤

去
費

用
対

投
資

額
比
率
 

0
.
00
1
77
2 

―
 

機
械

及
び

装
置

撤
去

費
用

対
投
資
額

比
率
 

0
.
00
0
83
2
6 

―
 

車
両

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率
 

0
.
00
0
01
6
82 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
撤

去
費
用
対

投
資
額

比
率
 

0
.
00
1
08
4 

―
 

試
験

研
究

費
対

直
接

費
比

率
 

0
.
02
7
60 

―
 

［
同

左
］

 

１
回

線
当

た
り

専
用

回
線

管
理
運
営

費
 

4
,
79
9 

円
／

回
線

 

管
理

共
通

費
比

率
 

0
.
15
0
2 

―
 

専
用

型
速

度
換

算
係

数
 

2
3
9 

―
 

［
同

左
］

 

端
末

系
交

換
回

数
比

例
比

率
 

0
.
14
9
1 

―
 

中
継

系
交

換
回

数
比

例
比

率
 

0
.
30
8
4 

―
 

経
済

的
耐

用
年

数
 

 
 

 

 

交
換

機
 

2
9
.9 

年
 

局
設

置
遠
隔
収

容
装
置
 

2
7
.3 

年
 

［
同

左
］
 

伝
送

装
置
 

2
4
.6 

年
 

［
同

左
］
 

架
空

メ
タ
ル
ケ

ー
ブ
ル
 

3
0
.5 

年
 

地
下

メ
タ
ル
ケ

ー
ブ
ル
 

3
9
.8 

年
 

［
同

左
］
 

管
路
 

6
1
.8 

年
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二
十
四
頁 

 
中
口

径
管
路
 

6
2
.7 

年
 

 

［
略

］
 

電
線

共
同
溝
 

6
2
.7 

年
 

［
略

］
 

空
調

設
備
 

2
2
.8 

年
 

電
力

設
備
（
整

流
装
置
）
 

1
5
.7 

年
 

電
力

設
備
（
整

流
装
置
用

蓄
電
池
）
 

9
.
9 

年
 

電
力

設
備
（
直

流
変
換
電

源
装
置
）
 

2
0
.4 

年
 

電
力

設
備
（
交

流
無
停
電

電
源
装
置

）
 

1
2
.9 

年
 

電
力

設
備
（
交

流
無
停
電

電
源
装
置

用
蓄

電
池

）
 

9
.
4 

年
 

電
力

設
備
（
小

規
模
局
用

電
源
装
置

）
 

1
7
.6 

年
 

電
力

設
備
（
小

規
模
局
用

電
源
装
置

用
蓄

電
池

）
 

9
.
9 

年
 

電
力

設
備
（
発

電
装
置
）
 

1
8
.2 

年
 

電
力

設
備
（
受

電
装
置
）
 

2
0
.9 

年
 

電
力

設
備
（
可

搬
型
発
動

発
電
機
）
 

2
2
.5 

年
 

［
略

］
 

無
形

固
定
資
産

（
交
換
機

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

）
 

1
8
.5 

年
 

［
略

］
 

 

 
中

口
径
管
路
 

6
1
.8 

年
 

 

［
同

左
］
 

電
線

共
同
溝
 

6
1
.8 

年
 

［
同

左
］
 

空
調

設
備
 

9
 

年
 

電
力

設
備
（
電

源
装
置
）
 

6
 

年
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

電
力

設
備
（
発

電
装
置
）
 

1
5 

年
 

電
力

設
備
（
受

電
装
置
）
 

9
 

年
 

可
搬

型
発
動
発

電
機

 
1
5 

年
 

［
同

左
］
 

無
形

固
定
資
産

（
交
換
機

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
）
 

1
7
.5 

年
 

［
同

左
］
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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二
十
五
頁 

（
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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二
十
六
頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

附 

則 

［
１
～
５ 
略
］ 

６ 

事
業
者
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
原
価
及
び
利
潤
は
規
則
別
表
第
一
の
一
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う

ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及

び
利
潤
を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電

気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区

分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
及
び
利
潤
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
七 

略
］ 

八 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係

る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
か
ら

加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
超
え
な
い
額

を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

９ 

事
業
者
は
、
規
則
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
及
び

利
潤
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る

費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
（
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信

に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１０ 

前
項
の
加
算
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

［
一
～
五 

略
］ 

六 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係

る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
か
ら

加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
つ
い
て
は
、

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

１１ 

附
則
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
並
び

に
附
則
第
八
項
第
八
号
及
び
前
項
第
六
号
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置

簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る

［
１
～
５ 

同
上
］ 

６ 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
原
価
及
び
利
潤
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線

数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤

を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電

気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区

分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
及
び
利
潤
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
七 

同
上
］ 

八 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係

る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置

局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
超
え

な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

９ 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
及
び
利
潤

は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用

が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
（
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係

る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１０ 

前
項
の
加
算
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係

る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置

局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
つ
い

て
は
、
加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

１１ 

附
則
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
並
び

に
附
則
第
八
項
第
八
号
及
び
前
項
第
六
号
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置

簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
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二
十
七
頁 

も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
に

事
業
者
が
設
置
す
る
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。 

１２ 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、
同
項

の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優

先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能
、
信
号
制
御
交

換
機
能
並
び
に
優
先
接
続
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、

六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
に
限
る
。

）
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該
変
更
が
適

用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１３ 

事
業
者
は
、
前
項
の
合
算
値
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通

信
量
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て
将
来
の
合
理
的
な
通
信
量
等
の
予
測
値
を
用
い
る
も
の
と

す
る
。 

１４ 

前
項
の
予
測
値
を
用
い
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
当
該
予
測
値
を
得
る
た
め
に
必
要
な
各
月
の
通
信
量

等
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
量
等
を
記
録
す

る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
、
事
業
者
が
現
に
記
録
し
て
い
る
通
信
量
等
を
用
い
る
こ

と
と
す
る
。 

１５ 

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

単
位
指
定
区
域
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
単
位
指
定
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
事
業
者
が
存
在
す
る
場
合
は
、
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端

末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（

関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送

機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他
の
事

業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信

量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
１６
・
１７ 

略
］ 

も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
現
に
事
業
者
が
設
置
す
る
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。 

１２ 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、
同
項
の
機
能
（
新
規
則
第

四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換

機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
の
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先
接
続
機
能
を
除
く
。
）
、

四
の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特

別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
に
限
る
。
）
に
係
る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
当
該

変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の
通
信
量
等
の
合

算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１３ 

事
業
者
は
、
前
項
の
合
算
値
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た

通
信
量
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て
将
来
の
合
理
的
な
通
信
量
等
の
予
測
値
を
用
い
る
も
の

と
す
る
。 

１４ 

前
項
の
予
測
値
を
用
い
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
前
項
の
予
測
値
を
得
る
た
め
に
必
要
な
各
月
の
通
信

量
等
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
量
等
を
記
録

す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
、
事
業
者
が
現
に
記
録
し
て
い
る
通
信
量
等
を
用
い
る

こ
と
と
す
る
。 

１５ 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

単
位
指
定
区
域
以
外
の
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
事
業
者
が
存

在
す
る
場
合
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
及
び
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識

別
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号

中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該

機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に

係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

［
１６
・
１７ 

同
上
］ 

 
 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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二
十
八
頁 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

第
二
条 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
種
指
定
電

気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
順
を
定
め
る
通
知
及
び

附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
件
を
定
め
る
通
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
認
可
を
受
け
て
い

る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則
等
規
定
（
新
規
則
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
接
続
料
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
。
以
下
「
新
平
成
十
七
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則

の
規
定
及
び
附
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
さ
せ
る

た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
等
規
定
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前

に
お
い
て
も
、
当
該
申
請
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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二
十
九
頁 

 
（
経
過
措
置
） 

第
三
条 
前
条
第
二
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

後
と
な
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
当
該
処
分
の
日
ま
で
の
間
は

、
新
規
則
等
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
接
続
料
算
定
の
特
例
） 

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
定
機
能
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
規
定
（
同
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー

タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ

る
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
四

の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及

び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
定
機
能
は
、
同
条
に
定
め
る
機
能
（
同
条
の
表
一
の
項
、
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交

換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機

能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
に
限
る
。
）
、
三
の
項
か
ら
三
の
三

の
項
ま
で
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
に
限
る
。
）
、
五
の
二
の
項
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送

機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
二
の
項
か
ら
七
の
二
の
項
ま
で
及
び
九
の
項
か
ら
十
四
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三
十
頁 

の
項
ま
で
の
機
能
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
附
則
別
表
第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能
と
す

る
。 

一 

新
規
則
の
規
定
（
新
平
成
十
七
年
改
正
省
令
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま

で
の
規
定
並
び
に
接
続
料
規
則
及
び
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二

十
五
年
総
務
省
令
第
一
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
を
含
む

。
）
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
（
新
規
則
第
五

条
に
規
定
す
る
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
接
続
料
の
水
準
が
、
電
気
通
信

役
務
（
卸
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
料
金
の
水
準
と
の
関
係
を
勘
案
し
、
よ
り
高
度
で
新
し
い
電
気

通
信
技
術
を
利
用
し
て
設
備
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
接
続
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
す
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

二 

算
定
し
よ
う
と
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
算
定
期
間
」
と
い
う

。
）
の
直
前
の
算
定
期
間
（
次
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
前
算
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
方
法
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
特
例
算
定
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
法
第
三
十
三
条

第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
算
定
し
た
場
合 

三 

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事

業
者
が
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
単
位
指
定
区
域
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
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三
十
一
頁 

十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
単
位
指
定
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
電
気
通
信
事

業
者
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機

能
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
限
る
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
他
地
域
設
備
機
能
」
と
い
う
。

）
に
係
る
接
続
料
の
水
準
が
第
一
号
に
規
定
す
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
五
条
、
第
十
九
条
及
び
別
表
第
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

新
規
則
第
五
条
中
「
前
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能

、
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の
項
（
一

般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及
び
八
の
項
の
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第 

 
 

号
。
以

下
「
平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
別
表
第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能

」
と
、
新
規
則
第
十
九
条
第
一
項
中
「
機
能
」
と
あ
る
の
は
「
機
能
及
び
平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能
」
と
、
同
表
様
式
第
二
の
第
五
表
中
「
中
継
伝
送
専
用
機
能
」

と
あ
る
の
は
「
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
中
継
伝
送
専
用
機
能
」
と
、
同
表
様
式
第
二
の
第
六
表
中
「

中
継
伝
送
共
用
機
能
に
係
る
回
線
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
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三
十
二
頁 

の
間
の
中
継
伝
送
に
係
る
回
線
数
（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
中
継
伝
送
専
用
機
能
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
関
す
る
資
産
及
び
費
用
の
整
理
、
原
価

及
び
利
潤
の
算
定
並
び
に
接
続
料
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
（
第
十
四
条
の

二
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
五
条 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
は
、
附
則
別
表

第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能
ご
と
に
、
単
位
費
用
（
附
則
別
表
第
一
の
二
又
は
附
則
別

表
第
一
の
三
の
部
分
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
部
分
機
能
（
附
則
別
表
第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄

に
定
め
る
機
能
の
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
た
め
の
要
素
と
な
る
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ

い
て
附
則
別
表
第
一
の
二
又
は
附
則
別
表
第
一
の
三
の
対
象
設
備
の
欄
に
定
め
る
対
象
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備

並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
費
用
の
額
を
用
い
て
算

定
さ
れ
た
当
該
部
分
機
能
の
原
価
及
び
利
潤
の
総
額
を
当
該
部
分
機
能
に
係
る
需
要
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
総
額
（
以
下
「
単
位
費
用
総
額
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
附
則
別
表
第
一
の
単
位
費
用
総
額
の
算
定
方

法
（
一
）
の
欄
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
も
の
に
一
か
ら
特
定
比
率
を
減
じ
た
比
率
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り

算
定
し
た
額
に
、
単
位
費
用
総
額
で
あ
っ
て
附
則
別
表
第
一
の
単
位
費
用
総
額
の
算
定
方
法
（
二
）
の
欄
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
も
の
に
特
定
比
率
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
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三
十
三
頁 

の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
お
い
て
、
特
定
比
率
は
、
五
分
の
一
、
五
分
の
二
、
五
分
の
三
、
五
分
の
四
又
は
五
分
の
五
の
い
ず
れ
か

の
比
率
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

そ
の
比
率
を
用
い
て
特
例
算
定
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
法
第
三
十
三
条
第

五
項
の
接
続
料
の
水
準
が
前
条
第
一
項
第
一
号
の
条
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。 

二 

全
て
の
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
（
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一

項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
他
地
域
設
備
機
能
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
同
一
で
あ
る
こ
と
。 

三 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
算
定
期
間
に
用
い
た
比
率
よ
り
も
低
く
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

第
六
条 

新
規
則
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
限

る
。
）
、
第
九
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十

二
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
二
号

か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
（

第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
一
の
一
か
ら
別
表
第
五

ま
で
の
規
定
並
び
に
新
平
成
十
七
年
改
正
省
令
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で

の
規
定
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
省
令
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
附
則
別
表
第
一
の
二
の
部
分
機
能
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三
十
四
頁 

の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
部
分
機
能
に
係
る
単
位
費
用
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

新
規
則
第
六
条
第
一
項 

場
合
の
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備 

場
合
の
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備

（
新
た
に
構
成
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

用
い
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
設
備
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
次
条
、
第

十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
並
び
に
別
表

第
一
の
一
に
お
い
て
同
じ
。
） 

当
該
通
知
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
当
該
手

順
の
適
用
の
日 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
接

続
約
款
の
認
可
の
申
請
の
日 

新
規
則
第
六
条
第
二
項

第
五
号 

適
用
の
日 

申
請
の
日 

新
規
則
第
六
条
第
三
項 

第
四
条
の
対
象
設
備
等 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

一
年
総
務
省
令
第 

 
 

号
。
以
下
「
平 
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三
十
五
頁 

 
 

成
三
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附

則
第
五
条
第
一
項
の
対
象
設
備
等
（
平
成

三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一
の
二

の

対

象

設

備

の

欄

に

定

め

る

も

の

に

限

る
。
） 

新
規
則
第
八
条
第
一
項 
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ

タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表

十

三

の

項

の

機

能

に

係

る

接

続

料

を

除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
価 

の
原
価 

（
同
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通

信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の

項
の
機
能
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と

に 

ご
と
に 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
第
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
に
構
成
す
る
も

の
と
し
た
場
合
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
電 
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三
十
六
頁 

 
 

気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
必
要
な
費
用

を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第
十
二
条
の
二

第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
） 

新
規
則
第
九
条
第
一
項 

同
条
の
表
の
上
欄 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
二
の
部
分
機
能
の
区
分
の
欄 

新
規
則
第
九
条
第
二
項 
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様

式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記

載
さ
れ
た
費
用 

費
用 

新
規
則
第
十
一
条
第
三

項 

別
表
第
三
様
式
第
二 

、
別
表
第
三
様
式
第
二 

基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二

様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳

簿
価
額
を
基
礎
と
し
て 

基
礎
と
し
て 
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三
十
七
頁 

新
規
則
第
十
一
条
第
五 

減
価
償
却
費 

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
に
構
成 

項 
 

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
用
い
る
こ
と
と

な
る
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
必
要

な
費
用
を
含
み
、
減
価
償
却
費 

新
規
則
第
十
二
条
の
二

第
一
項 

次
に 

第
一
号 

当
該
各
号 

同
号 

新
規
則
第
十
五
条
第
一

項 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交

換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ

ト
識
別
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機

能
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー

ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン

ク
ポ
ー
ト
機
能
を
除
く
。
）
及
び
五
の
項

（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
中
継
交
換

機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継

交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
を
除 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の

二

の

一

の

項

（

加

入

者

交

換

部

に

限

る
。
）
及
び
二
の
項
（
中
継
交
換
部
に
限

る
。
） 
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三
十
八
頁 

 

く
。
） 

 
新
規
則
第
十
六
条 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
共

用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、

四
の
項
、
五
の
項
（
中
継
交
換
機
共
用
ト

ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
及
び
六

の
項
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
に
限
る
。
） 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
二
の
一
の
項
（
加
入
者
交
換
機
共
用
ト

ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
に
限
る
。
）
、
二
の
項

（
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部

に
限
る
。
）
及
び
三
の
項
（
中
継
伝
送
共

用
部
に
限
る
。
） 

新
規
則
第
十
六
条
の
二

第
一
項 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
専

用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
五
の
項
（
中
継
交

換

機

専

用

ト

ラ

ン

ク

ポ

ー

ト

機

能

に

限

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
六
の

項
（
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
二
の
一
の
項
（
加
入
者
交
換
機
専
用
ト

ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
二
の
項
（
中
継
交
換
機
専

用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
に
限
る
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
三
の
項
（
中
継
交

換
機
接
続
伝
送
専
用
部
に
限
る
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
） 

新
規
則
第
十
六
条
の
二 

第
四
条
の
表
二
の
項
及
び
五
の
項 
平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一 
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三
十
九
頁 

第
二
項 

 

の
二
の
一
の
項
及
び
二
の
項 

 

六
の
項 

三
の
項 

新
規
則
第
十
七
条
第
一

項 

第
四
条
の
表
一
の
項
（
一
般
帯
域
透
過
端

末
回
線
伝
送
機
能
及
び
特
別
帯
域
透
過
端

末
回
線
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
、
三
の
項

か
ら
三
の
三
の
項
ま
で
、
六
の
項
（
中
継

伝
送
共
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝

送
専
用
機
能
を
除
く
。
）
、
六
の
二
の
項

（
特
別
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

伝
送
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
三
の
項
、

七
の
項
及
び
七
の
二
の
項 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
二
の
三
の
項
（
中
継
伝
送
専
用
部
に
限

る
。
） 

新
規
則
第
十
七
条
第
二

項 

第
四
条
の
表
一
の
項
、
三
の
項
か
ら
三
の

三
の
項
ま
で
、
六
の
項
及
び
七
の
項
の
機

能
に
つ
い
て
は
、
回
線
容
量 

回
線
容
量 

新
平
成
十
七
年
改
正
省

令
附
則
第
七
項 

加
入
者
交
換
機
能 

加
入
者
交
換
部 
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四
十
頁 

新
平
成
十
七
年
改
正
省 

規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則 

令
附
則
第
十
二
項 

タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ

ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の

う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先

接
続
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の

項

（

関

門

系

ル

ー

タ

交

換

機

能

を

除

く
。
）
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝

送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能

を
除
く
。
）
及
び
八
の
項 

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

一
年
総
務
省
令
第 

 
 

号
）
附
則
別
表

第
一
の
二
の
部
分
機
能
の
区
分
の
欄
及
び

内
容
の
欄
に
定
め
る
も
の 

２ 

新
規
則
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
限
る
。

）
、
第
九
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条

（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
二
号
か
ら

第
九
号
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
（
第
三

項
を
除
く
。
）
、
第
十
六
条
及
び
第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
限
る
。
）
並
び
に
新
平
成
十
七
年
改
正
省
令
附
則
第
六

項
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
附
則
別
表
第
一
の
三
の
部
分
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
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四
十
一
頁 

に
定
め
る
部
分
機
能
に
係
る
単
位
費
用
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。 新
規
則
第
六
条
第
一
項 

場
合
の
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備 

場
合
の
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備

（
新
た
に
構
成
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

用
い
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
設
備
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
第
七
条
並

び
に
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
お

い
て
同
じ
。
） 

当
該
通
知
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
当
該
手

順
の
適
用
の
日 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
接

続
約
款
の
認
可
の
申
請
の
日 

新
規
則
第
六
条
第
二
項

第
五
号 

適
用
の
日 

申
請
の
日 

新
規
則
第
六
条
第
三
項 

第
四
条
の
対
象
設
備
等
を
別
表
第
一
の
一

及
び
別
表
第
一
の
二 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

一
年
総
務
省
令
第 

 
 

号
。
以
下
「
平 
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四
十
二
頁 

 
 

成
三
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附

則
第
五
条
第
一
項
の
対
象
設
備
等
（
平
成

三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一
の
三

の

対

象

設

備

の

項

に

定

め

る

も

の

に

限

る
。
）
を
平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則

別
表
第
二
の
一
及
び
別
表
第
二
の
二 

新
規
則
第
六
条
第
四
項 
別
表
第
二
の
一 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
三

の
一 

別
表
第
二
の
二 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
三

の
二 

別
表
第
三
様
式
第
一 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
四

様
式
第
一 

別
表
第
三
様
式
第
二 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
四

様
式
第
二 

 

別
表
第
四
の
一 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
五

の
一 

78



四
十
三
頁 

 

別
表
第
四
の
二 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
五 

 
 

の
二 

別
表
第
四
の
三 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
五

の
三 

別
表
第
五 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
六 

新
規
則
第
八
条
第
一
項 
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ

タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表

十

三

の

項

の

機

能

に

係

る

接

続

料

を

除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
価 

の
原
価 

（
同
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通

信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の

項
の
機
能
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と

に 

ご
と
に 

 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
第
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
に
構
成
す
る
も

の
と
し
た
場
合
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
電 
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四
十
四
頁 

 
 

気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
必
要
な
費
用

を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第
十
二
条
の
二

第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
） 

新
規
則
第
九
条
第
一
項 

同
条
の
表
の
上
欄 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
三
の
部
分
機
能
の
区
分
の
欄 

新
規
則
第
九
条
第
二
項 
別
表
第
五 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
六 

費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様

式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記

載
さ
れ
た
費
用 

費
用 

新
規
則
第
十
一
条
第
三

項 

別
表
第
三
様
式
第
二 

、
平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第

四
様
式
第
二 

基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二

様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳 

基
礎
と
し
て 
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四
十
五
頁 

 

簿
価
額
を
基
礎
と
し
て 

 
新
規
則
第
十
一
条
第
五

項 

減
価
償
却
費 

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
に
構
成

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
用
い
る
こ
と
と

な
る
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
必
要

な
費
用
を
含
み
、
減
価
償
却
費 

新
規
則
第
十
二
条
第
一

項 
次
に 

第
一
号 

当
該
各
号 

同
号 

新
規
則
第
十
五
条
第
一

項 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー
タ
交

換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ

ト
識
別
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機

能
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー

ト
機
能
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン

ク
ポ
ー
ト
機
能
を
除
く
。
）
及
び
五
の
項

（
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
中
継
交
換

機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継

交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
を
除 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
三
の
一
の
項
及
び
二
の
項
（
中
継
系
ル

ー

タ

専

用

ト

ラ

ン

ク

ポ

ー

ト

部

を

除

く
。
） 
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四
十
六
頁 

 

く
。
） 

 
新
規
則
第
十
六
条 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
共

用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
、

四
の
項
、
五
の
項
（
中
継
交
換
機
共
用
ト

ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
）
及
び
六

の
項
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
に
限
る
。
） 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
三
の
三
の
項
（
中
継
伝
送
共
用
部
に
限

る
。
） 

新
規
則
第
十
六
条
の
二

第
一
項 

第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
専

用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
限
る
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
五
の
項
（
中
継
交

換

機

専

用

ト

ラ

ン

ク

ポ

ー

ト

機

能

に

限

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
六
の

項
（
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
三
の
二
の
項
（
中
継
系
ル
ー
タ
専
用
ト

ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
三
の
項
（
中
継
系
ル
ー

タ
接
続
伝
送
専
用
部
に
限
る
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
） 

新
規
則
第
十
六
条
の
二

第
二
項 

第
四
条
の
表
二
の
項
及
び
五
の
項 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
三
の
二
の
項 

 

六
の
項 
三
の
項 
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四
十
七
頁 

新
平
成
十
七
年
改
正
省 

規
則
別
表
第
一
の
一
に
掲
げ
る
第
一
種
指 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則 

令
附
則
第
六
項 

定
加
入
者
交
換
機 

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十

一
年
総
務
省
令
第 

 
 

号
。
以
下
「
平

成
三
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附

則
別
表
第
二
の
一
に
定
め
る
収
容
ル
ー
タ 

新
平
成
十
七
年
改
正
省

令
附
則
第
十
二
項 

規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
（
端
末
系
ル
ー

タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル
ー
タ
優
先
パ

ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の

う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先

接
続
機
能
を
除
く
。
）
、
四
の
項
、
五
の

項

（

関

門

系

ル

ー

タ

交

換

機

能

を

除

く
。
）
、
六
の
項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝

送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能

を
除
く
。
）
及
び
八
の
項 

平
成
三
十
一
年
改
正
省
令
附
則
別
表
第
一

の
三
の
部
分
機
能
の
区
分
の
項
及
び
内
容

の
項
に
定
め
る
も
の 
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四
十

八
頁
 

 附
則
別
表
第

１
（
附
則

第
４
条
関

係
）
 
機

能
 

機
能

の
区
分
 

内
容
 

単
位
費
用
総
額
の
算
定
方
法
（
一

）
 

単
位

費
用
総

額
の

算
定

方
法

（
二

）
 

１
 

加
入

者
交

換
機

内
折

返

し
通

信
機
能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
行

う
通

信
の

う
ち

、
同

一
の

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
内

で
折

り
返

す
通

信
の

交
換

及
び

伝
送
を

行
う
機
能
 

加
入
者
交
換
部
（
交
換
等
設
備
）
に
係
る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×
２
 

端
末

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中

継
伝
送

共
用

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２
 

２
 

加
入

者
交

換
機

設
置

局

内
折

返
し
通

信
機

能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
行

う
通

信
の

う
ち

、
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

間
で

行
う

通
信

で
あ

っ
て

、
同

一
の

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
で

折
り

返
す

通
信

の
交

換
及

び
伝

送
を

行
う

機
能
 

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

×
２
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×
２
 

端
末

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中

継
伝
送

共
用

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２
 

３
 

単
位

料
金

区
域

内
折

返

し
通

信
機
能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
行

う
通

信
の

う
ち

、
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

設
置

局
間

で
行

う
通

信
で

あ
っ

て
、

同
一

の
単

位
料

金
区

域
内

で
折

り
返

す
通

信
の

交
換
及

び
伝

送
を
行
う
機
能
 

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

×
２
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×
２
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位
費
用
×
２
 

＋
中
継
交
換
部
に
係
る
単
位
費
用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
×
２
 

＋
中
継
伝
送
共
用
部
に
係
る
単
位
費
用

×
２
 

端
末

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中

継
伝
送

共
用

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２
 

４
 

中
継

区
域

内
折

返
し

通

信
機

能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
行

う
通

信
の

う
ち

、
単

位
料

金
区

域
間

で
行

う
通

信
で

あ
っ

て
、

同
一

中
継

区
域

内
で

折
り

返
す

通
信

の
交

換
及

び
伝

送
を

行
う

機
能
 

加
入
者
交
換
部
（
交
換
等
設
備
）
に
係
る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位
費
用
 

＋
中
継
交
換
部
に
係
る
単
位
費
用
×
0.5 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

＋
中
継
伝
送
共
用
部
に
係
る
単
位
費
用
 

端
末

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

×
0.
5 

＋
中

継
伝
送

共
用

部
に

係
る

単
位

費
用
 

５
 

加
入

者
交

換
機

接
続

機

能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則
（

平
成

九
年

郵
政

省
令

第
九

十
一

号
）

加
入
者
交
換
部
（
交
換
等
設
備
）
に
係
る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

端
末

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
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四
十

九
頁
 

 

第
二

条
第

二
項

第
六

号
の

特
別

第
一

種
指

定
設

備
（

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
四

条
の

表
五

の
項

（
関

門
系

ル
ー

タ
交

換
機

能
に

限
る

。
）

の
下

欄
に

掲
げ

る
対

象
設

備
を

除
く

。
）

以
外

の
電

気
通

信
設

備
（

以
下

こ
の

表
に

お
い

て

「
他

の
電

気
通

信
設

備
」

と
い

う
。

）
を

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
で

接
続

す
る

場
合

に
お

け
る

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

よ
り

通
信

の
交

換
及

び
伝

送
を

行
う

機
能

で
あ

っ
て

、
第

一
種

指
定

中
継

交
換

機
を

経
由

せ
ず

に
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
も

の
（

総
務

大
臣

が
告

示
で

定
め

る
も

の
を
除

く
。

）
 

用
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

変
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中

継
伝
送

共
用

部
に

係
る

単
位

費
用
 

６
 
中
継
交

換
機

接
続

機
能
 

他
の

電
気

通
信

設
備

を
第

一
種

指
定

中
継

交
換

機
で

接
続

す
る

場
合

に
お

け
る

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

よ
り

通
信

の
交

換
及

び
伝

送
を

行
う

機
能

で
あ

っ
て

、
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

を
経

由
し

て
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
も

の
（

総
務

大
臣

が
告
示

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
 

加
入
者
交
換
部
（
交
換
等
設
備
）
に
係
る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位
費
用
 

＋
中
継
交
換
部
に
係
る
単
位
費
用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

＋
中
継
伝
送
共
用
部
に
係
る
単
位
費
用
 

端
末

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

変
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中

継
伝
送

共
用

部
に

係
る

単
位

費
用
 

７
 
中
継
交

換
機

経
由

機
能
 

他
の

電
気

通
信

設
備

を
第

一
種

指
定

中
継

交
換

機
で

接
続

す
る

場
合

に
お

け
る

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

よ
り

通
信

の
交

換
及

び
伝

送
を

行
う

機
能

で
あ

っ
て

、
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

を
経

由
せ

ず
に

通
信

の
交

換
及

び
伝

送
を

行
う

も
の

（
総

務
大

臣
が

告
示

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。

）
 

中
継
交
換
部
に
係
る
単
位
費
用
 

中
継

系
ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系
ル

ー
タ

変
換

部
に

係
る

単
位

費
用
 

８
 

加
入

者
交

換
機

専
用

ト

ラ
ン

ク
ポ
ー

ト
機

能
 

特
定

の
電

気
通

信
事

業
者

に
係

る
通

信
を

専
ら

伝
送

す
る

第
一

種
指

定
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

を
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

中
継

系
ル

ー
タ

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
接

続
伝

送
専

用
部

に
係

る
単
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五
十

頁
 

 

に
収

容
す

る
装

置
に

お
い

て
、

当
該

第
一

種
指

定
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

を
介

し
て

伝
送

さ
れ

る
信

号
を

編
集

す
る

機
能

（
次

項
の

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
中

継
伝
送

専
用
機
能
を
除
く
。
）
 

位
費

用
 

９
 

加
入

者
交

換
機

専
用

ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

中
継

伝
送

専
用

機
能
 

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
と

第
一

種
指

定
中

継
交

換
機

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
第

一
種

指
定

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
（

第
一

種
指

定
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

の
両

端
に

対
向

し
て

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り

通
信

を
伝

送
す

る
機

能
と

同
等

の
も

の
で

、
特

定
の

電
気

通
信

事
業

者
に

係
る

通
信

を
専

ら
伝

送
し

、
信

号
を

編
集

す
る
機

能
 

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

＋
中
継
伝
送
専
用
部
に
係
る
単
位
費
用
 

中
継

系
ル

ー
タ

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
接

続
伝

送
専

用
部

に
係

る
単

位
費

用
 

1
0
 

中
継

交
換

機
専

用
ト

ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
伝

送
専

用
機

能
 

第
一

種
指

定
中

継
交

換
機

と
他

の
電

気
通

信
事

業
者

の
電

気
通

信
設

備
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

中
継

系
伝

送
路

設
備

（
第

一
種

指
定

中
継

交
換

機
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り

当
該

他
の

電
気

通
信

事
業

者
に

係
る

通
信

を
伝

送
し

、
信
号

を
編
集
す
る
機
能
 

中
継

交
換

機
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用
 

＋
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
部
に
係
る
単

位
費

用
 

中
継

系
ル

ー
タ

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費
用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
接

続
伝

送
専

用
部

に
係

る
単

位
費

用
 

1
1 

信
号
伝

送
機

能
 

信
号

用
伝

送
路

設
備

及
び

信
号

用
中

継
交

換
機

に
よ
り

信
号
を
伝
送
交
換
す
る
機
能
 

信
号
伝
送
部
に
係
る
単
位
費
用
 

信
号

伝
送
部

に
係

る
単

位
費

用
 

1
2 

そ
の
他

の
機

能
 

総
務

大
臣
が

告
示
す
る
機
能
 

内
容

の
欄

の
総

務
大

臣
が

告
示

す
る

機
能

ご
と

に
総

務
大
臣
が
告
示
す
る
単
位
費
用
 

内
容

の
欄

の
総

務
大

臣
が

告
示

す
る

機
能

ご
と

に
総

務
大
臣

が
告

示
す

る
単

位
費

用
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五
十

一
頁
 

 附
則
別
表
第

１
の
２
（

附
則
第
５

条
関

係
）

 
部

分
機

能
 

部
分

機
能
の

区
分

 
内
容
 

対
象

設
備
 

１
 

端
末

系

交
換

部
 

加
入

者
交
換

部
 

加
入

者
交

換
機

に
よ

り
通

信
の

交
換

を
行

う
部

分
機

能
（

こ
の

項
の

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部
及
び
加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
を
除
く
。
）
 

加
入

者
交

換
機

（
端

末
系

伝
送

路
設

備
、

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
及

び
信

号

用
伝

送
装

置
と

の
そ

れ
ぞ

れ
の

間
に

設

置
さ

れ
る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
 

加
入

者
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク
ポ

ー
ト

部
 

特
定

の
電

気
通

信
事

業
者

に
係

る
通

信
を

専
ら

伝
送

す
る

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
を

加
入

者
交

換
機

に
収

容
す

る
装

置
に

お
い

て
、

当
該

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
を

介
し

て
伝

送
さ

れ
る

信
号

を
編

集
す

る
部

分
機
能
 

加
入

者
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク
ポ

ー
ト

部
 

加
入

者
交

換
機

と
中

継
交

換
機

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

（
特

定
の

電
気

通
信

事
業

者
に

係
る

通
信

を
専

ら
伝

送
す

る
も

の
を

除
く

。
）

を
加

入
者

交
換

機
に

収
容

す
る

装
置

に
お

い
て

、
当
該
中
継
系
伝
送
路
設
備
等
を
介
し
て
伝
送
さ
れ
る
信
号
を
編
集
す
る
部

分
機

能
 

２
 

中
継

系

交
換

部
 

中
継

交
換
部
 

中
継

交
換

機
に

よ
り

通
信

の
交

換
を

行
う

部
分

機
能

（
こ

の
項

の
中

継
交

換
機

専
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
を
除
く
。
）
 

中
継

交
換

機
（

中
継

系
伝

送
路

設
備

等

及
び

信
号

用
伝

送
装

置
と

の
そ

れ
ぞ

れ

の
間

に
設

置
さ

れ
る

伝
送

装
置

等
を

含

む
。

）
 

中
継

交
換

機
専

用
ト

ラ
ン

ク
ポ
ー

ト
部

 

特
定

の
電

気
通

信
事

業
者

に
係

る
通

信
を

専
ら

伝
送

す
る

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
を

中
継

交
換

機
に

収
容

す
る

装
置

に
お

い
て

、
当

該
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

を
介

し
て

伝
送

さ
れ

る
信

号
を

編
集

す
る

部
分

機
能
 

中
継

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ
ー

ト
部

 

加
入

者
交

換
機

と
中

継
交

換
機

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

（
特

定
の

電
気

通
信

事
業

者
に

係
る

通
信

を
専

ら
伝

送
す

る
も

の
を

除
く

。
）

を
中

継
交

換
機

に
収

容
す

る
装

置
に

お
い

て
、

当
該
中
継
系
伝
送
路
設
備
等
を
介
し
て
伝
送
さ
れ
る
信
号
を
編
集
す
る
部
分

機
能
 

３
 

中
継

伝

送
部
 

中
継

伝
送
共

用
部

 
加

入
者

交
換

機
と

中
継

交
換

機
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
（

中
継

系
伝

送
路

設

備
等

の
両

端
に

対
向

し
て

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り

通
信

を
伝

送
す

る
部

分
機

能
（

特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
通
信
を
専
ら
伝
送
す
る
部
分
機
能
を
除
く

。
）
 

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
で

あ
っ

て
、

加

入
者

交
換

機
と

中
継

交
換

機
と

の
間

に

設
置

さ
れ

る
も

の
（

中
継

系
伝

送
路

設

備
等

の
両

端
に

対
向

し
て

設
置

さ
れ

る

伝
送

装
置

等
を

含
む

。
）

及
び

加
入

者

交
換

機
又

は
中

継
交

換
機

と
他

の
電

気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

間

に
設

置
さ

れ
る

も
の

（
加

入
者

交
換

機

又
は

中
継

交
換

機
と

他
の

電
気

通
信

事

業
者

の
電

気
通

信
設

備
と

の
間

に
設

置

さ
れ

る
伝
送

装
置

等
を

含
む

。
）

 

中
継

伝
送
専

用
部

 
加

入
者

交
換

機
と

中
継

交
換

機
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
（

中
継

系
伝

送
路

設

備
等

の
両

端
に

対
向

し
て

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り

通
信

を
伝

送
す

る
部

分
機

能
と

同
等
の
も
の
で
、
特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
通
信
を
専
ら
伝
送
す
る

部
分

機
能
 

中
継

交
換

機
接

続
伝

送
専

用
部
 

中
継

交
換

機
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
中

継
系

伝
送

路
設

備
（

中
継

交
換

機
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
に

よ
り

当
該

他
の

電
気

通
信

事
業

者
に

係
る

通
信

を
専

ら
伝

送
す

る
部

分
機

能
（

こ
の

項
の

中
継
伝
送
専
用
部
を
除
く
。
）
 

４
 
信
号
伝

送
部
 

信
号

用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機
に
よ
り
信
号
を
伝
送
交
換
す
る
部

分
機

能
 

信
号

用
伝

送
路

設
備

及
び

信
号

用
中

継

交
換

機
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五
十

二
頁
 

 附
則
別
表
第

１
の
３
（

附
則
第
５

条
関

係
）

 
部

分
機

能
 

部
分

機
能
の

区
分

 
内
容
 

対
象

設
備
 

１
 

端
末

系

交
換

部
 

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
 

収
容

ル
ー
タ
に
よ
り
音
声
信
号
と
パ
ケ
ッ
ト
の
相
互
間
の
変
換
及
び
通
信
の
交
換

を
行

う
部

分
機

能
 

収
容

ル
ー

タ
（

端
末

系
伝

送
路

設
備

と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

伝
送

装
置

等
を

含

む
。

）
 

２
 

中
継

系

交
換

部
 

中
継

系
ル

ー
タ

交
換

部
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
に

よ
り

通
信

の
交

換
を

行
う

部
分

機
能

（
こ

の
項

の
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

及
び

中
継

系
ル
ー
タ
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
部
を
除
く
。
）
 

共
用

コ
ア
ル

ー
タ

 

中
継

系
ル

ー
タ

変
換

部
 

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

で
接

続
す

る
場

合
に

お
け

る
音

声
信

号
と

パ
ケ

ッ
ト

の
相

互
間

の
変

換
を

行
う

部
分

機
能

（
こ

の
項

の
中

継
系

ル
ー

タ
専

用
ト

ラ
ン

ク

ポ
ー

ト
部
を
除
く
。
）
 

中
継

系
ル

ー
タ

専
用

ト
ラ

ン
ク
ポ

ー
ト

部
 

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

で
接

続
す

る
場

合
に

お
け

る
音

声
信

号
と

パ
ケ

ッ
ト

の
相

互
間

の
変

換
を

行
う

部
分

機
能

（
対

象
設

備
の

設
備

量
が

回
線

容
量

に
依

存
す

る
も

の
に
限
る
。
）
 

３
 

中
継

伝

送
部
 

中
継

伝
送
共

用
部

 
収

容
ル

ー
タ

と
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

（
中

継
系

伝
送

路

設
備

等
の

両
端

に
対

向
し

て
設

置
さ

れ
る

伝
送

装
置

等
を

含
む

。
）

に
よ

り
通

信
を

伝
送

す
る

部
分

機
能
 

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
で

あ
っ

て
、

収

容
ル

ー
タ

と
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

と
の

間

に
設

置
さ

れ
る

も
の

（
中

継
系

伝
送

路

設
備

等
の

両
端

に
対

向
し

て
設

置
さ

れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
及

び
共

用

コ
ア

ル
ー

タ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者

の
電

気
通

信
設

備
と

の
間

に
設

置
さ

れ

る
も

の
（

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
と

他
の

電

気
通

信
事

業
者

の
電

気
通

信
設

備
と

の

間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
 

中
継

系
ル

ー
タ

接
続

伝
送

専
用
部
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
中

継
系

伝
送

路
設

備
（

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等
を
含
む
。
）
に
よ
り
通
信
を
伝
送
す
る
部
分
機
能
 

４
 
信
号
伝

送
部
 

他
の

電
気

通
信

事
業

者
に

係
る

通
信

に
当

た
り

、
信

号
用

伝
送

路
設

備
及

び
信

号
用

中
継

交
換

機
に

よ
り

信
号
を
伝
送
交
換
す
る
部
分
機
能
 

信
号

用
伝

送
路

設
備

及
び

信
号

用
中

継

交
換

機
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五
十

三
頁
 

 附
則
別
表
第

２
の
１
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
対

象
設

備
に

係
る

設
備

区
分

 
対

象
設

備
 

 
設
備
区
分
 

端
末

系
伝

送
路

設
備

（
加

入
者

側
終

端
装

置
及

び
端

末
系

交
換

等
設

備
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

伝
送

装
置
等

を
除

く
。

）
 

主
配
線
盤
 

端
末
系
伝
送
路
設
備

に
属
す

る
部

分
に

限
る

。
 

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
 

端
末
系
伝
送
路
設
備
に

属
す

る
部

分
に

限
る

。
 

メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

収
容

ル
ー

タ
間

（
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
経

由
し

な
い

場
合

に
限
る
。
）
に
設
置
す

る
も

の
 

加
入
系
光
ケ
ー
ブ
ル
 

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置

～
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

加
入
系
電
柱
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入
系
管
路
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入
系
中
口
径
管
路
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入
系
共
同
溝
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入
系
と
う
道
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

電
線
共
同
溝
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

自
治
体
管
路
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

情
報
ボ
ッ
ク
ス
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
局
内
回
線
終
端
装
置
 

加
入
者
側
終
端
装
置
～

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

 
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置

～
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

収
容

ル
ー

タ
間

（
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
経

由
し

な
い

場
合

に
限
る
。
）
に
設
置

す
る
も

の
 

収
容

ル
ー

タ
（

端
末

系
伝

送
路

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ
る

伝
送

装
置

等
を

含
む

。
）
 

音
声
収
容
ル
ー
タ
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
 

共
用
収
容
ル
ー
タ
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
 

音
声
収
容
装
置
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
（

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
を

除
く

。
）
 

音
声

収
容

装
置

用
レ

イ
ヤ

２
ス

イ
ッ

チ

（
以

下
「

音
声

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
」

と
い
う
。
）
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
 

コ
ー

ル
サ

ー
バ

（
以

下
「

Ｃ
Ｓ

」
と

い

う
。
）
 

コ
ア
局
に
設
置
す
る
も

の
 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

を
除

く
。

）
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
用

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
以

下
「

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
用

Ｄ
Ｂ

」
と

い

う
。
）
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
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五
十

四
頁
 

 

 
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
 

収
容
局
に
設
置
す
る
も

の
 

 
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
 

 

 
収

容
ル

ー
タ

に
係

る
設

備
区

分
の

う
ち

、

回
線

数
の

増
減

に
応

じ
て

当
該

設
備

に
係

る
費

用
が
増

減
す

る
も

の
 

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
 

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

及
び

ア
ナ

ロ

グ
・
デ
ジ
タ
ル
回
線
共

通
部

を
除

く
。
 

 
ア
ナ
ロ
グ
局
内
回
線
収
容
部
 

加
入
者
側
終
端
装
置

～
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

 
 

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置

～
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
収

容
ル

ー
タ

間
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
を

経
由

し
な

い
場

合

に
限
る
。
）
に
設
置
す

る
も

の
 

 
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
回
線
共
通
部
 

加
入
者
側
終
端
装
置

～
き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

 
主
配
線
盤
 

収
容
ル
ー
タ
に
属
す

る
部
分

に
限

る
。
 

 
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
 

収
容
ル
ー
タ
に
属
す
る

部
分

に
限

る
。
 

共
用

コ
ア
ル

ー
タ

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
 

コ
ア
局
に
設
置
す
る
も

の
 

コ
ア

局
用

レ
イ

ヤ
２

ス
イ

ッ
チ

（
以

下

「
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
」
と
い
う
。
）
 

コ
ア
局
に
設
置
す
る

も
の
 

メ
デ

ィ
ア

ケ
ー

ト
ウ

ェ
イ

（
以

下
「

Ｍ
Ｇ

Ｗ
」
と
い
う
。
）

 

コ
ア
局
に
設
置
す
る

も
の
 

メ
デ

ィ
ア

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

（
Ｍ

Ｇ
Ｗ

を
制

御
す

る
装

置
。

以
下

「
Ｍ

Ｇ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
 

コ
ア
局
に
設
置
す
る
も

の
 

中
継

系
伝

送
路

設
備

等
で

あ
っ

て
、

収
容

ル
ー

タ
と

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

も
の

（
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

の
両

端
に

対
向

し
て

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
及

び
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

と
他

の
電

気
通

信
事

業
者

の
電

気
通

信
設

備
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

も
の

（
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

と
他

の
電

気
通

信
事

業
者

の
電

気
通

信
設

備
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

伝
送

装
置

等
を
含

む
。

）
 

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

伝
送
装
置
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用

コ
ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
間
中
継
伝
送
装
置
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
継
系
光
ケ
ー
ブ
ル
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用

コ
ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

無
線
伝
送
装
置
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
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五
十

五
頁
 

 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

無
線
ア
ン
テ
ナ
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

無
線
鉄
塔
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用

コ
ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

衛
星
通
信
設
備
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
継
系
電
柱
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
継
系
管
路
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
継
系
中
口
径
管
路
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
継
系
共
同
溝
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

中
継
系
と
う
道
 

収
容
ル
ー
タ
～
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
 

 
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
間
に

設
置

す
る

も
の
 

信
号

用
伝
送

路
設

備
及

び
信

号
用

中
継

交
換

機
 

シ
グ

ナ
リ

ン
グ

ゲ
ー

ト
ウ

ェ
イ

（
以

下

「
Ｓ
Ｇ
Ｗ
」
と
い
う
。
）
 

 

信
号
用
中
継
交
換
機
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五
十

六
頁
 

 附
則
別
表
第

２
の
２
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
附

属
設

備
等

に
係

る
設

備
等

区
分

 
附

属
設

備
等
 

設
備

等
区
分
 

空
調

設
備
 

空
調
設
備
 

電
力

設
備
 

整
流
装
置
 

直
流
変
換
電
源
装
置
 

交
流
無
停
電
電
源
装
置
 

蓄
電
池
 

受
電
装
置
 

発
電
装
置
 

小
規
模
局
用
電
源
装
置
 

可
搬
型
発
動
発
電
機
 

機
械

室
建
物
 

機
械
室
建
物
 

機
械

室
土
地
 

機
械
室
土
地
 

監
視

設
備
 

総
合
監
視
 

収
容
局
設
備
 

コ
ア
局
設
備
 

伝
送
無
線
機
械
 

市
外
線
路
 

市
内
線
路
 

共
通

用
建
物
 

共
通
用
建
物
 

共
通

用
土
地
 

共
通
用
土
地
 

構
築

物
 

構
築
物
 

機
械

及
び
装

置
 

機
械
及
び
装
置
 

車
両
 

車
両
 

工
具

、
器
具

及
び

備
品
 

工
具
、
器
具
及
び
備
品
 

無
形

固
定
資

産
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
除

く
。

）
 

無
形
固
定
資
産
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五
十

七
頁
 

 附
則
別
表
第

３
の
１
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
方

法
 

定
額

法
正
味

固
定

資
産

価
額

＝
Σ

ｎ
＝

１
～

経
済

的
耐
用
年
数
（
定
額
法
正
味
固
定
資
産
価
額
（
ｎ
）
）
÷
経
済
的
耐
用
年

数
 

定
額

法
正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
＝

（
期

首
定

額
法
正
味
固
定
資
産
価
額
（
ｎ
）
＋
期
末
定
額
法
正
味
固
定
資
産
価
額
（

ｎ
）

）
÷

２
 

期
首

定
額
法

正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ

Ｘ
｛
投
資
額
－
（
（
投
資
額
－
最
低
残
存
価
額
）
÷
法
定
耐
用
年
数
）
×

（
ｎ

－
１

）
、

最
低

残
存

価
額

｝
 

期
末

定
額
法

正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ

Ｘ
｛
投
資
額
－
（
（
投
資
額
－
最
低
残
存
価
額
）
÷
法
定
耐
用
年
数
）
×

ｎ
、

最
低

残
存

価
額

｝
 

定
率

法
正
味

固
定

資
産

価
額

＝
Σ

ｎ
＝

１
～

経
済

的
耐
用
年
数
（
定
率
法
正
味
固
定
資
産
価
額
（
ｎ
）
）
÷
経
済
的
耐
用
年

数
 

定
率

法
正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
＝

（
期

首
定

率
法
正
味
固
定
資
産
価
額
（
ｎ
）
＋
期
末
定
率
法
正
味
固
定
資
産
価
額
（

ｎ
）

）
÷

２
 

期
首

定
率
法

正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ

Ｘ
｛
投
資
額
×
（
１
－
償
却
率
）
ｎ
－
１
、
投
資
額
×
最
低
残
存
率
｝
 

期
末

定
率
法

正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
＝

Ｍ
Ａ

Ｘ
｛
投
資
額
×
（
１
―
償
却
率
）
ｎ
、
投
資
額
×
最
低
残
存
率
｝
 

償
却

率
＝
１

－
（

残
存

率
）

１
÷

法
定

耐
用

年
数

 

残
存

率
＝
０

．
１

と
す

る
。
 

な
お

、
投
資

額
は

、
次

の
設

備
区

分
ご

と
に

定
め

る
算
定
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
。
 

設
備

区
分
 

算
定
方
法
 

音
声

収
容
ル

ー
タ

 
１

 
音

声
収
容
ル
ー
タ
の
設
置
基
準
 

収
容

局
で

あ
っ

て
、

収
容

回
線

に
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

が
含

ま
れ

な
い

も
の

又
は

コ
ア

局
と

の
間

の
伝

送
（

離
島

設
備

の
適

用
区

間
に

限
る

。
）

を
無

線
伝
送
装
置
又
は
衛
星
通
信
設
備
に
よ
り
行
う
も
の
に
は
、
音
声
収
容
ル
ー

タ
を

設
置

す
る

。
 

２
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
よ

り
求

め
た

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局
の

音
声

収
容

ル
ー

タ

ユ
ニ

ッ
ト
数
と
す
る
。
 

ア
 

音
声

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

、
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
及

び
音

声
収

容
ル

ー
タ

Ｐ
Ｔ

Ｎ
（

パ
ケ

ッ
ト

伝
送

装
置

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
対

向
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
の

合
計

を
音

声
収

容
ル

ー
タ

収
容

率
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す

る
。

）
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

を
音

声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し

た
も

の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

イ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

帯
域

（
最

繁
時

呼
量

に
１

接
続

当
た

り
音

声
帯

域
及

び
音

声
パ

ケ
ッ

ト
優

先
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
並

び
に

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

帯
域

の
合

計
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
の

最
繁

時
呼

量
帯

域
と

し
、

こ
れ

を
音

声
収

容
ル

ー
タ

収
容

率
及

び
音

声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

量

帯
域

で
除
し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る

。
）

 

ウ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

パ
ケ

ッ
ト

数
（

最
繁

時
呼

量
に

１
接

続
１

秒
当

た
り

音
声

パ
ケ

ッ
ト

数
及

び
音

声
パ

ケ
ッ

ト
優

先
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
並

び
に

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

パ
ケ

ッ

ト
数

の
合

計
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
の

最
繁

時
呼

量
パ

ケ
ッ

ト
数

と
し

、
こ

れ
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

音
声

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ

ト
当

た
り
最
大
処
理
最
繁
時
呼
量
パ
ケ
ッ
ト
数
で
除
し
た
も
の
（
１
に
満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）
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五
十

八
頁
 

 

⑵
 

⑴
の

音
声

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
音

声
収

容
ル

ー
タ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

音
声

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト

数
と

し
、

こ
れ

か
ら

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
音
声
収
容
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

⑶
 

⑴
ア

の
音

声
収

容
ル

ー
タ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

に
音

声
収

容
ル

ー
タ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

音
声

収
容

ル
ー

タ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
し

、
こ

れ
か

ら
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
ポ

ー
ト

数
比

及
び

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
音
声

収
容

ル
ー

タ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
音

声
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
音

声
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

算
定

す
る
。
 

局
ご

と
音
声
収
容
ル
ー
タ
投
資
額
 

＝
音

声
系
冗
長
化
後
音
声
収
容
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
音
声
収
容
ル
ー
タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
音
声
収
容
ル
ー
タ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
音
声

収
容
ル

ー
タ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
音
声
収
容
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
音
声
収
容
ル
ー

タ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

共
用

収
容
ル

ー
タ

 
１

 
共

用
収
容
ル
ー
タ
の
設
置
基
準
 

音
声

収
容
ル
ー
タ

を
設
置
し
な
い
収
容
局
に
は
、
共
用
収
容
ル
ー
タ
を
設
置
す
る

。
 

２
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

ア
か

ら
エ

ま
で

に
よ

り
求

め
た

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局

の
共

用
収
容
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

ア
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

音
声

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

及
び

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

の
合

計
）

を
共

用
収

容

ル
ー

タ
１

Ｇ
ボ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

１
Ｇ

ボ
ー

ド
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た

な
い

端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

イ
 

共
用

収
容
ル

ー
タ

10
Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー
ス

数
（

光
地
域
Ｉ

Ｐ
10
Ｇ
ポ
ー

ト
数

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

（
波

長
分

割
多

重
装

置
を

い

う
。

以
下
同
じ
。

）
対

向
10
Ｇ

ポ
ー

ト
数
（
当

該
局

が
収
容
局

兼
コ

ア
局
で

な
い

場
合

に
限

る
。

）
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

対
向

10Ｇ
ポ
ー
ト
数
（
当
該
局
が
収
容
局
兼
コ
ア
局
の
場
合
に
限
る
。
）

及
び

共
用

収
容

ル
ー

タ
間

渡
り

10Ｇ
ポ

ー
ト

数
の

合
計

）
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
1
0
Ｇ

ボ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
10

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

10
Ｇ

ボ
ー

ド
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

ウ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

帯
域

並
び

に
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

（
共

用
収

容
ル

ー
タ

に
収

容
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の
最

繁
時

呼
量

帯
域

の
合

計
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

最
繁

時
呼

量
帯

域
と

し
、

こ

れ
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

呼
量

帯
域

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い

端
数

は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

エ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

パ
ケ

ッ
ト

数
並

び
に

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
（

共
用

収
容

ル
ー

タ
に

収
容

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

最
繁

時
呼

量
パ

ケ
ッ

ト
数

の
合

計
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

最
繁

時
呼

量
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五
十

九
頁
 

 

パ
ケ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
収

容
ル

ー
タ

収
容

率
及

び
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

量
パ

ケ
ッ

ト
数

で

除
し

た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

⑵
 

⑴
ア
の
音
声
１
Ｇ
ポ
ー
ト
数
を
冗
長
化
考
慮
し
た
も
の
を
音
声
系
冗
長
化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
ア

の
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
数

を
冗

長
化

考
慮

し
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
し

、
こ

れ

か
ら

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

ポ
ー

ト
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

冗
長

化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ
１
Ｇ
ボ
ー
ド
数
と
す
る
。
 

⑷
 

⑴
イ

の
共

用
収

容
ル

ー
タ

10
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
冗

長
化

考
慮

し
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

10
Ｇ

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

か
ら

光
地

域
Ｉ

Ｐ
10

Ｇ
ポ

ー
ト

数
相

当
分

を
減

じ
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス

（
共

用
収

容
ル

ー
タ

に
収

容
す

る
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数

と
す

る
。
 

⑸
 

⑴
イ
の
共
用
収
容
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ
ー
ド
数
を
冗
長
化
考
慮
し
た
も
の
を
当

該
局
の

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
10Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
し

、
こ

れ

か
ら

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
（

共
用

収
容

ル
ー

タ
に

収
容

す
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

（
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数
比
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局

の
音

声
系

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
10Ｇ

ボ
ー

ド
数
と
す

る
。
 

⑹
 

⑴
の

共
用

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
冗

長
化

考
慮

し
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

か
ら

Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

（
共

用
収

容
ル

ー
タ

に
収

容
す

る
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を

控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
共

用
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

算
定

す
る
。
 

局
ご

と
共
用
収
容
ル
ー
タ
投
資
額
 

＝
音

声
系
冗
長
化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
共
用
収
容
ル
ー
タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ
ー
ド
数
×
共
用
収
容

ル
ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

単
価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×

共
用

収
容

ル
ー
タ

10Ｇ
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ
１
Ｇ
ボ
ー
ド
数
×
共
用
収
容

ル
ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
収
容
ル
ー
タ
１
Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

音
声

収
容
装

置
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

収
容

局
ご
と
に
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
回
線
数
を
音
声
収
容
装
置
回
線
収
容
率
及

び
音

声
収

容
装

置
ラ

イ
ン

カ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
で

除
し

た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を

音
声

収
容

装
置

ラ
イ

ン
カ

ー
ド

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

音
声
収
容
装
置
ラ
イ
ン
カ
ー
ド
数
を
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
当
た
り

最
大

収
容

ラ
イ

ン
カ

ー
ド

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
、
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
数

と
す

る
。
 

⑶
 

⑵
の

音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
数
を
音
声
収
容
装
置
架
当
た
り
最
大
収
容
シ

ェ
ル

フ
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と
す
る
。
）
を
音
声
収
容
装
置
架
数
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
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六
十

頁
 

 

 
次

の
算

定
式
に

よ
り

局
ご

と
音

声
収

容
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

音
声

収
容

装
置

投
資

額
を

算
定

す

る
。
 

⑴
 

音
声
収
容
装
置
（
回
線
収
容
部
）
投
資
額
 

＝
音
声
収
容
装
置
ラ
イ
ン
カ
ー
ド
数
×
音
声
収
容
装
置
ラ
イ
ン
カ
ー

ド
単
価
 

⑵
 

音
声
収
容
装
置
（
ユ
ニ
ッ
ト
部
）
投
資
額
 

＝
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
数
×
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
単
価
＋

音
声
収

容
装

置
架

数
×

音
声

収
容

装
置

架
単

価
 

⑶
 

音
声
収
容
装
置
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
部
相
当
）
投
資
額
 

＝
（

音
声

収
容

装
置

シ
ェ

ル
フ

数
×

音
声

収
容

装
置

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

）
×

音
声

収
容

装
置

（
ユ

ニ
ッ

ト
部

）
投

資
額

÷
（

音
声

収

容
装
置
（
回
線
収
容
部
）
投
資
額
＋
音
声
収
容
装
置
（
ユ
ニ
ッ
ト

部
）

投
資

額
）

 

⑷
 

局
ご
と
音
声
収
容
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
収
容
装
置
（
ユ
ニ
ッ
ト
部
）
投
資
額
＋
音
声
収
容
装
置
（
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア

ユ
ニ

ッ
ト

部
相

当
）

投
資

額
 

音
声

収
容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ
 

１
 

音
声
収
容
装
置
用
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
の
設
置
基
準
 

収
容

局
に
設
置
す
る
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
数
が
３
以
上
の
場
合
に
は
、
当
該

局
に

は
音

声
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

を
設

置
す

る
。
 

２
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

音
声

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

ア
及

び
イ

に
よ

り
求

め
た

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局
の

音
声

収
容

装

置
用

Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
 

ア
 

音
声

収
容

装
置

シ
ェ

ル
フ

数
及

び
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

合
計

を
音

声
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ポ
ー

ト
収

容
率

及
び

音
声

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ
Ｗ
１
ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
最
大
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
で
除
し
た
も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

イ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

の
最

繁
時

呼
量

に
１

接
続

当
た

り
音

声
パ

ケ
ッ

ト
数

を
乗

じ
、

音
声

収
容

装
置

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ポ
ー

ト
収

容
率

及
び

音
声

収
容

装
置

用
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
最
大
処
理
最
繁
時
呼
量
パ
ケ
ッ
ト
数
で
除
し
た
も
の
（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

⑵
 

⑴
の

音
声

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
音

声
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

音
声

収

容
装

置
用
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

３
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
音

声
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
音

声
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

局
ご

と
音
声
収
容
装
置
用
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
投
資
額
 

＝
冗

長
化
後
音
声
収
容
装
置
用
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
音
声
収
容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

単
価
 

Ｃ
Ｓ
 

１
 

Ｃ
Ｓ
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

中
継

区
域

ご
と

に
、

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

数
を

当
該

中
継

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
数

で
除

し
た

も
の

を
当

該
区

域
に

属
す

る
局

ご
と

Ｃ
Ｓ

収

容
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
数

と
し

、
こ

れ
を

Ｃ
Ｓ

収
容

率
及

び
Ｃ

Ｓ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
当
該
区
域
に
属
す
る
局
ご
と
Ｃ
Ｓ
ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の
Ｃ
Ｓ
ユ
ニ
ッ
ト
数
に
冗
長
化
係
数
を
乗
じ
た
も
の
を
当
該
区
域
に
属
す

る
局

ご
と

冗
長

化
後

Ｃ
Ｓ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

２
 

Ｃ
Ｓ
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
「
Ｃ
Ｓ
用
Ｄ
Ｂ
」
と
い
う
。
）
の
設
備
量
の
算

定
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⑴
 

中
継

区
域

ご
と

に
、

ア
ナ

ロ
グ

電
話

の
最

繁
時

呼
数

を
当

該
中

継
区

域
に

属
す

る
コ

ア
局

数
で

除
し

た
も

の
を

当
該

区
域

に
属

す
る

局
ご

と

Ｃ
Ｓ

ア
ナ

ロ
グ

電
話

最
繁

時
呼

数
と

し
、

こ
れ

を
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

収
容

率
及

び
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

数
で

除
し

た
も

の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
当
該

区
域

に
属

す
る

局
ご

と
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
区

域
に

属
す

る
局

ご
と

冗
長

化
後

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
Ｃ
Ｓ
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
Ｃ

Ｓ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
Ｃ
Ｓ
投
資
額
 

＝
冗
長
化
後
Ｃ
Ｓ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｃ
Ｓ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

＋
Ｃ
Ｓ
収
容
ア
ナ
ロ
グ
電
話
回
線
数
×
Ｃ
Ｓ
１
回
線
当
た
り
単
価
 

＋
Ｃ
Ｓ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
投
資
額
 

＋
冗
長
化
後
Ｃ
Ｓ
用
Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｃ
Ｓ
用
Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ
ト
単

価
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交

換
機
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

収
容

局
ご

と
及

び
サ

ー
ビ

ス
ご

と
に

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回

線
数

を
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

回
線

収
容

率
及

び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
ボ

ー
ド

１
枚

当
た

り
最

大
収

容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）

を
、

当
該
局
の
サ
ー
ビ
ス
ご
と
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
ボ
ー
ド
数
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の

サ
ー

ビ
ス

ご
と

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
ボ

ー
ド

数
に

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
ボ

ー
ド

当
た

り
占

用
ス

ロ
ッ

ト
数

を
乗

じ
、

全
て

の
サ

ー

ビ
ス

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

を
当

該
局

の
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

ス
ロ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

を
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

ス
ロ

ッ
ト

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

⑴
 

サ
ー
ビ
ス
ご
と
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
回
線
収
容
部
）
投

資
額
 

＝
当
該
サ
ー
ビ
ス
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
ボ
ー
ド
数
×
当
該
サ
ー
ビ

ス
総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
ボ

ー
ド

単
価
 

⑵
 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ユ
ニ
ッ
ト
部
）
投
資
額
 

＝
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
総
合
デ
ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

ユ
ニ

ッ
ト

単
価
 

⑶
 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
部
相
当

）
投

資
額
 

＝
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
総
合
デ

ジ
タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
）
 

×
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ユ
ニ
ッ
ト
部
）
投
資

額
 

÷
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
（

回
線

収
容

部
）

投
資

額
＋

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

投
資
額
）
 

⑷
 
局

ご
と
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
投
資
額
 

＝
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ユ
ニ
ッ
ト
部
）
投
資
額
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六
十

二
頁
 

 

＋
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ユ
ニ

ッ
ト

部
相

当
）

投
資

額
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交

換
機

用
Ｄ
Ｂ
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

収
容

局
ご

と
に

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
呼

数
を

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
用

Ｄ
Ｂ

の
収

容
率

及
び

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信

回
線

収
容

交
換

機
用

Ｄ
Ｂ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換

機
用

Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
用
Ｄ
Ｂ
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

局
ご

と
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
投
資
額
 

＝
冗
長
化
後
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
用
Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ
ト
数
 

×
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

消
防

警
察
ト

ラ
ン

ク
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
設
置
収
容
局
ご
と

の
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
数
は
、
局
別

収
容

回
線

数
が

２
万

回
線

未
満

の
場

合
は

２
と
し

、
局
別

収
容

回
線

数
が
２
万
回
線
以
上
の
場
合
は
、
当
該
回
線
数
か
ら
２
万
を
減
じ
た
後
、
１

万
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る

も
の

と
す
る
。
）
に
２
を
加
え
た
値
と
す
る
。
当
該
局
の
収
容
回
線
に
他
の

単
位

料
金

区
域

に
お

け
る

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

設
置
収

容
局
の

収

容
回

線
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
他
の
単
位
料
金
区
域
に
お
け
る
消
防
警
察
ト

ラ
ン

ク
設

置
収

容
局

１
局

に
つ

き
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

を

１
加

算
す
る
。
さ
ら
に
、
当
該
局
の
収
容
回
線
に
異
行
政
収
容
回
線
が
含
ま
れ
る
場

合
に
は

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

を
１

加
算

す
る

も
の

と

す
る

。
 

⑵
 
消

防
警
察
ト
ラ
ン
ク
設
置
収
容
局
ご
と
に
、

⑴
の
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
数
を

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

搭
載

架
最

大
搭

載
数

で
除

し
た

も
の
（
１

に
満

た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
当
該
局
の
消
防
警
察
ト

ラ
ン

ク
架

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
投

資

額
を

算
定
す
る
。
 

局
ご

と
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
投
資
額
 

＝
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
数
×
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
単
価
 

＋
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
架
数
×
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
搭
載
架
単
価
 

警
察

消
防
用

回
線

集
約

装
置
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

警
察

消
防
用
回
線
集
約
装
置
の
割
付
対
象
と
し
て
指
定
さ
れ
た
収
容
局
ご
と

に
、

以
下

の
手

順
で

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
の

台
数

を
算

定

す
る

。
 

⑴
 

受
付
台
収
容
局
に
設
定
さ
れ
た
専
用
線
回
線
数
を
、
当
該
受
付
台
収
容
局
に

対
す

る
割

付
対

象
と

し
て

指
定

さ
れ

た
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
設

置
収

容
局
ご
と
に
、
必
要
と
な
る
専
用
線
回
線
数
の
算
定
を
し
て
割
付
処
理
を
行

い
、

割
り

付
け

ら
れ

た
専

用
線

回
線

数
を

当
該

割
付

対
象

局

の
総

割
付
回
線
数
と
す
る
。
 

98



六
十

三
頁
 

 

⑵
 

当
該
割
付
対
象
局
の
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
数
は
、
当
該
割
付
対
象
局

の
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

が
総

割
付

回
線

数
以

下
の

場
合

に
は

０
と

し
、
総
割
付
回
線
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
割
付
対
象
局
の
総
割

付
回

線
数

を
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

最
大

収
容

回
線

数
で

除

し
た

も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す

る
。

 

⑶
 

⑵
の
当
該
割
付
対
象
局
の
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
数
を
警
察
消
防
用
回

線
集

約
装

置
搭

載
架

最
大

搭
載

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
当
該
割
付
対
象
局
の
警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
架

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
割
付
対
象
局
ご
と
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
投
資
額

を
求

め
、

全
て

の
対

象
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

警

察
消

防
用
回
線
集
約
装
置
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

割
付

対
象
局
ご
と
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
投
資
額
 

＝
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
数
×
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
単
価
 

＋
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
架
数
×
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置

搭
載
架

単
価

 

き
線

点
遠
隔

収
容

装
置
 

１
 

回
線
数
の
算
定
 

国
勢

調
査

の
調

査
区

ご
と

の
各

サ
ー

ビ
ス

の
回

線
数

を
次

に
よ

り
算

定
す

る
。

な
お

、
各

（
県

、
調

査
区

）
に

つ
き

、
世

帯
自

県
案

分
率

、
就

業
者

自
県
案
分
率
を
算
定
す
る
。
県
境
の
調
査
区
以
外
で
は
、
自
県
案
分
率
は
１

と
な

る
。
 

世
帯

自
県
案
分
率
（
県
、
調
査
区
）
＝
世
帯
数
（
県
、
調
査
区
）
÷
総
世
帯
数
（

調
査

区
）
 

就
業

者
自
県
案
分
率
（
県
、
調
査
区
）
＝
就
業
者
数
（
県
、
調
査
区
）
÷
総

就
業

者
数

（
調

査
区

）
 

⑴
 

住
宅
用
加
入
電
話
回
線
数
 

＝
局
ご
と
住
宅
用
加
入
電
話
契
約
回
線
数
÷
調
査
区
ご
と
世
帯
数
の

局
ご
と

合
計

 

×
調
査
区
ご
と
の
世
帯
数
×
世
帯
自
県
案
分
率
 

⑵
 

事
務
用
加
入
電
話
回
線
数
 

＝
局
ご
と
事
務
用
加
入
電
話
契
約
回
線
数
÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の

局
ご

と
合

計
 

×
調
査
区
ご
と
の
就
業
者
数
×
就
業
者
自
県
案
分
率
 

⑶
 
住

宅
用
第
一
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
住
宅
用
第
一
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス

契
約
回

線
数

 

÷
調
査
区
ご
と
世
帯
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご
と

の
世

帯
数

×
世

帯
自

県
案

分
率

 

⑷
 
事

務
用
第
一
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
事
務
用
第
一
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス

契
約
回

線
数

 

÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご

と
の

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⑸
 

第
二
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
第
二
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
契
約
回

線
数
 

÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご

と
の

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⑹
 

第
一
種
公
衆
電
話
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
第
一
種
公
衆
電
話
実
績
回
線
数
÷
単
位
料
金
区

域
内
調

査
区

数
×

世
帯

自
県

案
分

率
 

⑺
 

第
一
種
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
回
線
数
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六
十

四
頁
 

 

＝
単
位
料
金
区
域
別
第
一
種
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
実
績
回
線
数
 

÷
単
位
料
金
区
域
内
調
査
区
数
×
世
帯
自
県
案
分
率
 

⑻
 
第

二
種
公
衆
電
話
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
第
二
種
公
衆
電
話
実
績
回
線
数
÷
調
査
区
ご
と

就
業
者

数
の

単
位

料
金

区
域

別
合

計
 

×
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
×
就
業
者
自
県
案
分
率
 

⑼
 
第

二
種
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
第
二
種
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
実
績
回
線
数
÷
調

査
区
ご

と
就

業
者

数
の

単
位

料
金

区
域

別
合

計
 

×
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
×
就
業
者
自
県
案
分
率
 

⑽
 
低

速
専
用
線
二
線
式
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
低
速
専
用
線
実
績
回
線
数
 

×
（

県
別

低
速

専
用

線
二

線
式

実
績

回
線

数
÷

（
県

別
低

速
専

用
線

二
線

式
実

績
回

線
数

＋
県

別
低

速
専

用
線

四
線

式
実

績
回

線

数
）
）
 

÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご
と

就
業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率
 

⑾
 

低
速
専
用
線
四
線
式
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
低
速
専
用
線
実
績
回
線
数
 

×
（

県
別

低
速

専
用

線
四

線
式

実
績

回
線

数
÷

（
県

別
低

速
専

用
線

二
線

式
実

績
回

線
数

＋
県

別
低

速
専

用
線

四
線

式
実

績
回

線

数
）
）
 

÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご
と

就
業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率
 

⑿
 

高
速
メ
タ
ル
専
用
線
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
高
速
専
用
線
実
績
回
線
数
 

×
（
県
別
高
速
メ
タ
ル
専
用
線
実
績
回
線
数
÷
（
県
別
高
速
メ
タ
ル

専
用
線

実
績

回
線

数
＋

県
別

高
速

光
専

用
線

実
績

回
線

数
）

）
 

÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご
と

就
業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率
 

⒀
 

高
速
光
専
用
線
回
線
数
 

＝
単
位
料
金
区
域
別
高
速
専
用
線
実
績
回
線
数
 

×
（
県
別
高
速
光
専
用
線
実
績
回
線
数
÷
（
県
別
高
速
メ
タ
ル
専
用

線
実
績

回
線

数
＋

県
別

高
速

光
専

用
線

実
績

回
線

数
）

）
 

÷
調
査
区
ご
と
就
業
者
数
の
単
位
料
金
区
域
別
合
計
×
調
査
区
ご
と

就
業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率
 

２
 

き
線
点
～
収
容
局
間
伝
送
路
経
路
の
選
択
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
収

容
区

域
内

の
需

要
の

存
在

す
る

調
査

区
ご

と
に

き
線

点
を

設
定

す
る

も
の

と
し

、
き

線
点

～
局

間
伝

送
路

経
路

は
、

次
の
基
準
に
よ
り
決
定
す
る
。
 

⑴
 
局

を
起
点
と
し
、
東
西
南
北
の
四
方
に
向
け
て
敷
設
す
る
。
 

⑵
 

局
を
起
点
と
し
、
±
４
５
°
の
傾
き
の
範
囲
ご
と
に
収
容
す
る
。
 

⑶
 

±
４
５
°
の
線
上
に
存
在
す
る
調
査
区
に
つ
い
て
は
、
局
を
中
心
に
反
時
計

回
り

に
境

界
線

を
設

定
す

る
。

 

⑷
 

局
を
中
心
に
東
西
南
北
に
敷
設
す
る
伝
送
路
と
、
こ
れ
と
直
交
し
て
調
査
区

の
中

心
を

通
る

よ
う

に
敷

設
す

る
伝

送
路

を
設

置
す

る
。
 

⑸
 

伝
送
路
経
路
選
択
に
お
い
て
は
、
道
路
密
度
・
道
路
延
長
デ
ー
タ
を
考
慮
し

、
道

路
沿

い
の

経
路

を
選

択
す

る
。
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六
十

五
頁
 

 

⑹
 

調
査
区
ご
と
の
回
線
数
を
考
慮
し
、
伝
送
路
経
路
は
適
宜
集
約
化
す
る
。
 

３
 

設
備
構
成
選
択
 

き
線

点
～

収
容

局
間

伝
送

路
ご

と
に

、
次

の
組

合
せ

の
中

か
ら

、
設

備
管

理
運

営
費

（
減

価
償

却
費

と
施

設
保

全
費

の
合

計
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
最

も
低

く
な

る
組

合
せ

を
選

択
す

る
。

た
だ

し
、

ケ
ー

ブ
ル

の
荷

重
制

限
及

び
伝

送
距

離
制

限
に

よ
り

、
選

択
不

可

能
な

も
の
は
除
く
。
 

⑴
 

架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
。
 

⑵
 

架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
を
設
置
す
る
。
 

⑶
 

地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
。
 

⑷
 

地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
を
設
置
す
る
。
 

４
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
を

設
置

す
る

き
線

点
ご

と
に

、
ア

か
ら

ウ
ま

で
に

よ
り

求
め

た
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う

ち
最

大
の

も
の

を
当

該
き

線
点

の

き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

ア
 

メ
タ
ル
電
話
回
線
数
を
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
最
大
収
容
電
話
回
線
数
で
除

し
た

も
の
 

イ
 

低
速
専
用
線
回
線
数
を
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
最
大
収
容
低
速
専
用
回

線
数

で
除

し
た

も
の

 

ウ
 

高
速
メ
タ
ル
専
用
線
回
線
数
を
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
最
大
収
容
高
速

メ
タ

ル
専

用
回

線
数

で
除

し
た

も
の

 

⑵
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
収

容
さ

れ
る

き
線

点
の

、
⑴

で
算

定
し

た
き

線
点

ご
と

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

合
計

を
当

該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
き

線
点

ご
と

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
の

合
計

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容
回
線
数
と
す
る
。
 

５
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
⑴

及
び

⑵
に

よ
り

求
め

た
局

ご
と

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

の
う

ち
最

小
の

も
の

を
、

当
該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

と
し
、
全
て
の
局
に
つ
い
て
当
該
投
資
額
を
合
算
し
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

⑴
 

局
ご
と
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
投
資
額
 

＝
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置

ユ
ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
専
用
線
収
容
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
専
用
線
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
）
×

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数
 

÷
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
収
容
回
線
数
＋
専
用
線
遠
隔
収
容
装

置
収

容
回

線
数

）
 

⑵
 

局
ご
と
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
投
資
額
 

＝
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
ユ

ニ
ッ
ト

単
価

 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終

端
装

置
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
の

設
備

量
の

算
定

に
お

い
て

求
め

た
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

ユ
ニ

ッ
ト

数
を

局
ご

と

の
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

⑵
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

が
収

容
す

る
き

線
点

ご
と

の
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
の

合
計

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収

容
装

置
収
容
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
回
線
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
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六
十

六
頁
 

 

次
の

算
定

式
に
よ

り
局

ご
と

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通
信

局
内
回
線
終
端
装
置
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

⑴
 
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
回
線
収
容
部
相
当

）
投

資
額
 

＝
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
総
合
デ

ジ
タ
ル

通
信

回
線

収
容

交
換

機
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
）
 

×
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
回
線
収
容
部
）
投
資

額
 

÷
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
回
線
収
容
部
）
投
資

額
＋
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

（
ユ

ニ
ッ

ト
部

）

投
資
額
）
 

⑵
 

局
ご
と
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
局
内
回
線
終
端
装
置
投
資
額
 

＝
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
収
容
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
回
線

数
 

×
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
回
線
単

価
 

＋
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
回
線
収
容
部
）
投
資

額
 

＋
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
回
線

収
容

部
相

当
）

投
資

額
 

ア
ナ

ロ
グ
局

内
回

線
収

容
部
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

音
声
収
容
装
置
の
設
備
量
の
算
定
に
お
い
て
求
め
た
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル

フ
数

を
局

ご
と

の
音

声
収

容
装

置
シ

ェ
ル

フ
数

と
す

る
。
 

⑵
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

が
収

容
す

る
き

線
点

ご
と

の
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
ア

ナ
ロ

グ

電
話

回
線
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

⑴
 

音
声
収
容
装
置
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
回
線
収
容
部
相
当
）
投
資
額
 

＝
（
音
声
収
容
装
置
シ
ェ
ル
フ
数
×
音
声
収
容
装
置
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

単
価
）
 

×
音
声
収
容
装
置
（
回
線
収
容
部
）
投
資
額
 

÷
（
音
声
収
容
装
置
（
回
線
収
容
部
）
投
資
額
＋
音
声
収
容
装
置
（

ユ
ニ
ッ

ト
部

）
投

資
額

）
 

⑵
 

局
ご
と
ア
ナ
ロ
グ
局
内
回
線
収
容
部
投
資
額
 

＝
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
収
容
ア
ナ
ロ
グ
電
話
回
線
数
 

×
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
ア
ナ
ロ
グ
電
話
回
線
単
価
 

＋
音
声
収
容
装
置
（
回
線
収
容
部
）
投
資
額
 

＋
音
声
収
容
装
置
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
回
線
収
容
部
相
当
）
投
資
額
 

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通

部
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

が
収

容
す

る
き

線
点

ご
と

の
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
及

び
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
収
容
回
線
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

ア
ナ

ロ

グ
・

デ
ジ
タ
ル
回
線
共
通
部
投
資
額
を
算
定
す
る
。
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六
十

七
頁
 

 

局
ご

と
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
回
線
共
通
部
投
資
額
 

＝
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
収
容
回
線
数
×
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
回
線

単
価
 

主
配

線
盤
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
直

接
メ

タ
ル

回
線

で
収

容
さ

れ
る

回
線

数
及

び
き

線
回

線
予

備
率

分
の

回
線

数
の

合
計

を
主

配
線

盤
回

線
収

容
率

で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
主

配
線

盤
端

子
数

と
し

、
こ

れ
か

ら
専

用
線

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も
の
（
回
線
数
比
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の

を
、

当
該

局
の

音
声

系
主

配
線

盤
端

子
数

と
す

る
。
 

⑵
 

⑴
の

主
配

線
盤

端
子

数
を

主
配

線
盤

架
当

た
り

回
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該

局
の

主
配

線
盤

架
数

と
し

、
こ

れ
か

ら
専

用
線

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の
音
声
系
主
配
線
盤
架
数
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
主
配
線
盤
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
主

配
線

盤
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
主
配
線
盤
投
資
額
 

＝
音
声
系
主
配
線
盤
端
子
数
×
主
配
線
盤
端
子
当
た
り
単
価
 

＋
音
声
系
主
配
線
盤
架
数
×
主
配
線
盤
架
当
た
り
単
価
 

光
ケ

ー
ブ
ル

成
端

架
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご
と
に
、
次
の
ア
及
び
イ
に
よ
り
求
め
た
心
線
数
の
合
計
を
当
該
局
の
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
心

線
数

と
す

る
。
 

ア
 

当
該

局
に

直
接

光
回

線
で

収
容

さ
れ

る
回

線
数

に
１

回
線

当
た

り
心

線
数

を
乗

じ
た

も
の

に
き

線
回

線
予

備
率

分
の

心
線

数
を

加
え

た
も

の
及

び
当

該
局

に
帰

属
す

る
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

数
に

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
心

線
数

を
乗

じ
た

も
の

に
光

予
備

心

線
数

を
加
え
た
も
の
の
合
計

を
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
収
容
率
で
除
し
た
も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

イ
 

当
該

局
で

収
容

す
る

中
継

伝
送

用
光

回
線

の
心

線
数

の
合

計
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

収
容

率
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

⑵
 

⑴
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

架
当

た
り

心
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

架
数

と
す

る
。

こ
れ

に
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
架

当
た

り
心

線
数

を
乗

じ
た
も
の
を
当
該
局
の
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
大
型
）
心
線
数
と
す
る
。
 

⑶
 

⑴
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
か

ら
⑵

の
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
心

線
数

を
減

じ
た

も
の

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

と

し
、

こ
の

心
線

数
が

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
中

型
）

架
当

た
り

心
線

数
よ

り
多

け
れ

ば
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
に

収
容

す
る

こ
と

と
す

る
。

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
２

）
架

当
た

り
心

線
数

よ
り

多
く

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
架

当
た

り
心

線
数

以
下

な
ら

ば
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
に

収
容

す
る

こ
と

と
す

る
。

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
１

）
架

当
た

り
心

線
数

よ
り

多
く

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架

（
小

型
２

）
架

当
た

り
心

線
数

以
下

な
ら

ば
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

に
収

容
す

る
こ

と
と

す
る

。
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

架
当

た
り
心
線
数
以
下
な
ら
ば
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
小
型
１
）
に
収
容
す
る
こ

と
と

す
る

。
 

⑷
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
に

収
容

す
る

場
合

に
は

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）

架
数

に
１
を
加
え
、
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
大
型
）
心
線
数
に
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端

架
残

り
心

線
数

を
加

え
る

も
の

と
す

る
。
 

⑸
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
に

収
容

す
る

場
合

に
は

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）

架
数

を
１
と
し
、
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
残
り
心
線
数
を
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架

（
中

型
）

心
線

数
と

す
る

。
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⑹
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

に
収

容
す

る
場

合
に

は
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型

２
）

架
数
を
１
と
し
、
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
残
り
心
線
数
を
光
ケ
ー
ブ
ル
成

端
架

（
小

型
２

）
心

線
数

と
す

る
。

 

⑺
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

に
収

容
す

る
場

合
に

は
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型

１
）

架
数
を
１
と
し
、
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
残
り
心
線
数
を
光
ケ
ー
ブ
ル
成

端
架

（
小

型
１

）
心

線
数

と
す

る
。

 

⑻
 

⑴
か

ら
⑺

ま
で

に
よ

り
算

定
し

た
架

数
及

び
心

線
数

か
ら

、
階

梯
ご

と
に

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

心
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
階

梯
ご

と
及

び
種

別
ご

と
音

声
系

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

架
数

及
び

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
心

線
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

階
梯

ご
と

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

階
梯

ご
と
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
投
資
額
 

＝
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
大
型
）
架
数
×
光
ケ
ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

架
当

た
り

単
価
 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
中
型
）
架
数
×
光
ケ
ー

ブ
ル
成

端
架

（
中

型
）

架
当

た
り

単
価
 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
小
型
２
）
架
数
×
光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
小
型
１
）
架
数
×
光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
大
型
）
心
線
数
×
光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
中
型
）
心
線
数
×
光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
小
型
２
）
心
線
数
×
光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
２

）
心

線
当

た
り

単
価
 

＋
当
該
階
梯
音
声
系

光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
（
小
型
１
）
心
線
数
×
光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
１

）
心

線
当

た
り

単
価
 

共
用

コ
ア
ル

ー
タ

 
１

 
設

備
量
の
算
定
 

⑴
 

コ
ア

局
ご
と
に
、
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
、
共
用
収
容
ル
ー
タ

対
向

10Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

当
該

局
が

収
容

局
兼

コ
ア

局

の
場

合
に
限
る
。
）
、
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
対
向

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
及
び

デ
ー
タ

系
Ｉ

Ｐ
装

置
対
向

10Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
の

合
計

を

共
用

コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
と
す
る
。
ま
た
、
接
続
す
る
伝
送

装
置

（
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
）

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

及
び

デ
ー

タ
系

Ｉ
Ｐ

装
置

の
最

繁
時

呼
量

帯
域

及
び

最
繁

時
呼

量
パ

ケ
ッ

ト
数

か
ら

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

最
繁

時
呼

量
帯

域
及

び
共

用
コ

ア

ル
ー

タ
最
繁
時
呼
量
パ
ケ
ッ
ト
数
を
算
定
す
る
。
 

⑵
 
⑴

の
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
を
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の

（
１

に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
よ

り
求

め
た

ユ
ニ

ッ
ト
数
の
う
ち
最
大
の
も
の
を
当
該
局
の
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト

数
と

す
る

。
 

ア
 

共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ
ー
ド
数
を
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
１
ユ
ニ
ッ
ト
当
た

り
最
大

10Ｇ
ボ

ー
ド
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数

は
、

切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

イ
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
最

繁
時

呼
量

帯
域

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

収
容

率
及

び
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

量
帯

域
で

除
し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

）
 

ウ
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
最

繁
時

呼
量

パ
ケ

ッ
ト

数
を

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

呼
量

パ
ケ
ッ
ト
数
で
除
し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る

も
の

と
す

る
。

）
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⑶
 

⑵
の

共
用
コ
ア
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
か
ら
１
を
減
じ
た
も
の
を
共
用
コ
ア
ル

ー
タ

渡
り

10Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
コ

ア

ル
ー

タ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
に
加
え
る
。
 

⑷
 

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

数
、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

数
及

び
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

冗
長

化
考

慮
し

た
後

、
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

呼
量

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を
控
除
し
た
も
の
を
、
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
コ

ア
ル

ー

タ
10Ｇ

ボ
ー
ド
数
及
び
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す

る
。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

ご
と

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
投

資
額

を
算

定
す
る
。
 

局
ご

と
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
投
資
額
 

＝
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
共
用
コ
ア
ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ
ー
ド
数
×
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

単
価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
コ
ア
ル
ー
タ

10Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×

共
用

コ
ア

ル
ー
タ

10Ｇ
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
共
用
コ
ア
ル

ー
タ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

コ
ア

局
Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

 
１

 
設

備
量
の
算
定
 

⑴
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

、
Ｃ

Ｓ
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
、

Ｓ
Ｇ

Ｗ
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
及

び
Ｍ

Ｇ
Ｃ

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

の
合

計
を

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
に

お
け

る
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

1
0
Ｇ

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス
数
を
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

10
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
合

計
を

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
1
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数
と
す
る
。
 

⑶
 

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

10
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

経
由

の
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

呼
量

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
そ

れ
ぞ

れ
当

該
局

の
音

声
系

冗
長

化
後

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

音
声
系
冗
長
化
後
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
及
び
音
声
系

冗
長

化
後

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

投
資

額
を

算
定

す
る
。
 

局
ご

と
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
投
資
額
 

＝
音
声
系
冗
長
化
後
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

10Ｇ
イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
１
Ｇ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×

コ
ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

Ｍ
Ｇ

Ｗ
 

１
 

設
備
量
の
算
定
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七
十

頁
 

 

⑴
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
コ

ア
局

ご
と

Ｉ
Ｃ

接
続

回
線

数
か

ら
定

ま
る

Ｍ
Ｇ

Ｗ
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

ポ
ー

ト
数

に
つ

い
て

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

冗
長

化

後
Ｍ

Ｇ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
ポ
ー
ト
数
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の

冗
長

化
後

Ｍ
Ｇ

Ｗ
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

ポ
ー

ト
数

を
Ｍ

Ｇ
Ｗ

収
容

率
及

び
Ｍ

Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－

１
ポ

ー
ト

数
で

除
し

た

も
の

（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
、
冗
長

化
後

Ｍ
Ｇ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
Ｍ
Ｇ
Ｗ
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
Ｍ
Ｇ
Ｗ
投
資
額
 

＝
（
Ｍ
Ｇ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
部
投
資
額
＋
Ｍ
Ｇ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
部
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
投

資
額

）
 

＋
（
Ｍ
Ｇ
Ｗ
回
線
依
存
部
投
資
額
＋
Ｍ
Ｇ
Ｗ
回
線
依
存
部
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
投

資
額

）
 

＝
（

冗
長

化
後

Ｍ
Ｇ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
Ｍ

Ｇ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

＋
冗

長
化

後
Ｍ

Ｇ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｍ
Ｇ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
）
 

＋
（

冗
長

化
後

Ｍ
Ｇ

Ｗ
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

ポ
ー

ト
数

×
Ｍ

Ｇ
Ｗ

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－

１
ポ

ー
ト

単
価

＋
冗

長
化

後
Ｍ

Ｇ
Ｗ

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－

１
ポ

ー
ト

数
×

Ｍ

Ｇ
Ｗ
Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
ポ
ー
ト
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
単
価
）
 

Ｍ
Ｇ

Ｃ
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

コ
ア

局
が

属
す

る
中

継
区

域
内

の
接

続
呼

の
最

繁
時

呼
数

を
当

該
区

域
内

の
コ

ア
局

数
で

除
し

た
も

の
を

コ
ア

局
当

た
り

接
続

呼
最

繁
時

呼

数
と

し
、

こ
れ

を
Ｍ

Ｇ
Ｃ

収
容

率
及

び
Ｍ

Ｇ
Ｃ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も
の
と
す
る
。
）
を
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ユ
ニ
ッ
ト
数
を
冗
長
化
考
慮
し
た
も
の
を
冗
長
化
後
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

⑶
 

⑴
の

コ
ア

局
当

た
り

接
続

呼
最

繁
時

呼
数

を
Ｍ

Ｇ
Ｃ

用
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（

以
下

「
Ｍ

Ｇ
Ｃ

用
Ｄ

Ｂ
」

と
い

う
。

）
収

容
率

及
び

Ｍ
Ｇ

Ｃ
用

Ｄ

Ｂ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

呼
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

Ｍ
Ｇ

Ｃ
用

Ｄ
Ｂ

ユ
ニ

ッ
ト
数
と
し
、
こ
れ
に
冗
長
化
係
数
を
乗
じ
た
も
の
を
冗
長
化
後
Ｍ
Ｇ

Ｃ
用

Ｄ
Ｂ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
Ｍ
Ｇ
Ｃ
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｍ
Ｇ

Ｃ
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
Ｍ
Ｇ
Ｃ
投
資
額
 

＝
冗
長
化
後
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

＋
冗
長
化
後
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｍ
Ｇ
Ｃ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
単
価
 

＋
冗
長
化
後
Ｍ
Ｇ
Ｃ
用
Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｍ
Ｇ
Ｃ
用
Ｄ
Ｂ
ユ
ニ
ッ

ト
単
価
 

Ｓ
Ｇ

Ｗ
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

コ
ア

局
が

属
す

る
中

継
区

域
内

の
接

続
呼

の
最

繁
時

信
号

数
を

当
該

区
域

内
の

コ
ア

局
数

で
除

し
た

も
の

を
コ

ア
局

当
た

り
接

続
呼

最
繁

時

信
号

数
と

す
る

。
こ

れ
を

Ｓ
Ｗ

Ｇ
１

リ
ン

ク
当

た
り

信
号

数
で

除
し

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
、

信
号

区
域

間
リ

ン
ク
分
散
数
を
乗
じ
た
も
の
を
コ
ア
局
当
り
信
号
リ
ン
ク
数
と
す
る
。
 

⑵
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
次

の
ア

及
び

イ
に

よ
り

算
定

し
た

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局
の

Ｓ
Ｇ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
こ

れ
に

冗

長
化

係
数
を
乗
じ
た
も
の
を
当
該
局
の
冗
長
化
後
Ｓ
Ｇ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す

る
。
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七
十

一
頁
 

 

ア
 

⑴
の

コ
ア

局
当

た
り

信
号

リ
ン

ク
数

を
Ｓ

Ｇ
Ｗ

収
容

率
及

び
Ｓ

Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

リ
ン

ク
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

イ
 

冗
長

化
後

Ｍ
Ｇ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
コ

ア
局

当
た

り
ポ

イ
ン

ト
コ

ー
ド

数
と

し
て

、
こ

れ
を

Ｓ
Ｇ

Ｗ
収

容
率

及
び

Ｓ
Ｇ

Ｗ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処
理
ポ
イ
ン
ト
コ
ー
ド
数
で
除
し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
Ｓ
Ｇ
Ｗ
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｓ
Ｇ

Ｗ
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
Ｓ
Ｇ
Ｗ
投
資
額
 

＝
冗
長
化
後
Ｓ
Ｇ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｓ
Ｇ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

＋
冗
長
化
後
Ｓ
Ｇ
Ｗ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｓ
Ｇ
Ｗ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
単
価
 

信
号

用
中
継

交
換

機
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
ア

ナ
ロ

グ
電

話
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
呼

数
に

そ
れ

ぞ
れ

１
呼

当
た

り
信

号
数

を
乗

じ
た

も
の

の
合

計

を
最

繁
時
信
号
数
と
し
、
こ
れ
に
接
続
呼
比
率
を
乗
じ
た
も
の
を
Ｉ
Ｃ
接
続

呼
最

繁
時

信
号

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

Ｉ
Ｃ

接
続

呼
最

繁
時

信
号

数
に

Ｉ
Ｃ

ト
ラ

ン
ジ

ッ
ト

呼
最

繁
時

信
号

数
を

加
え

、
東

西
別

に
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

合
計

し
信

号
区

域

数
で

除
し
た
も
の
を
Ｓ
Ｔ
Ｐ
（
信
号
用
中
継
交
換
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
最

繁
時

信
号

数
と

す
る

。
 

⑶
 

コ
ア

局
当

た
り

接
続

呼
最

繁
時

信
号

数
か

ら
算

定
し

た
コ

ア
局

当
た

り
信

号
リ

ン
ク

数
を

、
東

西
別

に
、

全
て

の
コ

ア
局

に
つ

い
て

合
計

し

信
号

区
域
数
で
除
し
た
も
の
を
Ｓ
Ｔ
Ｐ
渡
り
以
外
リ
ン
ク
数
と
す
る
。
 

⑷
 

Ｓ
Ｔ
Ｐ
設
置
局
ご
と
に
、
次
の
ア
及
び
イ
に
よ
り
求
め
た
ユ
ニ
ッ
ト
数
の
う

ち
最

大
の

も
の

を
当

該
局

の
Ｓ

Ｔ
Ｐ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

ア
 

当
該

局
が

属
す

る
信

号
区

域
の

Ｓ
Ｔ

Ｐ
渡

り
以

外
リ

ン
ク

数
を

Ｓ
Ｔ

Ｐ
収

容
率

及
び

Ｓ
Ｔ

Ｐ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
リ

ン
ク

数
（

Ｓ
Ｔ

Ｐ
対

当
た
り
渡
り
リ
ン
ク
数
を
減
じ
た
も
の
。
）
で
除
し
た
も
の
（
１
に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

イ
 

当
該

局
が

属
す

る
信

号
区

域
の

Ｓ
Ｔ

Ｐ
最

繁
時

信
号

数
を

Ｓ
Ｔ

Ｐ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
処

理
信

号
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

⑸
 

Ｓ
Ｔ

Ｐ
設

置
局

ご
と

に
、

Ｓ
Ｔ

Ｐ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
Ｓ

Ｔ
Ｐ

対
当

た
り

渡
り

リ
ン

ク
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
Ｓ

Ｔ
Ｐ

渡
り

リ
ン

ク
数

と

す
る

。
 

⑹
 

Ｓ
Ｔ

Ｐ
設

置
局

が
コ

ア
局

で
な

い
場

合
は

、
当

該
局

が
属

す
る

信
号

区
域

の
Ｓ

Ｔ
Ｐ

渡
り

以
外

リ
ン

ク
数

及
び

Ｓ
Ｔ

Ｐ
渡

り
リ

ン
ク

数
の

合

計
を

当
該

局
の

Ｓ
Ｔ

Ｐ
リ

ン
ク

数
と

す
る

。
Ｓ

Ｔ
Ｐ

設
置

局
が

コ
ア

局
の

場
合

は
、

当
該

局
が

属
す

る
信

号
区

域
の

Ｓ
Ｔ

Ｐ
渡

り
以

外
リ

ン
ク

数
及

び
Ｓ
Ｔ
Ｐ
渡
り
リ
ン
ク
数
の
合
計
か
ら
当
該
コ
ア
局
の
コ
ア
局
当
た
り

信
号

リ
ン

ク
数

を
減

じ
た

も
の

を
Ｓ

Ｔ
Ｐ

リ
ン

ク
数

と
す

る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
Ｓ
Ｔ
Ｐ
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｓ
Ｔ
Ｐ
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
Ｓ
Ｔ
Ｐ
投
資
額
 

＝
Ｓ
Ｔ
Ｐ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｓ
Ｔ
Ｐ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

＋
Ｓ
Ｔ
Ｐ
リ
ン
ク
数
×
Ｓ
Ｔ
Ｐ
リ
ン
ク
単
価
 

伝
送

装
置
 

１
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ
及
び
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
の
設
置
基
準
 

収
容

局
と

コ
ア

局
間

の
伝

送
は

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

又
は

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

に
よ

り
行

う
。

共
用

収
容

ル
ー

タ
を

設
置

す
る

収
容

局
に

は
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
を

設
置

し
、

そ
れ

以
外
の
収
容
局
に
は
Ｐ
Ｔ
Ｎ
を
設
置
す
る
。
コ
ア
局
に
は
対
向
す
る
収
容
局

と
同

じ
伝

送
装

置
を

設
置

す
る

。
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十

二
頁
 

 

２
 
Ｐ

Ｔ
Ｎ
の
設
備
量
算
定
 

⑴
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

収
容

さ
れ

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

、
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
及

び

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
呼

量
帯

域
か

ら
算

定
さ

れ
る

Ｐ
Ｔ

Ｎ
低

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

混
在

ボ
ー

ド
数

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
混

在
ボ

ー
ド

数
と

す
る

。
こ

れ
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
ポ

ー
ト

容
量

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
混

在
ボ

ー
ド

数
と

す
る

。
 

⑵
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ
設
置
局
ご
と
に
、
次
の
ア
及
び
イ
に
よ
り
求
め
た
ユ
ニ
ッ
ト
数
の
う

ち
最

大
の

も
の

を
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

ア
 

当
該
局
が
属
す
る
ル
ー
プ
の
Ｐ
Ｔ
Ｎ
リ
ン
グ
数
を
合
計
し
、
こ
れ
か
ら
１
を

減
じ

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

場
合

は
、

１
と

す
る

。
）
 

イ
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
低

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

混
在

ボ
ー

ド
数

を
Ｐ

Ｔ
Ｎ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ボ

ー
ド

数
で

除
し

た
も

の

（
１

に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
 

⑶
 

⑵
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

か
ら

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
及

び
専

用
線

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

⑷
 

⑵
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
リ

ン
グ

数
及

び
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
算

定
し

た
当

該
局

の
Ｐ

Ｔ
Ｎ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
う

ち
Ｐ

Ｔ
Ｎ

10
Ｇ

高
速

イ

ン
タ

フ
ェ
ー
ス
数
を
当
該
局
の

10Ｇ
Ｐ
Ｔ
Ｎ
リ
ン
グ
数
に
よ
り
算
定
し
、
残
り

を
Ｐ
Ｔ

Ｎ
2
.4Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。
 

⑸
 

⑷
の

Ｐ
Ｔ
Ｎ

10Ｇ
高
速
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
及
び
Ｐ
Ｔ
Ｎ
2.4Ｇ

高
速
イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数

の
そ

れ
ぞ

れ
に

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当

該
局

の
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
10Ｇ

高
速
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
及
び
冗
長
化
後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

2.4Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

ら
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

及
び

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

呼
量

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
10Ｇ

高
速
イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

音
声

系
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

2.4Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス
数
と
す
る
。
 

３
 

収
容
局
設
置
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
の
設
備
量
算
定
 

⑴
 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

設
置

収
容

局
ご

と
に

、
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
が

接
続

す
る

共
用

収
容

ル
ー

タ
及

び
光

地
域

Ｉ
Ｐ

装
置

の
設

備
量

か
ら

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

10
Ｇ

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス
数
及
び
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
を
算
定
す
る
。
ま
た
、
当
該

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

が
接

続
す

る
専

用
線

装
置

の
設

備
量

か
ら

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－
１
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
及
び
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速
Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
カ
ー
ド

数
を

算
定

す
る

。
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低
速

10Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ

低
速

Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
カ
ー
ド
数
の
合
計
に
２
を
乗
じ
た
も
の
を
当
該
局
の
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
波

長
数

と
す

る
。
 

⑵
 

⑴
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
波

長
数

を
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

最
大

波
長

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
当
該
局
の
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑵
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
を

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
こ

れ
か

ら
光

地
域

Ｉ
Ｐ

装

置
（

音
声

非
共

用
分

に
限

る
。

）
及

び
専

用
線

装
置

に
係

る
も

の
（

波
長

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

、
さ

ら
に

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

装
置

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
装

置
（

音
声

共
用

分
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る

。
 

⑷
 

⑴
の

Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
及
び
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

数
に

つ
い
て

そ
れ

ぞ
れ

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の
冗

長
化

後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
及
び
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
こ

れ
ら

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
光

地
域
Ｉ
Ｐ

装
置

（
音

声
非

共
用

分
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
（

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

装
置

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
装

置
（

音
声

共
用

分
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も
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の
を

そ
れ
ぞ
れ
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
及

び
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

10Ｇ
イ

ン
タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。
 

４
 

コ
ア
局
設
置
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
の
設
備
量
算
定
 

⑴
 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

設
置

収
容

局
は

２
つ

の
コ

ア
局

に
帰

属
す

る
も

の
と

し
、

コ
ア

局
間

で
伝

送
を

行
う

冗
長

構
成

と
す

る
。

コ
ア

局
ご

と
に

、
当

該

局
に

属
す
る
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
設
置
収
容
局
の
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数

、
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低
速

10Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
控

除
後

に
合

計
し

た
も

の
を

音
声

系
収

容
局

対
向

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

10
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
音

声
系

収
容

局
対

向
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
及
び
音
声
系
収
容
局
対
向
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数

と
す

る
。
 

⑵
 

コ
ア

局
渡

り
区

間
ご

と
に

、
コ

ア
局

間
で

伝
送

さ
れ

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ

ス
並

び
に
光
地
域
Ｉ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
の
最
繁
時
呼
量
帯
域
か
ら
定
ま
る
コ
ア
局
渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

10Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ
ー

ス
数

を
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
10Ｇ

カ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
と
す
る
。
 

⑶
 

コ
ア

局
間

で
伝

送
さ

れ
る

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
呼

量
帯

域
か

ら
定

ま
る

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－

１
カ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の
と
す
る
。
）
を
コ
ア
局
渡
り
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速
Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
カ
ー
ド
数
と

す
る

。
 

⑷
 

⑵
及

び
⑶
で
算
定
し
た
コ
ア
局
渡
り
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
及
び

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

カ
ー

ド
数

の
合

計
に
２

を
乗

じ
た

も
の

を
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
波

長
数

と
し

、
こ

れ
を

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
最

大
波

長
数

で
除

し
た

も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
コ
ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑸
 

⑵
及

び
⑷
で
算
定
し
た
コ
ア
局
渡
り
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
、

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低
速

10Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
比

及
び

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
音
声
系
コ
ア
局
渡
り
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

音
声

系
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

10Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
音
声
系
コ
ア
局
渡
り
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
す
る
。
 

⑹
 

局
ご

と
に
、
⑴
及
び
⑸
で
算
定
し
た
音
声
系
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
10Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー

ス
数

、
音

声
系

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

10Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
音

声
系

Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

合
計

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

10
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
及
び
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

５
 

Ｘ
Ｃ
Ｍ
（
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
ト
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
備
量
算
定

 

⑴
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
加

入
者

交
換

機
接

続
回

線
数

に
０

．
５

を
乗

じ
た

も
の

及
び

中
継

交
換

機
接

続
回

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の

Ｉ
Ｃ

接
続

回

線
数

と
す

る
。

こ
れ

を
チ

ャ
ネ

ル
切

上
単

位
（

5
2
Ｍ

）
、

伝
送

装
置

収
容

率
及

び
Ｘ

Ｃ
Ｍ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

5
2
Ｍ

パ
ス

数
で

除
し

た
も

の

（
１

に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
当
該
局
の
Ｘ
Ｃ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

Ｉ
Ｃ
接
続
回
線
数
及
び
Ｘ
Ｃ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数
を
基
に
、
Ｘ
Ｃ
Ｍ
局
内

1
56Ｍ

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
局
間

52Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー

ス
数

、
Ｘ

Ｃ
Ｍ

局
間

156
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
Ｘ

Ｃ
Ｍ

増
設

リ
ン

ク
数

、
Ｘ

Ｃ
Ｍ

空
間

ス
イ

ッ
チ

ユ
ニ

ッ
ト

数
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
基

本
架

数
及

び

Ｘ
Ｃ

Ｍ
接
続
架
数
を
算
定
す
る
。
 

６
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
Ｐ

Ｔ
Ｎ

投
資

額
、

局
ご

と
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
投

資
額

及
び

局
ご

と
Ｘ

Ｃ
Ｍ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
そ

れ
ら

投
資

額
を
合
算
し
、
Ｐ
Ｔ
Ｎ
投
資
額
、
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
投
資
額
及
び
Ｘ
Ｃ
Ｍ
投
資
額
を

算
定

す
る

。
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七
十

四
頁
 

 

局
ご

と
Ｐ
Ｔ
Ｎ
投
資
額
 

＝
｛
音
声
系
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
低
速
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
混
在
ボ
ー
ド
数

×
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

混
在

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ボ

ー
ド

単
価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｐ
Ｔ
Ｎ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
2.4Ｇ

高
速
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

数
×
Ｐ

Ｔ
Ｎ

2.4Ｇ
高

速
イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ポ

ー
ト

単
価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
Ｐ
Ｔ
Ｎ
10Ｇ

高
速
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
Ｐ
Ｔ

Ｎ
10Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ポ

ー
ト

単
価

｝
 

×
（
１
＋
Ｃ
Ｓ
Ｍ
投
資
額
加
算
率
）
 

局
ご

と
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
投
資
額
 

＝
｛
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
低
速

10Ｇ
カ
ー
ド
数
×
Ｃ
Ｄ
Ｗ
Ｍ

低
速

10Ｇ
カ

ー
ド
単

価
 

＋
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
1
0Ｇ

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

10Ｇ
イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
｝
 

×
（
１
＋
Ｃ
Ｓ
Ｍ
投
資
額
加
算
率
）
 

局
ご

と
Ｘ
Ｃ
Ｍ
投
資
額
 

＝
Ｘ
Ｃ
Ｍ
基
本
架
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
基
本
架
単
価
 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
接
続
架
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
接
続
架
単
価
 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
局
内

156M
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
156Ｍ

局
内
イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
局
間

52Ｍ
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
52Ｍ

局
間
イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価
 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
局
間

156M
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
局
間

156Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価
 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
増
設
リ
ン
ク
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
増
設
リ
ン
ク
単
価
 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
空
間
ス
イ
ッ
チ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
空
間
ス
イ
ッ
チ
ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
Ｘ
Ｃ
Ｍ
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

中
間

中
継
伝

送
装

置
 

１
 

収
容
局
と
コ
ア
局
間
に
設
置
す
る
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
用
中
間
中
継
伝
送
装
置
の
設
備
量

の
算
定
 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

を
設

置
す

る
収

容
局

ご
と

に
、

収
容

局
と

コ
ア

局
間

の
伝

送
距

離
を

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
設

置
箇

所
数

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
に

、
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
を

乗
じ

た

も
の

を
当
該
局
の
音
声
系
冗
長
化
後
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
用
中
間
中
継
伝
送
装
置
ユ
ニ
ッ
ト

数
と

す
る

。
 

２
 

コ
ア
局
間
に
設
置
す
る
Ｃ
Ｗ
Ｄ
Ｍ
用
中
間
中
継
伝
送
装
置
の
設
備
量
の
算
定
 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

を
設

置
す

る
コ

ア
局

間
の

区
間

ご
と

に
、

コ
ア

局
間

の
伝

送
距

離
を

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
設

置
箇

所
数

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
に

、
当

該
区

間
の

音
声

系
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ

ト
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
区

間
の

音
声

系
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

当
該

区
間

の
両

端
に

位
置

す
る

コ
ア

局
の

う

ち
片

側
の
局
に
設
置
す
る
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
Ｐ

Ｔ
Ｎ
用
中
間
中
継
伝
送
装
置
の
設
備
量
の
算
定
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
を

設
置

す
る

ル
ー

プ
ご

と
に

、
ル

ー
プ

延
長

を
Ｐ

Ｔ
Ｎ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
設

置
箇

所
数

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
か

ら
当

該
ル

ー
プ

に
属

す
る

Ｐ
Ｔ

Ｎ
局

数
を

減
じ

、
当

該
ル

ー
プ

の
Ｐ

Ｔ
Ｎ

リ
ン

グ

心
線

数
（

音
声

系
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
を

乗
じ

た
も

の
を

、
当

該
ル

ー
プ

の
音

声
系

Ｐ
Ｔ

Ｎ
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

当

該
ル

ー
プ
内
の
Ｐ
Ｔ
Ｎ
局
の
う
ち
収
容
回
線
数
が
最
も
多
い
局
に
設
置
す
る
も
の

と
み

な
す

。
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七
十

五
頁
 

 

４
 
中

間
中
継
伝
送
装
置
の
設
備
量
の
算
定
 

１
か

ら
３

ま
で

に
よ

り
算

定
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
局

ご
と

の
合

計
を

当
該

局
の

音
声

系
中

間
中

継
伝

送
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

５
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定
す
る
。
 

局
ご

と
中
間
中
継
伝
送
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
中
間
中
継
伝
送
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
中
間
中
継
伝
送
装
置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

 
１

 
配

線
設
備
と
し
て
設
置
す
る
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

き
線

点
か

ら
先

の
配

線
設

備
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
回

線
需

要
の

分
布

を
も

と
に

、
あ

ら
か

じ
め

準
備

さ
れ

た
配

線
パ

タ
ー

ン
の

中
か

ら

最
も

適
切
な
も
の
を
選
択
し
、
配
線
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
の
亘
長

k
m
を
算
定
す
る

。
ケ
ー

ブ
ル

の
対

数
及

び
条

数
は

、
回

線
需

要
数

を
勘

案
し

て

算
定

す
る
。
当
該
ケ
ー
ブ
ル
対
数
及
び
条
数
を
用
い
て
、
必
要
と
な
る
メ
タ
ル
ケ

ー
ブ

ル
の

延
長

km
及

び
対

km
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

の
延

長
k
m
及

び
対

k
m
は

、
局

ご
と

に
与

え
ら

れ
た

配
線

地
下

比
率

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

２
⑶

に
お

い
て

全
て

の
き

線
架

空
ケ

ー
ブ

ル
を

地
中

化
し

て
も

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
し

な
い

場
合

は
、

配
線

架
空

ケ
ー

ブ
ル
の
追
加
地
中
化
処
理
を
行
う
。
 

⑶
 

ビ
ル
引
込
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
回
線
の
需
要
密
度
を
勘
案
し
て
算
定
す

る
。
 

⑷
 

局
ご
と
に
、
架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
の
延
長

km
及

び
対

km
の

そ
れ
ぞ

れ
の

合
計

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の

を
控

除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
種
別
ご
と
の
音
声
系
架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
対

km、
音

声
系

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長

km、
音

声
系

地
下

メ

タ
ル

ケ
ー
ブ
ル
対

km
及
び
音
声
系
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。

 

２
 

き
線
設
備
と
し
て
設
置
す
る
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

収
容
局
か
ら
き
線
点
ま
で
の
間
の
き
線
設
備
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
需
要

の
分

布
に

合
わ

せ
て

適
切

な
き

線
亘
長

km
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

⑴
に
よ
り
き
線
亘
長

km
を
算
定
し
た
後
、
伝
送
路
ご
と
に
次
の
組
合
せ
の
中

か
ら
、

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価

償
却

費
と

施
設

保
全

費
の

合

計
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
最

も
低

く
な

る
組

合
せ

を
選

択
す

る
。

た
だ

し
、

ケ
ー

ブ
ル

の
荷

重
制

限
及

び
伝

送
路

距
離

制
限

に
よ
り
、
選
択
不
可
能
な
も
の
は
除
く
。
 

ア
 
架

空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
。
 

イ
 

架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
を
設
置
す
る
。
 

ウ
 

地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
。
 

エ
 

地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
を
設
置
す
る
。
 

⑶
 

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
す

る
ま

で
、

架
空

ケ
ー

ブ
ル

を
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

る
。

置
換

え
を

行
う

ケ
ー

ブ
ル

は
、

収
容

局

か
ら

近
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
敷
設
条
数
が
多
い
も
の
を
優
先
す
る
こ
と
と
す

る
。
 

⑷
 

⑶
に

よ
り

、
架

空
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

ら
れ

た
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
当

該
区

間
を

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
、

光
ケ

ー

ブ
ル

の
い
ず
れ
を
使
用
す
る
方
が
設
備
管
理
運
営
費
が
よ
り
低
く
な
る
か
を

比
較

し
、

よ
り

安
価

な
も

の
を

選
択

す
る

。
 

⑸
 

伝
送
路
の
各
区
間
に
お
い
て
需
要
数
を
勘
案
し
て
必
要
対
数
及
び
条
数
を
算

定
し

、
そ

れ
ら

を
用

い
て

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
及

び
対

k
m

を
算

定
す
る
。
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七
十

六
頁
 

 

⑹
 

局
ご
と
に
、
架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
の
延
長

km
及

び
対

km
の

そ
れ
ぞ

れ
の

合
計

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の

を
控

除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
種
別
ご
と
の
音
声
系
架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
対

km、
音

声
系

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延
長

km、
音

声
系

地
下

メ

タ
ル

ケ
ー
ブ
ル
対

km
及
び
音
声
系
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。

 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
の

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
算

定
し

、
全

て
の

局
の

当
該

投
資

額
を

合
算

し
て

、
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

算
定

す
る
。
こ
の
場
合
に
使
用
す
る
単
価
は
、
局
が
属
す
る
都
道
府
県
の
単
価
と

す
る

。
 

局
ご

と
種
別
ご
と
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
投
資
額
 

＝
当
該
種
別
音
声
系
架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
対

km×
当
該
種
別
架
空
メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
対

km
単

価
 

＋
当
該
種
別
音
声
系
架
空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
当
該
種
別
架
空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

＋
当
該
種
別
音
声
系
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
対

km×
当
該
種
別
地
下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル
対

km
単

価
 

＋
当
該
種
別
音
声
系
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
当
該
種
別
地
下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

加
入

系
光
ケ

ー
ブ

ル
 

１
 

配
線
設
備
に
設
置
す
る
光
ケ
ー
ブ
ル
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 
き

線
点
か
ら
先
の
配
線
設
備
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ

れ
た

配
線

パ
タ

ー
ン

を
適

用
し

、
配

線
光

ケ
ー

ブ
ル

の
亘
長

km

を
算

定
す

る
。

ケ
ー

ブ
ル

の
心

数
及

び
条

数
は

、
回

線
需

要
数

を
勘

案
し

て
算

定
す

る
。

当
該

ケ
ー

ブ
ル

心
数

及
び

条
数

を
用

い
て

、
光

ケ
ー

ブ
ル

の
延
長

km
及
び
心

km
を
算
定
す
る
。
 

⑵
 

架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
の
延
長

km
は
、
収
容
局
ご
と
に

与
え

ら
れ

た
配

線
地

下
比

率
を

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

２

⑶
に

お
い

て
全

て
の

き
線

架
空

ケ
ー

ブ
ル

を
地

中
化

し
て

も
局

ご
と

ケ
ー

ブ
ル

地
中

化
率

に
達

し
な

い
場

合
は

、
配

線
架

空
ケ

ー
ブ

ル
の

追
加

地
中

化
処
理
を
行
う
。
 

２
 

き
線
設
備
に
設
置
す
る
光
ケ
ー
ブ
ル
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 
収

容
局
か
ら
き
線
点
ま
で
の
間
の
き
線
設
備
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
需
要

の
分

布
に

合
わ

せ
て

適
切

な
き

線
亘
長

km
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

⑴
に
よ
り
き
線
亘
長

km
を
算
定
し
た
後
、
伝
送
路
ご
と
に
次
の
組
合
せ
の
中

か
ら
、

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価

償
却

費
と

施
設

保
全

費
の

合

計
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
最

も
低

く
な

る
組

合
せ

を
選

択
す

る
。

た
だ

し
、

ケ
ー

ブ
ル

の
荷

重
制

限
及

び
伝

送
路

距
離

制
限

に
よ
り
、
選
択
不
可
能
な
も
の
は
除
く
。
 

ア
 
架

空
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
。
 

イ
 

架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
を
設
置
す
る
。
 

ウ
 

地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
。
 

エ
 

地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
を
設
置
す
る
。
 

⑶
 

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
す

る
ま

で
、

架
空

ケ
ー

ブ
ル

を
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

る
。

置
換

え
を

行
う

ケ
ー

ブ
ル

は
、

当
該

局

か
ら

近
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
敷
設
条
数
が
多
い
も
の
を
優
先
す
る
こ
と
と
す

る
。
 

⑷
 

⑶
に

よ
り

、
架

空
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

ら
れ

た
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
当

該
区

間
を

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
光

ケ
ー

ブ
ル
の
い
ず
れ
が
設
備
管
理
運
営
費
が
よ
り
低
く
な
る
か
を
比
較
し
、

よ
り

安
価

な
も

の
を

選
択

す
る

こ
と

と
す

る
。
 

⑸
 

伝
送
路
の
各
区
間
に
お
い
て
需
要
数
を
勘
案
し
て
必
要
心
数
及
び
条
数
を
算

定
し

、
そ

れ
ら

を
用

い
て

光
ケ

ー
ブ

ル
延
長

km
及

び
心

km
を

算
定

す
る
。
 

112



七
十

七
頁
 

 

⑹
 

局
ご
と
に
、
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
の
延
長

km
及
び
心

km
の

そ
れ
ぞ

れ
の

合
計

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
を

控
除

し

た
も

の
を
当
該
局
の
種
別
ご
と
の
音
声
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km、
音
声
系
架

空
光
ケ

ー
ブ

ル
延
長

km、
音

声
系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル
心

km
及

び
音

声
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
の

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
算

定
し

、
全

て
の

局
の

当
該

投
資

額
を

合
算

し
て

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合
、
加
入
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心
ｋ
ｍ
単
価
等
の
単
価
に
つ
い
て
は
、
局

が
属

す
る

都
道

府
県

の
値

を
使

用
す

る
。
 

局
ご

と
光
ケ
ー
ブ
ル
投
資
額
 

＝
音
声
系
加
入
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km×
加
入
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
単

価
 

＋
音
声
系
加
入
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
加
入
系
架
空
光
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

＋
音
声
系
加
入
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km×
加
入
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
単

価
 

＋
音
声
系
加
入
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
加
入
系
地
下
光
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

中
継

系
光
ケ

ー
ブ

ル
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

収
容

局
ご

と
に

、
収

容
局

と
コ

ア
局

間
の

伝
送

で
経

由
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
、

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
に

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

１

ユ
ニ

ッ
ト
当
た
り
心
線
数
及
び

0.5
を
乗
じ
た
心
線
数
を
算
定
す
る
。
 

⑵
 

コ
ア

局
渡

り
ご

と
に

、
コ

ア
局

間
の

伝
送

で
経

由
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
、

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

ユ

ニ
ッ

ト
当
た
り
心
線
数
及
び

0.5
を
乗
じ
た
心
線
数
を
算
定
す
る
。
 

⑶
 

ル
ー
プ
ご
と
に
、
⑴
及
び
⑵
で
算
定
し
た
心
線
数
を
合
計
し
た
も
の
を
当
該

ル
ー

プ
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

心
線

数
と

す
る

。
 

⑷
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

リ
ン

グ
数

に
Ｐ

Ｔ
Ｎ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
リ

ン
グ

心

線
数

と
し

、
こ

れ
ら

心
線

数
と

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

を
共

有
し

な
い

デ
ー

タ
系

心
線

数
、

⑶
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

心
線

数
、

中
継

ダ
ー

ク
フ

ァ
イ

バ
分

の
心

線
数

及
び

光
予
備
心
線
数
を
合
計

し
た
も
の
を
当

該
ル
ー
プ
の
必
要
心
線
数
と
す
る
。

 

⑸
 

⑷
の

必
要

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

光
ケ

ー

ブ
ル

条
数

と
す

る
。

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
か

ら
１

を
減

じ
た

も
の

に
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
を

乗
じ

、
こ

れ
と

⑷
の

必
要

心
線

数
と

の
差

分
で

あ
る
余
り
心
線
数
か
ら
選
定
さ
れ
る
直
近
上
位
の
規
格
心
線
数
を
加
え
た
も

の
を

光
ケ

ー
ブ

ル
心

線
数

と
す

る
。
 

⑹
 

ル
ー
プ
ご
と
に
、
⑸
の

光
ケ
ー
ブ
ル
心
線
数
及
び
光
ケ
ー
ブ
ル
条
数
に
そ
れ

ぞ
れ

ル
ー

プ
延

長
km

を
乗

じ
た

も
の
を

当
該

ル
ー

プ
の

光
ケ

ー

ブ
ル

心
km

及
び
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。
 

⑺
 
⑹

の
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
及
び
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
か
ら

、
そ
れ
ぞ
れ
離
島

設
備
に

係
る

も
の

を
控

除
し

、
設

備
中

継
線

路
架

空
比

率
に

よ

り
架

空
と
地
下
に
割
り
当
て
た
も
の
を
中
継
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km、
中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

km、
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m

及
び

中
継
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。
 

⑻
 
ル

ー
プ
ご
と

に
、
⑺
の
中
継
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km、
中
継
系
架
空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

km、
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
心

km
及
び

中
継

系
地

下
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
デ
ー
タ
系
に
係
る
も
の
（
心
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー
プ
の
音
声
系
中
継
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km、
音
声
系
中
継
系
架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
km、

音
声

系
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m

及
び

音
声
系
中
継
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
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次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

算
定

す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
光
ケ
ー
ブ
ル
投
資
額
 

＝
音
声
系
中
継
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km×
中
継
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
単

価
 

＋
音
声
系
中
継
系
架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
中
継
系
架
空
光
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

＋
音
声
系
中
継
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km×
中
継
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
単

価
 

＋
音
声
系
中
継
系
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
中
継
系
地
下
光
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
単

価
 

海
底

光
ケ
ー

ブ
ル

 
１

 
設

備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

が
指

定
さ

れ
て

い
る

区
間

の
里

程
が

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

を
越

え
る

場
合

に
は

、

当
該

区
間

は
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

。
当

該
区

間
に

お
け

る
通

信
量

を
勘

案
し

て
算

定
し

た
必

要
心

線
数

を
有

中
継

海
底

光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
と

し
、

こ
れ
に
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
最
大
規
格
心
線
数
を
乗
じ
た
も
の
を

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
線

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
線

数
及

び
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
の

そ
れ

ぞ
れ

に
区

間
距

離
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

区
間

の
有

中

継
海

底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
及
び
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
と
す
る
。

 

⑶
 

区
間

の
里

程
が

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

以
下

の
場

合
に

は
、

当
該

区
間

は
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

。
当

該

区
間

に
お

け
る

通
信

量
を

勘
案

し
て

算
定

し
た

必
要

心
線

数
を

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
条
数
と
す

る
。
 

⑷
 

⑶
の

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

か
ら

１
を

減
じ

た
も

の
に

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
を

乗
じ

、
こ

れ
と

⑶
の

必
要

心

線
数

と
の

差
分

で
あ

る
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
余

り
心

線
数

か
ら

選
定

さ
れ

る
直

近
上

位
の

規
格

心
線

数
を

加
え

た
も

の
を

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル
心
線
数
と
す
る
。
 

⑸
 

⑶
及

び
⑷

で
算

定
し

た
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
心

線
数

及
び

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

の
そ

れ
ぞ

れ
に

区
間

距
離

を
乗

じ
た

も
の

を

当
該

区
間
の
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
及
び
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延

長
km

と
す
る

。
 

⑹
 

ル
ー
プ
ご
と
に
、
⑵
及
び
⑸
で
算
定
し
た
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km、
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
km、

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
km

及
び
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ル
ー
プ
が
属

す
る

全
て

の
区

間
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
心

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の
音

声
系

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
km、

音
声
系
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km、
音
声
系
無
中
継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
km

及
び
音

声
系

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

延

長
km

と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を
算
定
す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
投
資
額
 

＝
音
声
系
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km 

×
（
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
当
た
り
単
価
＋
海
底
光
ケ
ー

ブ
ル
心

km
当

た
り

漁
業
補

償
費

）
 

＋
音
声
系
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km 
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×
有
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km
当
た
り
単
価
 

＋
音
声
系
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km 

×
（
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
心

km
当
た
り
単
価
＋
海
底
光
ケ
ー

ブ
ル
心

km
当

た
り

漁
業
補

償
費

）
 

＋
音
声
系
無
中
継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
延
長

km×
無
中
継
海
底
光
ケ
ー

ブ
ル

延
長

km
当

た
り
単

価
 

海
底

中
間
中

継
伝

送
装

置
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

が
指

定
さ

れ
て

い
る

区
間

で
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

場
合

に
は

区
間

里
程

を
海

底
中

間

中
継

伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

区
間

中
継

数
と

す
る

。
こ

れ
に

有
中

継
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
条
数
を
乗
じ
た
も
の
を
当
該
区
間
の
海
底
中
間
中
継
伝

送
装

置
数

と
す

る
。
 

⑵
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑴

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
数

（
当

該
ル

ー
プ

が
属

す
る

全
て

の
区

間
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
か

ら
デ

ー
タ

系

に
係

る
も
の
（
心
線
数
比
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
数

と
す

る
。
 

⑶
 

⑴
の

場
合

の
区

間
の

両
端

の
局

に
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

を
１

ず
つ

設
置

し
、

こ
れ

を
当

該
局

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置

用
給

電
装
置
数
と
す
る
。
 

⑷
 

局
ご

と
に

、
⑶

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

数
（

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
か

ら
デ

ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

心
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

数
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
ま

た
、

局
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を

合
算

し
、
海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
用
給
電
装
置
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
数
×
海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
単
価
 

局
ご

と
海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
用
給
電
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
海
底
中
間
中
継
伝
送
装
置
用
給
電
装
置
数
×
海
底
中
間
中
継
伝
送

装
置

用
給

電
装

置
単

価
 

無
線

伝
送
装

置
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備
と
し
て
無
線
伝
送
装
置
が
指
定
さ
れ
て
い
る
区
間
の
両
端
の
局
ご

と
に

、
当

該
局

間
の

通
信

量
を

勘
案

し
て

求
め

ら
れ

た
52Ｍ

パ

ス
数

を
、
変
復
調
回
線
切
替
装
置
１
ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
最
大
収
容

52Ｍ
パ
ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
）
を
変
復
調
回
線
切
替
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
、
無
線
送
受
信
装
置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収

容
52Ｍ

パ
ス

数
で

除
し

た
も

の
（
１
に

満
た

な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
無
線
送
受
信
装
置
ユ
ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑵
 

局
ご

と
に

、
⑴

の
変

復
調

回
線

切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

そ
れ

ぞ
れ

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
を

変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
数

と
し

、
⑴

の
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

そ
れ

ぞ
れ

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
を

無
線

送
受

信
装

置
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

無
線

送
受

信
装

置
架

数
と

す
る

。
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⑶
 

局
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

変
復

調
回

線
切

替
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

、
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
数

、
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数

及
び

無
線

送
受

信
装

置
架

数
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

呼
量

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

変
復

調
回

線
切

替
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

、
音

声
系

変
復

調
回

線
切

替
装

置
架

数
、

音
声

系
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
及

び
音
声
系
無
線
送
受
信
装
置
架
数
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
無

線
伝

送
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

無
線

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
無
線
伝
送
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
変
復
調
回
線
切
替
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
変
復
調
回
線
切
替
装
置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
音
声
系
変
復
調
回
線
切
替
装
置
架
数
×
変
復
調
回
線
切
替
装
置
架

・
共
通

部
単

価
 

＋
音
声
系
無
線
送
受
信
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
無
線
送
受
信
装
置
ユ
ニ

ッ
ト
単

価
 

＋
音
声
系
無
線
送
受
信
装
置
架
数
×
無
線
送
受
信
装
置
架
・
共
通
部

単
価
 

イ
ン

タ
フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
設

備
又

は
通

信
衛

星
設

備
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

当
該

局
間

の
通

信
量

を
勘

案
し

て

求
め

ら
れ
た

52Ｍ
パ
ス
数
を
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
ポ
ー
ト
収
容
率
で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数

で
除

し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
、

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

⑶
 

局
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

そ

れ
ぞ

れ
当

該
局

が
属

す
る

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

。
）

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

呼
量

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

及
び

音
声

系
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス
変
換
装
置
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

局
ご

と
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変

換
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
音
声
系
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
×
イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ポ

ー
ト

単
価
 

無
線

ア
ン
テ

ナ
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
設

備
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

無
線

伝
送

設
備

が
指

定
さ

れ
て

い
る

経
路

数
の

合
計

に

１
経

路
当
た
り
ア
ン
テ
ナ
数
を
乗
じ
た
も
の
を
当
該
局
の
無
線
ア
ン
テ
ナ
数
と
す

る
。
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
⑴

の
無

線
ア

ン
テ

ナ
数

（
当

該
局

が
属

す
る

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

。
）

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

最

繁
時

呼
量
帯
域
比
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該

局
の

音
声

系
無

線
ア

ン
テ

ナ
数

と
す

る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
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次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
無

線
ア

ン
テ

ナ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

無
線

ア
ン

テ
ナ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
無
線
ア
ン
テ
ナ
投
資
額
＝
音
声
系
無
線
ア
ン
テ
ナ
数
×
ア
ン
テ
ナ
単
価
 

無
線

鉄
塔
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
装

置
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

無
線

ア
ン

テ
ナ

数
（

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

。
）

を
最

大
ア

ン
テ

ナ
搭

載
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
が

無
線

単
独

局
に

該
当

す
る

場
合

は
当

該
局

の
地

上
設

置
用

鉄
塔

数
と

し
、

当
該

局
が

無
線

併
設

局
に

該
当

す
る

場
合

は
当

該
局

の
屋

上
設

置
用

鉄
塔
数
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の

屋
上

設
置

用
無

線
鉄

塔
数

及
び

地
上

設
置

用
無

線
鉄

塔
数

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

呼
量

帯
域

比
に

よ
り

算

定
す

る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
屋
上
設
置

用
無

線
鉄

塔
数

及
び

音
声

系
地

上
設

置
用

無
線

鉄
塔

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
無
線
鉄
塔
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
無

線
鉄

塔
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
無
線
鉄
塔
投
資
額
 

＝
音
声
系
屋
上
設
置
用
無
線
鉄
塔
数
×
屋
上
設
置
用
鉄
塔
単
価
 

＋
音
声
系
地
上
設
置
用
無
線
鉄
塔
数
×
地
上
設
置
用
鉄
塔
単
価
 

衛
星

通
信
設

備
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

区
間

設
備
と
し
て
衛
星
通
信
設
備
が
指
定
さ
れ
て
い
る
区
間
の
両
端
の
局
ご

と
に

、
当

該
局

間
の

通
信

量
を

勘
案

し
て

求
め

ら
れ

た
52Ｍ

パ

ス
数

に
チ
ャ
ネ
ル
切
上
単
位
（
5
2Ｍ

）
を
乗
じ
た
も
の
を
地
球
局
必
要
回
線
数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

地
球

局
必

要
回

線
数

を
、

１
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

当
た

り
最

大
接

続
可

能
回

線
数

で
除

し
た

も
の

を
必

要
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

数
、

Ｔ
Ｄ

Ｍ

Ａ
装

置
架

当
た

り
最

大
収

容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置

架
数

、
衛

星
送

受
信

装
置

架
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
衛

星
送

受
信

装
置

架
数

と
す
る
。
 

⑶
 
地

球
局
１
局
ご
と
に
衛
星
ア
ン
テ
ナ
数
は
１
組
と
し
、
本
土
側
地
球
局
１
局

ご
と

に
衛

星
回

線
制

御
装

置
架

数
は

１
組

と
す

る
。
 

⑷
 

局
ご

と
に

、
⑴

か
ら

⑶
ま

で
に

よ
り

算
定

し
た

必
要

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
数

、
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
架

数
、

衛
星

送
受

信
装

置
架

数
、

衛
星

ア
ン

テ

ナ
数

及
び

衛
星

回
線

制
御

装
置

架
数

（
そ

れ
ぞ

れ
当

該
局

が
属

す
る

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

。
）

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

量
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

数
、

音
声

系
Ｔ

Ｄ
Ｍ
Ａ
装
置
架
数
、
音
声
系
衛
星
送
受
信
装
置
架
数
、
音
声
系
衛
星
ア
ン
テ

ナ
数

及
び

音
声

系
衛

星
回

線
制

御
装

置
架

数
と

す
る

。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
衛

星
通

信
設

備
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

衛
星

通
信

設
備

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
衛
星
通
信
設
備
投
資
額
 

＝
音
声
系
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
×
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
単
価
 

＋
音
声
系
Ｔ
Ｄ
Ｍ
Ａ
装
置
架
数
×
Ｔ
Ｄ
Ｍ
Ａ
装
置
架
単
価
 

＋
音
声
系
衛
星
送
受
信
装
置
架
数
×
衛
星
送
受
信
装
置
架
単
価
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八
十

二
頁
 

 

＋
音
声
系
衛
星
ア
ン
テ
ナ
数
×
衛
星
ア
ン
テ
ナ
単
価
 

＋
音
声
系
衛
星
回
線
制
御
装
置
架
数
×
衛
星
回
線
制
御
装
置
架
単
価
 

加
入

系
電
柱
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

局
ご

と
に

、
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
の

敷
設

区
間

里
程

の
総

和
を

電
柱

間
隔

で
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
電

柱
本

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

電
柱

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
加

入
系

電
柱

投
資

額
を

算
定

す

る
。
 

局
ご

と
加
入
系
電
柱
投
資
額
＝
音
声
系
加
入
系
電
柱
本
数
×
加
入
系
電
柱
単
価
×

電
柱

共
架

率
 

中
継

系
電
柱
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
（

離
島

設
備

の
適

用
区

間
を

除
く

。
）

に
中

継
線

路
架

空
比

率
を

乗
じ

て
電

柱
間

隔
で

除
し

た
も

の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

ル
ー

プ
の

中
継

系
電

柱
本

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

心
線

数
比

に

よ
り

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
ル
ー
プ
の
音
声
系
中

継
系

電
柱

本
数

と
す

る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

電
柱

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
中

継
系

電
柱

投
資

額
を

算
定

す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
中
継
系
電
柱
投
資
額
＝
音
声
系
中
継
系
電
柱
本
数
×
中
継
系
電
柱
単

価
 

加
入

系
管
路
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご
と
に
、
地
下
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
区
間
里

程
の

合
計

を
当

該
局

の
加

入
系

管
路

亘
長

km
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

敷
設

区
間

ご
と

に
、

敷
設

す
る

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

の
設

備
量

及
び

多
条

敷
設

の
可

否
を

勘
案

し
て

、
管

路

の
敷

設
条

数
及

び
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

の
敷

設
条

数
を

算
定

す
る

。
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の

敷
設

区
間

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該
敷
設
区
間
の
里
程
に
管
路
の
敷
設
条
数
及
び
イ
ン
ナ
ー
パ
イ
プ
の

敷
設

条
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
敷

設
区

間
の

加
入

系
管

路
条

km

及
び

イ
ン
ナ
ー
パ
イ
プ
延
長

km
と
し
、
こ
れ
ら
を
局
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
合

計
し

た
も

の
を

当
該

局
の

加
入

系
管

路
条

km
及
び

イ
ン

ナ
ー

パ
イ

プ
延

長
km

と
す
る
。
 

⑶
 

局
ご
と
に
、
加
入
系
管
路
条

km
及
び
加
入
系
管
路
亘
長

km
か
ら
、
中
口
径

管
路

、
共

同
溝

、
と

う
道

、
電

線
共

同
溝

、
自

治
体

管
路

及
び

情
報

ボ
ッ
ク
ス
を
適
用
し
た
区
間
を
控
除
す
る
。
 

⑷
 

⑶
の
加
入
系
管
路
条

km
及
び
加
入
系
管
路
亘
長

k
m
並
び
に
⑵
の
イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

延
長

k
m
か

ら
そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

メ
タ

ル
回

線
及

び
光

回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
加

入
系

管
路

条

k
m、

音
声
系
加
入
系
管
路
亘
長

km
及
び
音
声
系
イ
ン
ナ
ー
パ
イ
プ
延
長

km
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

管
路

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
加

入
系

管
路

投
資

額
を

算
定

す

る
。
 

局
ご

と
加
入
系
管
路
投
資
額
 

＝
音
声
系
加
入
系
管
路
条

km×
（
加
入
系
管
路
条

km
当
た
り
単
価
＋
管

路
条

km
当

た
り
災

害
対

策
増

分
単

価
）
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八
十

三
頁
 

 

＋
音
声
系
加
入
系
管
路
亘
長

km×
加
入
系
管
路
亘
長

km
当
た
り
単
価
 

＋
音
声
系
イ
ン
ナ
ー
パ
イ
プ
延
長

km×
イ
ン
ナ
ー
パ
イ
プ
延
長

km
当

た
り
単

価
 

中
継

系
管
路
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

を
１

管
路

当
た

り
最

大
ケ

ー
ブ

ル
条

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。
）
を
管
路
条
数
と
し
、
こ
れ
に
ル
ー
プ
延
長

km（
離
島
設
備
及
び
架

空
設

備
の

適
用

区
間

を
除

く
。

）
を

乗
じ

た
も

の
を

中
継
系
管

路
条

km
と
す
る
。
ま
た
、
ル
ー
プ
延
長

km（
離
島
設
備
及
び
架
空
設
備
の
適

用
区

間
を

除
く

。
）

を
中

継
系

管
路

亘
長

km
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の
中
継
系
管
路
条

km
及
び
中
継
系
管
路
亘
長

km
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
中
口

径
管
路

、
共

同
溝

、
と

う
道

の
適

用
区

間
を

控
除

し
、

デ
ー

タ

系
に

係
る
も
の
（
心
線
数
比
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

音
声

系
中

継
系

管
路
条

k
m
及

び
音
声

系

中
継

系
管
路
亘
長

km
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

管
路

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
中

継
系

管
路

投
資

額
を

算
定

す
る

。
こ
の
場
合
、
中
継
系
管
路
条

k
m
当
た
り
単
価
、
管
路
条

k
m
当
た
り
災
害

対
策
増

分
単

価
及

び
中

継
系

管
路

亘
長

km
当

た
り

単
価
は

、
局

が
属

す
る
都
道
府
県
の
値
を
使
用
す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
中
継
系
管
路
投
資
額
 

＝
音
声
系
中
継
系
管
路
条

km×
（
中
継
系
管
路
条

km
当
た
り
単
価
＋
管

路
条

km
当

た
り
災

害
対

策
増

分
単

価
）
 

＋
音
声
系
中
継
系
管
路
亘
長

km×
中
継
系
管
路
亘
長

km
当
た
り
単
価
 

加
入

系
中
口

径
管

路
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
き
線
部
分
の
管
路
亘
長

km
に
き
線
中
口
径
管
路
適

用
率
を

乗
じ

た
も

の
を

き
線

中
口

径
管

路
亘

長
km

と
す
る

。
 

⑵
 

端
末

系
伝

送
路

の
き

線
部

分
に

中
口

径
管

路
・

共
同

溝
・

と
う

道
を

適
用

し
た

後
、

管
路

条
数

が
中

口
径

管
路

適
用

管
路

数
を

超
え

る
区

間

が
残

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
中
口
径
管
路
を
追
加
適
用
す
る
。
 

⑶
 

局
ご
と
に
、
中
口
径
管
路
亘
長

km
か
ら
、
中
継
系
中
口
径
管
路
亘
長

km
を

控
除

し
、
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
加

入
系

音
声

比
率

（
電

柱

本
数

比
率

と
管

路
延

長
比

率
の

う
ち

最
大

の
も

の
。

）
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

加
入

系
中

口
径

管
路
亘
長

km
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

中
口

径
管

路
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入

系
中

口
径

管
路

投
資

額
を

算
定
す
る
。
 

局
ご

と
加
入
系
中
口
径
管
路
投
資
額
 

＝
音
声
系
加
入
系
中
口
径
管
路
亘
長

km×
中
口
径
管
路
亘
長

km
当
た
り
単

価
 

中
継

系
中
口

径
管

路
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご
と
に
算
定
し
た
中
口
径
管
路
亘
長

km
を
、
条
数
比
率
に
よ
り
当
該
局
が

属
す
る

各
ル

ー
プ

に
按

分
す

る
。
 

⑵
 

ル
ー
プ
ご
と

及
び
局
ご
と
に
、
⑴
の
中
口
径
管
路
亘
長

km
に
中
継
系
管
路

条
数

比
率

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

に
属

す
る

全
て

の
局

に

つ
い

て
合

計
し

、
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
心

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

ル
ー

プ
の

音
声

系
中

継
系

中
口
径
管
路
亘
長

km
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
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次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

中
口

径
管

路
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
中

口
径

管
路

投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
中
継
系
中
口
径
管
路
投
資
額
 

＝
音
声
系
中
継
系
中
口
径
管
路
亘
長

km×
中
口
径
管
路
亘
長

km
当
た

り
単

価
 

加
入

系
共
同

溝
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
き
線
部
分
の
管
路
亘
長

km
に
き
線
共
同
溝
適
用
率

を
乗
じ

た
も

の
を

き
線

共
同

溝
亘
長

km
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご
と
に
、
共
同
溝
亘
長

km
か
ら
、
中
継
系
共
同
溝
亘
長

km
を
控
除
し
、

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

加
入

系
音

声
比

率
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
加
入
系
共
同
溝
亘
長

km
と

す
る
。

 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

共
同

溝
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入

系
共

同
溝

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
加
入
系
共
同
溝
投
資
額
 

＝
音
声
系
加
入
系
共
同
溝
亘
長

km×
共
同
溝
亘
長

km
当
た
り
単
価
 

中
継

系
共
同

溝
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご
と
に
算
定
し
た
共
同
溝
亘
長

km
を
、
条
数
比
率
に
よ
り
当
該
局
が
属

す
る

各
ル

ー
プ

に
按

分
す

る
。

 

⑵
 
ル

ー
プ
ご
と

及
び
局
ご
と
に
、
⑴
の
共
同
溝
亘
長

km
に
中
継
系
管
路
条
数
比

率
を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

に
属

す
る

全
て

の
局

に
つ

い

て
合

計
し

、
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
心

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の
音

声
系

中
継

系
共

同
溝

亘
長

km
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

共
同

溝
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
共

同
溝

投
資

額
を

算
定
す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
中
継
系
共
同
溝
投
資
額
 

＝
音
声
系
中
継
系
共
同
溝
亘
長

km×
共
同
溝
亘
長

km
当
た
り
単
価
 

加
入

系
と
う

道
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
き
線
部
分
の
管
路
亘
長

km
に
き
線
と
う
道
適
用
率

を
乗
じ

た
も

の
を

き
線

と
う

道
亘
長

km
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご
と
に
、
と
う
道
亘
長

km
か
ら
中
継
系
と
う
道
亘
長

km
を
控
除
し
、
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
加

入
系

音
声

比
率

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
加
入
系
と
う
道
亘
長

km
と

す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

と
う

道
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入

系
と

う
道

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

加
入

ご
と
加
入
系
と
う
道
投
資
額
 

＝
音
声
系
加
入
系
と
う
道
亘
長

km×
（
と
う
道
亘
長

km
当
た
り
単
価

＋
と

う
道

亘
長

km
当

た
り

災
害
対

策
増

分
単

価
）
 

中
継

系
と
う

道
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご
と
に
算
定
し
た
と
う
道
亘
長

km
を
、
条
数
比
率
に
よ
り
当
該
局
が
属

す
る

各
ル

ー
プ

に
按

分
す

る
。
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⑵
 

ル
ー
プ
ご
と

及
び
局
ご
と
に
、
⑴
の
と
う
道
亘
長

km
に
中
継
系
管
路
条
数
比

率
を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

に
属

す
る

全
て

の
局

に
つ

い

て
合

計
し

、
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
心

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

ル
ー

プ
の

音
声

系
中

継
系

と
う

道
亘
長

km
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

と
う

道
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
と

う
道

投
資

額
を

算
定
す
る
。
 

ル
ー

プ
ご
と
中
継
系
と
う
道
投
資
額
 

＝
音
声
系
中
継
系
と
う
道
亘
長

km×
（
と
う
道
亘
長

km
当
た
り
単
価

＋
と

う
道

亘
長

km
当

た
り

災
害
対

策
増

分
単

価
）
 

電
線

共
同
溝
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
き
線
部
分
の
管
路
条

km
に
き
線
電
線
共
同
溝
適
用

率
を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
電

線
共

同
溝

延
長

km
と

す
る
。

 

⑵
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
配
線
部
分
の
管
路
条

km
に
配
線
電
線
共
同
溝
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
配

線
電

線
共

同
溝

延
長

km
と

す
る
。

 

⑶
 

局
ご
と
に
、

⑴
及
び
⑵
で
算
定
し
た
き
線
電
線
共
同
溝
延
長

km
及
び
配
線

電
線

共
同

溝
延

長
km

の
合
計

を
当

該
局

の
電

線
共

同
溝

延
長

km

と
し

、
こ

れ
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
メ

タ
ル

回
線

及
び

光
回

線
の

そ
れ

ぞ
れ

の
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
電
線
共
同
溝
延
長

km
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
電

線
共

同
溝

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
電

線
共

同
溝

投
資

額
を

算
定

す

る
。
 

局
ご

と
電
線
共
同
溝
投
資
額
 

＝
音
声
系
電
線
共
同
溝
延
長

km×
電
線
共
同
溝
延
長

km
当
た
り
単
価
 

自
治

体
管
路
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
き
線
部
分
の
管
路
条

km
に
き
線
自
治
体
管
路
適
用

率
を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
自

治
体

管
路

延
長

km
と

す
る
。

 

⑵
 

端
末
系
伝
送
路
の
う
ち
、
配
線
部
分
の
管
路
条

km
に
配
線
自
治
体
管
路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
配

線
自

治
体

管
路

延
長

km
と

す
る
。

 

⑶
 

局
ご
と
に
、

⑴
及
び
⑵
で
算
定
し
た
き
線
自
治
体
管
路
延
長

km
及
び
配
線

自
治

体
管

路
延

長
km

の
合
計

を
当

該
局

の
自

治
体

管
路

延
長

km

と
し

、
こ

れ
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
メ

タ
ル

回
線

及
び

光
回

線
の

そ
れ

ぞ
れ

の
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
自
治
体
管
路
延
長

km
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

自
治

体
管
路
は
、
自
治
体
の
資
産
で
あ
り
、
投
資
額
は
算
定
し
な
い
。
 

情
報

ボ
ッ
ク

ス
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
条

km
に

き
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

適
用

率
を

乗
じ

た
も

の
を

き
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

延
長

km
と

す

る
。
 

⑵
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

配
線

部
分

の
管

路
条

km
に

配
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

適
用

率
を

乗
じ

た
も

の
を

配
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

延
長

km
と

す

る
。
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⑶
 

局
ご
と
に
、

⑴
及
び
⑵
で
算
定
し
た
き
線
情
報
ボ
ッ
ク
ス
延
長

km
及
び
配

線
情

報
ボ

ッ
ク

ス
延
長

km
の

合
計

を
当

該
局

の
情

報
ボ

ッ
ク

ス

延
長

km
と
し
、
こ
れ
か
ら
デ
ー
タ
系
に
係
る
も
の
（
メ
タ
ル
回
線
及
び
光
回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
情
報
ボ
ッ
ク
ス
延
長

km
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

情
報

ボ
ッ
ク
ス
は
、
国
の
資
産
で
あ
り
、
投
資
額
は
算
定
し
な
い
。
 

空
調

設
備
 

１
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ
Ｏ

Ｘ
（

収
容

局
（

音
声

収
容

装
置

架
数

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

架
数

及
び

共
用

架
数

が
そ

れ
ぞ

れ
１

以
下

の
も

の

に
限

る
。
）
又
は
陸
揚
局
の
場
合
の
局
舎
種
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置

す
る

場
合

の
設

備
量

の
算

定
 

空
調

設
備
は
、
Ｒ
Ｔ
－
Ｂ
Ｏ
Ｘ
の
局
舎
と
一
体
の
も
の
と
し
、
別
途
設
備
量

の
算

定
は

行
わ

な
い

。
 

２
 

Ｒ
Ｔ
－
Ｂ
Ｏ
Ｘ
以
外
の
局
に
設
置
す
る
場
合
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご

と
及

び
空

調
区

画
ご

と
に

電
力

容
量

の
合

計
に

発
熱

量
換

算
係

数
を

乗
じ

、
空

調
設

備
の

１
台

当
た

り
の

能
力

で
除

し
た

値
（

１
に

満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
と

空
調

予
備

機
台

数
の

合
計

を
空

調
設

備
台

数
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

投
資

額
が

最
低

と
な
る
よ
う
に
空
調
設
備
の
種
別
（
空
調
設
備
（
大
）
及
び
（
空
調
設
備
（

小
）

）
を

選
択

す
る

。
 

⑵
 

空
調

区
画

及
び

空
調

設
備

の
種

別
ご

と
に

、
⑴

の
空

調
設

備
台

数
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
電

力
容

量
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す

る
。

）
を
控
除
し
、
全
て
の
空
調
区
画
に
つ
い
て
合
計
し
た
も
の
を
当
該
局
の
種

別
ご

と
音

声
系

空
調

設
備

台
数

と
す

る
。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
空
調
設
備
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
空

調
設

備
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
空
調
設
備
投
資
額
 

＝
音
声
系
空
調
設
備
（
大
）
台
数
×
空
調
設
備
（
大
）
１
台
当
た
り
取

得
単

価
 

＋
音
声
系
空
調
設
備
（
小
）
台
数
×
空
調
設
備
（
小
）
１
台
当
た
り

取
得
単

価
 

電
力

設
備
（

整
流

装
置

）
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

大
規

模
局

（
コ

ア
局

及
び

収
容

局
（

緊
急

通
報

設
備

又
は

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
を

設
置

す
る

も
の

に
限

る
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
設

備
（

整
流

装
置

を
要

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

を
整

流
装

置
１

系
統

当
た

り
最

大
電

流
で

除
し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を

当
該

局
の

整
流

装
置

系
統

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

所
要

電
流

値
の

合
計

を
整

流
装

置
系

統
数

及
び

整
流

器
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
電

流
値

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、

切
り

上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
整
流
器
予
備
ユ
ニ
ッ
ト
数
を
加
え
た
も
の

を
当

該
局

の
整

流
装

置
１

系
統

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。
 

⑶
 

⑵
の

整
流

装
置

１
系

統
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
整

流
装

置
基

本
部

収
容

可
能

整
流

装
置

数
を

減
じ

、
整

流
装

置
増

設
架

収
容

可
能

整
流

器

数
で

除
し
た
も
の
（
１
に
満
た
な
い
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

）
を

当
該

局
の

整
流

装
置

１
系

統
当

た
り

増
設

架
数

と
す

る
。
 

⑷
 

⑴
の

整
流

装
置

系
統

数
を

当
該

局
の

整
流

装
置

基
本

部
数

と
す

る
。

⑵
及

び
⑶

で
算

定
し

た
整

流
装

置
１

系
統

当
た

り
増

設
架

数
及

び
整

流

装
置

１
系

統
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

そ
れ

ぞ
れ

に
整

流
装

置
系

統
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
整

流
装

置
増

設
架

数
及

び
整

流
器

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る
。
 

⑸
 

⑷
の

整
流

装
置

基
本

部
数

、
整

流
装

置
増

設
架

数
及

び
整

流
器

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
電

流
比

に
よ

り
算

定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

整
流

装
置

基
本

部
数

、
音

声
系

整
流

装
置

増
設

架
数

及
び

音
声

系
整

流
器

ユ

ニ
ッ

ト
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
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八
十

七
頁
 

 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
整
流
装
置
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
整

流
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
整
流
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
整
流
装
置
基
本
部
数
×
整
流
装
置
基
本
部
単
価
 

＋
音
声
系
整
流
装
置
増
設
架
数
×
整
流
装
置
増
設
架
単
価
 

＋
音
声
系
整
流
器
ユ
ニ
ッ
ト
数
×
整
流
器
ユ
ニ
ッ
ト
単
価
 

電
力

設
備

（
直

流
変

換
電

源
装

置
）
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

数
に

警
察

消
防

用
回

線
１

回
線

当
た

り
の

消
費

電
流

を
乗

じ
た

も
の

及
び

警
察

消
防

用
回

線
共

通

部
の

電
流
の
合
計
を
当
該
局
の
警
察
消
防
用
回
線
所
要
電
流
値
と
す
る
。
 

⑵
 

⑴
の

警
察

消
防

用
回

線
所

要
電

流
値

を
直

流
変

換
電

源
装

置
１

架
最

大
電

流
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。
）
を
当
該
局
の
音
声
系
直
流
変
換
電
源
装
置
架
数
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
直

流
変

換
電

源
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

直
流

変
換

電
源

装
置

投
資

額
を

算
定
す
る
。
 

局
ご

と
直
流
変
換
電
源
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
直
流
変
換
電
源
装
置
架
数
×
直
流
変
換
電
源
装
置
架
当
た
り
単
価
 

電
力

設
備

（
交

流
無

停
電

電
源

装

置
）
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

大
規

模
局
ご
と
に
、
当
該
局
に
設
置
さ
れ
る
交
流

10
0Ｖ

を
要
す
る
設
備
の

交
流

10
0Ｖ

所
要

容
量

の
合
計

を
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
100

Ｖ
用

最
大

規
格

）
の

規
定

容
量

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

100
Ｖ

）
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
交

流
100

Ｖ
所

要
容

量
の

余
り

か
ら

選
定

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
100

Ｖ
用

直
近
上
位
規
格
）
台
数
を
交
流
無
停
電
電
源
装
置
（
100Ｖ

）
台
数
に
加
え

る
。
 

⑵
 

大
規

模
局
ご
と
に
、
当
該
局
に
設
置
さ
れ
る
交
流

20
0Ｖ

を
要
す
る
設
備
の

交
流

20
0Ｖ

所
要

容
量

の
合
計

を
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
200

Ｖ
用

最
大

規
格

）
の

規
定

容
量

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

200
Ｖ

）
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
交

流
200

Ｖ
所

要
容

量
の

余
り

か
ら

選
定

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
200

Ｖ
用

直
近
上
位
規
格
）
台
数
を
交
流
無
停
電
電
源
装
置
（
200Ｖ

）
台
数
に
加
え

る
。
 

⑶
 

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
100

Ｖ
）

台
数

及
び

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

200
Ｖ

）
台

数
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

当
該

局
の

電
力

容
量

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

交
流

無
停

電
電

源
装

置

（
10
0Ｖ

）
台
数
及
び
音
声
系
交
流
無
停
電
電
源
装
置
（
200Ｖ

）
台
数
と
す
る

。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

種
別

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

交
流

無
停

電
電

源
装
置
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

種
別

ご
と
交
流
無
停
電
電
源
装
置
投
資
額
 

＝
当
該
種
別
音
声
系
交
流
無
停
電
電
源
装
置
台
数
×
当
該
種
別
交
流
無

停
電

電
源

装
置

単
価
 

電
力

設
備
（

蓄
電

池
）
 

１
 

大
規
模
局
に
設
置
す
る
場
合
の
設
備
量
の
算
定
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八
十

八
頁
 

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

整
流

装
置

の
所

要
電

流
値

の
合

計
に

大
規

模
局

整
流

装
置

用
蓄

電
池

容
量

算
出

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を

当
該

局
の
整
流
装
置
用
蓄
電
池
容
量
と
す
る
。
 

⑵
 
局

ご
と
に
、
当
該
局
に
設
置
さ
れ
る
交
流
無
停
電
電
源
装
置
（
100Ｖ

）
の
所

要
電

流
値
の

合
計

に
大

規
模

局
交

流
無

停
電

電
源

装
置

用
蓄

電

池
容

量
算
出
係
数
を
乗
じ
た
も
の
を
、
当
該
局
の
交
流
無
停
電
電
源
装
置
（
100Ｖ

）
用

蓄
電
池

容
量

と
す

る
。

ま
た

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

交
流

無
停
電
電
源
装
置
（
200Ｖ

）
の
所
要
電
流
値
の
合
計
に
大
規
模
局
交
流
無

停
電

電
源

装
置

用
蓄

電
池

容
量

算
出

係
数

を
乗

じ
た

も
の
を
当

該
局

の
交
流
無
停
電
電
源
装
置
（
20
0Ｖ

）
用
蓄
電
池
容
量
と
す
る
。
 

⑶
 

種
別

ご
と

に
、

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
蓄

電
池

容
量

を
蓄

電
池

（
種

別
ご

と
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

種
別

ご
と

蓄
電

池
（

最
大

規
格

）
組

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
蓄

電
池

容
量

の
余
り
か
ら
選
定
さ
れ
る
蓄
電
池
（
種
別
ご
と
直
近
上
位
規
格
）
組
数

を
種

別
ご

と
蓄

電
池

組
数

に
加

え
る
。
 

⑷
 

種
別

ご
と

に
、

⑶
の

蓄
電

池
組

数
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

力
容

量
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た

も
の

を
当
該
局
の
種
別
ご
と
音
声
系
蓄
電
池
組
数
と
す
る
。
 

２
 
小

規
模
局
（
大
規
模
局
以
外
の
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
す
る
場
合

の
設
備

量
の

算
定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

小
規

模
局

用
電

源
装

置
用

蓄
電

池
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

容
量

算

出
係

数
を
乗
じ
た
も
の
を
当
該
局
の
小
規
模
局
用
電
源
装
置
用
蓄
電
池
容
量

と
す

る
。
 

⑵
 

⑴
の

小
規

模
局

用
電

源
装

置
用

蓄
電

池
容

量
を

整
流

装
置

用
蓄

電
池

（
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

（
最

大
規

格
）

組
数

と
す

る
。

ま
た

、
そ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

蓄
電
池
容
量
の
余
り
か
ら
選
定
さ
れ
る
蓄
電
池
（
整
流
装
置
用
直
近
上

位
規

格
）

組
数

を
蓄

電
池

組
数

に
加

え
る

。
 

⑶
 

⑵
の

蓄
電

池
組

数
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

流
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音

声
系

小
規
模
局
用
電
源
装
置
用
蓄
電
池
組
数
と
す
る
。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

種
別

ご
と

蓄
電

池
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

蓄
電

池
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

種
別

ご
と
蓄
電
池
投
資
額
 

＝
当
該
種
別
音
声
系
蓄
電
池
組
数
×
当
該
種
別
蓄
電
池
取
得
単
価
 

電
力

設
備
（

受
電

装
置

）
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
整

流
装

置
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
整

流
装

置
電

圧
を

乗
じ

、
整

流
装

置
総

合
効

率
で

除
し

た

も
の

を
整
流
装
置
受
電
容
量
と
す
る
。
 

⑵
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
100

Ｖ
）

の
所

要
容

量
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
200

Ｖ
）

の
所

要
容

量
の
合
計
を
交
流
無
停
電
電
源
装
置
総
合
効
率
で
除
し
た
も
の
を
交
流

無
停

電
電

源
装

置
容

量
と

す
る

。
 

⑶
 

大
規
模
局
ご
と
に
、
当
該
局
に
設
置
さ
れ
る
空
調
設
備
の
種
別
ご
と
電
力
容

量
の

合
計

を
空

調
設

備
電

力
容

量
と

す
る

。
 

⑷
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
の

建
物

付
帯

設
備

面
積

に
単

位
面

積
当

た
り

建
物

付
帯

設
備

受
電

容
量

を
乗

じ
た

も
の

を
建

物
付

帯
設

備
受

電

容
量

と
す
る
。
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八
十

九
頁
 

 

⑸
 

⑴
か

ら
⑷

ま
で

に
よ

り
算

定
し

た
電

力
容

量
の

合
計

を
当

該
局

の
受

電
装

置
所

要
容

量
と

し
、

こ
れ

を
受

電
装

置
（

最
大

規
格

）
の

規
定

容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
受

電
装

置
（

最
大

規
格

）
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
受
電
装
置
所
要
容
量
の
余
り
か
ら
選
定
さ
れ
る
受
電
装
置

（
直

近
上

位
規

格
）

台
数

を
受

電
装

置
台

数
に

加
え

る
。
 

⑹
 

⑴
か

ら
⑸

ま
で

に
お

い
て

、
音

声
相

当
分

の
所

要
容

量
に

よ
り

算
定

し
た

受
電

装
置

所
要

容
量

を
当

該
局

の
音

声
系

受
電

装
置

所
要

容
量

と

す
る

。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
受
電
装
置
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い
て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
受

電
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
受
電
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
受
電
装
置
所
要
容
量
×
受
電
装
置
単
位
容
量
当
た
り
取
得
単

価
 

電
力

設
備
（

発
電

装
置

）
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
整

流
装

置
の

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

合
計

に
整

流
器

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

電
流

及
び

整
流

装
置

電

圧
を

乗
じ
、
整
流
装
置
総
合
効
率
で
除
し
た
も
の
を
整
流
装
置
発
電
容
量
と
す
る

。
 

⑵
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
100

Ｖ
）

の
所

要
容

量
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
200

Ｖ
）

の
所

要
容

量
の
合
計
を
交
流
無
停
電
電
源
装
置
総
合
効
率
で
除
し
た
も
の
を
交
流

無
停

電
電

源
装

置
容

量
と

す
る

。
 

⑶
 

大
規
模
局
ご
と
に
、
当
該
局
に
設
置
さ
れ
る
空
調
設
備
の
種
別
ご
と
電
力
容

量
の

合
計

を
空

調
設

備
電

力
容

量
と

す
る

。
 

⑷
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
の

建
物

付
帯

設
備

面
積

に
単

位
面

積
当

た
り

建
物

付
帯

設
備

発
電

容
量

を
乗

じ
た

も
の

を
建

物
付

帯
設

備
発

電

容
量

と
す
る
。
 

⑸
 

⑴
か

ら
⑷

ま
で

に
よ

り
算

定
し

た
電

力
容

量
の

合
計

を
当

該
局

の
発

電
装

置
所

要
容

量
と

し
、

こ
れ

を
発

電
装

置
（

最
大

規
格

）
の

規
定

容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
発

電
装

置
（

最
大

規
格

）
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
発
電
装
置
所
要
容
量
の
余
り
か
ら
選
定
さ
れ
る
発
電

装
置

（
直

近
上

位
規

格
）

台
数

を
発

電
装

置
台

数
に

加
え

る
。
 

⑹
 

⑴
か

ら
⑸

ま
で

に
お

い
て

、
音

声
相

当
分

の
ユ

ニ
ッ

ト
数

及
び

所
要

容
量

に
よ

り
算

定
し

た
発

電
装

置
所

要
容

量
を

当
該

局
の

音
声

系
発

電

装
置

所
要
容
量
と
す
る
。
 

２
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定
式
に
よ
り
局
ご
と
発
電
装
置
投
資
額
を
求
め
、
全
て
の
局
に
つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
発

電
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。
 

局
ご

と
発
電
装
置
投
資
額
 

＝
音
声
系
発
電
装
置
所
要
容
量
×
（
発
電
装
置
単
位
容
量
当
た
り
取
得

単
価

＋
発

電
装

置
単

位
容

量
当

た
り

停
電

対
策

増
分

単
価

）
 

電
力

設
備

（
小

規
模

局
用

電
源

装

置
）
 

１
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
以
外
の
小
規
模

局
に
設
置
す
る
場
合
の
設
備
量
の
算
定
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

小
規

模
局

用
電

源
装

置
の

１
台

当
た

り
最

大
電

流
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

台
数

と
す

る
。

こ
れ

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

電

流
比

に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系

小
規

模
局

用
電

源
装

置
台

数
と

す
る

。
 

２
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
に
設
置
す
る
場
合
の
設
備
量
の
算
定
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

－
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
最

大
規

格
）

の
１

台
当

た
り

最
大

電
流

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

小
規

模
局

用
電

源
装

置
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
所

要
電

流
値

の
余

り
か

ら
選

定
さ

れ
る

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

－
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
直

近
上

位
規

格
）

台
数

を
小

規
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模
局

用
電

源
装

置
台

数
に

加
え

る
。

こ
れ

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

電
流

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該

局
の

音
声
系
小
規
模
局
用
電
源
装
置
台
数
と
す
る
。
 

３
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

種
別

ご
と

小
規

模
局

用
電

源
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

小
規

模
局

用
電

源
装
置
投
資
額
を
算
定
す
る
。
 

種
別

ご
と
小
規
模
局
用
電
源
装
置
投
資
額
 

＝
当
該
種
別
音
声
系
小
規
模
局
用
電
源
装
置
台
数
×
当
該
種
別
小
規
模
局
用

電
源

装
置

単
価
 

電
力

設
備

（
可

搬
型

発
動

発
電

機
）
 

１
 

設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

所
要

電
流

値
ご

と
に

、
可

搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
に

可
搬

型
発

動
発

電
機

規
定

容
量

を
乗

じ
、

全
て

の
所

要
電

流
値

に
つ

い
て

合
計

し

た
も

の
を
可
搬
型
発
動
発
電
機
容
量
と
す
る
。
 

⑵
 

小
規

模
局

ご
と

に
、

可
搬

型
発

動
発

電
機

容
量

を
総

電
流

の
割

合
に

応
じ

て
割

り
当

て
た

も
の

を
当

該
局

の
可

搬
型

発
動

発
電

機
容

量
と

す

る
。

ま
た

、
こ

れ
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

力
容

量
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
可
搬
型
発
動
発
電
機
容
量
と
す
る
。
 

２
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

可
搬

型
発

動
発

電
機

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
可

搬
型

発
動

発
電

機
投

資
額

を
算
定
す
る
。
 

可
搬

型
発
動
発
電
機
投
資
額
 

＝
音
声
系
可
搬
型
発
動
発
電
機
所
要
容
量
×
可
搬
型
発
動
発
電
機
単
位
容
量

当
た

り
単

価
 

機
械

室
建
物
 

１
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
以
外
の
局
の
機
械
室
建
物
の
設
備
量
の
算
定
 

⑴
 

局
ご
と
に
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
手
順
で
求
め
た
面
積
の
合
計
を
当
該
局

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
面

積
と

す
る

。
 

ア
 

専
用

架
搭

載
設

備
（

音
声

収
容

装
置

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
、

Ｃ

Ｓ
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
、

無
線

伝
送

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

、
警

察
消

防
回

線
集

約
装

置
及

び
信

号
用

中
継

交
換

機
）

ご
と
に
当
該
設
備
の
架
数
に
架
当
た
り
面
積
を
乗
じ
た
も
の
を
全
て
の

設
備

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の
 

イ
 

単
独

設
置

設
備

（
主

配
線

盤
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

、
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
及

び
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

）
ご

と
に

当
該

設
備

の
ユ

ニ
ッ

ト
数
に
１
ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
面
積
を
乗
じ
た
も
の
を
全
て
の
設
備
に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

 

ウ
 

共
用

架
搭

載
設

備
（

音
声

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
、

コ
ア

局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｐ
Ｔ

Ｎ
、

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
、

Ｓ
Ｇ

Ｗ
、

Ｍ
Ｇ

Ｃ
及

び
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

）
ご

と
に

、
当

該
設

備
の

ユ
ニ

ッ
ト

数

を
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ

ト
数

で
除

し
、

全
て

の
設

備
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。
）
を
当
該
局
の
共
用
架
数
と
し
、
こ
れ
に
共
用
架
当
た
り
所
要
面

積
を

乗
じ

た
も

の
 

エ
 

音
声

収
容

装
置

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
、

Ｃ
Ｓ

、
Ｍ

Ｇ
Ｗ

、
Ｘ

Ｃ

Ｍ
、

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
無

線
伝

送
装

置
、

衛
星

通
信

設
備

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、

警
察

消
防

回
線

集
約

装
置

、
信

号
用

中
継

交

換
機

及
び
共
用
架
の
各
設
備
の
更
改
面
積
の
う
ち
最
大
の
も
の
 

⑵
 

局
ご
と
に
、
次
の
ア
か
ら
ク
ま
で
の
手
順
で
求
め
た
面
積
の
合
計
を
当
該
局

の
電

力
設

備
面

積
と

す
る

。
 

ア
 

整
流
装
置
系
統
数
に
整
流
装
置
基
本
部
面
積
を
乗
じ
た
も
の
及
び
整
流
装
置

増
設

架
数

に
整

流
装

置
増

設
架

面
積

を
乗

じ
た

も
の

の
合

計
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イ
 

直
流
変
換
電
源
装
置
架
数
に
直
流
変
換
電
源
装
置
架
当
た
り
単
位
面
積

を
乗

じ
た

も
の
 

ウ
 

交
流
無
停
電
電
源
装
置
種
別
ご
と
に
、
交
流
無
停
電
電
源
装
置
台
数
に
交
流

無
停

電
電

源
装

置
所

要
面

積
を

乗
じ

た
も

の
の

合
計
 

エ
 

蓄
電
池
種
別
ご
と
に
、
蓄
電
池
組
数
に
蓄
電
池
所
要
面
積
を
乗
じ
た
も
の
の

合
計
 

オ
 

受
電
装
置
種
別
ご
と
に
、
受
電
装
置
台
数
に
受
電
装
置
所
要
面
積
を
乗

じ
た

も
の

の
合

計
 

カ
 

発
電
装
置
種
別
ご
と
に
、
発
電
装
置
台
数
に
発
電
装
置
所
要
面
積
を
乗
じ
た

も
の

の
合

計
 

キ
 

小
規
模
局
用
電
源
装
置
種
別
ご
と
に
、
小
規
模
局
用
電
源
装
置
台
数
に
小
規

模
局

用
電

源
装

置
所

要
面

積
を

乗
じ

た
も

の
の

合
計
 

ク
 

整
流
装
置
、
交
流
無
停
電
電
源
装
置
、
蓄
電
池
、
受
電
装
置
及
び
小
規
模
局

用
電

源
装

置
の

各
設

備
に

つ
い

て
更

改
面

積
の

合
計
 

⑶
 

局
ご
と
に
、
種
別
ご
と
の
空
調
設
備
台
数
に
空
調
設
備
単
位
面
積
を
乗
じ
た

も
の

の
合

計
を

当
該

局
の

空
調

設
備

面
積

と
す

る
。
 

⑷
 

局
ご
と
に
、

⑴
の
面
積

の
う
ち
主
配
線
盤
の
所
要
面
積
を
当
該
局
の
ケ
ー
ブ

ル
室

面
積

と
す

る
。
 

⑸
 

局
ご

と
に

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
面

積
、

電
力

設
備

面
積

、
空

調
設

備
面

積
及

び
ケ

ー
ブ

ル
室

面
積

の
合

計
に

、
１

か
ら

建
物

付
帯

設
備

面

積
付

加
係
数
を
減
じ
た
も
の
を
乗
じ
、
建
物
付
帯
設
備
面
積
付
加
係
数
で
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
建

物
付

帯
設

備
面

積
と

す
る

。
 

⑹
 

⑴
か

ら
⑸

ま
で

に
よ

り
算

定
し

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
面

積
、

電
力

設
備

面
積

、
空

調
設

備
面

積
、

ケ
ー

ブ
ル

室
面

積
及

び
建

物
付

帯
設

備

面
積

の
合

計
を

当
該

局
の

機
械

室
建

物
面

積
と

し
、

そ
れ

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
音

声
系

機
械

室
建

物
面

積
と

す
る
。
 

２
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
の
機
械
室
建
物
の
設
備
量
の
算
定
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

数
を

１
と

し
、

こ
れ

か
ら

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

機
械

室
建

物
面

積
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該
局
の
音
声
系
Ｒ
Ｔ
－
Ｂ
Ｏ
Ｘ
数
と
す
る
。
 

３
 
投

資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
機

械
室

建
物

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
機

械
室

建
物

投
資

額
を

算
定

す

る
。
 

⑴
 

局
舎
種
別
が
複
数
階
局
の
場
合
 

局
ご

と
機
械
室
建
物
投
資
額
 

＝
音
声
系
機
械
室
建
物
面
積
×
（
機
械
室
建
物
建
設
単
価
＋
機
械
室
建

物
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

⑵
 
局

舎
種
別
が
平
屋
局
で
あ
っ
て
離
島
単
独
局
の
場
合
 

局
ご

と
機
械
室
建
物
投
資
額
 

＝
音
声
系
機
械
室
建
物
面
積
×
機
械
室
建
物
建
設
単
価
 

⑶
 

局
舎
種
別
が
平
屋
局
で
あ
っ
て
⑵
以
外
の
場
合
 

局
ご

と
機
械
室
建
物
投
資
額
 

＝
音
声
系
機
械
室
建
物
面
積
×
（
機
械
室
建
物
建
設
単
価
＋
機
械
室
建
物
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

⑷
 
局

舎
種
別
が
Ｒ
Ｔ
－
Ｂ
Ｏ
Ｘ
の
場
合
 

局
ご

と
機
械
室
建
物
投
資
額
 

＝
音
声
系
Ｒ
Ｔ
－
Ｂ
Ｏ
Ｘ
数
×
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
単
価
 

機
械

室
土
地
 

１
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
以
外
の
局
の
機
械
室
土
地
の
設
備
量
の
算
定
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⑴
 

大
規

模
局

の
場

合
は

、
局

舎
種

別
は

複
数

階
局

と
す

る
。

大
規

模
局

以
外

の
場

合
は

、
収

容
局

（
無

線
併

設
局

及
び

衛
星

通
信

併
設

局
に

限

る
。

）
の

局
舎

種
別

は
複

数
階

局
、

収
容

局
（

離
島

単
独

局
に

限
る

。
）

の
局

舎
種

別
は

平
屋

局
と

し
、

そ
の

他
の

収
容

局
の

局
舎

種
別

に
つ

い
て

は
、
建
物
及
び
土
地
に
係
る
年
間
コ
ス
ト
を
比
較
し
、
複
数
階
局
と
平

屋
局

の
う

ち
よ

り
低

い
方

を
選

択
す

る
。
 

⑵
 

局
舎

種
別

が
複

数
階

局
の

場
合

は
、

局
ご

と
に

、
機

械
室

建
物

面
積

を
当

該
局

の
容

積
率

で
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
機

械
室

土
地

面
積

と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
局

の
容

積
率

の
指

定
が

な
い

場
合

に
は

、
機

械
室

建
物

面
積

を
複

数
階

局
容

積
率

で
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
機

械
室

土
地

面
積
と
す
る
。
 

⑶
 

局
舎

種
別

が
平

屋
局

の
場

合
は

、
局

ご
と

に
、

機
械

室
建

物
面

積
を

平
屋

局
容

積
率

で
除

し
た

も
の

、
駐

車
ス

ペ
ー

ス
等

土
地

面
積

及
び

地

上
鉄

塔
土
地
面
積
（
無
線
伝
送
装
置
を
設
置
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
合
を
当
該

局
の

機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

⑷
 

⑵
及

び
⑶

で
算

定
し

た
機

械
室

土
地

面
積

か
ら

駐
車

ス
ペ

ー
ス

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と

す
る

。
）

及
び

駐
車

ス
ペ

ー
ス

以
外

の
土

地
面

積
の

う
ち

デ
ー

タ
系

に
係

る
も

の
（

機
械

室
建

物
面

積
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
機
械
室
土
地
面
積
と
す
る
。
 

２
 

Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
の
機
械
室
土
地
の
設
備
量
の
算
定
 

局
ご

と
に

、
Ｒ

Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
土

地
面

積
を

当
該

局
の

機
械

室
土

地
面

積
と

し
、

こ
れ

か
ら

駐
車

ス
ペ

ー
ス

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
駐

車
ス

ペ
ー

ス
以

外
の

土
地

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

（
機

械
室

建
物

面
積

比

に
よ

り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
も
の
を
当
該
局
の
音
声
系
機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

３
 

投
資
額
の
算
定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
機

械
室

土
地

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
機

械
室

土
地

投
資

額
を

算
定

す

る
。

こ
の
場
合
に
使
用
す
る
土
地
単
価
時
点
補
正
係
数
は
、
当
該
局
が
属
す
る
都

道
府

県
の

値
と

す
る

。
 

局
ご

と
機
械
室
土
地
投
資
額
 

＝
音
声
系
機
械
室
土
地
面
積
×
（
固
定
資
産
評
価
額
÷
土
地
単
価
時
価

補
正

係
数

）
×

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

 

監
視

設
備
（

総
合

監
視

）
 

監
視

設
備
（
総
合
監
視
）
投
資
額
 

＝
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備

（
注
）
投
資
額
合
計
×
監
視
設
備
（
総
合
監
視
）
対
投

資
額

比
率
 

注
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
備

と
は

、
附

則
別

表
第

２
の

１
に

規
定

す
る

設
備

区
分

に
係

る
設

備
及

び
附

則
別

表
第

２
の

２
に

規
定

す
る

附
属

設
備

等

の
う

ち
、
空
調
設
備
、
電
力
設
備
、
機
械
室
建
物
及
び
機
械
室
土
地
の
設
備
等
区

分
に

係
る

設
備

等
を

い
う

。
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

同
じ

。
 

監
視

設
備
（

収
容

局
設

備
）
 

監
視

設
備
（
収
容
局
設
備
）
投
資
額
 

＝
（

音
声
収
容
ル
ー
タ
投
資
額
＋
共
用
収
容
ル
ー
タ
＋
音
声
収
容
装
置
投
資

額
 

＋
音
声
収
容
装
置
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
投
資
額
＋
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収

容
交
換

機
投

資
額
 

＋
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
投
資
額
＋
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
投
資
額

）
 

×
監
視
設
備
（
収
容
局
設
備
）
対
投
資
額
比
率
 

監
視

設
備
（

コ
ア

局
設

備
）
 

監
視

設
備
（
コ
ア
局
設
備
）
投
資
額
 

＝
（

共
用
コ
ア
ル
ー
タ
投
資
額
＋
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
投
資
額
＋
Ｃ
Ｓ
投
資
額
 

＋
Ｍ
Ｇ
Ｗ
投
資
額
＋
Ｍ
Ｇ
Ｃ
投
資
額
＋
Ｘ
Ｃ
Ｍ
投
資
額
＋
Ｓ
Ｇ
Ｗ
投
資

額
）
 

×
監
視
設
備
（
コ
ア
局
設
備
）
対
投
資
額
比
率
 

監
視

設
備
（

伝
送

無
線

機
械

）
 

監
視

設
備
（
伝
送
無
線
機
械
）
投
資
額
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＝
（
伝
送
装
置
投
資
額
＋
中
間
中
継
伝
送
装
置
投
資
額
＋
無
線
伝
送
装
置
投

資
額

 

＋
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
投
資
額
＋
無
線
ア
ン
テ
ナ
投
資
額
＋

無
線
鉄

塔
投

資
額

＋
衛

星
通

信
設

備
投

資
額

）
 

×
監
視
設
備
（
伝
送
無
線
機
械
）
対
投
資
額
比
率
 

監
視

設
備
（

市
外

線
路

）
 

監
視

設
備
（
市
外
線
路
）
投
資
額
 

＝
市

外
線
路
投
資
額
（
中
継
系
光
ケ
ー
ブ
ル
、
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
、
海
底
中

間
中

継
伝

送
装

置
及

び
中

継
系

電
柱

の
投

資
額

の
合

計
）
 

×
監
視
設
備
（
市
外
線
路
）
対
投
資
額
比
率
 

監
視

設
備
（

市
内

線
路

）
 

監
視

設
備
（
市
内
線
路
）
投
資
額
 

＝
市

内
線
路
投
資
額
（
加
入
系
光
ケ
ー
ブ
ル
、
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
及
び
加
入

系
電

柱
の

投
資

額
の

合
計

）
 

×
監
視
設
備
（
市
内
線
路
）
対
投
資
額
比
率
 

共
通

用
建
物
 

共
通

用
建
物
投
資
額
 

＝
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投
資
額
×
共
通
用
建
物
対
投
資
額
比
率
 

共
通

用
土
地
 

共
通

用
土
地
投
資
額
 

＝
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投
資
額
×
共
通
用
土
地
対
投
資
額
比
率
×
共
通
用
土

地
単

価
補

正
係

数
 

構
築

物
 

構
築

物
投
資
額
 

＝
（

機
械
室
建
物
投
資
額
＋
共
通
用
建
物
投
資
額
）
×
構
築
物
対
投
資
額
比

率
 

機
械

及
び
装

置
 

機
械

及
び
装
置
投
資
額
 

＝
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投
資
額
合
計
×
機
械
及
び
装
置
対
投
資
額
比
率
 

車
両
 

車
両

投
資
額
 

＝
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投
資
額
合
計
×
車
両
対
投
資
額
比
率
 

工
具

、
器
具

及
び

備
品
 

工
具

、
器
具
及
び
備
品
投
資
額
 

＝
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投
資
額
合
計
×
工
具
、
器
具
及
び
備
品
対
投
資
額
比

率
 

無
形

固
定
資

産
 

無
形

固
定
資
産
投
資
額
 

＝
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投
資
額
合
計
×
無
形
固
定
資
産
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
以

外
）

対
投

資
額

比
率
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 附
則
別
表
第

３
の
２
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
正

味
固

定
資

産
価

額
算

定
に

用
い

る
数

値
 

項
目
 

数
値
 

単
位
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑴
 

5 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑵
 

1
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑶
 

2
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑷
 

3
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑸
 

5
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑹
 

1
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑺
 

2
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑻
 

4
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑼
 

6
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑽
 

8
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑾
 

1
,00

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⑿
 

1
,20

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⒀
 

1
,40

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⒁
 

1
,60

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⒂
 

1
,80

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⒃
 

2
,00

0 
対
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メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⒄
 

2
,40

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
規

格
対

数
⒅
 

3
,00

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑴
 

5 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑵
 

1
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑶
 

2
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑷
 

3
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑸
 

5
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑹
 

1
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑺
 

2
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑻
 

4
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑼
 

6
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑽
 

8
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑾
 

1
,00

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
規

格
対

数
⑿
 

1
,20

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑴
 

5 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑵
 

1
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑶
 

2
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑷
 

3
0 

対
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九
十

六
頁
 

 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑸
 

5
0 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑹
 

1
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑺
 

2
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑻
 

4
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
規

格
対

数
⑼
 

6
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
最

大
規

格
対

数
 

3
,00

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
最

大
規

格
対

数
 

1
,20

0 
対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
最

大
規

格
対

数
 

6
00 

対
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑴

 
8 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑵

 
1
6 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑶

 
2
4 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑷

 
3
2 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑸

 
4
0 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑹

 
6
0 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑺

 
8
0 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑻

 
1
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑼

 
1
20 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑽

 
1
60 

心
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十

七
頁
 

 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑾

 
2
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑿

 
3
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⒀

 
4
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⒁

 
5
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⒂

 
6
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⒃

 
8
00 

心
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⒄

 
1
,00

0 
心
 

加
入
系

電
柱

間
隔

 
0
.03

5 
k
m 

配
線
回

線
予

備
率

 
0
.02

6 
―
 

加
入
系

光
予

備
心

数
 

4 
心
 

区
画
戸

建
最

大
回

線
数
 

3
1.2

5 
―
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
最

大
伝

送
距

離
 

2 
k
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
最

大
伝

送
距

離
 

4 
k
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
最

大
伝

送
距

離
 

7 
k
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
最

大
規

格
対

数
（

架
空

）
 

4
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
最

大
規

格
対

数
（

架
空

）
 

4
00 

対
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
最

大
規

格
対

数
（

架
空

）
 

2
00 

対
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

数
 

1
,00

0 
心
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九
十

八
頁
 

 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

数
（

架
空

）
 

2
00 

心
 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑴
 

1
1 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑵
 

1
1 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑶
 

1
2 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑷
 

1
4 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑸
 

1
6 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑹
 

1
9 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑺
 

2
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑻
 

3
0 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑼
 

3
5 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑽
 

3
9 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑾
 

4
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⑿
 

4
7 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⒀
 

5
0 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⒁
 

5
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⒂
 

5
6 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⒃
 

5
9 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⒄
 

6
3 

m
m 
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九
十

九
頁
 

 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
小

）
径

⒅
 

7
0 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑴
 

1
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑵
 

1
4 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑶
 

1
6 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑷
 

1
8 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑸
 

2
1 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑹
 

2
8 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑺
 

3
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑻
 

4
4 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑼
 

5
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑽
 

6
0 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑾
 

6
7 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
中

）
径

⑿
 

7
0 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑴
 

1
4 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑵
 

1
8 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑶
 

2
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑷
 

2
7 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑸
 

3
4 

m
m 
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頁
 

 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑹
 

3
8 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑺
 

4
3 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑻
 

5
9 

m
m 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

（
大

）
径

⑼
 

7
0 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑴
 

1
1 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑵
 

1
1 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑶
 

1
1 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑷
 

1
1 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑸
 

1
1 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑹
 

1
1 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑺
 

1
3 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑻
 

1
3 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑼
 

1
5 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑽
 

1
5 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑾
 

1
7 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⑿
 

1
9 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⒀
 

1
9 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⒁
 

2
3 

m
m 
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百
一

頁
 

 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⒂
 

2
3 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⒃
 

2
3 

m
m 

加
入
系

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
径

⒄
 

3
0 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

外
径

）
⑴

 
2
7 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

外
径

）
⑵

 
3
6 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

外
径

）
⑶

 
4
7 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

外
径

）
⑷

 
5
6 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

内
径

）
⑴

 
1
4 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

内
径

）
⑵

 
2
3 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

内
径

）
⑶

 
3
2 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

内
径

）
⑷

 
4
0 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

空
き

径
）

⑴
 

4
2 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

空
き

径
）

⑵
 

3
3 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

空
き

径
）

⑶
 

2
2 

m
m 

イ
ン
ナ

ー
パ

イ
プ

径
（

空
き

径
）

⑷
 

1
3 

m
m 

予
備
管

路
あ

た
り

最
大

管
路

数
 

1
5 

条
 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

最
大

収
容

電
話

回
線

数
 

5
12 

回
線
 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

最
大

収
容

低
速

専
用

回
線

数
 

2
3 

回
線
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百
二

頁
 

 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

最
大

収
容

高
速

メ
タ

ル
専

用
回
線
数
 

3 
回

線
 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

当
た

り
必

要
心

数
 

4 
心
 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

配
線

最
大

長
 

7 
k
m 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

設
置

最
小

回
線

数
 

4
00 

回
線
 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

率
 

0
.96

5 
―
 

き
線
回

線
予

備
率

 
0
.11

6 
―
 

配
線
光

予
備

心
線

数
 

2 
心
 

引
込
ビ

ル
数

算
定

式
二

次
係

数
 

-
0.0

000
007 

―
 

引
込
ビ

ル
数

算
定

式
一

次
係

数
 

0
.03

19 
―
 

引
込
ビ

ル
数

算
定

式
定

数
 

0 
―
 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

～
加

入
者

交
換

機
間

中
継

伝
送
路
年
経
費
 

0 
円
 

き
線
管

路
総

延
長

 
1
32,

069 
k
m 

自
治
体

管
路

総
延

長
 

3
9 

k
m 

電
線
共

同
溝

総
延

長
 

1
,48

3 
k
m 

情
報
ボ

ッ
ク

ス
総

延
長
 

8
,12

2 
k
m 

配
線
自

治
体

管
路

適
用

率
 

0
.02

275 
―
 

配
線
電

線
共

同
溝

適
用

率
 

0
.10

725 
―
 

配
線
情

報
ボ

ッ
ク

ス
適

用
率
 

0 
―
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頁
 

 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

帰
属

先
局

舎
種

別
判

別
値

 
1
5,0

00 
回

線
 

第
二
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

換
算

係
数

 
1
0 

―
 

時
間
帯

パ
ラ

メ
ー

タ
（

ア
ナ

ロ
グ

電
話

）
 

1 
―
 

時
間
帯

パ
ラ

メ
ー

タ
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス
）
 

1 
―
 

呼
完
了

率
（

ア
ナ

ロ
グ

電
話

）
 

0
.7 

―
 

呼
完
了

率
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

）
 

0
.7 

―
 

１
接
続

当
た

り
音

声
帯

域
 

1
05 

k
bps 

１
接
続

１
秒

当
た

り
音

声
パ

ケ
ッ

ト
数
 

1
00 

p
ps 

音
声
パ

ケ
ッ

ト
優

先
係

数
 

1 
―
 

６
Ｍ
パ

ス
当

た
り

帯
域
 

6 
Ｍ
bp
s 

Ｉ
Ｐ
デ

ー
タ

系
Ｍ

bps
当

た
り
パ

ケ
ッ

ト
数
 

1
56 

p
ps／

Ｍ
bps 

音
声
収

容
装

置
ラ

イ
ン

カ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

回
線
数
 

3
2 

回
線

／
ラ
イ

ン
カ

ー
ド
 

音
声
収

容
装

置
シ

ェ
ル

フ
当

た
り

最
大

収
容

ラ
イ

ン
カ
ー
ド
数
 

1
6 

カ
ー

ド
／
シ

ェ
ル

フ
 

音
声
収

容
装

置
架

当
た

り
最

大
収

容
シ

ェ
ル

フ
数

 
4 

シ
ェ

ル
フ
／

架
 

音
声
収

容
装

置
回

線
収

容
率
 

1 
―
 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

4
8 

Ｉ
Ｆ

／
ユ
ニ

ッ
ト

 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処
理
Ｍ
pps

数
 

7
14.

24 
Ｍ

pp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
設

置
不

要
最

大
音

声
収

容
装
置
シ
ェ
ル
フ
数
 

2 
シ

ェ
ル

フ
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四

頁
 

 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
収

容
率

 
0
.8 

―
 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ポ

ー
ト

収
容

率
 

1 
―
 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
冗

長
化

係
数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
（

Ｉ
Ｓ

Ｄ
Ｎ

64）
ボ
ー
ド
当
た
り
最
大
収
容
回
線
数
 

4 
回

線
／

ボ
ー

ド
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
（

Ｉ
Ｓ

Ｄ
Ｎ

150
0）

ボ
ー
ド
当
た
り
最
大
収
容
回
線
数
 

1 
回

線
／

ボ
ー

ド
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
（

Ｉ
Ｓ

Ｄ
Ｎ

64）
ボ
ー
ド
１
枚
当
た
り
占
用
ス
ロ
ッ
ト
数
 

1 
ス

ロ
ッ

ト
／

ボ
ー

ド
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
（

Ｉ
Ｓ

Ｄ
Ｎ

150
0）

ボ
ー
ド
１
枚
当
た
り
占
用
ス
ロ
ッ
ト
数
 

3 
ス

ロ
ッ

ト
／

ボ
ー

ド
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

１
ユ

ニ
ッ

ト
当
た
り
ス
ロ
ッ
ト
数
 

4
8 

ス
ロ

ッ
ト
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

架
当
た

り
最

大
収

容
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト
数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

回
線

収
容

率
 

1 
―
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

内
蔵

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ
収
容
率
 

1 
―
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

内
蔵

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ
当
た
り
最
大
収
容
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ユ
ニ
ッ
ト

数
 

7 
ユ

ニ
ッ

ト
／

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
１

ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
最
大
処
理
最
繁
時
呼
数
 

1
0,0

80,
000 

Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
収

容
率
 

0
.8 

―
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
冗

長
化
係
数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

イ
ン

タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

2
6 

Ｉ
Ｆ

／
ユ
ニ

ッ
ト

 

音
声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

Ｂ
Ｈ
Ｍ
bps 

4
4,0

00 
Ｍ

bp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

Ｂ
Ｈ
Ｍ
pps 

6
5 

Ｍ
pp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
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音
声
収

容
ル

ー
タ

収
容

率
 

0
.9 

―
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

冗
長

化
係

数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

2
6 

Ｉ
Ｆ

／
ボ
ー

ド
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

2 
Ｉ

Ｆ
／

ボ
ー

ド
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

１
Ｇ

ボ
ー
ド
数
 

1 
ボ

ー
ド

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

10Ｇ
ボ

ー
ド
数
 

1 
ボ

ー
ド

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

Ｂ
Ｈ
Ｍ
bps 

4
4,0

00 
Ｍ

bp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

Ｂ
Ｈ
Ｍ
pps 

6
5 

Ｍ
pp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

収
容

率
 

0
.8 

―
 

信
号
区

域
間

リ
ン

ク
分

散
数
 

2 
数
 

信
号
用

中
継

交
換

機
収

容
率
 

1 
―
 

信
号
用

中
継

交
換

機
当

た
り

最
大

リ
ン

ク
数
 

1
,05

6 
リ

ン
ク

／
Ｓ

Ｔ
Ｐ

 

信
号
用

中
継

交
換

機
対

当
た

り
渡

り
リ

ン
ク

数
 

8 
リ

ン
ク

／
Ｓ

Ｔ
Ｐ

対
 

信
号
用

中
継

交
換

機
当

た
り

処
理

信
号

数
 

5
6,3

20 
信

号
数

／
Ｓ

Ｔ
Ｐ

 

専
用
６

Ｍ
パ

ス
収

容
回

線
数

（
低

速
）
 

9
6 

回
線

／
６
Ｍ

パ
ス

 

専
用
６

Ｍ
パ

ス
収

容
回

線
数

（
高

速
メ

タ
ル

）
 

4
8 

回
線

／
６
Ｍ

パ
ス

 

専
用
６

Ｍ
パ

ス
収

容
回

線
数

（
高

速
光

）
 

4 
回

線
／

６
Ｍ

パ
ス

 

中
間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
（

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

）
 

8
0 

k
m 
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中
間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
（

Ｐ
Ｔ

Ｎ
）
 

8
0 

k
m 

コ
ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

4
8 

Ｉ
Ｆ

／
ユ
ニ

ッ
ト

 

コ
ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

冗
長

化
係

数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

10Ｇ
ボ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

1
8 

Ｉ
Ｆ

／
ボ
ー

ド
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

10Ｇ
ボ

ー
ド
数
 

4 
ボ

ー
ド

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

Ｂ
Ｈ
Ｍ
bps 

2
40,

000 
Ｍ

bp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

Ｂ
Ｈ
Ｍ
pps 

1
80 

Ｍ
pp
s／

ユ
ニ
ッ

ト
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

収
容

率
 

0
.8 

―
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

１
リ

ン
ク

当
た

り
信

号
数

 
2
40 

信
号

数
／
リ

ン
ク

 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

リ
ン

ク
数
 

1
28 

リ
ン

ク
／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

可
能

ポ
イ

ン
ト
コ
ー
ド
数
 

8 
ポ

イ
ン

ト
コ

ー
ド

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

収
容

率
 

1 
―
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

冗
長

化
係

数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｃ
Ｓ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
回

線
数
 

2
60,

000 
回

線
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

Ｃ
Ｓ
収

容
率
 

1 
―
 

Ｃ
Ｓ
冗

長
化

係
数

 
2 

ユ
ニ

ッ
ト
 

Ｃ
Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼
数
 

2
,19

0,0
00 

Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト
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Ｃ
Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

収
容

率
 

1 
―
 

Ｃ
Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

冗
長

化
係

数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

数
 

3
,75

0,0
00 

Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

収
容

率
 

0
.8 

―
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

冗
長

化
係

数
⑴
 

1 
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

冗
長

化
係

数
⑵
 

1 
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

用
Ｄ

Ｂ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時
呼
数
 

3
,75

0,0
00 

Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ａ
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

用
Ｄ

Ｂ
収

容
率
 

1 
―
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

用
Ｄ

Ｂ
冗

長
化

係
数
 

0 
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

 
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

 
冗

長
化

係
数

⑴
 

1 
ポ

ー
ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

 
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

 
冗

長
化

係
数

⑵
 

1 
ポ

ー
ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－

１
ポ

ー
ト
数
 

9 
ポ

ー
ト

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

収
容

率
 

1 
―
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

ポ
ー

ト
収

容
率
 

1 
―
 

Ｉ
Ｃ
接
続

156Ｍ
接

続
回
線

比
率

 
0
.5 

―
 

中
継
系

電
柱

距
離

 
0
.03

5 
k
m 

中
継
系

管
路

当
た

り
最

大
ケ

ー
ブ

ル
条

数
 

2 
ケ

ー
ブ

ル
条

数
／

管
路
 

チ
ャ
ネ

ル
切

上
単

位
（

52Ｍ
）
 

6
72 

―
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チ
ャ
ネ

ル
切

上
単

位
（

156Ｍ
）

 
2
,01

6 
―
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

当
た
り

52Ｍ
パ

ス
数
 

1
8 

5
2Ｍ

パ
ス
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

基
本

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
（
１
架
構
成
）
 

1 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

基
本

架
当

た
り

ユ
ニ

ッ
ト

数
（
複
数
架
構
成
）
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

接
続

架
当

た
り

基
本

架
数

 
4 

基
本

架
／
接

続
架

 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

最
大

接
続

架
数
 

2 
架
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
増

設
リ

ン
ク
数
 

6 
Ｊ

Ｉ
Ｆ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

冗
長

構
成

係
数
 

2 
Ｊ

Ｉ
Ｆ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

ス
イ

ッ
チ

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
増
設
リ
ン
ク
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

1
6 

Ｊ
Ｉ

Ｆ
／
Ｓ

Ｓ
Ｗ

Ｕ
ｎ

ｉ
ｔ
 

架
当
た

り
回

線
数

（
主

配
線

盤
）

 
1
50,

000 
回

線
／

架
 

架
当
た

り
心

線
数

（
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
大

）
 

2
,00

0 
心

線
／

架
 

架
当
た

り
心

線
数

（
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
小

１
）

 
1
28 

心
線

／
架
 

架
当
た

り
心

線
数

（
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
小

２
）

 
2
56 

心
線

／
架
 

架
当
た

り
心

線
数

（
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
中

）
 

3
89 

心
線

／
架
 

Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
 

低
速

10Ｇ
カ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

1 
Ｉ

Ｆ
／

カ
ー

ド
 

Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
 

低
速

Ｓ
Ｔ

Ｍ
－

１
カ

ー
ド

当
た

り
最

大
収
容
Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
 
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

4 
Ｉ

Ｆ
／

カ
ー

ド
 

Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
 

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
最

大
波

長
数

 
8 

波
長

／
Ｉ
Ｆ
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Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
心

線
数
 

1 
心

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

2.4Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

最
大

容
量

 
2
.4 

Ｇ
bp
s 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

10Ｇ
高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
最

大
容

量
 

1
0 

Ｇ
bp
s 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

１
リ

ン
グ

当
た

り
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
 

2 
Ｉ

Ｆ
／

リ
ン

グ
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス
数
 

4 
Ｉ

Ｆ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
 

2 
心

／
Ｉ

Ｆ
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

低
速

混
在

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ボ

ー
ド

最
大

Ｓ
Ｔ
Ｍ
－
１
ポ
ー
ト
数
 

4 
Ｓ

Ｔ
Ｍ

－
１

ポ
ー

ト
／

混
在

ボ
ー
ド
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

低
速

混
在

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ボ

ー
ド

最
大

１
Ｇ
ポ
ー
ト
数
 

8 
１

Ｇ
ポ

ー
ト

／
混

在

ボ
ー

ド
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス
ボ
ー
ド
数
 

2 
ボ

ー
ド

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

冗
長

化
係

数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
 

デ
ー
タ

系
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

最
大

容
量
 

1
0 

Ｇ
bp
s 

デ
ー
タ

系
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

当
た

り
心

線
数

 
2 

心
／

Ｉ
Ｆ
 

伝
送
装

置
収

容
率

 
1 

―
 

伝
送
装

置
ポ

ー
ト

収
容

率
 

1 
―
 

１
Ｇ
ポ

ー
ト

最
大

Ｍ
bps 

1
,00

0 
Ｍ

bp
s／

ポ
ー
ト

 

1
0Ｇ

ポ
ー
ト

最
大

Ｍ
bps 

1
0,0

00 
Ｍ

bp
s／

ポ
ー
ト
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Ｓ
Ｔ
Ｍ

－
１

ポ
ー

ト
最

大
Ｍ

bps 
1
56 

Ｍ
bp
s／

ポ
ー
ト

 

回
線
当

た
り

心
線

数
（

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ
ー
ビ
ス
）
 

2 
心

線
／

回
線
 

回
線
当

た
り

心
線

数
（

高
速

光
専

用
線

）
 

2 
心

線
／

回
線
 

主
配
線

盤
回

線
収

容
率
 

0
.96

5 
―
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
収

容
率
 

0
.96

5 
―
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑴

 
8 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑵

 
1
6 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑶

 
2
4 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑷

 
3
2 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑸

 
4
0 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑹

 
6
0 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑺

 
8
0 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑻

 
1
00 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑼

 
1
20 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑽

 
1
60 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑾

 
2
00 

心
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

数
⑿

 
3
00 

心
 

海
底
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離
 

1
30 

k
m 
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有
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

線
数
 

8 
心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

線
数
 

1
00 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑴
 

1
6 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑵
 

2
4 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑶
 

3
2 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑷
 

4
0 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑸
 

6
0 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑹
 

8
0 

心
 

無
中
継

光
ケ

ー
ブ

ル
規

格
心

線
数

⑺
 

1
00 

心
 

5
2Ｍ

パ
ス
当

た
り

帯
域
 

5
2 

Ｍ
bp
s 

変
復
調

回
線

切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収

容
52Ｍ

パ
ス
数
 

1 
5
2Ｍ

パ
ス
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

架
当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

（
変

復
調

回
線

切
替

装
置

）
 

4 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

無
線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収
容

52Ｍ
パ
ス
数
 

1 
5
2Ｍ

パ
ス
／

ユ
ニ

ッ
ト
 

架
当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

（
無

線
送

受
信

装
置

）
 

5 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

ル
ー
ト

当
た

り
ア

ン
テ

ナ
数
 

3 
個
 

最
大
ア

ン
テ

ナ
搭

載
数
 

1
2 

個
 

中
継
系

最
大

規
格

心
線

数
 

3
00 

心
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百
十

二
頁
 

 

ト
ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

当
た

り
最

大
接

続
可

能
回

線
数

 
1
49 

回
線

／
ト
ラ

ン
ス

ポ
ンダ
 

時
分
割

多
元

接
続

装
置

架
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
 

2
98 

回
線

／
架
 

衛
星
送

受
信

装
置

架
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
 

2
98 

回
線

／
架
 

局
当
た

り
衛

星
通

信
用

ア
ン

テ
ナ

数
 

2 
個
 

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大
収
容
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
数
 

6 
Ｉ

Ｆ
／

ユ
ニ

ッ
ト

 

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

ポ
ー

ト
収

容
率
 

1 
―
 

Ｒ
Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
最

大
音

声
収

容
装

置
架

数
 

1 
架

／
Ｒ

Ｔ
Ｂ

Ｏ
Ｘ

 

Ｒ
Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
最

大
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交
換
機
架
数
 

1 
架

／
Ｒ

Ｔ
Ｂ

Ｏ
Ｘ

 

Ｒ
Ｔ
－

Ｂ
Ｏ

Ｘ
最

大
共

用
架

数
 

4 
架

／
Ｒ

Ｔ
Ｂ

Ｏ
Ｘ

 

共
用
架

当
た

り
所

要
面

積
 

1
.5 

㎡
／

架
 

音
声
収

容
装

置
１

シ
ェ

ル
フ

当
た

り
Ｄ

Ｃ
電

流
 

2
2.5 

Ａ
／

シ
ェ
ル

フ
 

音
声
収

容
装

置
架

当
た

り
面

積
 

1
.5 

㎡
／

架
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流

 
5 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ

100Ｖ
電

流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ

200Ｖ
電

流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
ル

ー
タ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ
ト
数
 

1
1 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
 

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ
電
流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
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百
十

三
頁
 

 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
 

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ
100Ｖ

電
流
 

6
.6 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

音
声
収

容
装

置
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
 

共
用

架
当

た
り

最
大

搭
載
ユ
ニ
ッ
ト
数
 

8 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流

 
5 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

共
用
収

容
ル

ー
タ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ
ト
数
 

1
2 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

１
ユ

ニ
ッ

ト
当
た
り
Ｄ
Ｃ
電
流
 

2
7.1 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

架
当

た
り

面
積
 

2 
㎡

／
架
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
１

ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
Ｄ
Ｃ
電
流
 

3
6.1 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
架

当
た
り
最
大
搭
載
ユ
ニ
ッ
ト
数
 

4 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

用
Ｄ

Ｂ
架

当
た
り
面
積
 

1
.5 

㎡
／

架
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流

 
8
8 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ

200Ｖ
電

流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ
ト
数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

コ
ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ

100Ｖ
電

流
 

6
.6 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

コ
ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ
ト
数
 

6 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

Ｃ
Ｓ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
Ｄ

Ｃ
電

流
 

5
4.5 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

Ｃ
Ｓ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
Ａ

Ｃ
1
00Ｖ

電
流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｃ
Ｓ
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ

ト
数
 

1
2 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
 

Ｃ
Ｓ
架

当
た

り
面

積
 

1
.5 

㎡
／

架
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百
十

四
頁
 

 

Ｃ
Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

架
当

た
り

最
大

搭
載

ユ
ニ

ッ
ト

数
 

2 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

Ｃ
Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

架
当

た
り

面
積
 

3 
㎡

／
架
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流
 

4
0 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

架
当

た
り

最
大

搭
載

ユ
ニ

ッ
ト

数
 

0 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ

ト
数

 
4 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
 

Ｍ
Ｇ
Ｗ

架
当

た
り

面
積
 

0 
㎡

／
架
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流
 

1
5.6

3 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ

10
0Ｖ

電
流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｓ
Ｇ
Ｗ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ

ト
数

 
7 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流
 

0 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ａ
Ｃ

10
0Ｖ

電
流
 

1
3 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

Ｍ
Ｇ
Ｃ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ

ト
数

 
1
1 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

基
本

架
電

流
 

4
0.3 

Ａ
／

架
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

増
設

架
基

本
部

電
流
 

3
8.2 

Ａ
／

架
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

電
流
 

7
.9 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

ク
ロ
ス

コ
ネ

ク
ト

装
置

架
面

積
 

1
.44 

㎡
／

架
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ

電
流
 

3
.05 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

Ｐ
Ｔ
Ｎ

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭

載
ユ

ニ
ッ

ト
数

 
1
6 

ユ
ニ

ッ
ト
／

架
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百
十

五
頁
 

 

Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
Ｄ

Ｃ
電

流
 

4
.2 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
Ａ

Ｃ
100Ｖ

電
流

 
2 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

Ｃ
Ｗ
Ｄ

Ｍ
 

共
用

架
当

た
り

最
大

搭
載

ユ
ニ

ッ
ト

数
 

8 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

中
間
中

継
伝

送
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
Ｄ

Ｃ
電

流
 

4
.2 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

中
間
中

継
伝

送
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
Ａ

Ｃ
1
00Ｖ

電
流
 

2 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

中
間
中

継
伝

送
装

置
 
共
用

架
当

た
り

最
大

搭
載

ユ
ニ
ッ
ト
数
 

8 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

信
号
用

中
継

交
換

機
基

本
部

電
流

 
1
2.7 

Ａ
／

台
 

信
号
用

中
継

交
換

機
収

容
架

単
位

電
流
 

6
7 

Ａ
 

信
号
用

中
継

交
換

機
収

容
架

単
位

電
流

最
大

収
容

リ
ン
ク
数
（
4
8Ｋ

換
算
）
 

4
80 

リ
ン

ク
 

信
号
用

中
継

交
換

機
Ａ

Ｃ
電

流
 

0
.16 

Ａ
／

台
 

信
号
用

中
継

交
換

機
基

本
部

面
積

 
0 

㎡
／

台
 

信
号
用

中
継

交
換

機
収

容
架

単
位

面
積
 

1
.5 

㎡
 

信
号
用

中
継

交
換

機
収

容
架

単
位

面
積

最
大

収
容

リ
ン
ク
数
（
4
8Ｋ

換
算
）
 

4
80 

リ
ン

ク
 

１
万
端

子
当

た
り

の
必

要
主

配
線

盤
長
 

2
.52 

ｍ
 

作
業
ス

ペ
ー

ス
込

み
の

主
配

線
盤

幅
 

3
.9 

ｍ
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
（

大
）
 

1
2 

㎡
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
最

大
収

容
端

子
数

（
大
）
 

2
,00

0 
端

子
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
（

小
１

）
 

1 
㎡
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百
十

六
頁
 

 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
最

大
収

容
端

子
数

（
小
１
）
 

1
28 

端
子
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
（

小
２

）
 

2 
㎡
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
最

大
収

容
端

子
数

（
小
２
）
 

2
56 

端
子
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
（

中
）
 

2 
㎡
 

光
ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
単

位
面

積
最

大
収

容
端

子
数

（
中
）
 

3
89 

端
子
 

オ
ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

（
総

合
監

視
）

単
位

面
積

当
た
り
Ａ
Ｃ
電
流
 

0
.8 

Ａ
／

㎡
 

オ
ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

（
試

験
受

付
）

単
位

面
積

当
た
り
Ａ
Ｃ
電
流
 

0
.8 

Ａ
／

㎡
 

オ
ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

（
総

合
監

視
）

面
積
 

5
05 

㎡
 

オ
ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

（
試

験
受

付
）

面
積
 

4
32 

㎡
 

海
底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

単
位

電
流

 
0
.92 

Ａ
／

台
 

海
底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

単
位

面
積

 
1
.44 

㎡
 

変
復
調

回
線

切
替

装
置

単
位

電
流

 
1
.7 

Ａ
／

台
 

変
復
調

回
線

切
替

装
置

架
面

積
 

1
.92 

㎡
／

架
 

無
線
送

受
信

装
置

単
位

電
流
 

0
.5 

Ａ
／

台
 

無
線
送

受
信

装
置

架
面

積
 

1
.44 

㎡
／

架
 

地
上
鉄

塔
土

地
面

積
 

1
44 

㎡
 

発
熱
量

換
算

係
数

 
8
60 

k
cal／

ｋ
Ｖ

Ａ
 

空
調
１

台
当

た
り

の
能

力
⑴
 

3
0,0

00 
k
cal／

台
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百
十

七
頁
 

 

空
調
１

台
当

た
り

の
能

力
⑵
 

1
3,0

50 
k
cal／

台
 

空
調
設

備
１

台
当

た
り

の
電

力
容

量
⑴
 

1
1.5

5 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

空
調
設

備
１

台
当

た
り

の
電

力
容

量
⑵
 

5
.4 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

空
調
設

備
単

位
面

積
⑴
 

5 
㎡
 

空
調
設

備
単

位
面

積
⑵
 

2
.2 

㎡
 

空
調
予

備
機

台
数

 
1 

台
 

整
流
器

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

電
流
 

1
00 

Ａ
／

ユ
ニ
ッ

ト
 

整
流
装

置
１

系
統

当
た

り
最

大
電

流
 

8
00 

Ａ
／

系
統
 

整
流
装

置
基

本
部

収
容

可
能

整
流

器
数
 

4 
個

／
架
 

整
流
装

置
増

設
架

収
容

可
能

整
流

器
数
 

4 
個

／
架
 

整
流
装

置
総

合
効

率
 

0
.87 

―
 

整
流
装

置
基

本
部

面
積
 

1
0 

㎡
／

架
 

整
流
装

置
増

設
架

面
積
 

2 
㎡

／
架
 

整
流
器

予
備

ユ
ニ

ッ
ト

数
 

1 
ユ

ニ
ッ

ト
 

直
流
電

圧
値
 

4
8 

Ｖ
 

警
察
消

防
用

回
線

１
回

線
当

た
り

の
消

費
電

流
 

0
.48

437
5 

Ａ
／

回
線
 

直
流
変

換
電

源
装

置
１

架
最

大
電

流
 

8
0 

Ａ
／

架
 

直
流
変

換
電

源
装

置
架

単
位

面
積

 
5 

㎡
／

架
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百
十

八
頁
 

 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑴
 

1 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑵
 

3 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑶
 

5 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑷
 

7 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑸
 

1
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑹
 

1
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑺
 

2
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑻
 

3
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑼
 

5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑽
 

7
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑾
 

1
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⑿
 

2
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒀
 

2
50 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒁
 

3
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒂
 

4
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒃
 

5
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒄
 

6
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒅
 

8
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
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百
十

九
頁
 

 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒆
 

1
,00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

⒇
 

1
,20

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

規
定

出
力

容
量

（２１） 
1
,50

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑴
 

4 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑵
 

4 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑶
 

4 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑷
 

4 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑸
 

7 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑹
 

7 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑺
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑻
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑼
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑽
 

1
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑾
 

1
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⑿
 

1
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒀
 

1
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒁
 

1
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒂
 

3
0 

㎡
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百
二

十
頁
 

 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒃
 

3
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒄
 

2
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒅
 

3
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒆
 

5
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

⒇
 

4
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

（２１） 
5
0 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

総
合

効
率

 
0
.88 

―
 

蓄
電
池

容
量

算
出

係
数

（
大

規
模

局
、

整
流

装
置

用
、
保
持
時
間
：
３
時
間
）
 

5
.8 

Ａ
Ｈ

／
Ａ
 

蓄
電
池

容
量

算
出

係
数

（
大

規
模

局
、

Ｕ
Ｐ

Ｓ
用

、
保
持
時
間
：
３
時
間
）
 

4
.2 

Ａ
Ｈ

／
Ａ
 

蓄
電
池

容
量

算
出

係
数

（
小

規
模

局
（

作
業
員
の

到
着
に

1.5
時
間
以
上
を
要
す
る
も
の
及
び
災
害
対
策
の
強
化
を
目
的
と

す

る
も

の
を
除

く
。

）
、

保
持

時
間

：
10

時
間
）
 

1
2.6 

Ａ
Ｈ

／
Ａ
 

蓄
電
池

容
量

算
出

係
数

（
小

規
模

局
（

作
業
員
の

到
着
に

1.5
時
間
以
上
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
保
持
時
間
：
18

時

間
）
 

2
1.7 

Ａ
Ｈ

／
Ａ
 

蓄
電
池

容
量

算
出

係
数

（
小

規
模

局
（

災
害

対
策

の
強
化
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
保
持
時
間
：
36

時
間
）
 

3
9.7 

Ａ
Ｈ

／
Ａ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑴

 
2
00 

Ａ
Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑵

 
3
00 

Ａ
Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑶

 
5
00 

Ａ
Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑷

 
1
,00

0 
Ａ

Ｈ
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百
二

十
一
頁
 

 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑸

 
1
,50

0 
Ａ

Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑹

 
2
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑺

 
3
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑻

 
4
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑼

 
5
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑽

 
6
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑴

 
5 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑵

 
6 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑶

 
5 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑷

 
8 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑸

 
1
1 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑹

 
1
3 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑺

 
1
7 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑻

 
1
8 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑼

 
2
2 

㎡
 

整
流
装

置
用

蓄
電

池
取

得
面

積
⑽

 
2
3 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑴
 

5
0 

Ａ
Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑵
 

1
00 

Ａ
Ｈ
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百
二

十
二
頁
 

 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑶
 

2
00 

Ａ
Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑷
 

3
00 

Ａ
Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑸
 

5
00 

Ａ
Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑹
 

1
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑺
 

1
,50

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑻
 

2
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑼
 

3
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑴
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑵
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑶
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑷
 

9 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑸
 

8 
㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑹
 

1
3 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑺
 

1
8 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑻
 

2
1 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
100Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑼
 

2
7 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑴
 

2
00 

Ａ
Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑵
 

3
00 

Ａ
Ｈ
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百
二

十
三
頁
 

 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑶
 

5
00 

Ａ
Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑷
 

1
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑸
 

1
,50

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑹
 

2
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
規

定
容

量
⑺
 

3
,00

0 
Ａ

Ｈ
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑴
 

1
3 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑵
 

1
6 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑶
 

2
2 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑷
 

2
2 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑸
 

3
1 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑹
 

3
8 

㎡
 

交
流
無

停
電

電
源

装
置

（
200Ｖ

）
用

蓄
電

池
所

要
面

積
⑺
 

4
9 

㎡
 

建
物
付

帯
設

備
面

積
付

加
係

数
（

複
数

階
局

舎
、

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
あ
り
）
 

0
.7 

―
 

建
物
付

帯
設

備
面

積
付

加
係

数
（

複
数

階
局

舎
、

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
な
し
）
 

0
.8 

―
 

建
物
付

帯
設

備
面

積
付

加
係

数
（

平
屋

局
舎

）
 

0
.9 

―
 

単
位
面

積
当

た
り

の
建

物
付

帯
設

備
電

力
容

量
 

0
.01 

ｋ
Ｖ

Ａ
／
㎡
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑴
 

1
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑵
 

2
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
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百
二

十
四
頁
 

 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑶
 

3
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑷
 

5
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑸
 

7
50 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑹
 

1
,00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑺
 

1
,50

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑻
 

2
,00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

受
電
装

置
規

定
容

量
⑼
 

4
,00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑴
 

3
0 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑵
 

4
5 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑶
 

4
5 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑷
 

5
0 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑸
 

5
0 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑹
 

5
0 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑺
 

5
0 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑻
 

6
0 

㎡
 

受
電
装

置
所

要
面

積
⑼
 

1
62 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑴
 

1
5 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑵
 

2
5 

㎡
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百
二

十
五
頁
 

 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑶
 

2
5 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑷
 

3
2 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑸
 

3
5 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑹
 

3
7 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑺
 

5
2 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑻
 

5
4 

㎡
 

受
電
装

置
更

改
面

積
⑼
 

2
12 

㎡
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑴
 

1
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑵
 

2
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑶
 

3
7.5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑷
 

5
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑸
 

7
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑹
 

1
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑺
 

1
50 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑻
 

2
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑼
 

2
50 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑽
 

3
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑾
 

3
75 

ｋ
Ｖ

Ａ
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百
二

十
六
頁
 

 

発
電
装

置
規

定
容

量
⑿
 

5
00 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒀
 

6
25 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒁
 

7
50 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒂
 

1
,00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒃
 

1
,50

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒄
 

1
,75

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒅
 

2
,00

0 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

発
電
装

置
規

定
容

量
⒆
 

3
,12

5 
ｋ

Ｖ
Ａ
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑴
 

3
6 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑵
 

3
6 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑶
 

3
6 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑷
 

3
6 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑸
 

3
6 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑹
 

3
6 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑺
 

5
4 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑻
 

5
4 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑼
 

5
4 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑽
 

7
2 

㎡
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七
頁
 

 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑾
 

7
2 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⑿
 

7
2 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒀
 

7
2 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒁
 

7
2 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒂
 

1
08 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒃
 

1
08 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒄
 

1
08 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒅
 

1
08 

㎡
 

発
電
装

置
所

要
面

積
⒆
 

1
08 

㎡
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

あ
た

り
の

最
大

電
流

（
小
規
模
局
）
 

1
50 

Ａ
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

最
大

電
流

（
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
⑴
 

3
7.5 

Ａ
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

最
大

電
流

（
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
⑵
 

5
0 

Ａ
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

最
大

電
流

（
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
⑶
 

1
00 

Ａ
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

あ
た

り
の

所
要

面
積

（
小
規
模
局
）
 

7 
㎡
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

所
要

面
積

（
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
⑴
 

9 
㎡
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

所
要

面
積

（
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
⑵
 

9 
㎡
 

小
規
模

局
用

電
源

装
置

１
台

当
た

り
の

所
要

面
積

（
Ｒ
Ｔ
―
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）
⑶
 

9 
㎡
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑴

 
1 

ｋ
Ｖ

Ａ
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百
二

十
八
頁
 

 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑵

 
2 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑶

 
3 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑷

 
4 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑸

 
5 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑹

 
6 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑺

 
7 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑻

 
8 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑼

 
9 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑽

 
1
0 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
規

定
容

量
⑾

 
1
1 

ｋ
Ｖ

Ａ
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑴

 
0 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑵

 
2
9 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑶

 
6 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑷

 
0 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑸

 
2 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑹

 
2 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑺

 
0 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑻

 
0 

台
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頁
 

 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑼

 
0 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑽

 
0 

台
 

可
搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
⑾

 
1 

台
 

複
数
階

局
舎

容
積

率
 

4
00 

％
 

平
屋
局

舎
容

積
率

 
1
00 

％
 

駐
車
ス

ペ
ー

ス
等

土
地

面
積
 

9
0 

㎡
 

Ｒ
Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
土

地
面

積
 

7
5 

㎡
 

駐
車
ス

ペ
ー

ス
面

積
 

2
1 

㎡
 

時
分
割

多
元

接
続

装
置

架
単

位
電

流
 

9
.5 

Ａ
／

架
 

時
分
割

多
元

接
続

装
置

架
単

位
面

積
 

1
.44 

㎡
／

架
 

衛
星
送

受
信

装
置

架
単

位
電

流
 

3
6.7 

Ａ
／

架
 

衛
星
送

受
信

装
置

架
単

位
面

積
 

1
.44 

㎡
／

架
 

衛
星
回

線
制

御
装

置
架

単
位

電
流

 
2
10.

5 
Ａ

／
架
 

衛
星
回

線
制

御
装

置
架

単
位

面
積

 
1
6.3

8 
㎡

／
架
 

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

Ｄ
Ｃ
電
流
 

3
.12

5 
Ａ

／
ユ

ニ
ッ

ト
 

イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

 
共

用
架

当
た

り
最

大
搭
載
ユ
ニ
ッ
ト
数
 

5 
ユ

ニ
ッ

ト
／

架
 

土
地
単

価
時

価
補

正
係

数
 

0
.7 

―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

北
海

道
）
 

0
.80

09 
―
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三

十
頁
 

 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

青
森

県
）
 

0
.69

07 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

岩
手

県
）
 

0
.72

65 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

宮
城

県
）
 

0
.96

47 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

秋
田

県
）
 

0
.65

19 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

山
形

県
）
 

0
.75

89 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

福
島

県
）
 

0
.80

78 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

茨
城

県
）
 

0
.72

87 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

栃
木

県
）
 

0
.75

00 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

群
馬

県
）
 

0
.75

42 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

埼
玉

県
）
 

0
.87

01 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

千
葉

県
）
 

0
.88

62 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

東
京

都
）
 

0
.98

95 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

神
奈

川
県

）
 

0
.91

84 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

新
潟

県
）
 

0
.78

29 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

富
山

県
）
 

0
.83

53 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

石
川

県
）
 

0
.78

52 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

福
井

県
）
 

0
.73

56 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

山
梨

県
）
 

0
.77

24 
―
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百
三

十
一
頁
 

 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

長
野

県
）
 

0
.77

05 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

岐
阜

県
）
 

0
.82

38 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

静
岡

県
）
 

0
.85

09 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

愛
知

県
）
 

0
.97

16 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

三
重

県
）
 

0
.80

74 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

滋
賀

県
）
 

0
.87

70 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

京
都

府
）
 

0
.91

26 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

大
阪

府
）
 

0
.90

35 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

兵
庫

県
）
 

0
.88

28 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

奈
良

県
）
 

0
.85

12 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

和
歌

山
県

）
 

0
.71

67 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

鳥
取

県
）
 

0
.69

66 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

島
根

県
）
 

0
.75

46 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

岡
山

県
）
 

0
.83

05 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

広
島

県
）
 

0
.82

73 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

山
口

県
）
 

0
.72

33 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

徳
島

県
）
 

0
.65

03 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

香
川

県
）
 

0
.70

78 
―
 

167



百
三

十
二
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土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

愛
媛

県
）
 

0
.77

51 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

高
知

県
）
 

0
.62

40 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

福
岡

県
）
 

0
.89

48 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

佐
賀

県
）
 

0
.72

71 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

長
崎

県
）
 

0
.78

52 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

熊
本

県
）
 

0
.84

70 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

大
分

県
）
 

0
.78

70 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

宮
崎

県
）
 

0
.80

87 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

鹿
児

島
県

）
 

0
.72

88 
―
 

土
地
単

価
時

点
補

正
係

数
（

沖
縄

県
）
 

1
.00

47 
―
 

監
視
設

備
（

総
合

監
視

）
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.00

141
7 

―
 

監
視
装

置
（

収
容

局
設

備
）

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.05

425 
―
 

監
視
装

置
（

コ
ア

局
設

備
）

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.07

380 
―
 

監
視
設

備
（

市
外

線
路

）
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.03

438 
―
 

監
視
設

備
（

市
内

線
路

）
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.01

151 
―
 

監
視
設

備
（

伝
送

無
線

機
械

）
 

対
投

資
額

比
率

 
0
.14

53 
―
 

共
通
用

建
物

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

870
2 

―
 

共
通
用

土
地

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

686
1 

―
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三
頁
 

 

共
通
用

土
地

単
価

補
正

係
数
 

1 
―
 

構
築
物

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.06

732 
―
 

機
械
及

び
装

置
 

対
投

資
額

比
率

 
0
.00

067
18 

―
 

車
両
 

対
投

資
額

比
率
 

0
.00

011
12 

―
 

工
具
、

器
具

及
び

備
品

 
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

483
4 

―
 

無
形
固

定
資

産
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
除

く
。
）
 

対
投
資
額
比
率
 

0
.00

439
7 

―
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百
三

十
四
頁
 

 附
則

別
表
第

４
（
附
則

第
６
条
関

係
）

 

様
式

第
１
 

固
定
資
産

明
細
表

 

 

 

音声収容ルータ 

共用収容ルータ 

音声収容装置 

音声収容装置Ｌ２ＳＷ 

ＣＳ 

総合デジタル通信回線収容交換機 

総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

共用コアルータ 

コア局Ｌ２ＳＷ 

ＭＧＷ 

ＭＧＣ 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

インタフェース変換装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 

加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 
中継系とう道 

電線共同溝 

正味固定資産価額 

定
額

法
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

定
率

法
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百
三

十
五
頁
 

 総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容装置 

アナログ・デジタル回線共通部 

ＳＧＷ 

信号用中継交換機 

空調設備 

電力設備（整流装置） 

電力設備（直流変換電源装置） 

電力設備（交流無停電電源装置） 

電力設備（蓄電池） 

電力設備（受電装置） 

電力設備（発電装置） 

電力設備（小規模局用電源装置） 

電力設備（可搬型発動発電機） 

機械室建物 

機械室土地 

監視設備（総合監視） 

監視設備（収容局設備） 

監視設備（コア局設備） 

監視設備（伝送無線機械） 

監視設備（市外線路） 

監視設備（市内線路） 

共通用建物 

共通用土地 

構築物 

機械及び装置 

車両 

工具、器具及び備品 

無形固定資産 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

171



百
三

十
六
頁
 

 

様
式

第
２
 

固
定
資
産

帰
属
明
細

表
 

 
音声収容ルータ 

共用収容ルータ 

音声収容装置 

音声収容装置Ｌ２ＳＷ 

ＣＳ 

総合デジタル通信回線収容交換機 

総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

共用コアルータ 

コア局Ｌ２ＳＷ 

ＭＧＷ 

ＭＧＣ 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

インタフェース変換装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 

加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 

中継系とう道 
電線共同溝 

端
末

系
伝

送
路

設
備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収
容

ル
ー

タ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
収

容
ル

ー
タ

に
係

る
設
備
 

区
分

の
う

ち
、

回
線

数
の
 

増
減

に
応

じ
て

当
該

設
備
 

に
係

る
費

用
が

増
減

す
る
 

も
の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中

継
系

伝
送

路
設

備
等

で

あ
っ

て
、

収
容

ル
ー

タ
と

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
と

の
間

に
設

置
さ

れ
る

も
の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信
号

用
伝

送
路

設
備

及
び

信

号
用

中
継

交
換

機
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百
三

十
七
頁
 

 総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容装置 

アナログ・デジタル回線共通部 

ＳＧＷ 

信号用中継交換機 

空調設備 

電力設備（整流装置） 

電力設備（直流変換電源装置） 

電力設備（交流無停電電源装置） 

電力設備（蓄電池） 

電力設備（受電装置） 

電力設備（発電装置） 

電力設備（小規模局用電源装置） 

電力設備（可搬型発動発電機） 

機械室建物 

機械室土地 

監視設備（総合監視） 

監視設備（収容局設備） 

監視設備（コア局設備） 

監視設備（伝送無線機械） 

監視設備（市外線路） 

監視設備（市内線路） 

共通用建物 

共通用土地 

構築物 

機械及び装置 

車両 

工具、器具及び備品 

無形固定資産 
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百
三

十
八
頁
 

 附
則
別
表
第

５
の
１
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
費

用
算

定
方

式
 

費
用

区
分
 

算
定
方
式
 

減
価

償
却
費
 

（
（

（
投
資

額
－

最
低

残
存
価
額
）
÷
法
定
耐
用
年
数
）
×
法
定
耐
用
年
数
＋
除
去
損
）
÷
経
済

的
耐

用
年

数
 

土
地

は
、
減

価
償

却
し

な
い
。
除
去
損
＝
最
低
残
存
価
額
と
す
る
。
 

通
信

設
備
使

用
料

 
⑴

 
伊

豆
大

島
と

本
土

中
継
交
換
機
間
及
び
犬
石
と
中
継
交
換
局
間
の
伝
送
路
に
係
る
も
の
 

伝
送

路
数
×

専
用

線
料
金
単
価
 

⑵
 

信
号
用

中
継

交
換

機
に
係
る
も
の
 

信
号

用
中
継

交
換

機
伝

送
路
数
×
信
号
用
中
継
交
換
機
専
用
線
料
金
単
価
 

固
定

資
産
税
 

定
率

法
正
味

固
定

資
産

価
額
×
固
定
資
産
税
率
 

定
率

法
正
味

固
定

資
産

価
額
は
、
附
則
別
表
第
３
の
１
に
定
め
る
算
出
式
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

施
設

保
全
費
 

⑴
 
加

入
系

線
路

に
係

る
も
の
 

設
備

延
長

km×
１

km
当
た
り
の
施
設
保
全
費
＋
加
入
者
数
×
１
加
入
者
当
た
り
施
設
保
全
費

 

⑵
 

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル
、

中
継

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

、
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

、
電

線
共

同
溝

、
自

治
体

管
路

、
市

内
線

路
監

視
設

備
及

び
市

外
線

路
監

視
設

備
に

係
る
も

の
 

設
備

延
長

km×
１

km
当
た
り
の
施
設
保
全
費
 

⑶
 

管
路
、

中
口

径
管

路
、
共
同
溝
及
び
と
う
道
に
係
る
も
の
 

設
備

亘
長

km×
１

km
当

た
り
の
施
設
保
全
費
 

⑷
 
上

記
以

外
の

も
の
 

投
資

額
×
施

設
保

全
費

対
投
資
額
比
率
 

道
路

占
用
料
 

⑴
 
電

柱
に

係
る

も
の
 

電
柱

本
数
×

電
柱

１
本

当
た
り
道
路
占
用
料
 

⑵
 

管
路
、

中
口

径
管

路
及
び
と
う
道
に
係
る
も
の
 

設
備

亘
長

km×
１

km
当
た
り
道
路
占
用
料
 

⑶
 
電

線
共

同
溝

、
自

治
体
管
路
及
び
情
報
ボ
ッ
ク
ス
に
係
る
も
の
 

設
備

延
長

km×
１

km
当
た
り
道
路
占
用
料
 

⑷
 
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置
に
係
る
も
の
 

き
線

点
遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ
ッ
ト
数
×
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
１
ユ
ニ
ッ
ト
当
た
り
道
路
占

用
料

 

撤
去

費
用
 

投
資

額
×
撤

去
費

用
対

投
資
額
比
率
 

試
験

研
究
費
 

直
接

費
×
対

直
接

費
比

率
 

直
接

費
＝
減

価
償

却
費

＋
通
信
設
備
使
用
料
＋
固
定
資
産
税
＋
施
設
保
全
費
＋
道
路
占
用
料
＋
撤

去
費

用
 

接
続

関
連
事

務
費

 
音

声
回

線
数

×
１

回
線

当
た
り
接
続
関
連
事
務
費
 

管
理

共
通
費
 

（
施

設
保
全

費
＋

試
験

研
究
費
＋
接
続
関
連
事
務
費
）
×
管
理
共
通
費
比
率
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百
三

十
九
頁
 

  附
則
別
表
第

５
の
２
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
共

通
費

等
の

配
賦

基
準

 
区

分
 

帰
属
対
象
設
備
 

配
賦

基
準
 

試
験

研
究
費
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

直
接
費
比
 

接
続

関
連
事

務
費

 
附

則
別

表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

投
資
額
比
 

管
理

共
通
費
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

施
設
保
全
費
＋
試
験
研

究
費

＋
接

続
関

連
事

務
費

の
合

計
額

比
 

監
視

設
備
 

総
合

監
視
 

収
容

局
以
上

の
各

設
備
 

資
本
コ
ス
ト
＋
保
守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
収

容
局

設
備
 

収
容

局
の
各

設
備

 
資
本
コ
ス
ト
＋
保
守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
コ

ア
局

設
備
 

コ
ア

局
の
各

設
備

 
資
本
コ
ス
ト
＋
保
守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
伝

送
無

線
機

械
 

伝
送

装
置

、
中
間

中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝
送
装
置
、
無
線

鉄
塔

、
無

線
ア

ン
テ

ナ
、

衛
星

通
信

設
備

及
び

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス
変

換
装
置
 

資
本
コ
ス
ト
＋
保
守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
市

外
線

路
 

中
継

系
光

ケ
ー
ブ

ル
、
海
底
光
ケ
ー
ブ
ル
及
び
海
底
中
間
中

継
伝

送
装
置
 

資
本
コ
ス
ト
＋
保
守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
市

内
線

路
 

メ
タ

ル
ケ
ー

ブ
ル

及
び
加
入
系
光
ケ
ー
ブ
ル
 

資
本
コ
ス
ト
＋
保
守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

共
通

用
建
物
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

施
設
保
全
費
＋
試
験
研

究
費

＋
接

続
関

連
事

務
費

の
合

計
額

比
 

共
通

用
土
地
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

施
設
保
全
費
＋
試
験
研

究
費

＋
接

続
関

連
事

務
費

の
合

計
額

比
 

構
築

物
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

機
械
室
土
地
建
物
及
び

共
通

用
土

地
建

物
の

資
本

コ
ス

ト
＋

保
守

コ
ス

ト
の

合
計

額
比
 

機
械

及
び
装

置
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

施
設
保
全
費
＋
試
験
研

究
費

＋
接

続
関

連
事

務
費

の
合

計
額

比
 

車
両
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

施
設
保
全
費
比
 

工
具

器
具
及

び
備

品
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

施
設
保
全
費
＋
試
験
研

究
費

＋
接

続
関

連
事

務
費

の
合

計
額

比
 

無
形

固
定
資

産
 

附
則

別
表
第

２
の
１
の
設
備
区
分
に
定
め
る
各
設
備
 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
投

資
額

比
 

空
調

設
備
 

音
声

収
容

ル
ー
タ
、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消

防
警

察
ト

ラ
ン
ク
、
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
Ｃ

Ｓ
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
、

Ｍ
Ｇ

Ｃ
、
伝
送
装
置
、
中
間
中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝

送
装

置
、

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
、
衛
星
通
信
設
備
、

信
号

用
中
継

交
換
機
、
Ｓ
Ｇ
Ｗ
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
 

電
力
容
量
比
 

電
力

設
備
 

整
流

装
置
 

音
声

収
容

ル
ー
タ

、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ

２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

電
流
比
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交
換

機
、

総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消

防
警

察
ト

ラ
ン
ク

、
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

、
Ｃ
Ｓ

、
Ｍ
Ｇ
Ｗ
、
Ｘ
Ｃ
Ｍ
、
Ｍ
Ｇ
Ｃ
、
伝
送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
無

線
伝

送
装

置
、

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

変
換
装

置
、
衛
星
通
信
設
備
、
信
号
用
中
継
交
換

機
及

び
Ｓ
Ｇ

Ｗ
 

 
蓄

電
池
 

音
声

収
容

ル
ー
タ
、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消

防
警

察
ト

ラ
ン
ク
、
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
Ｃ

Ｓ
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
、

Ｍ
Ｇ

Ｃ
、
伝
送
装
置
、
中
間
中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝

送
装

置
、

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
、
衛
星
通
信
設
備
、

信
号

用
中
継

交
換
機
、
Ｓ
Ｇ
Ｗ
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
 

電
流
比
 

 
交

流
無

停
電

電

源
装

置
 

音
声

収
容

装
置
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
、
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
、

共
用

コ
ア

ル
ー
タ
、
コ
ア
局
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
、
Ｃ
Ｓ
、
Ｍ
Ｇ
Ｃ
、

伝
送

装
置

、
中
間
中
継
伝
送
装
置
、
信
号
用
中
継
交
換
機
、

Ｓ
Ｇ

Ｗ
及
び
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
 

電
流
比
 

 
受

電
装

置
 

音
声

収
容

ル
ー
タ

、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ

２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消

防
警

察
ト

ラ
ン
ク

、
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
Ｃ

Ｓ
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
、

Ｍ
Ｇ

Ｃ
、
伝

送
装
置
、
中
間
中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝

送
装

置
、

イ
ン
タ

フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
、
衛
星
通
信
設
備
、

信
号

用
中
継

交
換

機
、
Ｓ
Ｇ
Ｗ
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
 

電
力
容
量
比
 

 
発

電
装

置
 

音
声

収
容

ル
ー
タ

、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ

２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消

防
警

察
ト

ラ
ン
ク

、
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
Ｃ

Ｓ
、

Ｍ
Ｇ

Ｗ
、

Ｘ
Ｃ

Ｍ
、

Ｍ
Ｇ

Ｃ
、
伝

送
装
置
、
中
間
中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝

送
装

置
、

イ
ン
タ

フ
ェ
ー
ス
変
換
装
置
、
衛
星
通
信
設
備
、

信
号

用
中
継

交
換

機
、
Ｓ
Ｇ
Ｗ
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
 

電
力
容
量
比
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小

規
模

局
舎

用

電
源

装
置
 

音
声

収
容

ル
ー
タ

、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ

２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
伝

送
装

置
、

中
間
中

継
伝
送
装
置
、
無
線
伝
送
装
置
、
イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
変

換
装

置
及
び
衛
星
通
信
設
備
 

電
流
比
 

 
小

規
模

局
舎

用

蓄
電

池
 

音
声

収
容

ル
ー
タ
、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
伝

送
装

置
、

中
間
中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝
送
装
置
、
イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
変

換
装
置
及
び
衛
星
通
信
設
備
 

電
流
比
 

 
可

搬
型

発
動

発

電
機
 

音
声

収
容

ル
ー
タ
、
共
用
収
容
ル
ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、

音
声

収
容

装
置
Ｌ
２
Ｓ
Ｗ
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容

交
換

機
、

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
伝

送
装

置
、

中
間
中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝
送
装
置
、
イ
ン
タ

フ
ェ

ー
ス
変

換
装
置
及
び
衛
星
通
信
設
備
 

電
流
比
 

 
直

流
変

換
電

源

装
置
 

消
防

警
察
ト

ラ
ン
ク
及
び
警
察
消
防
用
回
線
集
約
装
置
 

電
流
比
 

機
械

室
建
物
 

主
配

線
盤

、
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
、
音
声
収
容
ル
ー
タ
、
共

用
収

容
ル

ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、
音
声
収
容
装
置
Ｌ
２
Ｓ

Ｗ
、

総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
、
総
合
デ
ジ
タ

ル
通

信
回

線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
、
警

察
消

防
用

回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
、
コ
ア
局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
Ｍ

Ｇ
Ｗ

、
Ｘ

Ｃ
Ｍ

、
Ｍ

Ｇ
Ｃ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝
送
装
置
、
無
線
鉄
塔
、

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス
変
換
装
置
、
衛
星
通
信
設
備
、
信
号
用
中

継
交

換
機
、

Ｓ
Ｇ
Ｗ
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
 

面
積
比
 

機
械

室
土
地
 

主
配

線
盤

、
光
ケ
ー
ブ
ル
成
端
架
、
音
声
収
容
ル
ー
タ
、
共

用
収

容
ル

ー
タ
、
音
声
収
容
装
置
、
音
声
収
容
装
置
Ｌ
２
Ｓ

Ｗ
、

総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
、
総
合
デ
ジ
タ

ル
通

信
回

線
収
容
交
換
機
Ｄ
Ｂ
、
消
防
警
察
ト
ラ
ン
ク
、
警

察
消

防
用

回
線
集
約
装
置
、
共
用
コ
ア
ル
ー
タ
、
コ
ア
局
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
Ｍ

Ｇ
Ｗ

、
Ｘ

Ｃ
Ｍ

、
Ｍ

Ｇ
Ｃ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継
伝
送
装
置
、
無
線
伝
送
装
置
、
無
線
鉄
塔
、

イ
ン

タ
フ

ェ
ー
ス
変
換
装
置
、
衛
星
通
信
設
備
、
信
号
用
中

面
積
比
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継
交

換
機
、

Ｓ
Ｇ

Ｗ
及
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
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 附
則
別
表
第

５
の
３
（

附
則
第
６

条
関

係
）

 
費

用
算

定
に

用
い

る
数

値
 

項
目
 

数
値
 

単
位
 

加
入
者

交
換

機
 

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.04

436 
―

 

中
継
交

換
機

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.04

164 
―

 

伝
送
装

置
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率
 

0
.02

873 
―

 

音
声
収

容
装

置
 

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.05

19 
―

 

音
声
収

容
装
置

L2S
W 

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.05

19 
―
 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

 
施

設
保

全
費
対
投
資
額
比
率
 

0
.05

19 
―

 

音
声
収

容
ル

ー
タ

 
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

 
0
.13

65 
―

 

共
用
収

容
ル

ー
タ

 
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

 
0
.14

91 
―

 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

 
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

 
0
.14

88 
―

 

コ
ア
局

L2SW 
施

設
保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.05

19 
―
 

C
S 

施
設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

 
0
.03

9 
―

 

中
継
系

ソ
フ

ト
ス

イ
ッ

チ
 

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比
率
 

0
.06

44 
―

 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
北
海
道
）
 

1
51,

648 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
青
森
県
）
 

1
43,

229 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
岩
手
県
）
 

1
48,

491 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮
城
県
）
 

1
55,

332 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
秋
田
県
）
 

1
46,

386 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
山
形
県
）
 

1
50,

596 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
福
島
県
）
 

1
53,

227 
円

／
km 
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メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
茨
城
県
）
 

1
54,

806 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
栃
木
県
）
 

1
53,

227 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
群
馬
県
）
 

1
51,

122 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
埼
玉
県
）
 

1
61,

647 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
千
葉
県
）
 

1
62,

699 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
東
京
都
）
 

1
73,

224 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
神
奈
川
県
）
 

1
63,

225 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
新
潟
県
）
 

1
51,

648 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
富
山
県
）
 

1
56,

911 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
石
川
県
）
 

1
57,

437 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
福
井
県
）
 

1
44,

807 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
山
梨
県
）
 

1
60,

594 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
長
野
県
）
 

1
53,

753 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
岐
阜
県
）
 

1
52,

701 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
静
岡
県
）
 

1
59,

015 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛
知
県
）
 

1
53,

227 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
三
重
県
）
 

1
53,

753 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
滋
賀
県
）
 

1
51,

122 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
京
都
府
）
 

1
48,

491 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
大
阪
府
）
 

1
52,

701 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
兵
庫
県
）
 

1
46,

912 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
奈
良
県
）
 

1
51,

122 
円

／
km 
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メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
和
歌
山
県
）
 

1
51,

648 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
鳥
取
県
）
 

1
36,

388 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
島
根
県
）
 

1
35,

861 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
岡
山
県
）
 

1
42,

176 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
広
島
県
）
 

1
41,

650 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
山
口
県
）
 

1
41,

124 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
徳
島
県
）
 

1
44,

807 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
香
川
県
）
 

1
46,

912 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛
媛
県
）
 

1
42,

176 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
高
知
県
）
 

1
42,

176 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
福
岡
県
）
 

1
45,

860 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
佐
賀
県
）
 

1
43,

755 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
長
崎
県
）
 

1
39,

545 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
熊
本
県
）
 

1
37,

966 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
大
分
県
）
 

1
39,

019 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮
崎
県
）
 

1
36,

914 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
鹿
児
島
県
）
 

1
39,

545 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
沖
縄
県
）
 

1
27,

968 
円

／
km 

メ
タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

加
入

者
回

線
当

た
り

施
設

保
全

費
 

2
10 

円
／

回
線
 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
北
海
道
）
 

2
9,3

45 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
青
森
県
）
 

2
7,7

16 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
岩
手
県
）
 

2
8,7

34 
円

／
km 
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加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
宮
城
県
）
 

3
0,0

58 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
秋
田
県
）
 

2
8,3

27 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
山
形
県
）
 

2
9,1

42 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
福
島
県
）
 

2
9,6

51 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
茨
城
県
）
 

2
9,9

56 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
栃
木
県
）
 

2
9,6

51 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
群
馬
県
）
 

2
9,2

43 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
埼
玉
県
）
 

3
1,2

80 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
千
葉
県
）
 

3
1,4

84 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
東
京
都
）
 

3
3,5

20 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
神
奈
川
県
）
 

3
1,5

86 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
新
潟
県
）
 

2
9,3

45 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
富
山
県
）
 

3
0,3

64 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
石
川
県
）
 

3
0,4

65 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
福
井
県
）
 

2
8,0

21 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
山
梨
県
）
 

3
1,0

76 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
長
野
県
）
 

2
9,7

53 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
岐
阜
県
）
 

2
9,5

49 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
静
岡
県
）
 

3
0,7

71 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
愛
知
県
）
 

2
9,6

51 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
三
重
県
）
 

2
9,7

53 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
滋
賀
県
）
 

2
9,2

43 
円

／
km 
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加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
京
都
府
）
 

2
8,7

34 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
大
阪
府
）
 

2
9,5

49 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
兵
庫
県
）
 

2
8,4

29 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
奈
良
県
）
 

2
9,2

43 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
和
歌
山
県
）
 

2
9,3

45 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
鳥
取
県
）
 

2
6,3

92 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
島
根
県
）
 

2
6,2

90 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
岡
山
県
）
 

2
7,5

12 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
広
島
県
）
 

2
7,4

10 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
山
口
県
）
 

2
7,3

09 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
徳
島
県
）
 

2
8,0

21 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
香
川
県
）
 

2
8,4

29 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
愛
媛
県
）
 

2
7,5

12 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
高
知
県
）
 

2
7,5

12 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
福
岡
県
）
 

2
8,2

25 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
佐
賀
県
）
 

2
7,8

18 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
長
崎
県
）
 

2
7,0

03 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
熊
本
県
）
 

2
6,6

98 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
大
分
県
）
 

2
6,9

01 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
宮
崎
県
）
 

2
6,4

94 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
鹿
児
島
県
）
 

2
7,0

03 
円

／
km 

加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
沖
縄
県
）
 

2
4,7

63 
円

／
km 
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加
入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
加

入
者

回
線

当
た

り
施

設
保

全
費
 

2
10 

円
／

回
線
 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
北
海
道
）
 

1
09,

696 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
青
森
県
）
 

1
03,

561 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
岩
手
県
）
 

1
07,

395 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
宮
城
県
）
 

1
12,

380 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
秋
田
県
）
 

1
05,

861 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
山
形
県
）
 

1
08,

929 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
福
島
県
）
 

1
10,

846 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
茨
城
県
）
 

1
11,

996 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
栃
木
県
）
 

1
10,

846 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
群
馬
県
）
 

1
09,

312 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
埼
玉
県
）
 

1
16,

981 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
千
葉
県
）
 

1
17,

748 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
東
京
都
）
 

1
25,

416 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
神
奈
川
県
）
 

1
18,

131 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
新
潟
県
）
 

1
09,

696 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
富
山
県
）
 

1
13,

530 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
石
川
県
）
 

1
13,

913 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
福
井
県
）
 

1
04,

711 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
山
梨
県
）
 

1
16,

214 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
長
野
県
）
 

1
11,

229 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
岐
阜
県
）
 

1
10,

463 
円

／
km 
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中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
静
岡
県
）
 

1
15,

064 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
愛
知
県
）
 

1
10,

846 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
三
重
県
）
 

1
11,

229 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
滋
賀
県
）
 

1
09,

312 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
京
都
府
）
 

1
07,

395 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
大
阪
府
）
 

1
10,

463 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
兵
庫
県
）
 

1
06,

245 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
奈
良
県
）
 

1
09,

312 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
和
歌
山
県
）
 

1
09,

696 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
鳥
取
県
）
 

9
8,5

76 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
島
根
県
）
 

9
8,1

93 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
岡
山
県
）
 

1
02,

794 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
広
島
県
）
 

1
02,

411 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
山
口
県
）
 

1
02,

027 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
徳
島
県
）
 

1
04,

711 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
香
川
県
）
 

1
06,

245 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
愛
媛
県
）
 

1
02,

794 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
高
知
県
）
 

1
02,

794 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
福
岡
県
）
 

1
05,

478 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
佐
賀
県
）
 

1
03,

944 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
長
崎
県
）
 

1
00,

877 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
熊
本
県
）
 

9
9,7

27 
円

／
km 
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中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
大
分
県
）
 

1
00,

494 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
宮
崎
県
）
 

9
8,9

60 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
鹿
児
島
県
）
 

1
00,

877 
円

／
km 

中
継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
１

km
当

た
り

施
設
保

全
費

（
沖
縄
県
）
 

9
2,4

42 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
北
海
道
）
 

2
97,

895 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
青
森
県
）
 

2
80,

803 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
岩
手
県
）
 

2
91,

485 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮
城
県
）
 

3
05,

372 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
秋
田
県
）
 

2
87,

212 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
山
形
県
）
 

2
95,

758 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
福
島
県
）
 

3
01,

099 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
茨
城
県
）
 

3
04,

304 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
栃
木
県
）
 

3
01,

099 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
群
馬
県
）
 

2
96,

826 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
埼
玉
県
）
 

3
18,

190 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
千
葉
県
）
 

3
20,

327 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
東
京
都
）
 

3
41,

691 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
神
奈
川
県
）
 

3
21,

395 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
新
潟
県
）
 

2
97,

895 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
富
山
県
）
 

3
08,

577 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
石
川
県
）
 

3
09,

645 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
福
井
県
）
 

2
84,

008 
円

／
km 
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海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
山
梨
県
）
 

3
16,

054 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
長
野
県
）
 

3
02,

167 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
岐
阜
県
）
 

3
00,

031 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
静
岡
県
）
 

3
12,

849 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛
知
県
）
 

3
01,

099 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
三
重
県
）
 

3
02,

167 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
滋
賀
県
）
 

2
96,

826 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
京
都
府
）
 

2
91,

485 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
大
阪
府
）
 

3
00,

031 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
兵
庫
県
）
 

2
88,

281 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
奈
良
県
）
 

2
96,

826 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
和
歌
山
県
）
 

2
97,

895 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
鳥
取
県
）
 

2
66,

917 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
島
根
県
）
 

2
65,

848 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
岡
山
県
）
 

2
78,

667 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
広
島
県
）
 

2
77,

599 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
山
口
県
）
 

2
76,

530 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
徳
島
県
）
 

2
84,

008 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
香
川
県
）
 

2
88,

281 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
愛
媛
県
）
 

2
78,

667 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
高
知
県
）
 

2
78,

667 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
福
岡
県
）
 

2
86,

144 
円

／
km 
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海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
佐
賀
県
）
 

2
81,

871 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
長
崎
県
）
 

2
73,

326 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
熊
本
県
）
 

2
70,

121 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
大
分
県
）
 

2
72,

258 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
宮
崎
県
）
 

2
67,

985 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
鹿
児
島
県
）
 

2
73,

326 
円

／
km 

海
底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

１
km

当
た

り
施
設

保
全

費
（
沖
縄
県
）
 

2
49,

825 
円

／
km 

管
路
延
長

km
当

た
り

施
設

保
全

費
 

5
8,2

31 
円

／
km 

中
口
径

管
路

亘
長

km
当

た
り
施

設
保

全
費
 

5
8,2

31 
円

／
km 

と
う
道

亘
長

km
当

た
り

施
設
保

全
費
 

5
8,2

31 
円

／
km 

共
同
溝

亘
長

km
当

た
り

施
設
保

全
費
 

5
8,2

31 
円

／
km 

自
治
体

管
路

延
長

km
当

た
り
施

設
保

全
費
 

5
8,2

31 
円

／
km 

電
線
共

同
溝

延
長

km
当

た
り
施

設
保

全
費
 

5
8,2

31 
円

／
km 

電
力
設

備
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率
 

0
.04

565 
―

 

機
械
室

建
物

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.01

898 
―

 

監
視
設

備
（

総
合

監
視

）
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率
 

0
.16

74 
―

 

監
視
設

備
（

収
容

局
設

備
）

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比
率
 

0
.04

430 
―

 

監
視
設

備
（

コ
ア

局
設

備
）

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比
率
 

0
.04

161 
―

 

監
視
設

備
（

市
外

線
路

）
市

外
線

路
延
長

km
当

た
り
施
設
保
全
費
 

4
,17

6 
円

／
km 

監
視
設

備
（

市
内

線
路

）
市

内
線

路
延
長

km
当

た
り
施
設
保
全
費
 

1
,24

8 
円

／
km 

監
視
設

備
（

伝
送

無
線

機
械

）
施

設
保

全
費

対
投

資
額
比
率
 

0
.02

873 
―

 

共
通
用

建
物

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.01

898 
―
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構
築
物

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0 
―

 

機
械
及

び
装

置
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率
 

0 
―

 

車
両
施

設
保

全
費

対
投

資
額

比
率

 
0
.03

451 
―

 

工
具
、

器
具

及
び

備
品

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

216
1 

―
 

音
声
収

容
装

置
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
 

施
設

保
全

費
対

投
資
額
比
率
 

0
.05

19 
―

 

総
合
デ

ジ
タ

ル
通

信
回

線
収

容
交

換
機

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア
 
施
設
保
全
費
対
投
資
額
比
率
 

0
.05

19 
―

 

音
声
収

容
ル

ー
タ

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

 
施

設
保

全
費

対
投
資
額
比
率
 

0
.13

65 
―

 

共
用
収

容
ル

ー
タ

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

 
施

設
保

全
費

対
投
資
額
比
率
 

0
.14

91 
―

 

共
用
コ

ア
ル

ー
タ

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

 
施

設
保

全
費

対
投
資
額
比
率
 

0
.14

88 
―

 

CS
ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア
 
施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

0
.03

9 
―
 

中
継
系

ソ
フ

ト
ス

イ
ッ

チ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
 

施
設

保
全
費
対
投
資
額
比
率
 

0
.06

44 
―

 

無
形
固

定
資

産
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
除

く
。

）
施

設
保
全
費
対
投
資
額
比
率
 

0 
―

 

電
柱
１

本
当

た
り

道
路

占
用

料
 

2
90 

円
／

本
 

管
路
１

km
当
た

り
道

路
占

用
料

 
3
3,7

44 
円

／
km 

中
口
径

管
路

１
km

当
た

り
道
路

占
用

料
 

3
37,

418 
円

／
km 

と
う
道

１
km

当
た

り
道
路

占
用

料
 

7
25,

935 
円

／
km 

情
報
ボ

ッ
ク

ス
１

km
当

た
り
道

路
占

用
料
 

3
,82

1 
円

／
km 

自
治
体

管
路

１
km

当
た

り
道
路

占
用

料
 

3
,82

1 
円

／
km 

電
線
共

同
溝

１
km

当
た

り
道
路

占
用

料
 

3
,82

1 
円

／
km 

き
線
点

遠
隔

収
容

装
置

１
台

当
た

り
道

路
占

用
料

 
5
7 

円
／

台
 

機
械
設

備
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

342
1 

―
 

市
外
線

路
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

376
6 

―
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四
頁
 

 

市
内
線

路
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

239
7 

―
 

土
木
設

備
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

123
9 

―
 

建
物
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

253
2 

―
 

構
築
物

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
.00

248
8 

―
 

機
械
及

び
装

置
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.00

065
53 

―
 

車
両
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0 
―

 

工
具
、

器
具

及
び

備
品

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
.00

095
59 

―
 

試
験
研

究
費

対
直

接
費

比
率
 

0
.02

488 
―

 

１
回
線

当
た

り
接

続
関

連
事

務
費

 
0 

円
／

回
線
 

管
理
共

通
費

比
率

 
0
.15

06 
―

 

経
済
的

耐
用

年
数

 

交
換

機
 

3
0.9 

年
 

音
声

収
容
装
置
 

9 
年

 

音
声

収
容
装
置

L2S
W 

9 
年
 

総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
 

9 
年

 

音
声

収
容
ル
ー
タ
 

9 
年

 

共
用

収
容
ル
ー
タ
 

9 
年

 

共
用

コ
ア
ル
ー
タ
 

9 
年

 

コ
ア

局
L2SW 

9 
年
 

C
S  

9 
年

 

中
継

系
ソ
フ
ト
ス
イ
ッ
チ
 

9 
年

 

伝
送

装
置
 

9 
年

 

き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
 

1
3.5 

年
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無
線

伝
送
装
置
 

9 
年

 

通
信

衛
星
設
備
 

9 
年

 

架
空

メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
 

3
1.2 

年
 

地
下

メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
 

4
0.6 

年
 

陸
上

架
空
光
ケ
ー
ブ
ル
 

1
7.6 

年
 

陸
上

地
下
光
ケ
ー
ブ
ル
 

2
3.7 

年
 

海
底

光
ケ
ー
ブ
ル
 

2
6.5 

年
 

電
柱
 

2
1.2 

年
 

管
路
 

6
2.7 

年
 

中
口

径
管
路
 

6
2.7 

年
 

と
う

道
 

7
5 

年
 

共
同

溝
 

7
5 

年
 

電
線

共
同
溝
 

6
2.7 

年
 

無
線

ア
ン
テ
ナ
 

2
4.3 

年
 

無
線

鉄
塔
 

2
4.3 

年
 

空
調

設
備
 

2
2.8 

年
 

電
力

設
備
（
整
流
装
置
）
 

1
5.7 

年
 

電
力

設
備
（
整
流
装
置
用
蓄
電
池
）
 

9
.9 

年
 

電
力

設
備
（
直
流
変
換
電
源
装
置
）
 

2
0.4 

年
 

電
力

設
備
（
交
流
無
停
電
電
源
装
置
）
 

1
2.9 

年
 

電
力

設
備
（
交
流
無
停
電
電
源
装
置
用
蓄
電
池
）
 

9
.4 

年
 

電
力

設
備
（
小
規
模
局
用
電
源
装
置
）
 

1
7.6 

年
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電
力

設
備
（
小
規
模
局
用
電
源
装
置
用
蓄
電
池
）
 

9
.9 

年
 

電
力

設
備
（
発
電
装
置
）
 

1
8.2 

年
 

電
力

設
備
（
受
電
装
置
）
 

2
0.9 

年
 

電
力

設
備
（
可
搬
型
発
動
発
電
機
）
 

2
2.5 

年
 

機
械

室
建
物
 

2
4.1 

年
 

監
視

設
備
（
総
合
監
視
）
 

9 
年

 

監
視

設
備
（
収
容
局
設
備
）
 

1
0.6 

年
 

監
視

設
備
（
コ
ア
局
設
備
）
 

1
0.5 

年
 

監
視

設
備
（
伝
送
無
線
機
械
）
 

1
0.8 

年
 

監
視

設
備
（
市
外
線
路
）
 

1
4.1 

年
 

監
視

設
備
（
市
内
線
路
）
 

1
7.4 

年
 

共
通

用
建
物
 

2
3.1 

年
 

構
築

物
 

1
5.8 

年
 

機
械

及
び
装
置
 

1
0.7 

年
 

車
両
 

5 
年

 

工
具

、
器
具
及
び
備
品
 

5
.5 

年
 

音
声

収
容
装
置
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

5 
年

 

総
合

デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
収
容
交
換
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

9 
年

 

音
声

収
容
ル
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

5 
年

 

共
用

収
容
ル
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

5 
年

 

共
用

コ
ア
ル
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

5 
年

 

Ｃ
Ｓ

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

5 
年
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頁
 

 

中
継

系
ソ
フ
ト
ス
イ
ッ
チ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

5 
年

 

無
形

固
定
資
産
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
除
く
。
）
 

5
.2 

年
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 附
則
別
表
第

６
（
附
則

第
６
条
関

係
）
 
設

備
区

分
別

費
用

明
細

表
 

 
音声収容ルータ 

共用収容ルータ 

音声収容装置 

音声収容装置Ｌ２ＳＷ 

ＣＳ 

総合デジタル通信回線収容交換機 

総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

共用コアルータ 

コア局Ｌ２ＳＷ 

ＭＧＷ 

ＭＧＣ 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

インタフェース変換装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 

加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 
中継系とう道 

設
備

区
分

直
接

の
減

価
償

却
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
通

信
設

備
使
用
料
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

直
接

の
固

定
資

産
税
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
施

設
保

全
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
道

路
占

用
料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
撤

去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
減

価
償

却
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
固

定
資

産
税
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
施

設
保

全
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
撤

去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

試
験

研
究

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

接
続

関
連

事
務

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

管
理

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

ご
と

の
費

用
合

計
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電線共同溝

自治体管路

情報ボックス

総合デジタル通信局内回線終端装置

アナログ局内回線収容装置

アナログ・デジタル回線共通部

ＳＧＷ

信号用中継交換機

195



196



○
総
務
省
告
示
第

号

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第

号
）

附
則
別
表
第
一
の
十
二
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
機
能
及
び
単
位
費
用
総
額
の
算
定
方
法
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

【
諮
問
対
象
外
】
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機
能

の
区

分
 

内
容

 
単

位
費

用
総

額
の

算
定

方
法

（
一

）
 

単
位

費
用

総
額

の
算

定
方

法
（

二
）

 

１
 

市
内

通
信

機
能

 
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
、

加
入

者
交

換
機

内
折

返
し

通
信

機
能

、
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
折

返
し

通
信

機
能

及
び

単
位

料
金

区
域

内
折

返
し

通
信

機
能

を
併

用
し

て
、

同
一

の
単

位
料

金
区

域
内

に
終

始
す

る
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
機

能
 

加
入

者
交

換
機

内
折

返
し

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
折

返
し

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

加
入

者
交

換
機

内
折

返
し

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
折

返
し

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

⑴
加

入
者

交
換

機
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ａ

１
 

⑵
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
折

返
し

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ａ

２
 

⑶
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

⑴
加

入
者

交
換

機
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ａ

１
 

⑵
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
折

返
し

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ａ

２
 

⑶
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー
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ト
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ａ

３
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ａ

３
 

２
 

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
通

信
機

能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
、

市
内

通
信

機
能

及
び

中
継

区
域

内
折

返
し

通
信

機
能

を
併

用
し

て
、

中
継

事
業

者
が

提
供

す
る

仮
想

私
設

網
サ

ー
ビ

ス

（
以

下
「

Ｖ
Ｐ

Ｎ
サ

ー
ビ

ス
」

と
い

う
。

）
に

係
る

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
機

能
 

市
内

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

市
内

通
信

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

⑴
市

内
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
市

内
通

信
機

能
に

係
る

単
位

費
用

 

×
Ｂ

１
 

⑴
市

内
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
市

内
通

信
機

能
に

係
る

単
位

費
用

 

×
Ｂ

１
 

⑵
中

継
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ｂ

２
 

⑵
中

継
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

×
２

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
）

 

×
Ｂ

２
 

３
 

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
指

示
に

係
る

網

保
留

機
能

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
、

中
継

事
業

者
が

提
供

す
る

Ｖ
Ｐ

Ｎ
サ

ー
ビ

ス
に

 

（
加

入
者

交
換

部
（

交
換

等
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

 

（
端

末
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

 

 
係

る
リ

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

通
信

を
行

う

に
当

た
っ

て
、

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
指

示
信

号
を

受
信

し
て

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
を

行
う

ま
で

の
間

、
加

入
者

交
換

 

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｃ

１
 

199



 
機

、
市

外
中

継
交

換
機

及
び

加
入

者

交
換

機
と

市
外

中
継

交
換

機
間

の
伝

送
路

設
備

を
保

留
す

る
機

能
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｃ

１
 

 

４
の

１
 

一
般

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
送

出

用
接

続
通

信
機

能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
、

加
入

者
交

換
機

接
続

機
能

及
び

中
継

交
換

機
接

続
機

能
を

併
用

し
て

、
事

業
者

（
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す

る
電

気
通

信
事

業
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
協

定
を

締
結

す
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

者
（

以
下

「
協

定
事

業
者

」
と

い
う

。
）

の
提

供
サ

ー
ビ

ス
の

た
め

の
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

を
送

出
す

る
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
機

能
（

特
定

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
送

出
用

接
続

通
信

機
能

を
除

く
。

）
 

加
入

者
交

換
機

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

⑴
加

入
者

交
換

機
接

続
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｄ

１
 

⑵
中

継
交

換
機

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

 

用
）

 

×
Ｄ

２
 

加
入

者
交

換
機

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

⑴
加

入
者

交
換

機
接

続
に

係
る

単
位

費
用

 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｄ

１
 

⑵
中

継
交

換
機

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｄ

２
 

 
 

４
の

２
 

特
定

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
送

出

用
接

続
通

信
機

能
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
、

加
入

者
交

換
機

接
続

機
能

及
び

中
継

交
換

機
接

続
機

能
を

併
用

し
、

特
定

中
継

事
業

者
（

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

法
の

 

中
継

区
域

内
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
区

域
外

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
単

位
費

用
（

中
継

区
間

部
分

は
除

く
。

）
 

中
継

区
域

内
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
区

域
外

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
単

位
費

用
（

中
継

区
間

部
分

は
除

く
。

）
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一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
９

年

法
律

第
9
8

号
）

附
則

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
株

式
会

社
を

い
う

。
５

の
２

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
伝

送
路

設
備

を
用

い
て

、
協

定
事

業
者

の
提

供
サ

ー
ビ

ス
の

た
め

の
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

を
送

出
す

る
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
機

能
 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

 

各
単

位
費

用
は

、
次

に
掲

げ
る

式
に

よ

り
計

算
す

る
。

 

⑴
中

継
区

域
内

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｅ

１
 

⑴
中

継
区

域
内

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｅ

１
 

⑵
中

継
区

域
外

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
（

Ｅ
２

＋
Ｅ

３
）

 

⑵
中

継
区

域
外

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
単

位
費

用
 

＝
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｅ

２
 

＋
（

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）

に
係

る
単

位
費

用
 

 
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

×
２

 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー
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ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｅ

３
 

 

５
の

１
 

一
般

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

網

使
用

機
能

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
第

一
種

指
定

中
継

交
換

機
で

接
続

す
る

協
定

事
業

者
の

通
信

の
経

路
を

設
定

す
る

た
め

に
、

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
を

利
用

し
て

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

を
行

う
機

能
 

（
加

入
者

交
換

部
（

交
換

等
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｆ

１
 

（
端

末
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｆ

１
 

５
の

２
 

特
定

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

網

使
用

機
能

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用

い
て

行
う

通
信

の
う

ち
特

定
中

継
事

業
者

が
設

置
す

る
中

継
交

換
機

で
接

続
す

る
協

定
事

業
者

の
通

信
の

経
路

を
設

定
す

る
た

め
に

、
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

を
利

用
し

て
リ

ダ
イ

レ
ク

シ
ョ

ン
を

行
う

機
能

 

（
加

入
者

交
換

部
（

交
換

等
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｇ

１
 

（
端

末
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
）

 

×
Ｇ

１
 

６
 

中
継

交
換

機
加

入
者

交
換

機
接

続

機
能

 

 

他
の

電
気

通
信

設
備

を
第

一
種

指

定
中

継
交

換
機

で
接

続
す

る
場

合
に

お
け

る
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

に
よ

り
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

 

加
入

者
交

換
部

（
交

換
等

設
備

）
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

中
継

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

 
う

機
能

で
あ

っ
て

、
第

一
種

指
定

加

入
者

交
換

機
を

経
由

し
、

当
該

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
に

お
い

て
他

の
電

気
通

信
設

備
を

接
続

す
る

も
の

（
中

継
交

換
機

加
入

者
交

換
機

接
続

番
号

照
会

機
能

を
除

く
。

）
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
 

 

７
 

中
継

交
換

機
加

 
他

の
電

気
通

信
設

備
を

第
一

種
指

 
加

入
者

交
換

部
（

交
換

等
設

備
）

に
係

る
 

端
末

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用
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入
者

交
換

機
接

続

番
号

照
会

機
能

 
定

中
継

交
換

機
で

接
続

す
る

場
合

に

お
け

る
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

に
よ

り
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
機

能
で

あ
っ

て
、

電
気

通
信

番
号

の
照

会
後

に
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

を
経

由
し

、
当

該
第

一
種

指
定

加
入

者
交

換
機

に
お

い
て

他
の

電
気

通
信

設
備

を
接

続
す

る
も

の
 

単
位

費
用

 

＋
加

入
者

交
換

部
（

伝
送

路
設

備
）

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
加

入
者

交
換

機
共

用
ト

ラ
ン

ク
ポ

ー
ト

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
×

２
 

８
 

中
継

交
換

機
経

由
番

号
照

会
機

能
 

 

他
の

電
気

通
信

設
備

を
第

一
種

指

定
中

継
交

換
機

で
接

続
す

る
場

合
に

お
け

る
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

に
よ

り
通

信
の

交
換

及
び

伝
送

を
行

う
機

能
で

あ
っ

て
、

第
一

種
指

定
加

入
者

交
換

機
を

経
由

し
な

い
も

の
の

う
ち

電
気

通
信

番
号

の
照

会
を

行
う

も
の

 

加
入

者
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
交

換
機

共
用

ト
ラ

ン
ク

ポ
ー

ト
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
 

中
継

系
ル

ー
タ

交
換

部
に

係
る

単
位

費
用

 

＋
中

継
系

ル
ー

タ
変

換
部

に
係

る
単

位
費

用
 

＋
中

継
伝

送
共

用
部

に
係

る
単

位
費

用
 

 

注
 

各
係

数
は

、
通

信
量

等
の

単
位

ご
と

に
次

に
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
値

と
す

る
。

 

Ａ
１

：
加

入
者

交
換

機
内

折
返

し
通

信
、

加
入

者
交

換
機

設
置

局
内

折
返

し
通

信
及

び
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

通
信

量
等

の
合

計
の

う

ち
加

入
者

交
換

機
内

折
返

し
通

信
に

係
る

通
信

量
等

が
占

め
る

比
率

を
、

接
続

料
の

設
定

に
用

い
る

通
信

量
等

に
よ

り
算

定
し

た
も

の
 

Ａ
２

：
加

入
者

交
換

機
内

折
返

し
通

信
、

加
入

者
交

換
機

設
置

局
内

折
返

し
通

信
及

び
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

通
信

量
等

の
合

計
の

う

ち
加

入
者

交
換

機
設

置
局

内
折

返
し

通
信

に
係

る
通

信
量

等
が

占
め

る
比

率
を

、
接

続
料

の
設

定
に

用
い

る
通

信
量

等
に

よ
り

算
定

し
た

も
の

 

Ａ
３

：
加

入
者

交
換

機
内

折
返

し
通

信
、

加
入

者
交

換
機

設
置

局
内

折
返

し
通

信
及

び
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

通
信

量
等

の
合

計
の

う

ち
単

位
料

金
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係
る

通
信

量
等

が
占

め
る

比
率

を
、

接
続

料
の

設
定

に
用

い
る

通
信

量
等

に
よ

り
算

定
し

た
も

の
 

Ｂ
１

：
リ

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

通
信

に
お

け
る

市
内

通
信

及
び

中
継

区
域

内
折

返
し

通
信

に
係

る
通

信
量

等
の

合
計

の
う

ち
市

内
通

信
に

係
る

通
信

量
等

が

占
め

る
比

率
を

、
前

々
期

算
定

期
間

に
お

け
る

通
信

量
等

の
実

績
値

に
よ

り
算

定
し

た
も

の
 

Ｂ
２

：
リ

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

通
信

に
お

け
る

市
内

通
信

及
び

中
継

区
域

内
折

返
し

通
信

に
係

る
通

信
量

等
の

合
計

の
う

ち
中

継
区

域
内

折
返

し
通

信
に

係

る
通

信
量

等
が

占
め

る
比

率
を

、
前

々
期

算
定

期
間

に
お

け
る

通
信

量
等

の
実

績
値

に
よ

り
算

定
し

た
も

の
 

Ｃ
１

：
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
（

平
成

1
2
年

郵
政

省
令

第
6
4
号

）
第

1
9
条

の
規

定
に

よ
り

記
録

さ
れ

た
通

信
量

等
の

う
ち

リ
ル

ー
テ

ィ
ン

グ
指

示
に

係
る

網
保

留
時

間
 

Ｄ
１

：
一

般
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

送
出

用
接

続
通

信
に

お
け

る
加

入
者

交
換

機
接

続
及

び
中

継
交

換
機

接
続

に
係

る
通

信
時

間
の

合
計

の
う

ち
加

入
者

交

換
機

接
続

に
係

る
通

信
時

間
が

占
め

る
比

率
を

、
前

々
期

算
定

期
間

に
お

け
る

通
信

時
間

の
実

績
値

に
よ

り
算

定
し

た
も

の
 

Ｄ
２

：
一

般
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

送
出

用
接

続
通

信
に

お
け

る
加

入
者

交
換

機
接

続
及

び
中

継
交

換
機

接
続

に
係

る
通

信
時

間
の

合
計

の
う

ち
中

継
交

換
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機
接

続
に

係
る

通
信

時
間

が
占

め
る

比
率

を
、

前
々

期
算

定
期

間
に

お
け

る
通

信
時

間
の

実
績

値
に

よ
り

算
定

し
た

も
の

 

Ｅ
１

：
特

定
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

送
出

用
接

続
通

信
に

お
け

る
中

継
区

域
内

設
置

装
置

へ
の

接
続

及
び

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

通
信

時

間
の

合
計

の
う

ち
中

継
区

域
内

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
通

信
時

間
が

占
め

る
比

率
を

、
前

期
算

定
期

間
の

上
半

期
に

お
け

る
通

信
時

間
の

実
績

値
に

よ
り

算
定

し
た

も
の

 

Ｅ
２

：
特

定
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

送
出

用
接

続
通

信
に

お
け

る
中

継
区

域
内

設
置

装
置

へ
の

接
続

及
び

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

通
信

時

間
の

合
計

の
う

ち
中

継
区

域
外

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
通

信
時

間
が

占
め

る
比

率
を

前
期

算
定

期
間

の
上

半
期

に
お

け
る

通
信

時
間

の
実

績
値

に
よ

り
算

定
し

た
値

に
、

当
該

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

通
信

時
間

の
う

ち
加

入
者

交
換

機
接

続
発

信
の

場
合

の
通

信
時

間
が

占
め

る
比

率
を

前
々

期
算

定
期

間
に

お
け

る
通

信
時

間
の

実
績

値
に

よ
り

算
定

し
た

値
を

乗
じ

た
も

の
 

Ｅ
３

：
特

定
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

送
出

用
接

続
通

信
に

お
け

る
中

継
区

域
内

設
置

装
置

へ
の

接
続

及
び

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

通
信

時

間
の

合
計

の
う

ち
中

継
区

域
外

設
置

装
置

へ
の

接
続

に
係

る
通

信
時

間
が

占
め

る
比

率
を

前
期

算
定

期
間

の
上

半
期

に
お

け
る

通
信

時
間

の
実

績
値

に
よ

り
算

定
し

た
値

に
、

当
該

中
継

区
域

外
設

置
装

置
へ

の
接

続
に

係
る

通
信

時
間

の
う

ち
中

継
交

換
機

接
続

発
信

の
場

合
の

通
信

時
間

が
占

め
る

比
率

を
前

々
期

算
定

期
間

に
お

け
る

通
信

時
間

の
実

績
値

に
よ

り
算

定
し

た
値

を
乗

じ
た

も
の

 

Ｆ
１

：
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

1
9
条

の
規

定
に

よ
り

記
録

さ
れ

た
通

信
量

等
の

う
ち

一
般

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

網
使

用
機

能
接

続

処
理

時
間

 

Ｇ
１

：
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

1
9
条

の
規

定
に

よ
り

記
録

さ
れ

た
通

信
量

等
の

う
ち

特
定

リ
ダ

イ
レ

ク
シ

ョ
ン

網
使

用
機

能
接

続

処
理

時
間
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1 

接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針 改定（案） 

平 成 3 0年 ２月 

（平成30年○月最終改定） 

総 務 省 

１．目的等 

本指針は、接続料と利用者料金との関係について、価格圧搾による不当な競争

を引き起こすものとならないかを検証し、その結果に応じ第一種指定電気通信設備

接続料規則（平成12年郵政省令第64号）第14条の２の規定による接続料の水準の

調整その他の必要な対応を行うための基本的な方法について定めるものである。 

２．用語の意義 

本指針において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）事業者 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

（２）接続料 電気通信設備との接続に関し事業者が取得すべき金額

（３）認可接続料 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第33条第２項の規定に

基づき認可を受けるべき接続料（同条第７項の規定により届け出られるべきも

のを含む。）

（４）他事業者接続料 電気通信設備との接続に関し事業者が他の電気通信事業

者に支払う金額

（５）利用者料金 事業者がその設置する第一種指定電気通信設備を用いて提供

する電気通信役務（卸電気通信役務を除く。）に関する料金

その他、本指針で用いる用語の意義は、電気通信事業法、電気通信事業法施

行規則（昭和60年郵政省令第25号）、第一種指定電気通信設備接続会計規則（平

成９年郵政省令第91号）及び第一種指定電気通信設備接続料規則で用いる用語

の例による。 

３．検証の実施方法 

（１） 検証時期

【諮問対象外】
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2 

事業者は、電気通信事業法第33条第14項の規定に基づく認可接続料の再計算

及び同条第２項の規定に基づく接続約款の認可の申請（以下「認可申請」という。）

に際し、本指針に基づき検証を行うものとする。ただし、（２）の検証対象に関係する

接続料、他事業者接続料及び利用者料金に変更がない場合は、この限りでない。 

（２） 検証対象

本件検証は、当面、次のサービスについて行うものとする。 

① 加入電話・ISDN基本料

② 加入電話・ISDN通話料

③ フレッツADSL

④ フレッツ光ネクスト

⑤ フレッツ光ライト

⑥ ひかり電話

⑦ ビジネスイーサワイド

⑧ その他総務省が決定するサービスメニュー

（第一種指定電気通信設備接続料規則第８条第２項第１号の規定（将来原

価方式）に基づき接続料が算定された機能を利用して提供されるサービス

に属するものを基本とする。）

（３） 検証方法

検証対象ごとに、利用者料金による収入と、その利用者料金が設定されている

サービスの提供に用いられる機能ごとの振替接続料（当該機能の利用のために第

一種指定設備利用部門が負担すべき認可接続料その他の接続料（※１）をいう。以

下同じ。）の総額に当該サービスの提供のために事業者が支払う他事業者接続料

（※２）の総額を加えたもの（以下「接続料等総額」という。）を比較し、その差分が利

用者料金で回収される営業費に相当する金額（以下「営業費相当基準額」という。

当面の間、利用者料金による収入の20％とする。）を下回らないものであるかを検

証する（※３）。利用者料金による収入に対応する需要の範囲と、接続料等総額の算

定に用いられる需要の範囲は、一致しなければならない。 
※１：当該機能の利用に係る特定接続がある場合は、それに関し負担すべき接続料を含む。また、認

可接続料が設定されていない機能について接続料に代えて卸電気通信役務に関する料金を負
担すべき場合には、当該料金を含む。 

※２：検証対象に他事業者接続料を支払う需要が含まれる場合には、利用者料金額（単価）等により
通常の利用者が区別可能な範囲内において、他事業者接続料を支払う需要をできる限り除くも
のとする。また、他事業者接続料に代えて卸電気通信役務に関する料金を支払う場合には、当
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該料金を含むものとする。 
※３：（２）⑧については、検証対象のサービスメニューに設定されている利用者料金が、当該サービ

スメニューの提供に用いられる振替接続料及び他事業者接続料の合計を上回っているかを検証
する。 

 

４．結果の公表等 

 

事業者は、検証の実施結果をその具体的な算出方法と併せて総務省に報告す

る。また、事業者は、認可申請に際し、非公表とする正当な理由がある部分を除き、

当該結果及び算出方法を公表する。 

 

５．利用者料金収入と接続料等総額の差分が営業費相当基準額を下回る場合の取

扱い 

 

（１） ３．（３）の検証の結果、利用者料金による収入と接続料等総額との差分が営

業費相当基準額を下回った場合（※４）には、事業者は、次のいずれかの措置を

講ずる。 
※４：３．（２）⑧にあっては、利用者料金が振替接続料及び他事業者接続料の合計を下回った場
合 

① 例えば、本件サービスに関して競合する他の電気通信事業者が存在しない、

早期に事態の改善が見込まれる、本件サービスの需要が減退し小さくなって

いるとともにその内容・接続料の水準の面から他の電気通信事業者にとって

十分代替的な機能が別に存在するなど、価格圧搾による不当な競争を引き起

こさないものであることを示すに足る十分な論拠を、認可接続料の認可申請に

際して、その原価算定根拠において提示する。 

② 例えば、第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の２の規定による接続

料の水準の調整を行う、利用者料金の変更を行うなど、本指針による検証の

結果認められる利用者料金による収入と接続料等総額との間の差分が営業

費相当基準額を下回る状況（※５）が解消される所要の措置を講じた上で、認可

接続料の認可申請を行う。 
※５：３．（２）⑧にあっては、利用者料金が振替接続料及び他事業者接続料の合計を下回る状

況 

（２） 総務省では、上記の措置を受けて、価格圧搾による不当な競争を引き起こさ

ないものであるかを判断し、当該不当な競争を引き起こすものと認められる場合

には、電気通信事業法の規定に基づき、その是正に向けた措置を講ずるものと

する。 

 

６．その他 
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（１） 総務省は、本指針の目的達成のため必要と認める場合は、事業者（必要な

場合は事業者と競合する他の電気通信事業者）に対し関係のデータその他の情

報の提供を求めることにより、自ら検証を行うこととする。 

（２） 検証のための具体的な算出方法は、その適正性の確保のため必要な範囲内

において、前回の検証における方法から変更することができる。事業者は、具体

的な算出方法を変更したときは、「４．結果の公表等」により、当該変更の内容及

び理由を報告し、及び非公表とする正当な理由がある部分を除き公表するもの

とする。 

（３） 検証対象の範囲については、本指針の策定の２年後を目途に見直しの要否

について検討を行う。 

（４） 「接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテスト）の運用に関するガイド

ライン」（平成24年７月）は、廃止する。

（５） ３．（２）②（加入電話・ISDN通話料）については、第一種指定電気通信設備接

続料規則等の一部を改正する省令（平成31年総務省令第  号）附則第４条が

効力を有する間は、本指針を適用しない。 

（以上） 
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